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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、高齢者虐

待防止法）が平成 18 年 4 月に施行されて以降、厚生労働省では、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」として、各

年度の高齢者虐待防止・養護者支援に関する市区町村・都道府県等の対応状況等に関する

調査を実施し、結果を公表してきました。 

この調査について、当センターでは、平成 25 年度より、調査結果の集計や要因分析を実

施し、結果から抽出された課題やその改善策を共有するための研修会の開催や、冊子資料

の作成・公開を行ってまいりました。 

平成 29 年度は、これまでの成果を踏まえ、①高齢者虐待防止法に基づく対応状況調査

データによる高齢者虐待の要因分析、②法に基づく対応状況調査データを利用した、地方

公共団体の体制整備状況の評価や促進要因抽出を目的とした分析、③法に基づく対応状況

調査の方法に関する課題検討、及び④地方公共団体の体制整備促進を目的とした研修会の

開催を行う調査研究事業を実施いたしました（老人保健事業推進費等補助金事業「高齢者

虐待の要因分析及び高齢者虐待防止に資する地方公共団体の体制整備の促進に関する調査

研究事業」）。 
本報告書は、上記のように実施された調査研究事業の成果をとりまとめたものです。 

高齢者虐待の問題は、依然として深刻な状況にあります。これに対して、今年度は国が

作成する市町村・都道府県むけマニュアルの改訂、身体的拘束等の適正化の推進にむけた

基準省令・減算規定の見直し、そして介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保す

るための基本的な指針（第 7 期）における「高齢者虐待の防止」の明示などが行われてい

ます。本研究事業の成果が、こうした動向のもとで今後行われる高齢者虐待の防止・対応

施策の進展に、少しでも役立てば幸いです。 
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第１章  研究事業の概要 

 

 
高齢者虐待防止法施行の翌年より、厚生労働省は市区町村・都道府県を対象に同法に基づく対応

状況等に関する調査（以下、法に基づく対応状況調査）を行ってきた。 
この調査について、当法人が運営する認知症介護研究・研修仙台センターでは、平成24年度事

業において、個々の対応事例を基礎データ単位とした、より詳細に要因分析等を行える新しい調査

研究システムの開発・提案を行った。その後、平成25年度から28年度にかけて、新形式での調査

データの詳細分析（要因分析）を行うとともに、各年度対象者や重点テーマを変えて、分析結果の

周知・対応実務や施策展開上の課題とその改善策の提示を、研修会・冊子資料等により行ってき

た。 
この中で、特に平成28年度事業においては、現行の調査内容に関する課題を整理・検証し、必

要な調査設計の見直しを行って、調査の改善案を示した。また、調査の実施・集計分析と連動した

調査結果の活用・還元方法の整理検討を行い、具体策の提案を行った。加えて、活用・還元の一策

として行政機関・関係団体を対象とする研修会を開催し、一定の評価を得た。 
一方、法に基づく対応状況調査の結果からは、次のような課題が示唆されている。まず、法に基

づく対応の主体となる市町村等の地方公共団体においては、体制整備の実施率があまり向上せず、

一部の体制整備項目では実施率の低下もみられている。また、虐待（疑い）事例への対応状況にお

いては、初動及び虐待の有無の判断、判断後の対応、対応終結のいずれの段階においても、実務上

の課題があることが示されている。 
今後は、これらの提言内容や課題を踏まえて、次のような取り組みが望まれる。すなわち、 
 
①経年実施されている法に基づく対応状況調査の集計・分析をより活用度の高い形で実施してい

くこと。 
②調査の改善案や活用・還元策をもとに、必要度や実現性の高い改善や活用・還元策を検討し、

具体的に実施していくこと。 
 
である。本事業では、上記2点の取り組みを行うことにより、法に基づく対応状況調査の実施及

び集計・分析を基礎として、高齢者虐待防止に資する地方公共団体の体制整備の促進をはかること

を目的とした。具体的には、下記の事業を実施することとした。 
 

１．法に基づく対応状況調査の集計及び要因分析 
法に基づく対応状況調査の回答データに対し、結果整理及び要因分析を行う。なお、そのために

必要な調査研究システムの調整も行う。 
 

２．法に基づく対応状況調査データを利用した、地方公共団体の体制整備状況の評価や促進要因

抽出を目的とした分析 
法に基づく対応状況調査データを利用し、地方公共団体の体制整備状況の評価の観点や促進要因

を抽出するための分析を新たに実施する。 
 

Ⅰ．目的 
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３．法に基づく対応状況調査の方法に関する課題検討

法に基づく対応状況調査に対して、調査実施・回答実務の洗煉に向けた課題整理や、市町村の体

制整備の充実強化に向けた調査内容の検討等を行う。

４．地方公共団体の体制整備促進を目的とした研修会の開催

法に基づく対応状況調査の調査結果活用・還元方法の一つとして、地方公共団体の体制整備促進

を目的とした研修会を開催する。また今後の同種の取り組みのあり方について検討するとともに、

研修会時に提示する資料として、調査分析結果の資料化による活用方法についても検討する。

５．結果のとりまとめと地方公共団体等への還元

全体の結果を報告書に取りまとめる。またそれらを全国の地方公共団体に送付する等して周知す

る。
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第１章 

１．研究事業の実施体制

認知症介護研究・研修仙台センターの研究スタッフ、学識経験者、認知症介護指導者を含む関係

団体等の担当者、法律関係者、高齢者虐待防止に関わる団体の担当者、市区町村担当部署及び地域

包括支援センター職員等により、本事業を推進するための総括的なプロジェクト委員会を設置した。

併せて、本研究事業において計画した調査・作業等を円滑に実施するため、プロジェクト委員会内

に「養護者部会」「従事者部会」の 2 つの作業部会を設置した。 
また、以上の実施体制のすべてにおいて、研究実施機関である認知症介護研究・研修仙台センタ

ーの担当者が事務局を務めることとした。

２．研究事業の実施概要

 プロジェクト委員会等に適宜諮りながら、最終的に以下のように事業が実施された。なお、事

業の開始にあたり、すべての事業内容について、認知症介護研究・研修仙台センターが設置する

倫理審査委員会の審査を受け、承認を得た。

１）研究事業プロジェクト委員会の設置 

(1) 設置目的

本研究事業を推進する基盤として、総括的なプロジェクト委員会を設置した。

(2) 作業内容

① 研究事業全体の方向性の検討

② 要因分析の手法の企画及び分析項目の選定

③ 体制整備状況の評価・促進要因抽出方法の検討

④ 法に基づく対応状況調査の方法に関する課題検討

⑤ 研修会の企画調整

⑥ 事業結果のとりまとめ

(3) 委員構成

認知症介護研究・研修仙台センターの研究スタッフ、学識経験者、認知症介護指導者を含む

関係団体等の担当者、法律関係者、高齢者虐待防止に関わる団体の担当者、市区町村担当部署

及び地域包括支援センター職員。

(4) 各回での検討内容（全3回）

① 第1回：研究事業全体の方向性の検討

全体スケジュールの確認

作業部会における作業内容の確認

法に基づく対応状況調査データに対する要因分析の内容検討

体制整備状況の評価・促進要因抽出を目的とした分析の内容検討

法に基づく対応状況調査の課題と改善策（前年度事業）の確認

研修会の枠組み・方向性についての検討

Ⅱ．事業実施の概要
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② 第2回：法に基づく対応状況調査の進捗状況確認

法に基づく対応状況調査データに対する要因分析の内容（改定案）検討

体制整備状況の評価・促進要因抽出を目的とした分析（改定案）の内容検討

研修会の計画策定

法に基づく対応状況調査の課題と改善策の検討

③ 第3回：要因分析の結果確認・検討

体制整備状況の評価・促進要因抽出を目的とした分析の結果確認・検討

法に基づく対応状況調査の課題と改善策のとりまとめ

研修会の準備状況・役割分担等企画詳細の確認

事業結果のとりまとめと資料化の検討

２）作業部会の設置 

(1) 設置目的

本研究事業において予定されている調査等を円滑に進めるため、下記のとおり2つの作業部

会を設置した（全3回。プロジェクト委員会開催日同日に前後して開催）。 
(2) 養護者部会

① 委員構成

プロジェクト委員会委員より9名が兼任した。うち2名は認知症介護研究・研修仙台セン

ター研究スタッフとした。

② 作業内容

後述する3) ～7) の事業内容それぞれにおいて、養護者による高齢者虐待関連部分（死

亡事例及び市区町村等の体制整備を含む）の精査・詳細検討を行った。

(3) 従事者部会

① 委員構成

プロジェクト委員会委員より7名が兼任した。うち2名は認知症介護研究・研修仙台セン

ター研究スタッフとした。

② 作業内容

後述する3) ～7) の事業内容それぞれにおいて、養介護施設従事者等による高齢者虐待

関連部分の精査・詳細検討を行った。

３）要因分析の実施（詳細は本報告書第2章参照） 

(1) 目的

法に基づく対応状況調査の回答データに対し、結果整理及び要因分析を行う。なお、そのた

めに必要な調査研究システムの調整も行う。

(2) 経過

① 調査研究システムの調整及び稼働（法に基づく対応状況調査）

24年度事業で開発し25年度事業で稼働させた調査研究システムについて、稼働に向けた

調整を行った後、国が実施する法に基づく対応状況調査の調査システムとして稼働させ、

市区町村及び都道府県の回答を得た。

② 要因分析

①で国の調査として得たデータの整理・調整を行った。その後、分析手法・項目の詳細

についてプロジェクト委員会及び各作業部会に諮りながら、詳細分析を実施した。
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４）体制整備状況の評価・促進要因抽出を目的とした分析（詳細は本報告書第2章参照） 

(1) 目的 

法に基づく対応状況調査データを利用し、地方公共団体の体制整備状況の評価の観点や促進

要因を抽出する。 
(2) 経過 

下記の内容が満たされるよう、プロジェクト委員会及び各作業部会に諮りながら、分析事項

を決定し、3) の要因分析と並行して集計・分析を行った。 
・都道府県における施策・体制と、管内市町村の体制整備状況や法に基づく対応状況との関

係性を明らかにする。 
・また、市町村における体制整備状況や法に基づく対応状況と、対応件数や対応事例の様態

との関係を明らかにし、市町村における体制・施策・対応状況の評価の観点を整理する。 
その後、結果をもとに、市区町村及び都道府県において、高齢者虐待防止・対応のための体

制整備・施策展開・対応状況を自己評価し、改善や新たな展開につなげていくための考え方を

整理した。 
 

５）法に基づく対応状況調査の方法に関する課題検討（詳細は本報告書第3章参照） 

(1) 目的 

法に基づく対応状況調査に対して、調査実施・回答実務の洗煉に向けた課題整理や、市町村

の体制整備の充実強化に向けた調査内容の検討等を行う。 
(2) 経過 

前年度（平成28年度事業）では、「高齢者虐待の要因分析及び調査結果の継続的な活用・還元

方法の確立」をテーマとし、法に基づく対応状況調査の課題を網羅的に抽出・検討した後整理

し、調査結果の活用・還元の観点から改善策を検討・提案した。 
ここでは、まずこの内容を確認し、平成29年度に実施された法に基づく対応状況調査、及び

関連事業において企画・実施された死亡事例等に対する再調査や追加・ヒアリング調査等の状

況と照合し、実現された改善策を下記の枠組みで整理した。 
・調査の形式・内容に関して実現した改善策 
・調査の運用・分析に関して実現した改善策 
その後、プロジェクト委員会及び各作業部会に諮りながら成果を確認し、今後さらに望まれ

る改善策について整理検討した。 
 

６）地方公共団体の体制整備促進を目的とした研修会の開催（詳細は本報告書第4章参照） 

(1) 目的 

「法に基づく対応状況調査」の調査結果活用・還元方法の一つとして、地方公共団体の体制

整備促進を目的とした研修会を開催することとした。また今後の同種の取り組みのあり方につ

いて検討するとともに、研修会時に提示する資料として、調査分析結果の資料化による活用方

法についても検討することとした。ただし、平成29年度に実施された法に基づく対応状況調査

結果の国による公表が間に合わなかったため、一部当初の目的が達成されなかった部分がある。 
(2) 開催概要  

通常の研修会形式と、シンポジウム形式の2つの形態で研修会を開催することとした。 
研修会については、平成28年度事業で実施した研修会と同様、「養介護施設従事者等による高

齢者虐待編」と「養護者による高齢者虐待編」に内容を大別し、それぞれ別日に実施し、かつ

2日間連続で開催することとした。また、同一内容を東京会場及び大阪会場で各1回開催した。

なお、研修会の名称は、「行政機関・関係団体むけ高齢者虐待防止・対応の体制整備促進に関す
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る研修会（養介護施設従事者等による高齢者虐待編／養護者による高齢者虐待編）」とした。

シンポジウムについては、名称を「高齢者虐待防止・対応の体制整備促進にむけたシンポジ

ウム」とし、1日で第1部を「養介護施設従事者等による高齢者虐待編」、第2部を「養護者によ

る高齢者虐待編」とする構成とした。

また、調査結果の資料化を含む研修会及びシンポジウムの資料については、本報告書とは別

に、PDF形式で電子化し、当センターウェブサイト上で公開するとともに、周知をはかること

とした。

なお、既述のように平成29年度に実施された法に基づく対応状況調査結果の国による公表が

間に合わなかったため、調査結果に関する報告内容及び資料は、平成28年度実施調査のデータ

を再分析したものを用いた。ただしシンポジウムにおいては、終了とほぼ同時に調査結果の公

表がなされたため、平成29年度実施調査のデータを用いた集計・分析結果を掲載した差替え資

料を、終了後に参加者に配布した。

７）報告書のとりまとめと資料の公開 

1)～6) の結果を踏まえて、本事業の全成果について、本報告書にとりまとめた。 
なお、報告書は都道府県・市区町村及び関係団体等へ送付することとした。報告書及び研修会

（シンポジウムを含む）の資料は電子版を作成し、認知症介護研究・研修センターのウェブサイ

ト「認知症介護情報ネットワーク（通称：DCnet）」上に掲載し、地域包括支援センター及び認知

症介護指導者への郵送による周知、及びDCnet上で関係者への周知と理解・活用の促進を行うこ

ととした。 
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第２章 

第２章 「法に基づく対応状況調査」詳細分析 

１．経緯

平成 18 年 4 月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、

高齢者虐待防止法）が施行されて以降、厚生労働省では、各年度における市区町村・都道府県の高

齢者虐待への対応状況等を把握するための調査を行ってきた。調査の名称は、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」（以下、法に基づ

く対応状況調査）といい、各年度における対応状況等を把握することで、より効果的な施策の検討

を行うための基礎資料を得ることを目的としている。

同調査に対して、平成 24 年度老人保健健康増進等事業において、調査データ収集後の詳細な実

態把握・要因分析から、国・地方自治体の施策への反映までを見据えた、調査の枠組み（調査シス

テム）の開発とその提案を行った（認知症介護研究・研修仙台センター「高齢者虐待の適切な実態

把握・分析・施策還元のための調査研究手法の確立・普及に関する研究事業」）。

本研究事業では、同事業において開発された調査システムに再度調整を施した上で、「法に基づ

く対応状況調査」において調査システムを稼働させ、回答データを得た。

２．調査の概要

１）調査対象 

特別区（東京 23 区）を含む市区町村 1,741 か所、及び都道府県 47 か所（悉皆）。 
調査対象年度は調査実施年度の前年度（平成 28 年度）であり、同年度中に新たに相談・通報が

あった事例や、それ以前の年度に相談・通報があって同年度中に事実確認や対応を行った事例、

同年度中の市区町村の概況・体制整備状況、及び都道府県の状況等について回答。

２）手続き 

都道府県担当課から管内市区町村（指定都市・中核市を含む）担当課へ調査票（Excel ファイ

ル）を送付し、市区町村担当課において回答後、都道府県担当課へ提出。都道府県担当課は、管

内市区町村の「法に基づく対応状況調査」ファイルを確認・修正（都道府県における回答が必要

な場合当該回答を行う）後、管内市区町村の回答票をとりまとめ、厚生労働省へ提出。

なお、調査の実施概要は図表 2-Ⅰ-2-1 に示した。 

３）調査票の構成と主な調査内容（調査項目の詳細は巻末資料１参照） 

(1) A票：市区町村の概況等

(2) B票：養介護施設従事者等による高齢者虐待

①相談・通報対応件数及び相談・通報者

②事実確認の状況と結果

Ⅰ．法に基づく対応状況調査の概要
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③虐待があった施設等の種別、虐待の種別・類型、被虐待高齢者・虐待者の状況、行政の対

応等（虐待の種別・類型、被虐待高齢者・虐待者の状況については、附票（附 B 票）に個

人ごとに回答）

(3) C票：養護者による高齢者虐待

①相談・通報対応件数及び相談・通報者

②事実確認の状況と結果

③虐待の種別・類型

④被虐待高齢者、虐待者の状況

⑤虐待への対応策

(4) D票：高齢者虐待対応に関する体制整備の状況

(5) E票：虐待等による死亡事例の状況

(6) その他：都道府県での集約時に、「市町村における体制整備の取り組みに関する都道府県管内の

概況」を都道府県が回答

４）調査項目等の変更 

今回実施した調査では、下記のように調査項目や回答要件の変更・調整が行われた。 

(1) 「都道府県としての体制整備・取り組み」

都道府県での集約時に、都道府県における体制整備や取り組みの状況についてたずねる調査

票が新設された。調査項目は、高齢者権利擁護等推進事業関連の 10 項目、及びその他の市区

町村支援等に関する 2 項目の計 12 項目、及びその他の取り組み（自由記述）である。

(2) 調査項目・選択肢の変更

【E 票】事例発生年月日等（図表 2-Ⅰ-2-2）
【附 B 票】虐待者・被虐待者属性（属性の選択肢から、不要な「その他」を削除し、「不明」

に統一）

(3) 記入要領の見直し（定義の整理、過去に誤記入が発生しやすかった点について注記等を追加）

【B・C 票】事実確認調査の開始から虐待の有無の判断の間が年度をまたぐ場合の取扱い（p.8,
p.19）

【B 票】サービス種別（p.11）、法上の権限行使（p.15）
【附 B 票】被虐待者・虐待者のいずれかが特定できていない場合の取り扱い（p.12）
【C 票】立入調査時の警察の同行（p.19）、養護者の続柄（p.22）の考え方

【E 票】死亡事例の定義等を整理（p.27）
（以上、図表 2-Ⅰ-2-3 参照） 
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図表2-Ⅰ-2-1 調査の概要 
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図表2-Ⅰ-2-2 E票における調査項目変更 

変更前 変更後（記入要領も追記）

E 票 問 2 事件発生(または発見)年月日

問 2 1) 事例発生年月日

2) 事例を把握した年月日（調査対象年度内）

3) 事例の状況

［虐待による死亡と市町村で判断した事例か否かの選択］

図表2-Ⅰ-2-3 記入要領における変更 

調査票 変更前 変更後 

B 票 

C 票 

（B 票問 3、C 票問 4 の注記） 

「『事実確認』～『虐待の事実の判断』が年度をまたぎ、『虐待の事実の判断』を平成

29 年度に行った場合」、事実確認調査の結果は「c) 虐待の事実の判断に至らなかっ

た」を選択するよう指示。 

B 票 

（「有料老人ホームの取り扱い」

に関する資料） 

サービス種別「有料老人ホーム」

の説明として参照指示。 

（「有料老人ホームの取り扱い」に関する資料） 

サービス種別「その他」の「無届施設等を養介護施設・事業所とみなした場合（未届の

有料老人ホーム等）」の説明として参照指示。 

B 票 

（法上の権限行使） 下記の注記を追加。 

・問 7 以降全体：問 8、問 9 で権限行使を実施したと回答した場合、監査や処分等の

文書の写しを PDF 形式で提出してください。

・問 7：通報等を踏まえ、いわゆる「実地指導」を行った場合はこちらに回答してくださ

い。

・問 8：こちらは、いわゆる「監査」及びそれに伴う指導、処分を行った場合が対象にな

ります。（「実地指導」については、問 7 に記入してください。）

・問 9：こちらは、いわゆる「監査」及びそれに伴う処分等を行った場合が対象になりま

す。

附 B 票 

（被虐待者・虐待者のいずれかが特定できていない場合の取扱い） 下記注記追加。 

「被虐待者」、「虐待者」のいずれかが特定できている場合は、特定できている分の回

答が必要になります。特定できていない情報については、以下の例のように、「人数」

欄等は記入の必要はありません。（以下例示） 

C 票 

（立入調査時の警察の同行） 下記の注記を追加。 

・問 3：「3) 警察の同行」の選択肢 a)、b) については、（原則として）法第 12 条に基づ

き正式に文書で要請を行ったものが対象となります。当初、警察に要請を行ったが、

その後の状況の変化等で同行が不要になり、市町村単独で立入調査を行ったケー

スは、「c) 援助要請をしなかった事例」を選択してください。

C 票 

（養護者の続柄） 

巻末 FAQ に記載 

（養護者の続柄） 下記の注記を追加。 

・問 6_11) 虐待者属性：続柄について、内縁関係の場合は「その他」を選択し、その他

内容欄に「内縁の夫」、「内縁の妻」等と記載してください。なお、「9) 家族形態」等関

連する設問においては「非親族」として取り扱います。

E 票 

（回答対象事例の定義） 

介護している親族による、介護を

めぐって発生した事件で、被介護

者が 65 歳以上、かつ虐待等によ

り死亡に至った事例 

（回答範囲） なし 

（共通事項） 

調査対象年度の間に発生し、貴

市町村で介護をめぐって発生した

と認識している死亡事例につい

て報告してください。 

（回答対象事例の定義） 

養護者（※介護している親族を含む）による事例で、被養護者が 65 歳以上、かつ虐

待等により死亡に至った事例 

（回答範囲） 下記の注記を追加。 

殺害等の死亡事例で、警察署や報道等から事例を把握した場合（当該事例発生前に

相談・通報を受けていない場合も含む）も報告してください。 

（共通事項）  

調査対象年度に貴市町村が把握した「養護者（※介護している親族を含む）による事

例で、被養護者が 65 歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例」について報告し

てください（調査対象年度以前に発生したものを含む）。 
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Ⅱ．調査結果：養介護施設従事者等による高齢者虐待 
 
以降に示す結果（図表を含む）における割合表示は、小数点以下第 2 位を四捨五入した値である

ため、表記された数値の合計が 100%にならない場合がある。また、調査時の設問上の表現として、

市区町村を「市町村」と表記している部分がある。 
なお、分析対象は虐待の疑いがあるとして相談・通報された事例、もしくは虐待の事実が確認さ

れた事例に限るため、分析結果の解釈はあくまでその範囲であること（特に比較対象を明示したも

の以外は、例えば高齢者全般との比較ではないこと）に留意されたい。 
 

 

１．相談・通報～事実確認調査 

 

１）相談・通報件数と虐待判断事例数 

  養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する平成 28 年度の相談・通報件数は、市区町村が

受理したものが 1,723 件、都道府県が直接受理したものが 13 件、計 1,736 件であった。市区町

村が受理した相談・通報件数は、平成 27 年度の 1,640 件から 83 件（5.1%）増加していた（図表

2-Ⅱ-1-1）。 
  これに対して、28 年度内に虐待の事実が認められた事例の数は 452 件であり、27 年度の 408
件から 44 件（10.8%）増加していた（市区町村への相談・通報件数、及び虐待の事実が認められ

た事例数の推移を図表 2-Ⅱ-1-2 に示した）。 
 

図表2-Ⅱ-1-1 相談・通報件数* 
 
 
 
 
 
 

 
図表2-Ⅱ-1-2 市区町村への相談・通報件数及び虐待判断事例数の推移 

273 
379 

451 408 
506 

687 736 

962 

1,120 

1,640 

1,723 

54 62 70 76 96 151 155 
221 

300 
408 452 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

相談・通報件数

虐待判断件数

（件数）

      件数 割合 

市町村が受理 1,723 99.3%  

都道府県が直接受理 13 0.7%  

合計 1,736 100%  

*本調査対象年度内に通報等を受理した事例について集計． 

件
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２）相談・通報者 

相談・通報者の内訳をみると、「当該施設職員」が23.4%ともっとも多く「当該施設 “元”職

員」8.3%、「施設・事業所の管理者」12.3%と合わせると、44.0%を占めていた。また「家族・親

族」からの相談・通報が17.6%で、それ以外からの相談・通報は多くなかった（図表2-Ⅱ-1-3）。 
また、「その他」の内訳は、行政職員や行政機関が別件対応中に発見したものや「知人・友人・

地域住民等」などの割合が高く、「他自治体」、「法人上部組織等」、「別介護事業所職員」、「事故報

告」なども一定数みられていた（図表2-Ⅱ-1-4）。 

図表2-Ⅱ-1-3 市区町村への相談・通報者内訳* 

本
人
に
よ
る
届
出

家
族
・親
族

当
該
施
設
職
員

当
該
施
設
元
職
員

施
設
・
事
業
所
の

管
理
者

医
療
機
関
従
事
者

（医
師
含
む
）

介
護
支
援
専
門
員

介
護
相
談
員

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員

社
会
福
祉
協
議
会

職
員

国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会

人数 36 350 464 164 244 63 80 29 64 9 8 

割合 1.8% 17.6% 23.4% 8.3% 12.3% 3.2% 4.0% 1.5% 3.2% 0.5% 0.4% 

都
道
府
県
か
ら
連
絡

警
察

そ
の
他

不
明(

匿
名
を
含
む
）

合
計

人数 50 34 256 133 1,984 

割合 2.5% 1.7% 12.9% 6.7% 100% 

*本調査対象年度内に通報等を受理した事例について集計．割合は，相談・通報者の合計人数に対するもの．

図表2-Ⅱ-1-4 相談・通報者「その他」の内訳 

３）事実確認調査と虐待判断事例数 

市区町村による事実確認調査は、およそ 9 割において実施されていた。 
ただし、事実確認調査を行っても、「判断に至らない」ケースが全体の 27.5%（虐待の事実が認

められた事例の割合は 25.1%）で生じていた（図表 2-Ⅱ-1-5）。 
また、事実確認調査を行っていない理由としては「調査を予定している又は検討中」「虐待では

当
該
自
治
体
行
政
職
員

知
人
・友
人
、
地
域
住
民
等

他
自
治
体

法
人
上
部
組
織
等

別
介
護
事
業
所
職
員

事
故
報
告

同
法
人
職
員

従
事
者
の
親
族
・知
人
等

行
政
機
関
が
別
件
対
応
中
に
発
見

同
施
設
入
所
者
・家
族

認
定
調
査
員

後
見
人
・代
理
人

マ
ス
コ
ミ

運
営
適
正
化
委
員
会
・第
三
者
委
員
会
等

民
生
委
員

実
習
・研
修
関
係
者

議
員

弁
護
士

そ
の
他

合
計

人数 46 29 24 18 17 17 13 12 11 11 9 7 4 3 3 2 2 2 26 256 

割合 18.0% 11.3% 9.4% 7.0% 6.6% 6.6% 5.1% 4.7% 4.3% 4.3% 3.5% 2.7% 1.6% 1.2% 1.2% 0.8% 0.8% 0.8% 10.2% 100% 
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なく調査不要と判断」が多くなっているが、「その他」の内訳をみると、「家族・通報者等の拒否」

や「既存情報・間接的情報より要否を判断」なども挙げられている（図表 2-Ⅱ-1-6）。 
相談・通報の受理から市区町村の事実確認調査開始までの期間の中央値は 6 日、虐待判断事例

における受理から判断までの期間の中央値は 18 日（日数表記として四捨五入したため正確には

17.5 日）であった（図表 2-Ⅱ-1-7）。 
  なお、図表 2-Ⅱ-1-5 に示したように、市区町村による事実確認調査により、450 件の事例に対

して虐待の事実が確認された。加えて、市区町村から都道府県へ「都道府県と共同して事実の確

認を行う必要がある」と報告された事例が 12 件、都道府県が直接、相談・通報を受け付けた事例

が 14 件（前年度通報受理事例 1 件を含む）あり、このうち各 1 件、計 2 件に対して虐待の事実

が確認された。したがって、本調査に計上された平成 28 年度における虐待判断事例は合計 452
件である。 

 
図表2-Ⅱ-1-5 市区町村への相談・通報に関する事実確認の状況* 

 

件数 

 

割合 (うち平成 28 年度

内に通報･相談) 

(うち平成 27 年度以

前に通報･相談) 

事実確認調査を行った事例 1,591 (1,521) （70） (88.7%) 

 

虐待の事実が認められた事例 450 (426) (24) [25.1%] 

虐待の事実が認められなかった事例 648 (622) (26) [36.1%] 

判断に至らなかった事例 493 (473) (20) [27.5%] 

事実確認調査を行わなかった事例 203 (202) （1） (11.3%) 

 

虐待ではなく調査不要と判断した事例 51 (51) (0) [2.8%] 

調査を予定している又は検討中の事例 52 (51) (1) [2.9%] 

都道府県へ調査を依頼した事例 1 (1) (0) [0.1%] 

その他 99 (99) (0) [5.5%] 

合 計 1,794 (1,723) （71） 100% 

*本調査対象年度内に通報等を受理した事例1,640件，及び対象年度以前に通報等を受理し事実確認調査が対象年度とな

った事例69件について集計． 

 

図表 2-Ⅱ-1-6 事実確認調査を行っていない理由が「その他」の内訳 

 家族・通報者

等の拒否 

既存情報・間

接的情報より

要否を判断 

情報不足 
他自治体・他

制度担当 

他事例と連動

して調査実施

のため 

施設・事業者側と

の調整により（事

後報告、虐待解

消後であった場

合等を含む） 

その他 

件数 24 24 21 15 5 3 7 

 

図表 2-Ⅱ-1-7 初動時の対応期間の分布 
  0 日 1 日 2 日 3～6 日 7～13 日 14～20 日 21～27 日 28 日以上 合計 

相談通報受理～ 

市区町村事実確認開始 

件数 345 159 75 270 248 162 86 246 1591 

割合 21.7% 10.0% 4.7% 17.0% 15.6% 10.2% 5.4% 15.5% 100% 

中央値 6 日 

相談通報受理～ 

虐待確認 

件数 62 23 11 50 50 45 29 180 450 

割合 13.8% 5.1% 2.4% 11.1% 11.1% 10.0% 6.4% 40.0% 100% 

中央値 18 日 
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４）相談・通報者と事実確認調査、虐待事例の状況 

相談・通報者と事実確認調査の結果との関係について、相談・通報者と事実確認調査の有無と

方法の関係を確認した（図表 2-Ⅱ-1-8）。その結果、相談・通報者が「本人による届出」が含まれ

ていた場合、全体に比して「実施していない」の割合が高く、「市町村が単独で実施」が低かった

（χ2=8.861, p<.05）。「都道府県から連絡」が含まれていた場合、「当初より都道府県と共同で実

施」の割合が高かった（χ2=9.296, p<.05）。「警察」が含まれていた場合、「実施していない」の

割合が高かった（χ2=8.187, p<.05）。また、各区分の相談・通報者が含まれる場合とそうでない

場合において、事実確認調査の結果が異なるか比較した（図表 2-Ⅱ-1-9）。その結果、「本人によ

る届出」が通報者に含まれるケースでは、全体に比して「虐待の事実が認められなかった」割合

が高く、「虐待の事実が認められた」割合が低かった（χ2=11.192, p<.01）。「家族・親族」が通報

者に含まれるケースでは、全体に比して「虐待の事実が認められなかった」、「虐待の事実の判断

に至らなかった」割合が高く、「虐待の事実が認められた」割合が低かった（χ2=48.606, p<.01）。
「当該施設職員」が通報者に含まれるケースでは、全体に比して「虐待の事実が認められた」割

合が高く、「虐待の事実が認められなかった」割合が低かった（χ2=15.239, p<.01）。「当該施設元

職員」が通報者に含まれるケースでは、全体に比して「虐待の事実が認められなかった」割合が

高く、「虐待の事実が認められた」割合が低かった（χ2=9.188, p<.05）。「施設・事業所の管理者」

の場合は、「虐待の事実が認められた」割合が高く、「虐待の事実が認められなかった」「虐待の事

実の判断に至らなかった」割合が低かった（χ2=139.409, p<.01）。「医療機関従事者」が通報者に

含まれるケースでは、全体に比して「虐待の事実の判断に至らなかった」割合が高く、「虐待の事

実が認められた」割合が低かった（χ2=13.25, p<.01） 
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図表 2-Ⅱ-1-9 相談・通報者*と市区町村による事実確認調査の結果  

10.7%

11.6%

35.4%

17.7%

60.7%

9.2%

28.3%

71.4%

52.3%

34.2%

48.3%

17.0%

46.2%

40.7%

17.9%

36.1%

30.4%

34.0%

22.3%

44.6%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人による届出

家族・親族

当該施設職員

当該施設元職員

施設・事業所の管理者

医療機関従事者（医師含む）

全体

虐待の事実が認め

られた

虐待の事実が認め

られなかった

虐待の事実の判断

に至らなかった

*相談・通報者は人数では

なく各区分の相談・通報者

が含まれていたケース数．

図表 2-Ⅱ-1-8 相談・通報者*と市区町村による事実確認調査の有無と方法 
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５）市区町村及び都道府県ごとの対応状況 

相談・通報件数及び虐待判断事例数について、市区町村及び都道府県ごとの値を集計し、その

分布を整理した。 
市区町村ごとの分布をみると、相談・通報件数では「0 件」の市区町村が 70.4%、虐待判断事

例数では「0 件」が市区町村が 87.4%であった（図表 2-Ⅱ-1-10 及び図表 2-Ⅱ-1-11）。なお、代表

値も算出したところ、相談・通報件数の平均値は 0.99（±4.18）、中央値は 0 であった。虐待判

断事例数の平均値は 0.26（±1.20）、中央値は 0 であった。 
都道府県ごとの分布をみると、相談・通報件数でもっとも多いのは「10～19 件」の 18 自治体

（38.3%）であった、また虐待判断事例数では「1～9 件」がもっとも多く 30 自治体（63.8%）を

占めていた（図表 2-Ⅱ-1-12 及び図表 2-Ⅱ-1-13）。なお、代表値も算出したところ、相談・通報件

数の平均値は 36.66（±44.24）、中央値は 21 であった。虐待判断事例数の平均値は 9.62（±11.86）、
中央値は 4 であった。 

 
図表 2-Ⅱ-1-10 市区町村ごとの相談・通報件数の分布* 

実施数 市町村数 割合 累積 

0 件 1,226 70.4% 70.4% 

1 件 256 14.7% 85.1% 

2～4 件 174 10.0% 95.1% 

5～9 件 49 2.8% 97.9% 

10～19 件 28 1.6% 99.5% 

20 件以上 8 0.5% 100% 

合計 1741 100%   

*市町村が調査対象年度内に通報等を受理した 1,723 件に対する集計 

 
図表 2-Ⅱ-1-11 市区町村ごとの虐待判断事例数の分布* 

実施数 市町村数 割合 累積 

0 件 1,521 87.4% 87.4% 

1 件 143 8.2% 95.6% 

2～4 件 63 3.6% 99.2% 

5～9 件 8 0.5% 99.7% 

10～19 件 5 0.3% 99.9% 

20 件以上 1 0.1% 100% 

合計 1741 100%   

*市町村の事実確認調査により調査対象年度内に虐待と判断された 450

件に対する集計（都道府県が判断した虐待事例 2 件は除く） 

 
図表 2-Ⅱ-1-12 都道府県ごとの相談・通報件数の分布* 

実施数 都道府県数 割合 累積 

0 件 0 0.0% 0.0% 

1～9 件 5 10.6% 10.6% 

10～19 件 18 38.3% 48.9% 

20～29 件 9 19.1% 68.1% 

30～39 件 5 10.6% 78.7% 

40～49 件 1 2.1% 80.9% 

50 件以上 9 19.1% 100% 

合計 47 100%   

*市町村が調査対象年度内に通報等を受理した 1,723 件に対する集計 
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図表 2-Ⅱ-1-13 都道府県ごとの虐待判断事例数の分布*

実施数 都道府県数 割合 累積 

0 件 4 8.5% 8.5% 

1～9 件 30 63.8% 72.3% 

10～19 件 6 12.8% 85.1% 

20～29 件 3 6.4% 91.5% 

30～39 件 1 2.1% 93.6% 

40～49 件 3 6.4% 100% 

50 件以上 0 0.0% 

合計 47 100% 

*調査対象年度内に虐待と判断された 452 件に対する集計 

２．虐待事例の特徴

１）虐待行為の内容・程度 

虐待の事実が認められた事例 452 件のうち、被虐待者が特定できなかった 24 件を除く 428 件

における特定できた被虐待者の総数は 870 人であった。なお、被虐待者が特定できなかった 24
件のうち、被虐待者が不特定多数もしくは虐待が組織ぐるみであった事例が 17 件、被虐待者の

特定自体が困難であった事例が 7 件であった。 
この被虐待者ごとにみていくと、虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が含まれるケースがも

っとも多く 65.5%、次いで「心理的虐待」が 27.5%、「ネグレクト」が 27.0%であった（複数回答

形式）。なお、「身体的虐待」のうち、虐待に該当する身体拘束を受けていたもののみで集計する

と 38.3%であった（図表 2-Ⅱ-2-1）。 
なお、虐待の類型間の組み合わせで最も多いのは「身体的虐待＋ネグレクト」の組み合わせで

あった（図表 2-Ⅱ-2-2）。 
また、各類型に該当する具体的な内容として回答された記述回答を整理すると、図表 2-Ⅱ-2-3

のようであった。- 
虐待の深刻度については、5 段階で回答を求めたところ、56.2%が「1-生命・身体・生活への影

響や本人意思の無視等」であった。ただし、深刻度の高いケースも散見されており、深刻度 4 と

5 の合計で 3.1%を占めていた（図表 2-Ⅱ-2-4）。 
状況が異なる居宅系事業所のケースを除いて、各類型が含まれる場合の深刻度をみると、「身体

的虐待」が含まれるケースで深刻度が重く、「ネグレクト」「経済的虐待」が含まれるケースで深

刻度が軽くなる傾向があった（図表 2-Ⅱ-2-5．Mann-Whitney の U 検定, p<.01）。 
なお、類型及び深刻度ごとの虐待行為の具体例について、図表 2-Ⅱ-2-6 に示した。 
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図表 2-Ⅱ-2-1 虐待行為の類型* （複数回答形式） 

 

 
 
 

（図表 2-Ⅱ-2-1 参考図表：集計内訳） 

  身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 
（虐待に該当す

る身体拘束） 

人数 570 235 239 24 79 （333） 

割合 65.5%  27.0%  27.5%  2.8%  9.1%  （38.3%） 

 

 

図表 2-Ⅱ-2-2 類型間の組み合わせ 
  身体的虐

待（単独） 

ネグレ ク

ト（単独） 

心理的虐

待（単独） 

性的虐待

（単独） 

経済的虐

待（単独） 

身体的虐待 

＋ 

心理的虐待 

身体的虐待 

＋ 

ネグレクト 

ネグレクト 

＋ 

心理的虐待 

その他の組

み合わせ・

3 種類以上 

合計 

人数 333 66 123 16 79 76 134 11 32 870 

割合 38.3% 7.6% 14.1% 1.8% 9.1% 8.7% 15.4% 1.3% 3.7% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.5%

27.0% 27.5%

2.8%

9.1%

38.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 身体拘束

*被虐待者が特定できなかった 24 件を除く 428 件における被虐待者の総数 870 人に対するもの．  

*「身体拘束」は虐待に該当する身体拘束として回答されたものを，「身体的虐待」から抜き出し再掲． 
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図表 2-Ⅱ-2-3 具体的な虐待の内容（複数回答形式）* 

類型 内容 件数 
割合 

(種別内） 

割合(被虐

待者数：870

比) 

身 体 的 虐 待

（n=570) 

 

暴力的行為 178 31.2% 20.5% 

本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに

高齢者を乱暴に扱う行為 
72 12.6% 8.3% 

「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束 333 58.4% 38.3% 

その他・詳細不明（身体的虐待） 4 0.7% 0.5% 

ネグレクト 

（n=235） 

 

必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精

神状態を悪化させる行為 
57 24.3% 6.6% 

高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無

視した行為 
66 28.1% 7.6% 

必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる

行為 
147 62.6% 16.9% 

高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置 9 3.8% 1.0% 

その他・詳細不明（ネグレクト） 3 1.3% 0.3% 

心 理 的 虐 待

（n=239） 

 

威嚇的な発言、態度 149 62.3% 17.1% 

侮辱的な発言、態度 48 20.1% 5.5% 

高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度 24 10.0% 2.8% 

高齢者の意欲や自立心を低下させる行為 4 1.7% 0.5% 

羞恥心の喚起 20 8.4% 2.3% 

心理的に高齢者を不当に孤立させる行為 1 0.4% 0.1% 

その他・詳細不明（心理的虐待） 17 7.1% 2.0% 

性 的 虐 待

（n=24） 

 

高齢者にわいせつな行為をすること 16 66.7% 1.8% 

高齢者をしてわいせつな行為をさせること 6 25.0% 0.7% 

その他・詳細不明（性的虐待） 2 8.3% 0.2% 

経 済 的 虐 待

（n=79） 

 

金銭を借りる、脅し取る 3 3.8% 0.3% 

着服・窃盗・横領 74 93.7% 8.5% 

不正使用 1 1.3% 0.1% 

その他・詳細不明（経済的虐待） 1 1.3% 0.1% 

*「具体的な虐待の内容」として回答された記述内容を分類（累計内でもさらに複数回答として集計）． 

  

 

56.2%

14.9%

25.7%

2.0%

1.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5-生命・身体・生活に関する

重大な危険

4

3-生命・身体・生活に著しい

影響

2

1-生命・身体・生活への影響

や本人意思の無視等

 図表 2-Ⅱ-2-4 虐待の深刻度 
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（図表 2-Ⅱ-2-4 参考図表：集計内訳） 
  人数 割合 

5-生命・身体・生活に関する重大な危険 10 1.1% 

4 17 2.0% 

3-生命・身体・生活に著しい影響 224 25.7% 

2 130 14.9% 

1-生命・身体・生活への影響や本人意思の無視等 489 56.2% 

合計 870 100% 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.9%

67.4%

72.1%

49.0%

52.0%

56.6%

70.8%

54.9%

84.4%

52.7%

56.0%

55.0%

15.0%

15.7%

6.7%

18.4%

21.3%

12.9%

20.8%

15.0%

3.1%

16.3%

7.5%

20.1%

31.8%

14.4%

17.8%

29.7%

24.8%

27.0%

4.2%

27.1%

10.9%

27.8%

35.5%

20.5%

2.3%

1.3%

1.9%

2.0%

1.0%

2.4%

4.2%

1.9%

0.0%

2.2%

0.7%

2.8%

1.0%

1.3%

1.4%

0.9%

1.0%

1.1%

0.0%

1.1%

1.6%

1.0%

0.3%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

身
体

的
虐

待
ネ

グ
レ

ク
ト

心
理

的
虐

待
性

的
虐

待
経

済
的

虐
待

身
体

拘
束

深刻度1 深刻度2 深刻度3 深刻度4 深刻度5

*居宅系事業所で生じた事例を除く． 

*「身体拘束」は虐待に該当する身体拘束として回答されたものを，「身体的虐待」から抜き出し再掲． 

 

図表 2-Ⅱ-2-5 虐待類型と深刻度（居宅系を除く）* 
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図表 2-Ⅱ-2-6 虐待類型・深刻度ごとの具体例* 
    身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

深
刻
度 

1-生命・身

体・生活へ

の影響や本

人意思の無

視等 

・必要以上の力で

身体をつかむ 

・入浴介助中に冷

水をかける 

・頬や手を叩く、つ

ねる 

・施錠等で居室へ

の出入りを制限 

・騒がしい利用者

の口をタオルでふ

さぐ 

・夜間の定められ

た巡回を行わない 

・異食を無視 

・不適切な服薬管

理 

・ケアコール使用の

時間帯による制限 

・転倒後すぐ助けな

い 

・外泊時に「もう来

なくていい」等の冗

談 

・背中に「徘徊中」と

書いた紙を貼り撮

影 

・「気持ち悪い」「汚

い」等の発言 

・必要性なくちゃん

付け 

・叱りつける 

・覆いかぶさってほ

おずり 

・職員が性器を見

せる 

・入浴介助時、職員

が必要以上に性器

を触ろうとする 

・職員の体を触らせ

る 

  

・預金から無断で出

金 

・本人には不要な

施設の物品を買わ

せる 

・利用者から金を借

り返さない 

・利用者の金銭を

着服 

  

2 

・胸元を掴んで激し

く揺さぶる 

・押し込むように食

事介助 

・強引に抱きかか

えて移乗 

・家具で挟み込む

等の行動制限 

・押し倒して寝かせ

る 

・表皮剥離の放置 

・ケアコールの無視 

・ケアコールを遠く

に置く 

・トイレに長時間座

らせる 

・爪切り等を行わな

い 

・「お茶飲めよ」等

の命令口調 

・「漏らせばいい」

等の暴言 

・利用者を撮影して

動画や画像を悪意

をもって加工、SNS

で共有した 

・馬鹿にするような

からかい 

・わいせつな動画を

無理やり見せる 

・胸を触る 

  

  

  

・財布や鞄から現

金を抜き取る 

・利用者に返金す

べき還付金の着服 

・キャッシュカードを

盗み現金を引き出

す 

・認知症のある利

用者を口車に乗せ

現金を受け取る  

3-生命・身

体・生活に

著しい影響 

・要件へ該当しな

い、もしくは不適切

な手続きによる身

体拘束の実施 

・利用者を羽交い

絞めにして居室へ

運ぶ 

・殴る、叩く 

・介助の際の押さえ

つけ・押し倒し 

・オムツ交換せず、

濡れたまま食事さ

せる 

・ケアコールを使用

させない 

・処方された薬を服

用させない 

・利用者の急変に

対応しない 

・車いす移動中の

事故を報告せず放

置 

・「いい加減にしろ

よ」「殴るよ」等の脅

し 

・「どうせできない」

等の蔑み 

・怒鳴って行動を制

限 

・「死ね」等の暴言 

・認知症の症状に

対する暴言 

・（利用者との）性

交渉 

  

  

  

  

・生活保護費の搾

取 

・利用者の預貯金

を不適切に管理し

預金を引き出す 

  

  

4 

・無理やりのオムツ

交換・陰部洗浄に

よる骨折及び内出

血 

・顔面殴打による骨

折 

・歩行器利用者を

転ばせ手指を歩行

器に挟む 

・体調不良や転倒

後の疼痛の訴えに

対して受診させな

い 

・転倒骨折後適切

な医療を受けさせ

ていない 

・適切に介護せず

脱水に陥る 

（類型への該当は

あったが、単独で

相当する具体的行

為の回答なし） 

  

  

・利用者への性的

暴行 

  

  

  

  

（該当ケースなし） 

  

  

  

  

5-生命・身

体・生活に

関する重大

な危険 

・顔面殴打 

・乱暴な介護による

骨折 

・背中側から押し倒

す 

・内カギを外しベッ

ド以外の家具調度

品を撤去した居室

に常時閉じ込め 

・病院受診せず褥

瘡悪化 

・期限切れ食品を

食べさせたほか、

排せつ介助等不適

切で不衛生状態を

放置、必要な医療

も提供せず 

・発熱者に勝手に

投薬 

（類型への該当は

あったが、単独で

相当する具体的行

為の回答なし） 

  

  

（該当ケースなし） 

  

  

  

  

・相当高額の金銭

搾取（カード） 

  

  

  

  

*深刻度は行為自体の内容だけでは定まらず，被虐待者の被害の状況にもよることに注意．   
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２）被虐待者の属性と虐待行為の内容・程度 

(1) 被虐待者の属性 

   分析対象とした被虐待者 870 人について、属性を整理した。女性が 70.6%を占め、年齢は多

くが 75 歳以上であり、85 歳以上が全体の半数以上を占めていた。また要介護度は 3 以上が約

7 割であり、要介護 4・5 で半数以上を占めていた。認知症の有無については、認知症高齢者の

日常生活自立度Ⅱ（相当）以上が 78.5%となっていたが、認知症の有無が不明のケースを除く

と、92.7%に達していた。なお、もっとも割合が高いのは自立度Ⅲ（31.7%）であった。障害高

齢者の日常生活自立度（寝たきり度）でもっとも割合が高いのは「ランク B」で 32.2％（不明

を除くと 46.4%）であり、「不明」を除くと、ランク「B」と「C」の合計で 63.3%となってい

た（図表 2-Ⅱ-2-7～図表 2-Ⅱ-2-11） 
 

図表 2-Ⅱ-2-7 被虐待者*の性別 
  男性 女性 不明 合計 

人数 256 614 0 870 

割合 29.4%  70.6%  0.0%  100%  

*被虐待者が特定できなかった 24 件を除く 428 件における被虐待者の総数 870 人に対するもの． 

 

図表 2-Ⅱ-2-8 被虐待者の年齢 

  
65 歳未

満障害者 

65～ 

69 歳 

70～ 

74 歳 

75～ 

79 歳 

80～ 

84 歳 

85～ 

89 歳 

90～ 

94 歳 

95～ 

99 歳 

100 歳 

以上 
不明 合計 

人数 22 27 44 80 175 208 162 77 18 57 870 

割合 2.5%  3.1%  5.1%  9.2% 20.1%  23.9%  18.6%  8.9%  2.1%  6.6%  100% 

 

図表 2-Ⅱ-2-9 被虐待者の要支援・要介護状態区分 
 人数 割合 

自立 0 0.0%  

要支援１ 7 0.8%  

要支援２ 4 0.5%  

要介護１ 48 5.5%  

要介護２ 102 11.7%  

要介護３ 179 20.6%  

要介護４ 244 28.0%  

要介護５ 214 24.6%  

(再掲)要介護３以上 (637) (73.2%) 

不明 72 8.3%  

合計 870 100%  

 

図表 2-Ⅱ-2-10 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度 
  人数 割合       

自立または認知症なし 17 2.0%        

自立度Ⅰ 37 4.3%        

自立度Ⅱ 145 16.7%        

自立度Ⅲ 276 31.7%    
【参考】「認知症の有無が不

明」を除いた場合の「自立度

Ⅱ以上」の割合  

自立度Ⅳ 137 15.7%    

自立度Ｍ 21 2.4%    

認知症はあるが自立度不明 104 12.0%   

（再掲）自立度Ⅱ以上 (683) (78.5%)    92.7% 

認知症の有無が不明 133 15.3%        

合計 870 100%       
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       図表 2-Ⅱ-2-11 被虐待者の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 
  人数 割合 

自立 19  2.2%  

J 19  2.2%  

A 183  21.0%  

B 280  32.2%  

C 102  11.7%  

(再掲)日常生活自立度(寝たきり度)A 以上 (565) (64.9%)  

不明 267  30.7%  

合計 870  100% 

 

(2) 被虐待者の属性と虐待行為の内容・程度 

被虐待者の属性と虐待行為の内容・程度との関係をみていくと、性別との関係では虐待行為

の類型や深刻度による明確な違いはなかった。 
   要介護度や認知症の有無・程度、寝たきり度との関係では、傾向が異なる居宅系事業者（訪

問介護等・通所介護等・居宅介護支援等、及び「その他」）を除いて整理したところ、次のよう

な傾向がみられた。 
まず、虐待行為の類型について、要介護度との関係（図表 2-Ⅱ-2-12）では、「身体的虐待」

が含まれるケースは「要介護度 5」で割合が高く、「要介護 1 以下」で割合が低い（χ2=61.984, 
p<.01）。「ネグレクト」が含まれるケースは「要介護 1 以下」で低い（χ2=15.620, p<.01）。「経

済的虐待」が含まれるケースは「要介護 1 以下」「要介護 2」で高く、「要介護 4」以上で低い

(χ2=103.130, p<.01）。 
次に、認知症の有無・程度との関係（図表 2-Ⅱ-2-13）では、「身体的虐待」が含まれるケー

スの割合は「自立度Ⅲ」「Ⅳ／M」で高く、「なし／自立／Ⅰ」「Ⅱ」で低い（χ2=66.696, p<.01）。
「心理的虐待」が含まれるケースの割合は「なし／自立／Ⅰ」で高い（χ2=16.367, p<.01）。 
寝たきり度との関係（図表 2-Ⅱ-2-14）では、「身体的虐待」が含まれるケースの割合は「ラ

ンク B」「C」で高く、「J 以下」「A」で低い（χ2=24.762, p<.01）。「ネグレクト」が含まれる

ケースの割合は「ランク B」「C」で高く、「J 以下」「A」で低い（χ2=30.351, p<.01）。 
   次に、深刻度について、要介護度との関係では、深刻度を順序尺度とみなした Kruskal-Wallis

検定の結果が有意であり（χ2=11.228, p<.05）、「要介護 5」は「要介護 1 以下」より深刻度が

高かった（図表 2-Ⅱ-2-15）。認知症の有無・程度との関係でも有意な関係があり（χ2=14.283, 
p<.01）、多重比較の結果「自立度Ⅳ/M」「Ⅲ」はそれぞれ「Ⅱ」より深刻度が高かった（図表 2-
Ⅱ-2-16）。また寝たきり度とも有意な関係があり（χ2=20.079, p<.01）、多重比較の結果「ラン

ク J 以下」「C」はそれぞれ「A」より深刻度が高かった（図表 2-Ⅱ-2-17）。 
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図表 2-Ⅱ-2-12 入所系施設における被虐待者の要介護度と虐待類型の関係*  

 
 

*「入所系施設」介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養護老人ホーム、

短期入所施設を指す．虐待類型は複数回答形式で集計．要介護度が不明のケース，及び施設等種別が「その他」のケー

スを除く． 

*虐待類型は複数回答形式で集計． 

 

（図表 2-Ⅱ-2-12 参考図表：集計内訳） 

 
類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

要
介
護
度 

要介護 1 以下 

 (n=47) 

人数 12 2 15 1 21 

割合 25.5% 4.3% 31.9% 2.1% 44.7% 

要介護 2 (n=87) 

 

人数 54 30 25 2 12 

割合 62.1% 34.5% 28.7% 2.3% 13.8% 

要介護 3 (n=159) 

 

人数 122 43 46 2 9 

割合 76.7% 27.0% 28.9% 1.3% 5.7% 

要介護 4 (n=225) 

 

人数 158 62 66 13 11 

割合 70.2% 27.6% 29.3% 5.8% 4.9% 

要介護 5 (n=178) 人数 145 54 39 4 3 

割合 81.5% 30.3% 21.9% 2.2% 1.7% 

合計 (N=696) 
人数 491 191 191 22 56 

割合 70.5% 27.4% 27.4% 3.2% 8.0% 
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図表 2-Ⅱ-2-13 入所系施設における被虐待者の認知症の程度と虐待類型の関係* 

 

 

*「入所系施設」介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養護老人ホーム、

短期入所施設を指す．虐待類型は複数回答形式で集計．認知症の有無・程度が不明のケース，及び施設等種別が「その

他」のケースを除く． 

*虐待類型は複数回答形式で集計． 

（図表 2-Ⅱ-2-13 参考図表：集計内訳） 

 
類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

認
知
症
高
齢
者
の 

日
常
生
活
自
立
度 

なし／自立／Ⅰ 

 (n=39) 

人数 12 5 21 2 9 

割合 30.8% 12.8% 53.8% 5.1% 23.1% 

Ⅱ (n=130) 人数 67 45 31 6 28 

割合 51.5% 34.6% 23.8% 4.6% 21.5% 

Ⅲ (n=245) 人数 188 69 71 7 9 

割合 76.7% 28.2% 29.0% 2.9% 3.7% 

Ⅳ／Ｍ (n=137) 人数 115 44 30 3 3 

割合 83.9% 32.1% 21.9% 2.2% 2.2% 

合計 (N=551) 
人数 382 163 153 18 49 

割合 69.3% 29.6% 27.8% 3.3% 8.9% 
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図表 2-Ⅱ-2-14 入所系施設における被虐待者の寝たきり度と虐待類型の関係* 

 

 
*「入所系施設」介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養護老人ホーム、

短期入所施設を指す．虐待類型は複数回答形式で集計．寝たきり度が不明のケース，及び施設等種別が「その他」のケ

ースを除く． 

*虐待類型は複数回答形式で集計． 
 

（図表 2-Ⅱ-2-14 参考図表：集計内訳） 

 
類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

寝
た
き
り
度 

J 以下 (n=32) 
人数 17 0 12 2 5 

割合 53.1% 0.0% 37.5% 6.3% 15.6% 

A (n=159) 
人数 94 35 44 3 35 

割合 59.1% 22.0% 27.7% 1.9% 22.0% 

B (n=244) 
人数 185 85 67 5 8 

割合 75.8% 34.8% 27.5% 2.0% 3.3% 

C (n=89) 
人数 74 40 19 2 1 

割合 83.1% 44.9% 21.3% 2.2% 1.1% 

合計 (N=524) 
人数 370 160 142 12 49 

割合 70.6% 30.5% 27.1% 2.3% 9.4% 
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図表 2-Ⅱ-2-15 入所系施設における被虐待者の要介護度と深刻度の関係* 

 

*「入所系施設」は介護保険３施設、グループホーム、小規模多機能、有料老人ホーム、経費老人ホーム、養護老人ホーム、

短期入所施設をさす。認知症の有無・程度が不明のケースを除く. 

 

図表 2-Ⅱ-2-16 入所系施設における被虐待者の認知症の程度と深刻度の関係* 

 

*「入所系施設」介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養護老人ホーム、

短期入所施設を指す．認知症の有無・程度が不明のケース，及び施設等種別が「その他」のケースを除く． 

 

図表 2-Ⅱ-2-17 入所系施設における被虐待者の寝たきり度と深刻度の関係* 

 
*「入所系施設」介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養護老人ホーム、

短期入所施設を指す．認知症の有無・程度が不明のケース，及び施設等種別が「その他」のケースを除く． 
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３）虐待者の属性 

  虐待の事実が認められた事例 452 件のうち、虐待を行った養介護施設従事者等（虐待者）を特

定できた事例は 395 件あり、判明した虐待者は 517 人であった。なお、虐待者が特定できなかっ

た事例 57 件のうち、41 件は、虐待者が不特定多数、あるいは組織全体として虐待が行われてい

たとするものであった。 
  これらの虐待者のうち、職名または職種では、「介護職員」が 81.0%を占めていたが、看護職や

管理・運営者が虐待者であるケースもみられている（図表 2-Ⅱ-2-18）。また、男女比は男性がや

や多く、年齢は 30 歳未満、30 歳代がそれぞれ 2 割前後を占めていた（図表 2-Ⅱ-2-19 及び図表

2-Ⅱ-2-20）。性別を介護労働安定センター『平成 28 年度介護労働実態調査』における介護従事者

の属性と比較すると、本調査の方が、男性の割合が 30 ポイント以上高くなっていた（図表 2-Ⅱ-
2-21．χ2=371.455, p<.01）。また、男女別に年齢を比較すると、男性では本調査における「30 歳

未満」の割合が高く、「30～39 歳」「40～49 歳」の割合が低く、女性では本調査における「30 歳

未満」及び「50 歳以上」の割合が高く、それ以外の区分の割合が低かった（図表 2-Ⅱ-2-22．適

合度検定を実施．男性：χ2=13.685, p<.01，女性：χ2=30.419, p<.01）。 
   

図表 2-Ⅱ-2-18 虐待者の職名または職種 

 
図表 2-Ⅱ-2-19 虐待者の性別 

  男性 女性 不明 合計 

人数 295 214 8 517 

割合 57.1%  41.4%  1.5%  100%  

 
図表 2-Ⅱ-2-20 虐待者の年齢 

  30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 不明 合計 

人数 102 113 97 78 63 64 517 

割合 19.7%  21.9%  18.8%  15.1%  12.2%  12.4%  100% 

 
図表 2-Ⅱ-2-21 虐待者の性別（対介護労働実態調査中の介護従事者）* 

  
 

（図表 2-Ⅱ-2-19 参考図表：集計内訳） 

  男性 女性 
不明／無

回答 
合計 

本調査での虐待者 
人数 295 214 8 517 

割合 57.1%  41.4%  1.5%  100%  

介護従事者 
人数 4,636  16,510  515  21,661  

割合 21.4%  76.2%  2.4%  100%  

 

  

        

看護職 管理職 施設長 
経営者・

開設者 
その他 不明 合計 

介護職 
介護 

福祉士 

介護 

福祉士 

以外 

資格不明 

人数 419 (121) (140) (158) 23 23 23 11 16 2 517 

割合 81.0% (28.9%) (33.4%) (37.7%) 4.4%  4.4%  4.4%  2.1%  3.1%  0.4%  100% 

 

 

21.4%

57.1%

76.2%

41.4%

2.4%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護従事者

（N=21,661）

本調査での虐待者

（N=517）
男

女

不明／無

回答

*「介護従事者」は介護労働安定センター『平成28年度介護労働実態調査』による.
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（図表 2-Ⅱ-2-22 参考図表：集計内訳） 
（本調査での虐待者*） 

  
年齢 

30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50 歳以上 合計 

性別 

男性 
人数 71 89 61 50 271 

割合 26.2% 32.8% 22.5% 18.5% 100% 

女性 
人数 31 24 36 90 181 

割合 17.1% 13.3% 19.9% 49.7% 100% 

合計 
人数 102 113 97 140 452 

割合 22.6% 25.0% 21.5% 31.0% 100% 

*性別・年齢は「不明」を除く．           

 

（比較対象：介護従事者*） 

  
年齢   

30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50 歳以上 合計   

性別 
男性(割合のみ) 17.9% 37.8% 26.4% 17.9% 100.0%   

女性(割合のみ) 8.1% 19.0% 30.5% 42.4% 100.0%   

*性別・年齢は「不明」を除く．「介護従事者」は介護労働安定センター『平成 28 年度介護労働実態調査』による

（構成比のみ公表）． 

  
 
 

8.1%

17.1%

17.9%

26.2%

19.0%

13.3%

37.8%

32.8%

30.5%

19.9%

26.4%

22.5%

42.4%

49.7%

17.9%

18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護従事者

本調査での虐待者

（n=181）

介護従事者

本調査での虐待者

（n=271）

女
男

30歳未満

30～39歳

40～49歳

50歳以上

*性別・年齢は「不明」を除く．「介護従事者」は介護労働安定センター『平成28年度介護労働実態調査』による．

男

女

（図表 2-Ⅱ-2-21 参考図表：集計内訳） 

  男性 女性 
不明／無

回答 
合計 

本調査での虐待者 
人数 295 214 8 517 

割合 57.1%  41.4%  1.5%  100%  

介護従事者 
人数 4,636  16,510  515  21,661  

割合 21.4%  76.2%  2.4%  100%  

 
図表 2-Ⅱ-2-22 虐待者の性別と年齢（対介護労働実態調査中の介護従事者）*  
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４）事例の規模（参考値） 

（※以下の結果について、被虐待者・虐待者の人数は特定された分のみのため参考値） 
被虐待者及び虐待者の特定状況をもとに、事例の規模を整理したところ、特定できた被虐待者・

虐待者がいずれも「1 人」であった事例が全体の 63.7%を占めていた（図表 2-Ⅱ-2-23）。 
 

図表 2-Ⅱ-2-23 被虐待者・虐待者の規模（参考値）* 

  虐待者規模 

特定不能 1 人 2～4 人 5～9 人 10 人以上 不特定多数 合計 

被
虐
待
者
規
模 

特定不能 
件数 8 3 0 0 0 1 12 

割合 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 2.7% 

1 人 
件数 8 288 21 5 0 16 338 

割合 1.8% 63.7% 4.6% 1.1% 0.0% 3.5% 74.8% 

2～4 人 
件数 2 27 19 2 0 10 60 

割合 0.4% 6.0% 4.2% 0.4% 0.0% 2.2% 13.3% 

5～9 人 
件数 1 2 3 1 1 4 12 

割合 0.2% 0.4% 0.7% 0.2% 0.2% 0.9% 2.7% 

10 人以上 
件数 0 5 1 0 0 6 12 

割合 0.0% 1.1% 0.2% 0.0% 0.0% 1.3% 2.7% 

不特定多数 
件数 0 8 3 0 0 7 18 

割合 0.0% 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% 1.5% 4.0% 

合計 
件数 19 333 47 8 1 44 452 

割合 4.2% 73.7% 10.4% 1.8% 0.2% 9.7% 100% 

*被虐待者・虐待者の人数は特定された分のみのため参考値． 

 

 
５）虐待があった施設・事業所の種別と虐待行為の内容・程度 

虐待の事実が認められた事例 452 件のうち、サービス種別として最も多いのは「特別養護老人

ホーム」（27.4%）、次いで「有料老人ホーム」（26.5%）であった。またサービス種別で「その他」

が 10 件あり、うち無届施設等を養介護施設・事業所とみなしたものが 7 件、複数施設・事業所

にまたがるものが 3 件であった（図表 2-Ⅱ-2-24）。 
なお、サービス種別を大別すると、「介護保険 3 施設」（特養・老健・療養型）が 38.9%、「グル

ープホーム（GH）・小規模多機能」が 17.0%、「その他の入所系施設（介護保険 3 施設及び GH・

小規模多機能、居宅介護系事業所以外）」が 28.8%、「居宅介護系の事業所（訪問介護等・通所介

護等・居宅介護支援等）」が 13.1%であった。 
また、虐待があった施設・事業所のうち、117 か所（25.9%）が過去何らかの指導等を受けてい

た。サービス提供に係る指導がもっとも多かったが、過去にも虐待事例が発生していたケースも

20 件あった（図表 2-Ⅱ-2-25）。 
サービス種別と虐待の類型との関係をみると、以下の傾向が確認された（図表 2-Ⅱ-2-26．類型

ごとに、サービス種別間で類型の有無の割合をχ2検定により比較し、身体的虐待、ネグレクト、

経済的虐待で p<.01 で有意差、心理的虐待で p<.05 で有意差）。 
・「介護保険 3 施設」では、「身体的虐待」「ネグレクト」の含まれる割合が全体に比して高

く、「経済的虐待」の割合が低い。 
・「グループホーム・小規模多機能」では「ネグレクト」「経済的虐待」が含まれる割合が全体

に比して低い。 
・「その他入所系」では「経済的虐待」が含まれる割合が全体に比して高く、「身体的虐待」「ネ

グレクト」の割合が低い。 
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・「居宅系」では「心理的虐待」「経済的虐待」が含まれる割合が全体に比して高く、「身体的虐

待」の割合が低い。

次に、サービス種別と深刻度との関係をみると、深刻度を順序尺度とみなした Kruskal-Wallis
検定の結果が有意であり（χ2=12.798, p<.01）、多重比較の結果「GH・小規模多機能」は「介護

保険 3 施設」「その他入所系」よりそれぞれ深刻度が高かった（図表 2-Ⅱ-2-27）。 

図表 2-Ⅱ-2-24 虐待があった施設・事業所のサービス種別*

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
療
養
型
医
療
施
設

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等

(

住
宅
型)

有
料
老
人
ホ
ー
ム

(

介
護
付
き)

有
料
老
人
ホ
ー
ム

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

養
護
老
人
ホ
ー
ム

短
期
入
所
施
設

訪
問
介
護
等

通
所
介
護
等

居
宅
介
護
支
援
等

そ
の
他

合

計

件数 124 52 0 66 11 60 60 2 1 7 23 33 3 10 452 

割合 27.4% 11.5% 0.0% 14.6% 2.4% 13.3% 13.3% 0.4% 0.2% 1.5% 5.1% 7.3% 0.7% 2.2% 100% 

グループ 
介護保険 3 施設： 

38.9% 

GH・小規模多

機能：17.0% 

その他入所系： 

28.8% 

居宅系： 

13.1% 
2.2% 100% 

*調査対象年度内に虐待と判断された事例について集計．

*「その他」のうち、7 件は無届施設等を養介護施設・事業所とみなしたもの、3 件は複数のサービス種別にまたがるもしくは複合型

のもの．

図表 2-Ⅱ-2-25 虐待が確認された施設・事業所における過去の指導等(指導・権限行使・減算・苦情対応等)

（有無）    （「あり」の内訳（複数回答）*） 

件数 割合 件数 割合 

なし・不明 335 74.1% 虐待歴あり 20 17.1% 

あり 117 25.9% 過去に虐待に関する通報等あり 9 7.7% 

合計 452 100% 苦情対応あり 26 22.2% 

事故報告あり 4 3.4% 

指導あり 60 51.3% 

身体拘束に関する減算・指導あり 3 2.6% 

監査・立入検査等の実施あり 4 3.4% 

その他 3 2.6% 

*過去の指導等「あり」117 件について集計．
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（図表 2-Ⅱ-2-26 参考図表：集計内訳） 

 
類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

サービス

種別 

介護保険 3 施設 

(n=353) 

人数 290 152 95 12 0 

割合 82.2% 43.1% 26.9% 3.4% 0.0% 

GH・小規模多機

能 (n=110) 

人数 80 9 38 5 1 

割合 72.7% 8.2% 34.5% 4.5% 0.9% 

その他入所系 

(n=288) 

人数 145 47 69 7 63 

割合 50.3% 16.3% 24.0% 2.4% 21.9% 

居宅系 (n=95) 
人数 34 27 35 0 14 

割合 35.8% 28.4% 36.8% 0.0% 14.7% 

合計 (N=846) 
人数 549 235 237 24 78 

割合 64.9% 27.8% 28.0% 2.8% 9.2% 

 

図表 2-Ⅱ-2-27 サービス種別と深刻度の関係* 
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介護保険3施設

(n=353)

GH・小規模多機能

(n=110)

その他入所系 (n=288)

居宅系 (n=95)

深刻度1

深刻度2

深刻度3

深刻度4

深刻度5

図表 2-Ⅱ-2-26 サービス種別と虐待類型の関係* 

 

*被虐待者ごとに集計．「入所系施設」は，介護保険３施設，グループホーム，小規模多機能，有料老人ホーム，軽費

老人ホーム，養護老人ホーム，短期入所施設をさす．施設等種別が「その他」のケースを除く． 

ネグレクト 
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６）虐待の発生要因 

虐待の発生要因として市区町村もしくは都道府県が回答した記述内容を複数回答形式で分類

（「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない 20 件を除く、回答があった 401 件に対して分

類）したところ、もっとも多かったのは「教育・知識・介護技術等に関する問題」で、次いで「職

員のストレスや感情コントロールの問題」であった（図表 2-Ⅱ-2-28）。 
また、もっとも多かった「教育・知識・介護技術等に関する問題」については、その内訳をさ

らに複数回答形式で整理した。その結果、「職員の虐待防止・権利擁護・身体拘束に関する知識・

意識の不足」が 42.2%ともっとも多く、次いで「組織の教育体制、職員教育の不備不足」（31.8%）、

「職員の高齢者介護に関する知識・技術の不足」（28.4%）、「教育・知識・技術に関する組織や管

理者の知識・認識・管理体制等の不足」（24.6%）の順であった（図表 2-Ⅱ-2-29）。 
「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない、もしくは施設等種別が「その他」の場合を

除く、423 件について、発生要因とサービス種別との関係をみると、「教育・知識・介護技術等に

関する問題」において、「その他入所系」では全体に比して割合が高く、「介護保険 3 施設」では

低かった（図表 2-Ⅱ-2-30．χ2=11.298, p<.05）。「倫理観や理念の欠如」において、「居宅系」で

は全体に比して割合が高かった（χ2=9.907, p<.05）。「職員のストレスや感情コントロールの問

題」において、「介護保険 3 施設」では全体に比して割合が高かった（χ2=10.423, p<.01）。 
また、「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない 20 件のほか、施設等種別が「その他」、

被虐待者が特定されなかった場合を除く 401 件について、発生要因と虐待の類型との関係をみる

と、以下の傾向がみられた（図表 2-Ⅱ-2-31．各要因の有無と各類型の有無を Fisher's exact test
で比較，p<.05）。 
・「教育・知識・介護技術等に関する問題」がある場合に「経済的虐待」が低く、「身体拘束」

がある割合が高い。 
・「倫理観や理念の欠如」がある場合に「経済的虐待」がある割合が高く、「身体的虐待」があ

る割合が低い。 
・「職員のストレスや感情コントロールの問題」がある場合に「身体的虐待」がある割合が高く、

「ネグレクト」「経済的虐待」「身体拘束」がある割合が低い。 
・「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」がある場合に「身体拘束」がある割合が高

い。 
・「虐待を行った職員の性格や資質の問題」がある場合に「身体的虐待」、「身体拘束」が低い。  
なお、深刻度との明確な関係は認められなかった。 

 
図表 2-Ⅱ-2-28 虐待の発生要因（複数回答形式）* 

内容 件数 割合 

教育・知識・介護技術等に関する問題 289 66.9% 

職員のストレスや感情コントロールの問題 104 24.1% 

倫理観や理念の欠如 54 12.5% 

虐待を行った職員の性格や資質の問題 52 12.0% 

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 38 8.8% 

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 25 5.8% 

その他 9 2.1% 

*「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない 20 件を除く，回答があった 432 件について集計． 
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図表 2-Ⅱ-2-29 虐待の発生要因「教育・知識・介護技術等に関する問題」の内訳（複数回答形式）* 
内容 件数 割合 

教育・知識・技術に関する組織や管理者の知識・認識・管理体制

等の不足 
71 24.6% 

組織・個人を特定しない知識・技術に関する問題 26 9.0% 

組織の教育体制、職員教育の不備不足 92 31.8% 

職員の高齢者介護に関する知識・技術の不足 82 28.4% 

職員の虐待防止・権利擁護・身体拘束に関する知識・意識の不足 122 42.2% 

*「教育・知識・介護技術等に関する問題」289 件を複数回答形式でさらに分類．割合は 289 件

に対するもの． 

 

図表2-Ⅱ-2-30 発生要因とサービス種別* 

 

*「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない場合，もしくは施設等種別が「その他」の場合を除く，423件について集計． 

 

図表2-Ⅱ-2-31 発生要因と虐待類型* 
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（図表2-Ⅱ-2-31参考図表：集計内訳）* 

   

  

類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 身体拘束 

発
生
要
因 

教育・知識・介護技術等に関す

る問題 (n=264) 

件数 190 42 91 10 7 83 

割合 72.0% 15.9% 34.5% 3.8% 2.7% 31.4% 

倫理観や理念の欠如 (n=52) 
件数 22 7 20 5 15 8 

割合 42.3% 13.5% 38.5% 9.6% 28.8% 15.4% 

職員のストレスや感情コントロ

ールの問題 (n=99) 

件数 79 6 40 3 0 8 

割合 79.8% 6.1% 40.4% 3.0% 0.0% 8.1% 

人員不足や人員配置の問題及

び関連する多忙さ (n=35) 

件数 25 7 16 0 0 14 

割合 71.4% 20.0% 45.7% 0.0% 0.0% 40.0% 

虐待を助長する組織風土や職

員間の関係性の悪さ (n=24) 

件数 18 4 12 0 0 10 

割合 75.0% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 41.7% 

虐待を行った職員の性格や資

質の問題 (n=49) 

件数 26 4 22 5 4 5 

割合 53.1% 8.2% 44.9% 10.2% 8.2% 10.2% 

*「不明」や発生要因に関する具体的な記述がない，施設等種別が「その他」の場合，被虐待者が特定されなかった場合を除く，

401 件について集計． 

 

７）身体拘束との関係 

図表 2-Ⅱ-2-1 に示したとおり、虐待に該当する身体拘束は、虐待行為の中で大きな割合を占め

るものであった。そのため、算出可能な平成 24 年度から、今回調査対象の平成 28 年度までのデ

ータに対して、特定された被虐待者総数に占める身体拘束を受けていた被虐待者の割合、及び身

体的虐待を受けていた被虐待者総数に占める身体拘束を受けていた被虐待者の割合を算出し、そ

の推移を示した（図表 2-Ⅱ-2-32）。平成 28 年度は、それぞれ 38.3%、58.4%を占めていた。 
次に、虐待に該当する身体拘束を含む事例（被虐待者個人ではなく、虐待が認められた事例内

で虐待に該当する身体拘束が行われていたもの）について、サービス種別、虐待類型、深刻度（当

該事例の被虐待者中の最大深刻度）、虐待者・被虐待者の規模との関係を確認した。 
虐待に該当する身体拘束の有無とサービス種別との関係では、身体拘束がある事例では「その

他入所系」が全体に比して割合が高く、「介護保険 3 施設」では割合が低かった（図表 2-Ⅱ-2-33．
χ2=9.176, p<.05）。分析対象は被虐待者が特定できなかった場合や、施設等種別が「その他」の

場合を除く 418 件であった。 
虐待に該当する身体拘束の有無と、身体的虐待を除く（虐待に該当する身体拘束はすべて身体

的虐待に含まれていたため）虐待類型との関係では、「心理的虐待」「経済的虐待」ともに身体拘

束がなかった事例の割合が高く、身体拘束があった事例の割合が低かった（図表 2-Ⅱ-2-34．「心

理的虐待」χ2=15.282, p<.01、「経済的虐待」χ2=8.961, p<.01）。分析対象としたのは、被虐待者

が特定できなかった 24 件を除く 428 件であり、うち 108 件が虐待に該当する身体拘束が含まれ

る事例であった。 
なお、深刻度（各事例の最大深刻度）との関係では、有意な差は認められなかった。 
虐待に該当する身体拘束の有無と虐待者の規模との関係では、虐待に該当する身体拘束が含ま

れる事例とそうでない事例とでは有意に分布が異なっていた（図表 2-Ⅱ-2-35．Fisher's exact test 
(extended), p<.01）。 
虐待に該当する身体拘束の有無と被虐待者（被害者となった利用者）の規模との関係では、虐

待に該当する身体拘束が含まれる事例とそうでない事例とでは有意に分布が異なっていた（図表

2-Ⅱ-2-36．Fisher's exact test (extended), p<.01）。 
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  図表2-Ⅱ-2-32被虐待者総数及び身体的虐待を受けた被虐待者に占める身体拘束の割合 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

特定された被虐待者総数に占める身体拘束

を受けていた被虐待者の割合 

48 人/ 

263 人中 

92 人/ 

402 人中 

239 人/ 

691 人中 

248 人/ 

778 人中 

333 人/ 

870 人中 

18.3% 22.9% 34.6% 31.9% 38.3% 

身体的虐待を受けていた被虐待者総数に占

める身体拘束を受けていた被虐待者の割合 

48 人/ 

149 人中 

92 人/ 

258 人中 

239 人/ 

441 人中 

248 人/ 

478 人中 

333 人/ 

570 人中 

32.2% 35.7% 54.2% 51.9% 58.4% 

 

 

図表2-Ⅱ-2-33 虐待に該当する身体拘束の有無とサービス種別* 

  

  

介護保険 

3 施設 

GH・小規模 

多機能 

その他 

入所系 
居宅系 合計 

身体拘束あり 
件数 28 18 40 16 102 

割合 27.5% 17.6% 39.2% 15.7% 100% 

身体拘束なし 
件数 135 56 84 41 316 

割合 42.7% 17.7% 26.6% 13.0% 100% 

合計 
件数 163 74 124 57 418 

割合 39.0% 17.7% 29.7% 13.6% 100% 

*被虐待者が特定できなかった場合，施設等種別が「その他」の場合を除く 418 件が対象． 

 

 

図表2-Ⅱ-2-34 虐待に該当する身体拘束の有無と虐待類型* 

      類型 

    身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

身体拘束あり (n=108) 
件数 

  
18 22 1 0 

割合 16.7% 20.4% 0.9% 0.0% 

身体拘束なし (n=320) 
件数 

  
36 132 17 25 

割合 11.3% 41.3% 5.3% 7.8% 

合計 (N=428) 
件数 

  
54 154 18 25 

割合 12.6% 36.0% 4.2% 5.8% 

*被虐待者が特定できなかった24件を除く428件が対象．身体拘束は全て身体的虐待に内包されていたため，身

体的虐待とのクロス集計は未実施． 

 

 

図表2-Ⅱ-2-35 虐待に該当する身体拘束の有無と虐待者の規模* 

    特定不能 1 人 2～4 人 5～9 人 10 人以上 
不特定 

多数 
合計 

身体拘束 

あり 

件数 7 44 16 6 1 34 108 

割合 6.5% 40.7% 14.8% 5.6% 0.9% 31.5% 100% 

身体拘束 

なし 

件数 4 280 29 2 0 5 320 

割合 1.3% 87.5% 9.1% 0.6% 0.0% 1.6% 100% 

合計 
件数 11 324 45 8 1 39 428 

割合 2.6% 75.7% 10.5% 1.9% 0.2% 9.1% 100% 

*被虐待者が特定できなかった24件を除く428件が対象． 
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図表2-Ⅱ-2-36 虐待に該当する身体拘束の有無と被虐待者の規模* 

 

８）最大深刻度との関係 

虐待と判断した事例について、各事例の最大深刻度（当該事例の被虐待者中の最大深刻度）と、

虐待事例の様態との関係を整理した。具体的には、最大深刻度が 4 及び 5 の事例とそれ以外の事

例で 2 群にわけ、サービス種別、虐待類型、虐待者の規模、被虐待者の規模、発生要因について、

傾向が異なるか比較した。その結果、有意な関係性が認められたのは、サービス種別、虐待類型

のうち「ネグレクト」、及び虐待者の規模であった（例数の関係で Fisher's exact test もしくはそ

の拡張版で比較．いずれも p<.01）。 
サービス種別との関係では、2 群間でサービス種別の分布が異なっていた（図表 2-Ⅱ-2-37）。 
虐待類型との関係では、最大深刻度 4 及び 5 の事例の方が、「ネグレクト」が含まれる割合が

高かった（図表 2-Ⅱ-2-38）。 
虐待者の規模との関係では、2 群間で虐待者の規模の分布が異なっていた（図表 2-Ⅱ-2-39）。 

 
図表2-Ⅱ-2-37 最大深刻度とサービス種別* 

  

  

介護保険 

3 施設 

GH・小規模 

多機能 

その他 

入所系 
居宅系 合計 

最大深刻度 4・5 
件数 5 10 7 4 26 

割合 19.2% 38.5% 26.9% 15.4% 100% 

最大深刻度 1～3 
件数 158 64 117 53 392 

割合 40.3% 16.3% 29.8% 13.5% 100% 

合計 
件数 163 74 124 57 418 

割合 39.0% 17.7% 29.7% 13.6% 100% 

*被虐待者が特定できなかった場合，施設等種別が「その他」の場合を除く 418 件が対象． 

 
 

図表2-Ⅱ-2-38 最大深刻度と虐待類型* 

      類型 

    身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

最大深刻度 4・5 (n=26) 
件数 19 9 6 3 1 

割合 73.1% 34.6% 23.1% 11.5% 3.8% 

最大深刻度 1～3 (n=402) 
件数 276 45 148 15 24 

割合 68.7% 11.2% 36.8% 3.7% 6.0% 

合計 (N=428) 
件数 295 54 154 18 25 

割合 68.9% 12.6% 36.0% 4.2% 5.8% 

*被虐待者が特定できなかった24件を除く428件が対象．  

 

 

    1 人 2～4 人 5～9 人 10 人以上 不特定多数 合計 

身体拘束 

あり 

件数 70 20 8 9 1 108 

割合 64.8% 18.5% 7.4% 8.3% 0.9% 100% 

身体拘束 

なし 

件数 268 40 4 3 5 320 

割合 83.8% 12.5% 1.3% 0.9% 1.6% 100% 

合計 
件数 338 60 12 12 6 428 

割合 79.0% 14.0% 2.8% 2.8% 1.4% 100% 

*被虐待者が特定できなかった24件を除く428件が対象． 
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図表2-Ⅱ-2-39 最大深刻度と虐待者の規模* 

  

  
特定不能 1 人 2～4 人 5～9 人 10 人以上 

不特定 

多数 
合計 

最大深刻度 

4・5 

件数 0 18 5 0 1 2 26 

割合 0.0% 69.2% 19.2% 0.0% 3.8% 7.7% 100% 

最大深刻度 

1～3 

件数 11 306 40 8 0 37 402 

割合 2.7% 76.1% 10.0% 2.0% 0.0% 9.2% 100% 

合計 
件数 11 324 45 8 1 39 428 

割合 2.6% 75.7% 10.5% 1.9% 0.2% 9.1% 100% 

*被虐待者が特定できなかった24件を除く428件が対象． 

 
 

 

 

 

１）対応状況 

平成 27 年度に虐待の事実が認められ、対応が平成 28 年度にまたがった継続事例 33 件を含め

た 485 件に対して、老人福祉法・介護保険法上の権限行使以外の対応として、「施設等に対する

指導」が 374 件、「改善計画提出依頼」が 345 件、「従事者への注意・指導」が 211 件行われた

（同一事例について市町村・都道府県の両者がそれぞれ実施した場合重複して 2 件とした）。ま

た、市町村または都道府県が、老人福祉法または介護保険法の規定による権限の行使として実施

したものは、「報告徴収、質問、立入検査」が 142 件、「改善勧告」が 27 件、「改善勧告に従わな

い場合の公表」が 1 件、「改善命令」が 9 件、「指定の効力の全部又は一部停止」が 8 件、「指定

の取消」が 1 件であった（複数の権限等を行使した場合には全ての件数に計上し、かつ両法の権

限行使が重複する場合は 2 件としてカウント）。（図表 2-Ⅱ-3-1 及び図表 2-Ⅱ-3-2）。 
また、市区町村・都道府県が講じた措置に対して、施設・事業所側が行った対応としては、「改

善計画の提出」が 311 件、「勧告・命令等への対応」が 26 件、「その他」の対応が 15 件であった

（図表 2-Ⅱ-3-3）。 
 

図表 2-Ⅱ-3-1 老人福祉法、介護保険法上の権限行使以外の対応* 

  
市町村が

実施 

都道府県

が実施 
合計 

施設等に対する指導 348 26 374 

改善計画提出依頼 328 17 345 

従事者等への注意・指導 198 13 211 

*同種の指導等を市町村と都道府県がそれぞれ実施した場合，重複して 2 件

とカウント．  

 

図表 2-Ⅱ-3-2 老人福祉法または介護保険法の規定に基づく権限の行使* 

    権限行使の種類 介護保険法 老人福祉法 合計 

介護保険法又は老人福祉

法の規定による権限の行

使（都道府県又は市町村）

（複数回答） 

報告徴収、質問、立入検査 119 23 142 

改善勧告 27 0 27 

改善勧告に従わない場合の公表 1 0 1 

改善命令 6 3 9 

指定の効力停止 8 0 8 

指定の取消 1 0 1 

*複数の権限等を行使した場合には，行使した権限全てをカウント．また介護保険法・老人福祉法の両法の規定に

基づき同種の権限を行使した場合，重複して 2 件とカウント． 

３．虐待事例への対応状況 
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図表 2-Ⅱ-3-3 市町村・都道府県の対応に対して当該養介護施設等において行われた措置* 

当該施設等における改善措置 

（複数回答） 

施設等から改善計画の提出 311 件 

  市町村による改善計画提出依頼、一般指導等を受けての改善 (223 件) 

  報告徴収、改善勧告等に対する改善 (88 件) 

勧告・命令等への対応 26 件 

その他 15 件 

*「施設等から改善計画の提出」内訳において，改善計画提出依頼等と報告徴収等の両者が行われていた場合，報

告徴収等にカウント． 

 

 

２）権限行使の有無と虐待事例の様態 

虐待と判断した事例への対応において、老人福祉法もしくは介護保険法上の権限行使の有無と

虐待事例の様態との関係を整理した。具体的には、権限行使事例とそれ以外の事例で 2群にわけ、

サービス種別、虐待類型、各事例の最大深刻度、虐待者の規模、被虐待者の規模、過去の指導等

の有無、発生要因について、傾向が異なるか比較した。その結果、有意な関係性が認められたの

は、虐待類型、及び過去の指導等の有無であった。 
虐待類型との関係では、権限行使実施事例の方が、「経済的虐待」が含まれる割合が高かった（図

表 2-Ⅱ-3-4．χ2=4.952, p<.05）。 
過去の指導等との関係では、権限行使実施事例の方が、過去の指導等があった割合が高かった

（図表 2-Ⅱ-3-5．χ2=11.124, p<.01）。 
 

図表 2-Ⅱ-3-4 権限行使の有無と虐待類型* 

   

虐待類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 身体拘束 

あり あり あり あり あり あり 

権限行使あり 

(n=122) 

人数 85 15 47 3 12 27 

割合 69.7% 12.3% 38.5% 2.5% 9.8% 22.1% 

権限行使なし 

(n=306) 

人数 210 39 107 15 13 81 

割合 68.6% 12.7% 35.0% 4.9% 4.2% 26.5% 

合計 (N=428) 
人数 295 54 154 18 25 108 

割合 68.9% 12.6% 36.0% 4.2% 5.8% 25.2% 

*被虐待者が特定できなかった 24 件を除く 428 件が対象． 

 

図表 2-Ⅱ-3-5 権限行使の有無と過去の指導等の有無 

  

  

過去の指導等 

なし・不明 

過去の指導等 

あり 
合計 

権限行使あり 
件数 83 48 131 

割合 63.4% 36.6% 100% 

権限行使なし 
件数 252 69 321 

割合 78.5% 21.5% 100% 

合計 
件数 335 117 452 

割合 74.1% 25.9% 100% 
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Ⅲ．調査結果：養護者による高齢者虐待 

 
以降に示す結果（図表を含む）における割合表示は、小数点以下第 2 位を四捨五入した値である

ため、表記された数値の合計が 100%にならない場合がある。また、調査時の設問上の表現として、

市区町村を「市町村」と表記している部分がある。 
なお、分析対象は虐待の疑いがあるとして相談・通報された事例、もしくは虐待の事実が確認さ

れた事例に限るため、分析結果の解釈はあくまでその範囲であること（特に比較対象を明示したも

の以外は、例えば高齢者全般との比較ではないこと）に留意されたい。 

 

１．相談・通報～事実確認調査 

 

１）相談・通報件数と虐待判断事例数 

  養護者による高齢者虐待に関する平成 28 年度の相談・通報件数は 27,940 件で、平成 27 年度

の 26,688 件から 1,252 件（4.7%）の増加であった。 
  これに対して、28 年度内に虐待の事実が認められた事例の数は 16,384 件であり、27 年度の

15,976 件から 408 件（2.6%）の増加であった（図表 2-Ⅲ-1-1）。 
なお、市区町村ごとに算出した、「高齢者人口 10 万人あたり」の相談・通報件数の中央値は 56.0

件、また「地域包括支援センター1 か所あたり」の相談・通報件数の中央値は 3.0 件であった。

また、市区町村ごとに算出した、「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断件数の中央値は 27.0 件、

「地域包括支援センター1 か所あたり」の虐待判断件数の中央値は 1.5 件であった（図表 2-Ⅲ-1-
2 及び図表 2-Ⅲ-1-3）。 

 
図表2-Ⅲ-1-1 相談・通報件数及び虐待判断事例数の推移 
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図表2-Ⅲ-1-2 高齢者人口（10万）あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例数* 

  

  
平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

新規相談・通報受理数 66.3 62.7 0.0 0.0 15.0 56.0 99.4 145.0 179.1 

新規虐待判断事例数 37.1 41.9 0.0 0.0 0.0 27.0 56.0 90.8 113.2 

*基礎数は市区町村ごと． 

 

 

図表2-Ⅲ-1-3 地域包括支援センター１か所あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例数* 

   

  
平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

新規相談・通報受理数 5.2 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 7.0 12.0 17.8 

新規虐待判断事例数 2.9 4.6 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 7.0 11.0 

*基礎数は市区町村ごと． 

 
 

２）相談・通報者 

相談・通報者の内訳をみると、もっとも多いのは「介護支援専門員」の 29.5%であり、ほか専

門職従事者は「介護保険事業所職員」が 6.6%、「医療機関従事者」が 4.9%であった。また、「家

族・親族」による相談・通報は 9.1%、「被虐待者本人」は 7.6％、「当該市町村行政職員」は 6.4％
であった。「近隣住民・知人」、「民生委員」は 5%に満たず、「虐待者自身」が相談・通報するケー

スは 1.4%とわずかであった（図表 2-Ⅲ-1-4）。なお、「その他」の内訳をみると、もっとも多いの

は委託型もしくは他地域を含む地域包括支援センターであった（図表 2-Ⅲ-1-5）。 
 

 

図表 2-Ⅲ-1-4 相談・通報者の内訳* 

  介
護
支
援
専
門
員 

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
） 

介
護
保
険
事
業
所
職
員 

医
療
機
関
従
事
者 

近
隣
住
民
・
知
人 

民
生
委
員 

被
虐
待
者
本
人 

家
族
・
親
族 

虐
待
者
自
身 

当
該
市
町
村
行
政
職
員 

警
察 

そ
の
他 

不
明
（
匿
名
を
含
む
） 

合
計 

人数 8,995  2,015  1,486  1,116  879  2,317  2,768  435  1,957  6,438  2,062  58  30,526  

割合** 29.5%  6.6%  4.9%  3.7%  2.9%  7.6%  9.1%  1.4%  6.4%  21.1%  6.8%  0.2%  100%  

*本調査対象年度内に通報等を受理した事例について集計．回答方式は複数回答形式． 

**割合は，相談・通報者の合計人数に対するもの． 
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図表2-Ⅲ-1-5 相談・通報者「その他」の内訳 

 件数 割合 

地域包括支援センター（委託・他地域含む） 1,149  55.7% 

社会福祉協議会 156  7.6% 

その他の相談支援機関 126  6.1% 

介護保険以外（もしくは不明）の事業所等職員 88  4.3% 

障害者事業所等職員 88  4.3% 

認定調査員 63  3.1% 

弁護士・司法書士・行政書士 38  1.8% 

他自治体職員 37  1.8% 

在宅介護支援センター 29  1.4% 

保健所 29  1.4% 

議員 18  0.9% 

人権擁護関係者 18  0.9% 

消防・救急関係者 17  0.8% 

金融機関・銀行職員 11  0.5% 

女性センター等職員 10  0.5% 

裁判所・法務局・法テラス関係者 10  0.5% 

郵便職員 10  0.5% 

後見人 9  0.4% 

福祉事務所 7  0.3% 

児童相談所職員等 6  0.3% 

ボランティア・NPO 3  0.1% 

その他 140  6.8% 

合計 2,062  100 % 

 

３）事実確認調査 

事実確認調査は、96.3%において実施されており、内訳は「訪問調査」が 66.0%、「関係者から

の情報収集のみ」が 29.6%、「立入調査」が 0.6%となっていた（図表 2-Ⅲ-1-6）。 
事実確認調査を行った事例のうち、「虐待を受けた又は受けたと思われたと判断」したケースは

58.5%であり、「判断に至らなかった」ケースが 20.9%生じていた（図表 2-Ⅲ-1-7）。 
 

図表2-Ⅲ-1-6 事実確認の実施状況 

  
件数 

(うち平成 28 年度

内に通報・相談) 

(うち平成 27 年度

以前に通報・相談) 
割合 

事実確認調査を行った事例 28,004 (26,860) (1,144) 96.3% 

  立入調査以外の方法により調査を行った事例 27,823 (26,686) (1,137) (95.6%) 

    訪問調査を行った事例 19,208 (18,394) (814) [66.0%] 

  関係者からの情報収集のみで調査を行った事例 8,615 (8,292) (323) [29.6%] 

  立入調査により調査を行った事例 181 (174) (7) (0.6%) 

    警察が同行した事例 130 (126) (4) [0.4%] 

  警察に援助要請したが同行はなかった事例 0 (0) (0) [0.0%] 

    市町村が単独で実施した事例 51 (48) (3) [0.2%] 

事実確認調査を行わなかった事例 1,086 (1,080) (6) 3.7% 

  相談・通報を受理した段階で、明らかに虐待ではなく 

事実確認調査不要と判断した事例 
853 (848) (5) (2.9%) 

相談・通報を受理し、後日、事実確認調査を予定している

又は事実確認調査の要否を検討中の事例 
233 (232) (1) (0.8%) 

合          計 29,090 (27,940) (1,150) 100% 
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図表 2-Ⅲ-1-7 事実確認調査の結果

件数 割合 

虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例 16,384 58.5% 

虐待ではないと判断した事例 5,759 20.6% 

虐待の判断に至らなかった事例 5,861 20.9% 

合  計 28,004 100% 

４）相談・通報者と事実確認調査、虐待事例の状況 

(1) 相談・通報者と事実確認調査の方法及びその結果

相談・通報者によって、事実確認調査の方法や結果にどのような違いがあるか整理したとこ

ろ、主に以下のような傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-1-8．当該区分の相談・通報者が含まれるか

否かで事実確認調査の方法及び結果の構成比に差がみられるか比較（χ2検定、p<.05））。 
・「介護支援専門員」「介護保険事業所職員」「医療機関従事者」「虐待者自身」が通報者に含

まれるケースでは、他のケースよりも訪問調査によって事実確認が実施される割合が高く、

「虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例」の割合が高い。

・「近隣住民・知人」「民生委員」が含まれるケースでは、訪問調査によって事実確認が実施

される割合が全体に比して高いが、「判断に至らなかった事例」の割合も高い。

・「家族・親族」が含まれるケースでは、訪問調査によって事実確認が実施される割合が全体

に比して高いが、「判断に至らなかった事例」の割合も高い。

・「虐待者自身」が含まれるケースでは、訪問調査によって事実確認が実施される割合が全体

に比して高く、「虐待を受けた又は受けたと思われた」と判断される割合が高い。

・「当該市町村行政職員」が含まれるケースでは、「訪問調査」を行う割合が高い。

・「警察」が含まれるケースでは、「関係者からの情報収集のみで調査を行った」、「相談・通

報を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例」の割合が

高く、事実確認調査が実施されたケースでは虐待ではないと判断される割合が高い。

・「不明（匿名を含む）」が含まれるケースでは、「虐待ではないと判断した事例」、「虐待の判

断に至らなかった事例」の割合が高い。
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図表 2-Ⅲ-1-8 相談・通報者と事実確認調査の方法及び結果* 
  調査方法 調査結果 

訪
問
調
査
を
行
っ
た
事
例 

関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
の
み
で
調

査
を
行
っ
た
事
例 

立
入
調
査
に
よ
り
事
実
確
認
を
行
っ

た
事
例 

相
談
・
通
報
を
受
理
し
た
段
階
で
、
明

ら
か
に
虐
待
で
は
な
く
事
実
確
認
調

査
不
要
と
判
断
し
た
事
例 

虐
待
を
受
け
た
又
は
受
け
た
と
思
わ

れ
た
と
判
断
し
た
事
例 

虐
待
で
は
な
い
と
判
断
し
た
事
例 

虐
待
の
判
断
に
至
ら
な
か
っ
た
事
例 

相
談
・通
報
者 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 
△ ▼  ▼ △ ▼ ▼ 

介護保険事業所職員 △ ▼   ▼ △ ▼ ▼ 

医療機関従事者 △ ▼ △ ▼ △ ▼   

近隣住民・知人 △ ▼ △ ▼ ▼ △ △ 

民生委員 △ ▼  ▼ ▼  △ 

被虐待者本人   

家族・親族 △ ▼   ▼    △ 

虐待者自身 △ ▼     △ ▼ ▼ 

当該市町村行政職員 △     ▼  

警察 ▼ △  △ ▼ △ ▼ 

その他**       

不明（匿名を含む）    ▼ △ △ 
*△は全体に比して割合が高いことを，▼は低いことを指す．また相談・通報者間の比較ではないことに注意． 

**「その他」は分析対象外，それ以外の斜線部は有意差なし． 

  

(2) 事実確認調査の方法と結果、及び虐待事例の特徴 

事実確認調査の方法と結果の関係を整理すると、「立入調査」「訪問調査」はこの順で虐待と

判断される割合が高く、「関係者からの情報収集のみ」では全体に比して「判断に至らない」「虐

待ではないと判断」の割合が高くなっていた（図表 2-Ⅲ-1-9）。 
また、事実確認調査の方法ごとに、虐待と判断された事例の特徴を整理した。その結果、主

に以下のような傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-1-10 及び図表 2-Ⅲ-1-11．主にχ2検定により比較，

p<.05．なお，割合の高低は全体に比してのもの）。 
・「訪問調査」は「ネグレクト」が含まれるケースの割合が高い。深刻度は中程度・重度（3
～5）の割合が高く、軽度（1）が低い。被虐待者の属性は中年齢層以上（75 歳以上）、要

介護認定は申請中、認定済みが高く、未申請、自立が低い。要介護度は要支援 1、2、認知

症は要介護認定済み以上から認知症自立度Ⅱ以下、寝たきり度は J～A の割合が高い。虐

待者との同別居では「虐待者とのみ同居」の割合が高く、「別居」の割合が低い。虐待者の

続柄は複数虐待者の割合が高い。 
・「情報収集のみ」は「ネグレクト」「経済的虐待」が低い。深刻度は軽度（1）の割合が高く、
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中度以上（3・4・5）が低い。被虐待者の属性は低年齢層（74 歳以下）、要介護認定未申請、

自立、要介護度は要介護 5 が高く、認知症は介護保険未申請・申請中・自立が高く、寝た

きり度は介護保険未申請・申請中・自立が高い。虐待者の続柄は夫の割合が高い。

・「立入調査」は、「ネグレクト」「経済的虐待」が含まれるケースの割合が高く、深刻度は軽

度（1・2）の割合が低く、重度（5）の割合が高い。要介護認定は未申請、自立の割合が高

い。認知症は介護保険未申請・申請中・自立が高く、寝たきり度は未申請・申請中・自立

が高い。

図表 2-Ⅲ-1-9 事実確認調査の方法と結果 

（図表 2-Ⅲ-1-9 参考図表：集計内訳）

事実確認の結果 

合計 

虐
待
を
受
け
た
又
は

受
け
た
と
思
わ
れ
た

と
判
断
し
た
事
例

虐
待
で
は
な
い
と
判

断
し
た
事
例

虐
待
の
判
断
に
至
ら

な
か
っ
た
事
例

事実確認の

方法 

訪問調査により事実確認を行っ

た事例 

件数 12,038 3,765 3,405 19,208 

割合 62.7% 19.6% 17.7% 100% 

関係者からの情報収集のみで事

実確認を行った事例 

件数 4,197 1,978 2,440 8,615 

割合 48.7% 23.0% 28.3% 100% 

立入調査により事実確認を行っ

た事例 

件数 149 16 16 181 

割合 82.3% 8.8% 8.8% 100% 

合計 
件数 16,384 5,759 5,861 28,004 

割合 58.5% 20.6% 20.9% 100% 

図表 2-Ⅲ-1-10 事実確認の方法と虐待類型・深刻度*

虐待類型 深刻度 

身体的

虐待 
ﾈｸﾞﾚｸﾄ

心理的

虐待 

性的 

虐待** 

経済的

虐待 
1 2 3 4 5 

事
実
確
認
の

方
法

訪問調査 △ ▼ △ △ △ 

関 係 者 か ら の

情報収集のみ 
▼ ▼ △ ▼ ▼ ▼ 

立入調査 △ △ ▼ ▼ △ 

*△は全体に比して割合が高いことを，▼は低いことを指す．また類型間の比較ではないことに注意．

**斜線部は有意差なし．

62.7%

48.7%

82.3%

19.6%

23.0%

8.8%

17.7%

28.3%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問調査

(n=19,208)

関係者からの情報収集のみ

(n=8,615)

立入調査

(n=181)

虐待を受けた又は受けたと思われ

たと判断した事例

虐待ではないと判断した事例

虐待の判断に至らなかった事例
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図表 2-Ⅲ-1-11 事実確認調査の方法と被虐待者・虐待者の属性* 

  
性
別** 

年齢 介護保険 要
介
護
度*** 

認
知
症*** 

寝
た
き
り
度*** 

虐待者との 

同別居** 

虐
待
者
の 

続
柄*** 

～ 

74 

75 

～ 

84 

85 

～ 

未
申
請 

申
請
中 

認
定
済 

自
立 

虐
待
者
と
の
み
同
居 

虐
待
者
と
他
家
族
と
同
居 

別
居 

事
実
確
認
の
方
法 

訪問調査 

  

  

  

▼ △ △ ▼ △ △ ▼ 
要支援

1・2 

要介護認定

済み以上～

自立度Ⅱ 

J～A △  ▼ 
複数虐待

者 

関 係 者 か ら

の情報収集

のみ 

△ ▼ ▼ △ ▼ ▼ △ 要介護 5 

介護保険未

申 請 ・ 申 請

中・自立 

介護保険

未 申 請 ・

申 請 中 ・

自立 

▼  △ 夫 

立入調査       △   ▼ △   

介護保険未

申 請 ・ 申 請

中・自立 

介護保険

未 申 請 ・

申 請 中 ・

自立 

 △ ▼  

*△は全体に比して割合が高いことを，▼は低いことを指す．種別間の比較ではないことに注意． 

**斜線部は有意差なし． 

***要介護度，認知症，寝たきり度，続柄は全体に比して多い区分を表示． 

 

 

(3) 相談・通報者と虐待事例の特徴 

   相談・通報者と虐待事例の特徴との関係では、図表 2-Ⅲ-1-12 及び図表 2-Ⅲ-1-13 に示すよう

な傾向がみられた（当該区分の相談・通報者が含まれるか否かで構成比に差がみられるか主に

χ2検定により比較，p<.05）。 
「介護支援専門員」が通報者に含まれるケースでは虐待の類型では「身体的虐待」「ネグレク

ト」、深刻度は「3」、「85 歳以上」、「介護保険認定済み」の割合が高く、「医療機関従事者」、「近

隣住民・知人」、「民生委員」、「被虐待者本人」「家族・親族」「当該市町村行政職員」「警察」が

通報者に含まれるケースでは「介護保険未申請」の割合が高いなど、相談・通報者と発見され

る虐待事例の様態には一定の関連性がみられた。 
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図表 2-Ⅲ-1-12 相談・通報者と虐待類型・深刻度* 

  

虐待類型 深刻度 

身体的

虐待 
ﾈｸﾞﾚｸﾄ 

心理的

虐待 

性的 

虐待 

経済的

虐待 
1 2 3 4 5 

相
談
・通
報
者 

介護支援専

門員（ｹｱﾏﾈ

ｼﾞｬｰ） 

 △ △ ▼     △   ▼ 

介護保険事

業所職員 
  ▼  △  

医療機関従

事者 
▼ △ ▼  △ ▼ ▼   △ △ 

近 隣住 民 ・

知人 
▼ △ △     

民生委員 ▼ △ △    

被虐待者本人 △ ▼ △    

家族・親族 ▼ ▼ △  △  

虐待者自身 △      ▼   

当該市町村

行政職員 
▼    △  

警察 △ ▼ ▼   ▼    ▼   △  

その他 ▼ △ ▼  △ ▼ △    

不 明 （ 匿 名

を含む） 
         

*△は全体に比して割合が高いことを，▼は低いことを指す．相談・通報者間の比較ではないことに注意． 

**斜線部は有意差なし 

 

 

図表 2-Ⅲ-1-13 相談・通報者と被虐待者・虐待者の属性* 

 

*△は全体に比して割合が高いことを，▼は低いことを指す．相談・通報者間の比較ではないことに注意． 

**斜線部は有意差なし． 

 

 

性別

男 ～74 75～84 85～ 未申請 申請中 認定済み 自立
虐待者との

み同居

虐待者と他

家族と同居
別居

介護支援専

門員(ｹｱﾏﾈ

ｼﾞｬｰ)
▼ △ ▼ ▼ △ ▼ 要介護2以上

要介護認定

済み以上
J以上 ▼

介護保険事

業所職員
▼ △ ▼ ▼ △ ▼ 要介護3以上

要介護認定

済み以上
J以上 ▼ ▼ △

医療機関従

事者
△ △ ▼ ▼ 要介護4以上

介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請等、B以

上
▼

近隣住民・知

人
▼ △ △ ▼

介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請・申請

中・自立
△ ▼

民生委員 ▼ ▼ △ △ △ ▼ 要支援1
介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請・申請

中・自立

被虐待者本

人
▼ △ ▼ △ ▼ △ 要支援1・2 Ⅰ以下

介護保険未

申請等、J
△ ▼

家族・親族 ▼ △ △ ▼ △ 要介護1以下
介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請・申請

中・自立
▼ △

虐待者自身 △ ▼ 要介護1
介護保険未

申請・申請

中・自立
▼

当該市町村

行政職員
△ ▼ △ △ ▼ 要支援1

介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請・申請

中・自立
△

警察 △ △ ▼ △ ▼ ▼ △ 要介護1以下
介護保険未

申請・申請

中・自立

介護保険未

申請・申請

中・自立
△ ▼

その他
寝たきり度自

立
▼ △

不明（匿名を

含む）

相

談

・
通

報

者

息子

夫

年齢 介護保険

要介護度 認知症 寝たきり度

同別居

夫

妻、娘

その他、複数

夫、息子、孫

その他、複数

続柄

妻、娘、嫁、複数

嫁、兄弟姉妹

複数

娘
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(4) 相談・通報者と被虐待者（要介護認定済み者）の介護保険サービスの利用状況 

   相談・通報者と被虐待者で要介護認定済み者の介護保険サービスの利用状況との関係をみる

と、虐待判断時点で介護保険サービスを「受けている」ケースでは、「介護支援専門員」「介護

保険事業所職員」が相談・通報者に含まれる割合が全体に比して高く、それ以外の区分では低

くなっていた。虐待判断時点で介護保険サービスを「過去受けていたが判断時点では受けてい

ない」ケースでは、相談・通報者に「医療機関従事者」「民生委員」「家族・親族」「虐待者自身」

「当該市町村行政職員」が含まれる割合が全体に比して高く、「過去も含め受けていない」ケー

スでは、「介護支援専門員」「介護保険事業所職員」が含まれる割合が全体に比して低く、それ

以外の区分では高かった。（図表 2-Ⅲ-1-14．χ2検定により比較，p<.05）。 
 

図表 2-Ⅲ-1-14 相談・通報者と被虐待者（要介護認定済者）の介護保険サービスの利用状況（虐待判断時点）* 

 

（図表 2-Ⅲ-1-14 参考図表：集計内訳） 

 

相談・通報者 

介護支援

専門員 

(ｹｱﾏﾈｼﾞｬ

ｰ) 

介護保険

事業所 

職員 

医療 

機関 

従事者 

近隣住

民・知人 

民生 

委員 

被虐待 

者本人 

家族・ 

親族 

虐待者 

自身 

当該 

市町村 

行政職員 

警察 その他 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用(

虐
待
判
断
時
点
） 

介護サービ

スを受けて

いる 

(n=9,143) 

人数 5,479  1,142  312  217  142  356  550  120  397  581  596  

割合 59.9% 12.5% 3.4% 2.4% 1.6% 3.9% 6.0% 1.3% 4.3% 6.4% 6.5% 

過去受けて

いたが判断

時点では受

けていない

(n=429) 

人数 150  23  63  10  16  20  46  15  33  40  38  

割合 35.0% 5.4% 14.7% 2.3% 3.7% 4.7% 10.7% 3.5% 7.7% 9.3% 8.9% 

過去も含め

受けていな

い 

(n=1,554) 

人数 258  45  204  89  78  172  206  59  153  244  175  

割合 16.6% 2.9% 13.1% 5.7% 5.0% 11.1% 13.3% 3.8% 9.8% 15.7% 11.3% 

合計(N=11,126) 

人数 5,887  1,210  579  316  236  548  802  194  583  865  809  

割合 52.9% 10.9% 5.2% 2.8% 2.1% 4.9% 7.2% 1.7% 5.2% 7.8% 7.3% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

介
護
支
援
専
門
員

（ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）

介
護
保
険
事
業
所
職
員

医
療
機
関
従
事
者

近
隣
住
民
・知
人

民
生
委
員

被
虐
待
者
本
人

家
族
・親
族

虐
待
者
自
身

当
該
市
町
村
行
政
職
員

警
察

そ
の
他

介護サービスを受けて

いる(n=9,143)

過去受けていたが判

断時点では受けてい

ない(n=429)

過去も含め受けていな

い(n=1,554)

*要支援・要介護認定

済者のうち，介護保険

サービスの利用状況が

不明なケースを除く．ま

た相談・通報者の区分

中「不明」を除く．
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２．虐待事例の特徴

１）虐待行為の内容・程度 

1 件の事例について被虐待者が複数である場合があるため、虐待判断事例件数 16,384 件に対

し、被虐待者の総数は 16,770 人であった。 
これらの被虐待者ごとにみていくと、虐待の類型では、「身体的虐待」が 67.9%ともっとも多

く、次いで「心理的虐待」が 41.3%、「ネグレクト」が 19.6%、「経済的虐待」が 18.1%、「性的虐

待」が 0.6%であった（複数回答）（図表 2-Ⅲ-2-1）。 
なお、2 種類以上の虐待類型間の組み合わせで最も多いのは「身体的虐待＋心理的虐待」であ

った。ただし、「身体的虐待」の約半数は単独であった（図表 2-Ⅲ-2-2）。 
また、各類型に該当する具体的な内容として回答された記述回答を整理すると、図表 2-Ⅲ-2-3

のようであった。

虐待の深刻度については、もっとも多いのは「3-生命・身体・生活に著しい影響」、次いで「1-
生命・身体・生活への影響や本人意思の無視等」で各 3 割以上を占めていた。ただし、深刻度の

高いケースも散見され、もっとも重い「5-生命・身体・生活に関する重大な危険」も 1 割弱（8.0%）

みられていた（図表 2-Ⅲ-2-4）。 
虐待の類型と深刻度の関係では、大きな差ではないが、「身体的虐待」「ネグレクト」「経済的虐

待」が含まれる事例では深刻度が高く、「心理的虐待」が含まれる事例では低かった（図表 2-Ⅲ-
2-5．Mann-Whitney の U 検定, p<.01）。
なお、類型及び深刻度ごとの虐待行為の具体例について、図表 2-Ⅲ-2-6 に示した。

（図表 2-Ⅲ-2-1 参考図表：集計内訳）

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

人数 11,383 3,281 6,922 101 3,041 

割合 67.9% 19.6% 41.3% 0.6% 18.1% 

67.9%

19.6%

41.3%

0.6%

18.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

図表 2-Ⅲ-2-1 虐待行為の類型*（複数回答形式）

＊調査対象年度内に虐待と判断された事例における被虐待者の実人数 16,770 人について集計． 
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図表 2-Ⅲ-2-2 類型間の組み合わせ 

  

虐待類型（組み合わせ）* 

身 体 的 虐

待との組み

合わせ 

ネ グ レ ク ト

との組み合

わせ 

心 理 的 虐

待との組み

合わせ 

性的虐待と

の 組 み 合

わせ 

経 済 的 虐

待との組み

合わせ 

身体的虐待 (n=10,939) 
6,123 982 4,455 54 937 

53.8% 8.6% 39.1% 0.5% 8.2% 

ネグレクト (n=3,420) 
982 1,299 955 15 926 

29.9% 39.6% 29.1% 0.5% 28.2% 

心理的虐待 (n=6,746) 
4,455 955 1,643 41 1,065 

64.4% 13.8% 23.7% 0.6% 15.4% 

性的虐待 (n=65) 
54 15 41 30 10 

53.5% 14.9% 40.6% 29.7% 9.9% 

経済的虐待 (n=3,285) 
937 926 1,065 10 1,042 

30.8% 30.5% 35.0% 0.3% 34.3% 

*網掛け・太字部分は各類型が単独で発生しているケース． 

*割合は，各類型が含まれているケースの数(n)に対するもの． 

 

図表 2-Ⅲ-2-3 具体的な虐待の内容（複数回答形式）* 

  件数 
割合 

（各類型内） 

身体的虐待 (n=4,635) 

暴力的行為 4,080 88.0% 

強制的行為・乱暴な扱い 468 10.1% 

身体の拘束 113 2.4% 

威嚇 300 6.5% 

その他（身体的虐待） 94 2.0% 

ネグレクト (n=1,155) 

希望・必要とする医療サービスの制限 318 27.5% 

希望・必要とする介護サービスの制限 396 34.3% 

生活援助全般を行わない 284 24.6% 

水分・食事摂取の放任 240 20.8% 

入浴介助放棄 86 7.4% 

排泄介助放棄 169 14.6% 

劣悪な住環境で生活させる 220 19.0% 

介護者が不在の場合がある 119 10.3% 

その他（ネグレクト） 227 19.7% 

心理的虐待 (n=2,596) 

暴言・威圧・侮辱・脅迫 2,432 93.7% 

無視・訴えの否定や拒否 146 5.6% 

嫌がらせ 118 4.5% 

その他（心理的虐待） 57 2.2% 

性的虐待 (n=36) 

性行為の強要・性的暴力 18 50.0% 

介護に係る性的羞恥心を喚起する行為の強要 4 11.1% 

介護行為に関係しない性的嫌がらせ 9 25.0% 

その他（性的虐待） 6 16.7% 

経済的虐待 (n=1,136) 

年金の取り上げ 474 41.7% 

預貯金の取り上げ 218 19.2% 

不動産・利子・配当等収入の取り上げ 17 1.5% 

必要な費用の不払い 302 26.6% 

日常的な金銭を渡さない・使わせない 140 12.3% 

預貯金・カード等の不当な使い込み 212 18.7% 

預貯金・カード等の不当な支払強要 52 4.6% 

不動産・有価証券などの無断売却 11 1.0% 

その他（経済的虐待） 192 16.9% 

*具体的な内容が記述された 7,275 件について，記述内容を分類した（類型内でもさらに複数回答として集計）． 
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図表 2-Ⅲ-2-4 虐待行為の深刻度* 

 
（図表 2-Ⅲ-2-4 参考図表：集計内訳） 

  人数 割合 

5-生命・身体・生活に関する重大な危険 1,342 8.0%  

4 1,307 7.8%  

3-生命・身体・生活に著しい影響 5,644 33.7%  

2 3,426 20.4%  

1-生命・身体・生活への影響や本人意思の無視等 5,051 30.1%  

合計 16,770 100%  
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1-生命・身体・生活への影響や本人意思の無

視等

*被虐待者の総数16,770人における割合.
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31.6%

32.6%
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図表 2-Ⅲ-2-5 虐待の類型と深刻度 
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図表 2-Ⅲ-2-6 虐待類型・深刻度ごとの具体例* 

    身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

深
刻
度 

1-生命・身

体・生活へ

の影響や本

人意思の無

視等 

・食事を無理やり食

べさせる 

・身体を小突く、叩く 

・施錠等で行動を制

限する 

・腕をつねる 

・身体をひっかく 

・必要な医療や介

護サービスを使わ

せない 

・養護者以外の者

からの権利侵害を

放置 

・排せつや入浴の

介助を適切に行わ

ない 

・粗末な食事が多い 

・冷暖房や家電の

使用を制限する 

・目の前で悪口を言

う 

・突発的に怒鳴る 

・親である高齢者に

命令・指示 

・訴えの無視や拒

否 

・できないことをす

るよう言う 

・胸を触る 

・キスの強要 

・家財道具を持ち出

す 

・生活を高齢者の年

金に依存 

・手持ち現金の取り

上げ 

・カードによる使い

込み 

・本人同意不明瞭

な借入 

2 

・平手打ちをする 

・押さえつけて行動

を制限する 

・物で叩く 

・身体を拳で突く 

・髪を引っ張って連

れて行く 

・ 入 浴 介 助 を し な

い、入浴させない 

・介護サービスの利

用を制限する 

・養護者の都合で

食事が出たり出な

かったりする 

・介護者がいない時

間が多い 

・大声を出して威嚇 

・物を壊して脅すよ

うな言葉をかける 

・怒鳴りつけて叱責

する 

・些細なことで怒る 

・長生きを責める 

・望まない性行為の

強い要求 

・自慰行為を見せつ

ける 

・通帳の取り上げ、

使い込み 

・光熱水費の不払

い 

・サービス利用費の

滞納 

・頻繁な金の無心 

・生活保護費を養護

者の借金返済に充

当 

3-生命・身

体・生活に

著しい影響 

・手を縛りベッド柵

で行動制限 

・つなぎ服の強要 

・腹を殴る 

・物を投げつける 

・突き飛ばす 

・排せつ介助を行わ

ない 

・健康を維持するの

に不十分な量や内

容・回数の食事 

・加療が必要なのに

受診させない 

・介護者がほとんど

いない 

・執拗な嫌がらせ 

・頻繁な暴言 

・無視や拒絶 

・行動の監視や言

葉による強制 

・病気や障害に対

する侮辱 

・性行為の強要 

・アダルト DVD の視

聴強要 

・自慰行為補助の

強要 

・預貯金の使い込

み 

・暴力や脅しを背景

とした金の無心 

・年金の取り上げ 

・介護サービス費の

不払い 

  

4 

・車いすに拘束し壁

にぶつける 

・食器（陶器）を投げ

つけ裂傷 

・火のついたタバコ

を押し付ける 

・長期間繰り返しの

暴力 

・階段から突き落と

す 

・脱水、低栄養状態

のまま放置 

・重度の褥瘡の放

置 

・重い感染症の疑

いがあっても受診さ

せない 

・ゴミ屋敷にとり残

す 

・身の危険を感じる

ほどの暴言 

・死を促すような暴

言 

・長時間の叱責 

（具体例の回答な

し） 

（単独での具体例

の回答なし） 

・介護・医療等に必

要な費用の不払い

や取り上げ（※他の

類型と併せての回

答例） 

5-生命・身

体・生活に

関する重大

な危険 

・首を絞める 

・家具で体を叩き骨

折 

・顔面殴打による失

明 

・ゴルフクラブで殴

打 

・熱湯をかける 

・寒い日に戸外に放

置 

・重症な疾患がある

のに受診させない 

・極度の栄養失調

や体重減少 

・暴力を背景にした

死を感じさせる脅迫 

・自殺を迫る 

（具体例の回答な

し） 

（単独での具体例

の回答なし） 

・生活が成り立たな

くなるほどの預貯

金・年金等の搾取

（※他の類型と併せ

ての回答例） 

*深刻度は行為自体の内容だけでは定まらず，被虐待者の被害の状況にもよることに注意． 
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２）被虐待者の属性と虐待行為の内容・程度 

(1) 被虐待者の属性 

被虐待者 16,770 人について、その属性を整理したところ以下のような傾向が見られた。 
性別は男性が 22.7%、女性が 77.3%であった（図表 2-Ⅲ-2-7）。平成 28 年の人口推計上の男

女比（4：6）や国民生活基礎調査（介護票・介護を要する 65 歳以上者）の男女比（3：7）と

比較すると、女性の割合が高くなっている（適合度検定，p<.01）。 
年齢構成は 75 歳未満が約 1／4 であり、85 歳以上が約 3 割弱を占めるなど、75 歳以上（後

期高齢期）が大半を占めている（図表 2-Ⅲ-2-8）。人口推計上の年齢構成（75 歳未満／以上）

と男女別に比較すると、男女とも 75 歳以上の割合が高くなっている（適合度検定，p<.01）。
一方、国民生活基礎調査（介護票・介護を要する 65 歳以上者）との比較では、国民生活基礎調

査の方が 75 歳以上の割合が高くなっている（適合度検定，p<.01．図表 2-Ⅲ-2-9）。 
介護保険の申請状況では、66.8%が「認定済み」であった（図表 2-Ⅲ-2-10）。「認定済み」の

うち、要介護度は「要介護 1」が 23.4％であり、次いで「要介護度 2」が 21.5％となっている

（図表 2-Ⅲ-2-11）。また、認定済み者の要介護度の分布状況を国民生活基礎調査（介護票・介

護を要する65歳以上者）と比較すると、やや重度側に偏りがみられていた（適合度検定，p<.01．
図表 2-Ⅲ-2-12）。 
また、被虐待者全体の半数弱（46.8%、要支援・要介護認定済み者の約 7 割）が認知症高齢

者の日常生活自立度Ⅱ以上相当であり、一般に言われる高齢者の認知症有病率（15%程度）に

比較して明らかに認知症の人の割合が高い（図表 2-Ⅲ-2-13）。 
被虐待者で要支援・要介護認定を受けている人の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

については、ランク「A」が約 4 割、「J」「B」が各 2 割強であった（図表 2-Ⅲ-2-14）。なお、

国民生活基礎調査（介護票・介護を要する 65 歳以上者）と比較すると、ややランク「A」「B」

の割合が高くなっている（適合度検定，p<.01．図表 2-Ⅲ-2-15）。 
さらに、被虐待者で要支援・要介護認定を受けている人の介護保険サービスの利用状況をみ

ると、虐待判断時点で「介護サービスを受けている」が 81.7%、「過去受けていたが判断時点で

は受けていない」は 3.8%であった（図表 2-Ⅲ-2-16）。国民生活基礎調査（介護票・介護を要す

る 65 歳以上者）とほぼ同じ傾向であるが、本調査の方がサービス利用者の割合が高くなって

いた（適合度検定，p<.01．図表 2-Ⅲ-2-17）。なお、介護保険サービスを受けているもしくは受

けていた場合のサービス内容については、図表 2-Ⅲ-2-18 に示すとおりである。 
 

図表 2-Ⅲ-2-7 被虐待者の性別（外部指標との比較含む） 

（被虐待者・不明除く） （人口推計 2016・単位：千人） 
（国民生活基礎調査 2016／介護票・介

護を要する者 10 万対：うち 65 歳以上） 

  男性 女性 合計   男性 女性 合計   男性 女性 合計 

人数 3,813 12,957 16,770  数（千人） 14,999  19,592  34,591  数 31,891  64,011  95,902  

割合 22.7％ 77.3%  100%  割合 43.4% 56.6% 100% 割合 33.3% 66.7% 100% 

 

図表 2-Ⅲ-2-8 被虐待者の年齢 
  65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 不明 合計 

人数 1,796  2,471  3,480  4,080  3,112  1,791  40  16,770  

割合 10.7% 14.7% 20.8% 24.3% 18.6% 10.7% 0.2% 100% 
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図表 2-Ⅲ-2-9 性別と年齢（外部指標との比較） 

 
（被虐待者・不明除く） （人口推計 2016・単位：千人） 

（国民生活基礎調査 2016／介護票・介

護を要する者 10 万対：うち 65 歳以上） 

 75 歳未満 75 歳以上 合計  75 歳未満 75 歳以上 合計  75 歳未満 75 歳以上 合計 

男性 
人数 1,031  2,769  3,800  数（千人） 8,423  6,575  14,998  人数 5,420  26,470  31,890  

割合 27.1% 72.9% 100% 割合 56.2% 43.8% 100% 割合 17.0% 83.0% 100% 

女性 
人数 3,236  9,694  12,930  数（千人） 9,259  10,333  19,592 人数 6,665  57,346  64,011  

割合 25.0% 75.0% 100% 割合 47.3% 52.7% 100% 割合 10.4% 89.6% 100% 

 

図表 2-Ⅲ-2-10 被虐待者の介護保険の申請状況 
  人数 割合 

未申請 4,696  28.0% 

申請中 506  3.0% 

認定済み 11,196  66.8% 

認定非該当（自立） 322  1.9% 

不明 50  0.3% 

合計 16,770  100%  

 

図表 2-Ⅲ-2-11 介護保険認定済者の要介護度 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

図表 2-Ⅲ-2-12 介護保険認定済者の要介護度：外部指標との比較 
  

  （被虐待高齢者・不明除く） 

（国民生活基礎調査 2016／介

護票・介護を要する者 10 万対：

うち 65 歳以上） 

人数 割合 人数 割合 

要支援１ 845  7.6% 14,430  15.5% 

要支援２ 1,011  9.1% 16,498  17.8% 

要介護１ 2,615  23.4% 18,137  19.5% 

要介護２ 2,404  21.5% 18,860  20.3% 

要介護３ 2,038  18.2% 11,391  12.3% 

要介護４ 1,427  12.8% 8,028  8.6% 

要介護５ 828  7.4% 5,585  6.0% 

合計 11,168  100% 92,929  100% 

 

 

 

 

 

 

  人数 割合 

要支援１ 845  7.5% 

要支援２ 1,011  9.0% 

要介護１ 2,615  23.4% 

要介護２ 2,404  21.5% 

要介護３ 2,038  18.2% 

要介護４ 1,427  12.7% 

要介護５ 828  7.4% 

不明 28  0.3% 

合計 11,196  100% 
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図表 2-Ⅲ-2-13 介護保険認定済者の認知症日常生活自立度 
  人数 割合 

   

自立又は認知症なし 1,128 10.1%    

自立度Ⅰ 1,993 17.8%    

自立度Ⅱ 3,837 34.3%    

自立度Ⅲ 2,701 24.1%    

自立度Ⅳ 799 7.1%  
【参考】被虐待者全体に

占める「自立度Ⅱ以上」

（相当）の割合 

自立度Ｍ 182 1.6%  

認知症はあるが自立度不明* 335 3.0%  

（再掲）自立度Ⅱ以上 (7,854) (70.2%)  46.8% 

認知症の有無が不明 221 2.0%    

合計 11,196 100%    

*「認知症はあるが自立度不明」には「自立度Ⅰ」が含まれている可能性があるが，「自立度Ⅱ」以上に相

当するものとして処理している． 

 

 

図表 2-Ⅲ-2-14 介護保険認定済者の障害   図表 2-Ⅲ-2-15 介護保険認定済者の障害高齢者の日常生活自立度 

高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）              （寝たきり度）：外部指標との比較 
 人数 割合    

  
（被虐待高齢者・自立及び

不明除く） 

（国民生活基礎調査 2016／

介護票・介護を要する者 10

万対：うち 65 歳以上） 自立 424 3.8%  

J 2,458 22.0%  人数 割合 人数 割合 

A 4,529 40.5%  J（相当） 2,458  24.1% 23,805  29.6% 

B 2,418 21.6%  A（相当） 4,529  44.4% 33,049  41.1% 

C 804 7.2%  B（相当） 2,418  23.7% 14,435  18.0% 

不明 563 5.0%  C（相当） 804  7.9% 9,094  11.3% 

合計 11,196 100%  合計 10,209  100% 80,383  100% 

 
図表 2-Ⅲ-2-16 介護保険認定済者の介護保険サービスの利用（虐待判断時点） 

  人数 割合 

介護サービスを受けている 9,143  81.7% 

過去受けていたが判断時点では受けていない 429 3.8% 

過去も含め受けていない 1,554 13.9% 

不明 70 0.6% 

合計 11,196 100% 

 

図表 2-Ⅲ-2-17 介護保健認定済者の介護保険サービスの利用（虐待判断時点）：外部指標との比較 

（被虐待者・不明除く） 
（国民生活基礎調査 2016／介護票・介護

を要する者 10 万対：うち 65 歳以上） 

 人数 割合  人数 割合 

介護サービスを受けている 9,143  82.2% 利用あり 76,966  77.0% 

過去受けていたが判断時点では受け

ていない／過去も含め受けていない 
1,983  17.8% 利用なし 23,034  23.0% 

合計 11,126  100% 合計 100,000  100% 
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図表 2-Ⅲ-2-18 介護保険サービスを受けている／受けていた場合のサービス内容（複数回答）* 

  

介護サービスを受け

ている 

過去受けていたが判断

時点では受けていない 

受けている・受けてい

たの合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 

訪問介護 2,597 28.4% 103 24.0% 2,700 28.2% 

訪問入浴介護 135 1.5% 2 0.5% 137 1.4% 

訪問看護 978 10.7% 34 7.9% 1,012 10.6% 

訪問リハビリテーション 203 2.2% 3 0.7% 206 2.2% 

居宅療養管理・訪問診療 89 1.0% 3 0.7% 92 1.0% 

デイサービス 5,784 63.3% 222 51.7% 6,006 62.7% 

デイケア（通所リハ） 732 8.0% 26 6.1% 758 7.9% 

福祉用具貸与等 1,521 16.6% 56 13.1% 1,577 16.5% 

住宅改修 18 0.2% 8 1.9% 26 0.3% 

グループホーム 43 0.5% 2 0.5% 45 0.5% 

小規模多機能 260 2.8% 5 1.2% 265 2.8% 

ショートステイ 1,474 16.1% 45 10.5% 1,519 15.9% 

老人保健施設 89 1.0% 9 2.1% 98 1.0% 

特別養護老人ホーム 67 0.7% 6 1.4% 73 0.8% 

有料老人ホーム・特定施設 56 0.6% 4 0.9% 60 0.6% 

介護療養型医療施設 8 0.1% 0 0.0% 8 0.1% 

複合型サービス 3 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 

定期巡回・随時訪問サービス 22 0.2% 1 0.2% 23 0.2% 

その他（横出しサービス等と思われるもの等） 47 0.5% 0 0.0% 47 0.5% 

詳細不明・特定不能 201 2.2% 18 4.2% 219 2.3% 

（被虐待者数） (9,143) - (429) - (9,182) - 

*割合は，要介護認定者の介護保険サービス利用状況が「介護サービスを受けている」（9,143 人），「過去受けていたが

判断時点では受けていない」（429 人）に対するもの．複数回答のため，回答数の合計は，利用件数に一致しない． 

 

 (2) 被虐待者の属性と虐待行為の内容・程度 

   虐待行為の類型や深刻度と、被虐待者の属性との関係について整理したところ、以下のよう

な傾向がみられた（χ2検定，Mann-Whitney の U 検定，Kruskal-Wallis 検定, p<.05）。 
・被虐待者の性別と虐待の類型とはすべての虐待類型で関連があり、いずれも極端な差では

ないが、被虐待者が男性である場合「ネグレクト」と「経済的虐待」が、被虐待者が女性

である場合「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」が、それぞれ含まれるケースの割合

が高い（図表 2-Ⅲ-2-19）。また、深刻度は男性の方が高い（図表 2-Ⅲ-2-20）。 
・被虐待者の年齢（10 歳刻み）と虐待の類型とは最大 10 ポイント程度の差で、被虐待者が

74 歳以下である場合「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」の割合が高く、「ネグレク

ト」「経済的虐待」が低い、被虐待者が 75 歳以上 85 歳未満の場合「ネグレクト」が低い、

被虐待者が 85 歳以上の場合「ネグレクト」「経済的虐待」が高く、「身体的虐待」「心理的

虐待」「性的虐待」が低いという傾向で、それぞれの類型が含まれるケースの割合に高低が

みられた（図表 2-Ⅲ-2-21）。また、深刻度とは明確な関連性は認められなかった。 
・被虐待者の介護保険の申請状況と虐待類型とは「性的虐待」を除いて関連があり、最大 20
ポイント程度の差で、申請状況が「未申請」「認定非該当（自立）」の場合、「身体的虐待」

「心理的虐待」の割合が高く「ネグレクト」が低い（申請状況が「未申請」の場合｢経済的

虐待｣も低い）、申請状況が「申請中」「認定済み」の場合「ネグレクト」が高く（「認定済

み」の場合「経済的虐待」も高い）、「身体的虐待」が低い（「認定済み」の場合「心理的虐

待」も低い）、という傾向で、それぞれの類型が含まれるケースの割合に高低がみられた（図

表 2-Ⅲ-2-22）。また、認定済み者の要介護度との関係では、「身体的虐待」が含まれるケー
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スの割合は「要支援 2」「要介護 1」で高く「要介護 4」以上で低い、「ネグレクト」が含ま

れるケースの割合は「要支援 1」～「要介護 1」で低く「要介護 3」以上で高い、「心理的

虐待」が含まれるケースの割合は「要支援 1」～「要介護 2」で高く「要介護 3」以上で低

い、「経済的虐待」が含まれるケースの割合はわずかに「要支援 2」「要介護 2」で低く「要

介護 4」「要介護 5」で高い傾向があった（図表 2-Ⅲ-2-23）。深刻度との関係では、「要支援

1」では「深刻度 1」「2」の割合が全体に比して高く「深刻度 3」「5」の割合が高い、「要支

援 2」では「深刻度 1」の割合が高く「深刻度 3」「5」の割合が低い、「要介護 2」では「深

刻度 1」の割合が高く「深刻度 4」の割合が低い、「要介護 3」では「深刻度 2」の割合が

低い、「要介護 4」では「深刻度 1」「2」の割合が低く「深刻度 3」「4」の割合が高い、「要

介護 5」では「深刻度 1」の割合が低く「深刻度 4」「5」の割合が高い傾向であった（図表

2-Ⅲ-2-24）。 
・介護保険申請状況も含めた、「認知症の有無」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」と虐

待類型とは、「身体的虐待」が含まれるケースの割合は「未申請等」で高く「自立度Ⅱ」以

上で低い、「ネグレクト」が含まれるケースの割合は「認定済等」以下で低く「自立度Ⅱ」

以上で高い、「心理的虐待」が含まれるケースの割合は「認定済等」以下で高く「自立度Ⅱ」

以上で低い、「経済的虐待」が含まれるケースの割合は「未申請等」で低く「自立度Ⅲ以上」

で高い状況であった（図表 2-Ⅲ-2-25）。また深刻度は、「未申請等」では「深刻度 3」の割

合が全体に比して低く「深刻度 5」の割合が高い、「認定済等」では「深刻度 2」の割合が

全体に比して高く「深刻度 5」の割合が低い、「自立度Ⅱ」では「深刻度 1」の割合が全体

に比して高く「深刻度 5」の割合が低い、「自立度Ⅲ以上」では「深刻度 1」の割合が全体

に比して低く「深刻度 3」「4」の割合が高いという結果であった（図表 2-Ⅲ-2-26）。
・被虐待者で要支援・要介護認定を受けている人の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり

度）と虐待類型とは、「身体的虐待」が含まれるケースでは全体に比して「J」「A」の割合

が高く、「B」「C」で低い、「ネグレクト」が含まれるケースの割合は、全体に比して「A」

以下で低く、「B」「C」で高い、「心理的虐待」が含まれるケースの割合は、全体に比して

「J」「A」で高く、「B」「C」で低い、「経済的虐待」が含まれるケースの割合は全体に比し

て「J」「A」で低く、「B」「C」で高い傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-27）。また深刻度との

関係では、「自立」では「深刻度 1」の割合が全体に比して高く、「深刻度 3」「4」の割合が

低い、「J」では、「深刻度 2」の割合が全体に比して高く、「深刻度 3」の割合が低い、「A」

では「深刻度 1」の割合が全体に比して高く、「深刻度 4」「5」の割合が低い、「B」では、

「深刻度 1」「2」の割合が全体に比して低く、「深刻度 3」「4」の割合が高い、「C」では、

「深刻度 1」「2」の割合が全体に比して低く、「深刻度 3」「4」「5」の割合が高い（図表 2-
Ⅲ-2-28）。

・被虐待者で要支援・要介護認定を受けている人の介護保険サービスの利用状況と虐待類型

との関係では、虐待判断時点で「介護サービスを受けている」場合に「身体的虐待」が含

まれる割合が高く、「ネグレクト」「経済的虐待」が含まれる割合が低い、「過去受けていた

が判断時点で受けていない」「過去も含め受けていない」場合に「ネグレクト」「経済的虐

待」の割合がそれぞれ高く、「身体的虐待」が低い（「過去受けていたが判断時点で受けて

いない」場合は「心理的虐待」も低い）傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-29）。また深刻度と

の関係では、虐待判断時点で「介護サービスを受けている」場合では「深刻度 1」の割合

が全体に比して高く、「深刻度 4」「5」の割合が低い、「過去受けていたが判断時点では受

けていない」場合では「深刻度 2」の割合が全体に比して低く、「深刻度 5」の割合が高い、

「過去も含め受けていない」場合では「深刻度 1」の割合が全体に比して低く、「深刻度 4」
「5」の割合が高い傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-30）。
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図表 2-Ⅲ-2-19 被虐待者の性別と虐待行為の類型 

（2-Ⅲ-2-19 参考図表：集計内訳） 
 虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

被虐待者の性別 

男性(n=3,813) 
人数 2,465 876 1,397 10 913 

割合 64.6% 23.0% 36.6% 0.3% 23.9% 

女性(n=12,957) 
人数 8,918 2,405 5,525 91 2,128 

割合 68.8% 18.6% 42.6% 0.7% 16.4% 

合計(N=16,770) 
人数 11,383 3,281 6,922 101 3,041 

割合 67.9% 19.6% 41.3% 0.6% 18.1% 

 

図表 2-Ⅲ-2-20 被虐待者の男女別虐待行為の深刻度 

 深刻度 
合計 

1 2 3 4 5 

被虐待者の性別 

男性 
人数 1,079 782 1,278 289 385 3,813 

割合 28.3% 20.5% 33.5% 7.6% 10.1% 100% 

女性  
人数 3,972 2,644 4,366 1,018 957 12,957 

割合 30.7% 20.4% 33.7% 7.9% 7.4% 100% 

合計 
人数 5,051 3,426 5,644 1,307 1,342 16,770 

割合 30.1% 20.4% 33.7% 7.8% 8.0% 100% 
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図表 2-Ⅲ-2-21 被虐待者の年齢と虐待行為の類型* 
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*年齢不明を除く.
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（図表 2-Ⅲ-2-21 参考図表：集計内訳） 

虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

被虐待者の年齢 

65～74 歳 

(n=4,267) 

人数 3,142 574 1,869 45 652 

割合 73.6% 13.5% 43.8% 1.1% 15.3% 

75～84 歳 

(n=7,560) 

人数 5,115 1,422 3,167 41 1,408 

割合 67.7% 18.8% 41.9% 0.5% 18.6% 

85 歳以上 

(n=4,903) 

人数 3,099 1,282 1,865 15 978 

割合 63.2% 26.1% 38.0% 0.3% 19.9% 

合計 (N=16,730) 
人数 11,356 3,278 6,901 101 3,038 

割合 67.9% 19.6% 41.2% 0.6% 18.2% 

 （図表 2-Ⅲ-2-22 参考図表：集計内訳） 

虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

介護保険の

申請状況 

未申請(n=4,696) 
人数 3,385 552 2,231 31 763 

割合 72.1% 11.8% 47.5% 0.7% 16.2% 

申請中(n=506) 
人数 301 166 194 4 92 

割合 59.5% 32.8% 38.3% 0.8% 18.2% 

認定済み(n=11,196) 
人数 7,412 2,543 4,326 59 2,133 

割合 66.2% 22.7% 38.6% 0.5% 19.1% 

認定非該当（自

立)(n=322) 

人数 251 12 156 7 47 

割合 78.0% 3.7% 48.4% 2.2% 14.6% 

合計(N=16,720) 
人数 11,349 3,273 6,907 101 3,035 

割合 67.9% 19.6% 41.3% 0.6% 18.2% 
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18.2%
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未申請 (n=4,696)

申請中 (n=506)

認定済み (n=11,196)

認定非該当（自立) 

(n=322)

*申請状況不明を除く.

図表 2-Ⅲ-2-22 被虐待者の介護保険申請状況と虐待行為の類型*
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（図表 2-Ⅲ-2-23 参考図表：集計内訳） 

  
虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

要介護度 

要支援１ (n=845) 
人数 568  84  433  6  171  

割合 67.2% 9.9% 51.2% 0.7% 20.2% 

要支援２ (n=1,011) 
人数 709  118  492  9  169  

割合 70.1% 11.7% 48.7% 0.9% 16.7% 

要介護１ (n=2,615) 
人数 1,775  508  1,072  13  481  

割合 67.9% 19.4% 41.0% 0.5% 18.4% 

要介護２ (n=2,404) 
人数 1,621  560  1,004  7  418  

割合 67.4% 23.3% 41.8% 0.3% 17.4% 

要介護３ (n=2,038) 
人数 1,354  559  671  7  364  

割合 66.4% 27.4% 32.9% 0.3% 17.9% 

要介護４ (n=1,427) 
人数 893  435  446  13  319  

割合 62.6% 30.5% 31.3% 0.9% 22.4% 

要介護５ (n=828) 
人数 473  272  198  4  205  

割合 57.1% 32.9% 23.9% 0.5% 24.8% 

合計 (N=11,168) 
人数 7,393  2,536  4,316  59  2,127  

割合 66.2% 22.7% 38.6% 0.5% 19.0% 

 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

要支援１ (n=845)

要支援２ (n=1,011)

要介護１ (n=2,615)

要介護２ (n=2,404)

要介護３ (n=2,038)

要介護４ (n=1,427)

要介護５ (n=828)

*要支援・要介護認定済
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を除く．虐待種別は複数

回答形式で集計．
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図表 2-Ⅲ-2-23 被虐待者（介護保険認定済者）の要介護度別虐待行為の類型（複数回答形式）* 
 

図表 2-Ⅲ-2-24 被虐待者（介護保険認定済者）の要介護度と虐待の深刻度* 
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（図表 2-Ⅲ-2-24 参考図表：集計内訳） 
 深刻度 

合計 
1 2 3 4 5 

要介護度 

要支援１ 
人数 278  204  253  64  46  845  

割合 32.9% 24.1% 29.9% 7.6% 5.4% 100% 

要支援２ 
人数 329  230  315  83  54  1,011  

割合 32.5% 22.7% 31.2% 8.2% 5.3% 100% 

要介護１ 
人数 807  548  893  185  182  2,615  

割合 30.9% 21.0% 34.1% 7.1% 7.0% 100% 

要介護２ 
人数 759  527  793  157  168  2,404  

割合 31.6% 21.9% 33.0% 6.5% 7.0% 100% 

要介護３ 
人数 587  390  723  171  167  2,038  

割合 28.8% 19.1% 35.5% 8.4% 8.2% 100% 

要介護４ 
人数 364  265  550  136  112  1,427  

割合 25.5% 18.6% 38.5% 9.5% 7.8% 100% 

要介護５ 
人数 207  156  302  82  81  828  

割合 25.0% 18.8% 36.5% 9.9% 9.8% 100% 

合計 
人数 3,331  2,320  3,829  878  810  11,168  

割合 29.8% 20.8% 34.3% 7.9% 7.3% 100 % 

 
図表 2-Ⅲ-2-25 被虐待者の認知症の程度と虐待行為の類型* 

 

（図表 2-Ⅲ-2-25 参考図表：集計内訳） 

 
虐待類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

認
知
症
高
齢
者
の 

日
常
生
活
自
立
度 

介護保険未申請・申請

中・自立 (n=5,524) 

人数 3,937  730  2,581  42  902  

割合 71.3% 13.2% 46.7% 0.8% 16.3% 

要介護認定済み／認

知症なし・自立度Ⅰ 

(n=3,121) 

人数 2,082  480  1,494  24  596  

割合 66.7% 15.4% 47.9% 0.8% 19.1% 

認知症自立度Ⅱ 

(n=3,837) 

人数 2,548  904  1,491  20  712  

割合 66.4% 23.6% 38.9% 0.5% 18.6% 

認知症自立度Ⅲ以上 

(n=3,682) 
人数 2,413  1,028  1,136  10  717  

割合 65.5% 27.9% 30.9% 0.3% 19.5% 

合計 (N=16,164) 
人数 10,980  3,142  6,702  96  2,927  

割合 67.9% 19.4% 41.5% 0.6% 18.1% 

 

71.3 

13.2 

46.7 

0.8 

16.3 
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0.8 

19.1 
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38.9 

0.5 

18.6 

65.5

27.9
30.9

0.3

19.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

介護保険未申請・申請中・自

立 (n=5,524)

要介護認定済み／認知症な

し・自立度Ⅰ (n=3,121)

認知症自立度Ⅱ (n=3,837)

認知症自立度Ⅲ以上

(n=3,682)

*介護保険申請状況，認知

症の有無・程度が不明の

ケースを除く．虐待種別は

複数回答形式で集計．
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（図表 2-Ⅲ-2-26 参考図表：集計内訳） 

  
深刻度 

合計 
1 2 3 4 5 

認
知
症
高
齢
者
の 

日
常
生
活
自
立
度 

介護保険未申請・申

請中・自立 

人数 1,684  1,098  1,792  426  524  5,524  

割合 30.5% 19.9% 32.4% 7.7% 9.5% 100% 

要介護認定済み／認

知症なし・自立度 I 

人数 942  714  1,028  239  198  3,121  

割合 30.2% 22.9% 32.9% 7.7% 6.3% 100% 

認知症自立度Ⅱ 
人数 1,202  791  1,308  298  238  3,837  

割合 31.3% 20.6% 34.1% 7.8% 6.2% 100% 

認知症自立度Ⅲ以上  
人数 992  734  1,324  322  310  3,682  

割合 26.9% 19.9% 36.0% 8.7% 8.4% 100% 

合計 
人数 4,820  3,337  5,452  1,285  1,270  16,164  

割合 29.8% 20.6% 33.7% 7.9% 7.9% 100% 

 

 

図表 2-Ⅲ-2-27 被虐待者の寝たきり度と虐待行為の類型* 
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要介護認定済み／認知症なし・自立度Ⅰ 

(n=3,121)

認知症自立度Ⅱ (n=3,837)

認知症自立度Ⅲ以上 (n=3,682)

深刻度1

深刻度2

深刻度3

深刻度4

深刻度5

*介護保険申

請状況、認知

症の有無・程

度が不明の

ケースを除く．
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40%

60%

80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

自立 (n=424)

J (n=2,458)

A (n=4,529)

B (n=2,418)

C (n=804)

*集計対象は要支

援・要介護認定済

者．寝たきり度が

不明のケースを

除く．虐待種別は

複数回答形式で

集計．

図表 2-Ⅲ-2-26 被虐待者の認知症の程度と虐待の深刻度* 
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（図表 2-Ⅲ-2-27 参考図表：集計内訳） 

 
虐待類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

障害高齢者

の日常生活

自立度（寝

たきり度） 

自立 (n=424) 
人数 296  53  170  4  77  

割合 69.8% 12.5% 40.1% 0.9% 18.2% 

J (n=2,458) 
人数 1,698  391  1,113  11  426  

割合 69.1% 15.9% 45.3% 0.4% 17.3% 

A (n=4,529) 
人数 3,118  927  1,835  24  761  

割合 68.8% 20.5% 40.5% 0.5% 16.8% 

B (n=2,418) 

 

人数 1,505  728  830  12  537  

割合 62.2% 30.1% 34.3% 0.5% 22.2% 

C (n=804) 
人数 431  322  169  5  209  

割合 53.6% 40.0% 21.0% 0.6% 26.0% 

合計 (N=10,633) 
人数 7,048  2,421  4,117  56  2,010  

割合 66.3% 22.8% 38.7% 0.5% 18.9% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（図表 2-Ⅲ-2-28 参考図表：集計内訳） 

  
深刻度 

合計 
1 2 3 4 5 

障害高齢

者の日常

生活自立

度（寝たき

り度） 

自立 
人数 149  105  121  15  34  424  

割合 35.1% 24.8% 28.5% 3.5% 8.0% 100% 

J 
人数 752  594  767  186  159  2,458  

割合 30.6% 24.2% 31.2% 7.6% 6.5% 100% 

A 
人数 1,391  956  1,575  331  276  4,529  

割合 30.7% 21.1% 34.8% 7.3% 6.1% 100% 

B 
人数 660  469  881  221  187  2,418  

割合 27.3% 19.4% 36.4% 9.1% 7.7% 100% 

C 
人数 194  128  302  89  91  804  

割合 24.1% 15.9% 37.6% 11.1% 11.3% 100% 

合計 
人数 3,146  2,252  3,646  842  747  10,633  

割合 29.6% 21.2% 34.3% 7.9% 7.0% 100% 
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B
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C (n=804) 深刻度1

深刻度2

深刻度3

深刻度4

深刻度5

*集計対象は要

支援・要介護認

定済者。寝たき

り度が不明の

ケースを除く．

図表 2-Ⅲ-2-28 被虐待者の寝たきり度と虐待行為の深刻度* 
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図表 2-Ⅲ-2-29 被虐待者（介護保険認定済者）における介護保険サービスの利用状況と虐待行為の類型*

（図表 2-Ⅲ-2-29 参考図表：集計内訳）

虐待類型 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

介護保険

サービスの

利用 

介護サービスを受けている 

(n=9,143) 

人数 6,246 1,961 3,574 48 1,619 

割合 68.3% 21.4% 39.1% 0.5% 17.7% 

過去受けていたが判断時点

では受けていない (n=429)  

人数 205 152 130 3 155 

割合 47.8% 35.4% 30.3% 0.7% 36.1% 

過去も含め受けていない 

(n=1,554) 

人数 916 422 601 8 345 

割合 58.9% 27.2% 38.7% 0.5% 22.2% 

合計 (N=11,126) 
人数 7,367 2,535 4,305 59 2,119 

割合 66.2% 22.8% 38.7% 0.5% 19.0% 

  （図表 2-Ⅲ-2-30 参考図表：集計内訳） 

深刻度 
合計 

1 2 3 4 5 

介護保険

サービスの

利用 

介護サービスを受けている 
人数 2,776 1,922 3,131 695 619 9,143 

割合 30.4% 21.0% 34.2% 7.6% 6.8% 100% 

過去受けていたが判断時点

では受けていない 

人数 112 69 160 38 50 429 

割合 26.1% 16.1% 37.3% 8.9% 11.7% 100% 

過去も含め受けていない 
人数 416 324 530 144 140 1,554 

割合 26.8% 20.8% 34.1% 9.3% 9.0% 100% 

合計 
人数 3,304 2,315 3,821 877 809 11,126 

割合 29.7% 20.8% 34.3% 7.9% 7.3% 100% 
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17.7%
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36.1%
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80%

100%

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

介護サービスを受けてい

る (n=9,143)

過去受けていたが判断時

点では受けていない

(n=429)

過去も含め受けていない

(n=1,554)

*要支援・要介護認定済

者のうち，介護保険サー

ビスの利用状況が不明

なケースを除く．
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深刻度1

深刻度2

深刻度3

深刻度4

深刻度5

*要支援・要介護認

定済者のうち，介護

保険サービスの利

用状況が不明な

ケースを除く．

図表 2-Ⅲ-2-30 被虐待者（介護保険認定済者）における介護保険サービスの利用状況と虐待の深刻度*
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３）虐待者（養護者）の属性と虐待行為の内容・程度 

(1) 虐待者（養護者）の属性 

1 件の事例について虐待者（養護者）が複数である場合があるため、虐待判断事例件数 16,384
件に対し、調査で確認できた虐待者（養護者）の総数は 17,866 人であった。 
被虐待者からみた虐待者の続柄は、息子が最も多く 40.5%、次いで夫（21.5%）、娘（17.0%）

の順であった（図表 2-Ⅲ-2-31）。なお、「その他」についてはその内容を記述回答するよう求め

ていたため、その内訳も集計した。割合が高いのは「甥・姪」「友人・知人・近隣・同居人」「内

縁の夫・妻」などであった。また「事業者・居所管理者等」に区分されるものが 21 人計上され

た（図表 2-Ⅲ-2-32）。 
年齢区分は、50 歳代が 23.8%ともっとも多いが全体にばらけている（図表 2-Ⅲ-2-33）。続柄

と年齢の関係をみると、「夫」の 69.4%、「妻」の 49.6%以上が 75 歳以上であり、「息子」「娘」

においても 65 歳以上者が一定程度含まれていた（図表 2-Ⅲ-2-34）。 
なお、虐待者の続柄を、複数の虐待者が存在したケースを考慮して、被虐待者数に応じて分

類した結果、「複数虐待者」のケースが 5.9%みられ、その組み合わせとしてもっとも多いのは

「息子夫婦」（複数虐待者のケース中 24.4%）であった（図表 2-Ⅲ-2-35 及び図表 2-Ⅲ-2-36）。 
 

 

図表 2-Ⅲ-2-31 虐待者（養護者）の被虐待者との続柄 

  夫 妻 息子 娘 

息子の

配偶者

（嫁） 

娘の 

配偶者

（婿） 

兄弟姉

妹 
孫 その他 不明 合計 

人数 3,837  1,040  7,237  3,031  710  261  389  697  647  17  17,866  

割合 21.5%  5.8%  40.5%  17.0%  4.0%  1.5%  2.2%  3.9%  3.6%  0.1%  100%  

 
 

図表 2-Ⅲ-2-32 虐待者（養護者）の被虐待者との続柄「その他」の内訳（記述回答の分類） 

甥・姪 

友人・知

人・近隣・

同居人 

内縁の

夫・妻 

その他親

族 

事業者・

居所管理

者等 

元配偶者 元親族 
後見人・

代理人 
その他 詳細不明 合計 

146 142 118 96 21 39 7 5 65 8 647 

 
 

図表 2-Ⅲ-2-33 虐待者の年齢 

 
40 歳 

未満 
40-49 歳 50-59 歳 60-64 歳 65-69 歳 70-74 歳 75-79 歳 80-84 歳 85-89 歳 

90 歳 

以上 
不明 合計 

人数 1,482 3,263 4,253 1,469 1,492 1,242 1,338 1,335 643 160 1,189 17,866 

割合 8.3% 18.3% 23.8% 8.2% 8.4% 7.0% 7.5% 7.5% 3.6% 0.9% 6.7% 100% 
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図表 2-Ⅲ-2-34 虐待者の続柄と年齢の関係* 

 虐待者の年齢 

合計 40 歳

未満 

40-49

歳 

50-59

歳 

60-64

歳 

65-69

歳 

70-74

歳 

75-79

歳 

80-84

歳 

85-89

歳 

90 歳

以上 
不明 

虐
待
者
の
続
柄 

夫 
人数 0 3 22 43 336 671 926 1,037 553 147 99 3,837  

割合 0.0% 0.1% 0.6% 1.1% 8.8% 17.5% 24.1% 27.0% 14.4% 3.8% 2.6% 100% 

妻 
人数 3 10 49 68 135 226 252 204 56 4 33 1,040  

割合 0.3% 1.0% 4.7% 6.5% 13.0% 21.7% 24.2% 19.6% 5.4% 0.4% 3.2% 100% 

息子 
人数 558 2,039 2,659 849 539 110 31 4 1 0 447 7,237  

割合 7.7% 28.2% 36.7% 11.7% 7.4% 1.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 6.2% 100% 

娘 
人数 227 889 1,077 281 212 44 6 2 0 0 293 3,031  

割合 7.5% 29.3% 35.5% 9.3% 7.0% 1.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 9.7% 100% 

その他 
人数 694 322 446 228 270 191 123 88 33 9 317 2,721  

割合 25.5% 11.8% 16.4% 8.4% 9.9% 7.0% 4.5% 3.2% 1.2% 0.3% 11.7% 100% 

合計 
人数 1,482  3,263 4,253 1,469 1,492 1,242 1,338 1,335 643 160 1,189 17,866 

割合 8.3% 18.3% 23.8% 8.2% 8.4% 7.0% 7.5% 7.5% 3.6% 0.9% 6.7% 100% 

*「その他」は，息子の配偶者（嫁），娘の配偶者（婿），兄弟姉妹，孫，その他，不明の合計 

 

 

図表 2-Ⅲ-2-35 被虐待者ごとにカウントした虐待者の続柄（複数虐待者含む） 

  夫 妻 息子 娘 

息子の

配偶者

（嫁） 

娘の 

配偶者

（婿） 

兄弟 

姉妹 
孫 その他 不明 

複数 

虐待者 
合計 

件数 3,735 934 6,556 2,633 420 163 320 489 509 15 996 16,770 

割合 22.3 % 5.6 % 39.1 % 15.7 % 2.5 % 1.0 % 1.9 % 2.9 % 3.0 % 0.1 % 5.9 % 100 % 

 

 

図表 2-Ⅲ-2-36 「複数虐待者」の内訳 
  息子夫婦 娘夫婦 息子と娘 息子 2 人 娘と孫 妻と息子 夫と息子 

件数 243  76  70  70  70  56  47  

割合 24.4 % 7.6 % 7.0 % 7.0 % 7.0 % 5.6 % 4.7 % 

夫と娘 妻と娘 息子と孫 娘 2 人 
息子・娘 3

人以上 

息子夫婦

と孫 

娘夫婦と

孫 
その他 合計 

36  30  28  27  16  14  10  203  996  

3.6 % 3.0 % 2.8 % 2.7 % 1.6 % 1.4 % 1.0 % 20.4 % 100 % 

 

 

(2) 虐待行為の内容・程度と虐待者（養護者）の属性 

   虐待行為の類型や深刻度と、虐待者（養護者）の属性との関係について整理したところ、以

下のような傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-2-37 及び図表 2-Ⅲ-2-38．χ2検定及び Kruskal-Wallis
検定, p<.01）。 
・虐待者が「夫」のケースでは、「身体的虐待」が含まれるケースの割合が全体に比して高く、

「ネグレクト」「経済的虐待」が低い。深刻度はやや低い。 
・「妻」のケースでは、「身体的虐待」「ネグレクト」が含まれるケースの割合が高く、「心理

的虐待」「経済的虐待」が低い。 
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・「息子」のケースでは、「ネグレクト」「経済的虐待」が含まれるケースの割合が高く、「身

体的虐待」「心理的虐待」が低い。深刻度がやや高い。 
・「娘」のケースでは、「ネグレクト」「心理的虐待」「経済的虐待」が含まれるケースの割合

が高く、「身体的虐待」が低い。 
・「息子の配偶者（嫁）」のケースでは、「ネグレクト」「心理的虐待」が含まれるケースの割

合が高く、「経済的虐待」が低い。深刻度はやや低い。 
・「娘の配偶者（婿）」のケースでは、「心理的虐待」が含まれるケースの割合が高く、「ネグ

レクト」が含まれる割合が低い。深刻度はやや低い。 
・「兄弟姉妹」のケースでは、「経済的虐待」が含まれる割合が高く、「身体的虐待」が含まれ

る割合が低い。 
・「孫」のケースでは、「経済的虐待」が含まれるケースの割合が高く、「ネグレクト」「心理

的虐待」が低い。 
・「複数虐待者」のケースでは、「ネグレクト」「心理的虐待」「経済的虐待」が含まれるケー

スの割合が高く、「身体的虐待」が低い。深刻度が高い。 
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図表 2-Ⅲ-2-37 虐待者の続柄と虐待行為の類型*

 
 

（図表 2-Ⅲ-2-37 参考図表：集計内訳） 
 虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

虐
待
者
の
続
柄 

夫 (n=3,735) 
件数 3,178 310 1,585 53 109 

割合 85.1% 8.3% 42.4% 1.4% 2.9% 

妻 (n=934) 
件数 690 224 342 1 86 

割合 73.9% 24.0% 36.6% 0.1% 9.2% 

息子 (n=6,556) 
件数 4,198 1,347 2,625 20 1,495 

割合 64.0% 20.5% 40.0% 0.3% 22.8% 

娘 (n=2,633) 
件数 1,622 618 1,146 2 525 

割合 61.6% 23.5% 43.5% 0.1% 19.9% 

息子の配偶者（嫁） 

(n=420) 

件数 282 98 220 0 48 

割合 67.1% 23.3% 52.4% 0.0% 11.4% 

娘の配偶者（婿） 

(n=163) 

件数 111 11 87 4 21 

割合 68.1% 6.7% 53.4% 2.5% 12.9% 

兄弟姉妹 (n=320) 
件数 192 68 126 2 79 

割合 60.0% 21.3% 39.4% 0.6% 24.7% 

孫 (n=489) 
件数 339 39 170 2 116 

割合 69.3% 8.0% 34.8% 0.4% 23.7% 

その他 (n=509) 
件数 255 103 169 9 218 

割合 50.1% 20.2% 33.2% 1.8% 42.8% 

不明 (n=15) 
件数 7 3 3 0 4 

割合 46.7% 20.0% 20.0% 0.0% 26.7% 

複数虐待者 

(n=996) 

人数 509 460 449 8 340 

割合 51.1% 46.2% 45.1% 0.8% 34.1% 

合計 (N=16,770) 
件数 11,383 3,281 6,922 101 3,041 

割合 67.9% 19.6% 41.3% 0.6% 18.1% 
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*検定は「その他」「不

明」を除いて実施．

67



 
 

認知症介護研究・研修仙台センター 

 

図表 2-Ⅲ-2-38 虐待者の続柄と虐待の深刻度 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 深刻度 
合計 

1 2 3 4 5 

虐
待
者
の
続
柄 

夫 
件数 1,220 807 1,190 269 249 3,735 

割合 32.7% 21.6% 31.9% 7.2% 6.7% 100% 

妻 
件数 266 205 322 67 74 934 

割合 28.5% 21.9% 34.5% 7.2% 7.9% 100% 

息子 
件数 1,869 1,354 2,240 542 551 6,556 

割合 28.5% 20.7% 34.2% 8.3% 8.4% 100% 

娘 
件数 816 547 882 191 197 2,633 

割合 31.0% 20.8% 33.5% 7.3% 7.5% 100% 

息子の配偶者（嫁） 
件数 138 77 158 20 27 420 

割合 32.9% 18.3% 37.6% 4.8% 6.4% 100% 

娘の配偶者（婿） 
件数 65 32 49 8 9 163 

割合 39.9% 19.6% 30.1% 4.9% 5.5% 100% 

兄弟姉妹 
件数 90 70 114 20 26 320 

割合 28.1% 21.9% 35.6% 6.3% 8.1% 100% 

孫 
件数 157 97 151 40 44 489 

割合 32.1% 19.8% 30.9% 8.2% 9.0% 100% 

その他 
件数 158 87 173 40 51 509 

割合 31.0% 17.1% 34.0% 7.9% 10.0% 100% 

不明 
件数 7 1 5 2 0 15 

割合 46.7% 6.7% 33.3% 13.3% 0.0% 100% 

複数虐待者 
件数 265 149 360 108 114 996 

割合 26.6% 15.0% 36.1% 10.8% 11.4% 100% 

合計 
件数 5,051 3,426 5,644 1,307 1,342 16,770 

割合 30.1% 20.4% 33.7% 7.8% 8.0% 100% 
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（図表 2-Ⅲ-2-38 参考図表：集計内訳） 
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４）家庭状況と虐待行為の内容・程度 

(1) 虐待者（養護者）との同別居・家族形態 

虐待者（養護者）との同別居関係では、「虐待者とのみ同居」がもっとも多く約半数（50.9%）

を占め、「虐待者及び他家族と同居」（36.3%）と合せると、87.2%が虐待者と同居していた（図

表 2-Ⅲ-2-39）。 
家族形態では、「未婚の子と同居」が 33.8%ともっとも多く、「子夫婦と同居」（14.4%）、「配

偶者と離別・死別等した子と同居」（11.6%）と合わせて、59.8%で主として子世代と同居して

いたことがわかる（図表 2-Ⅲ-2-40）。また「夫婦のみ世帯」は 21.7%を占めていた。 
 

図表 2-Ⅲ-2-39 被虐待者における虐待者との同居の有無（同別居関係） 

  
虐待者とのみ

同居 

虐待者及び 

他家族と同居 
虐待者と別居 その他 不明 合計 

人数 8,530  6,085  1,963  180  12  16,770  

割合 50.9%  36.3%  11.7%  1.1%  0.1%  100%  

 

図表 2-Ⅲ-2-40 家族形態 

  単独世帯 
夫婦のみ世

帯 

未婚の子*と

同居 

配偶者と離

別・死別等し

た子と同居 

子夫婦と同

居 
その他** 不明 合計 

人数 1,228 3,639 5,670 1,946 2,411 1,818 58 16,770 

割合 7.3% 21.7% 33.8% 11.6% 14.4% 10.8% 0.3% 100% 

*『未婚の子』は配偶者がいたことのない子を指す． 

**『その他』は，「その他①：その他の親族と同居（子と同居せず，子以外の親族と同居している場合）」689 人（4.1%），「その

他②：非親族と同居（二人以上の世帯員から成る世帯のうち，親族関係にない人がいる世帯）」223 人（1.3%），及び「その

他③：その他（既婚の子も未婚の子も同居，本人が入所・入院、他の選択肢に該当しない場合）」906 人（5.4%）の合計． 

 

(2) 家庭状況と虐待行為の内容・程度 

同別居関係と虐待類型とは「性的虐待」を除いて関連があり、「虐待者とのみ同居」の場合、

「身体的虐待」「ネグレクト」の割合が高く「経済的虐待」が低い、「虐待者及び他家族と同居」

の場合「身体的虐待」「心理的虐待」が高く、「ネグレクト」「経済的虐待」が低い、「虐待者と

別居」の場合「経済的虐待」の割合が高く「身体的虐待」「心理的虐待」が低いという傾向が

みられた（図表 2-Ⅲ-2-41．χ2検定, p<.01）。また深刻度は、「虐待者と別居」が「虐待者との

み同居」より低い傾向がみられ、「他家族と同居」が「虐待者とのみ同居」より低い傾向がみ

られた（図表 2-Ⅲ-2-42．Kruskal-Wallis 検定, p<.01）。 
また、家族形態と虐待類型との関係について、例数が少ない「性的虐待」を除いて整理した

ところ、すべての類型で関連があり、次のようにそれぞれの類型が含まれるケースの割合に高

低がみられた。また深刻度についても以下のような関連がみられた（図表 2-Ⅲ-2-43 及び図表

2-Ⅲ-2-44．χ2検定及び Kruskal-Wallis 検定, p<.01）。 
・「単独世帯」では、「経済的虐待」の割合が高く「身体的虐待」「心理的虐待」が低い。深刻

度はやｙ低い。 
・「夫婦のみ世帯」では、「身体的虐待」の割合が高く、「ネグレクト」「心理的虐待」「経済的

虐待」が低い。深刻度はやや低い。 
・「未婚の子と同居」では「ネグレクト」の割合が高く「経済的虐待」が低い。深刻度は高い。 
・「配偶者と離別・死別等した子と同居」では、「ネグレクト」「経済的虐待」の割合が高く、

「身体的虐待」が低い。 
・「子夫婦と同居」では「身体的虐待」「心理的虐待」が高く、「経済的虐待」が低い。深刻度
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はやや低い。 
・「その他①：その他の親族と同居」では、「ネグレクト」「経済的虐待」の割合が高く、「身体

的虐待」が低い。深刻度はやや高い。 
・「その他②：非親族と同居」では、「経済的虐待」の割合が高い。 
 

 

（図表 2-Ⅲ-2-41 参考図表：集計内訳） 

 虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

同
別
居
関
係 

虐待者とのみ同居(n=8,530) 
人数 6,069 1,765 3,547 52 1,164 

割合 71.1% 20.7% 41.6% 0.6% 13.6% 

虐待者及び他家族と同居

(n=6,085) 

人数 4,418 1,106 2,708 33 820 

割合 72.6% 18.2% 44.5% 0.5% 13.5% 

虐待者と別居(n=1,963) 
人数 807 364 608 15 976 

割合 41.1% 18.5% 31.0% 0.8% 49.7% 

合計 (N=16,578) 
人数 11,294 3,235 6,863 100 2,960 

割合 68.1% 19.5% 41.4% 0.6% 17.9% 

 
 

図表 2-Ⅲ-2-42 同別居関係と虐待の深刻度* 
 深刻度 

合計 
1 2 3 4 5 

同
別
居
関
係 

虐待者とのみ同居 
人数 2,493 1,710 2,907 685 735 8,530 

割合 29.2% 20.0% 34.1% 8.0% 8.6% 100% 

虐待者及び他家族と同居 
人数 1,841 1,296 2,028 473 447 6,085 

割合 30.3% 21.3% 33.3% 7.8% 7.3% 100% 

虐待者と別居 
人数 655 392 640 133 143 1,963 

割合 33.4% 20.0% 32.6% 6.8% 7.3% 100% 

合計 
人数 4,989 3,398 5,575 1,291 1,325 16,578 

割合 30.1% 20.5% 33.6% 7.8% 8.0% 100% 

*同別居関係が「その他」「不明」のケースを除く． 
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図表 2-Ⅲ-2-41 同別居関係別の虐待行為の類型（「その他」「不明」を除く） 
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図表 2-Ⅲ-2-43  家族形態と虐待行為の類型（「その他（その他③）」「不明」除く）

 
（図表 2-Ⅲ-2-43 参考図表：集計内訳） 

 虐待類型（複数回答） 

身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

家
族
形
態 

単独世帯 (n=1,228) 
人数 466 266 369 8 617 

割合 37.9% 21.7% 30.0% 0.7% 50.2% 

夫婦のみ世帯 (n=3,639) 
人数 2,917 427 1,464 41 250 

割合 80.2% 11.7% 40.2% 1.1% 6.9% 

未婚（配偶者がいたことが

ない）の子と同居 (n=5,670) 

人数 3,883 1,232 2,409 22 924 

割合 68.5% 21.7% 42.5% 0.4% 16.3% 

配偶者と離別・死別等した

子と同居 (n=1,946) 

人数 1,260 458 832 6 428 

割合 64.7% 23.5% 42.8% 0.3% 22.0% 

子夫婦と同居 (n=2,411) 
人数 1,699 499 1,143 12 305 

割合 70.5% 20.7% 47.4% 0.5% 12.7% 

その他①その他の親族と

同居 (n=689) 

人数 437 164 283 3 155 

割合 63.4% 23.8% 41.1% 0.4% 22.5% 

そ の 他 ② 非 親 族 と 同 居 

(n=223) 

人数 147 52 84 4 63 

割合 65.9% 23.3% 37.7% 1.8% 28.3% 

合計 (N=15,806) 
人数 10,809 3,098 6,584 96 2,742 

割合 68.4% 19.6% 41.7% 0.6% 17.3% 
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図表 2-Ⅲ-2-44 家族形態別の虐待行為の深刻度*

深刻度 
合計 

1 2 3 4 5 

家
族
形
態

単独世帯 
人数 413 266 397 82 70 1,228 

割合 33.6% 21.7% 32.3% 6.7% 5.7% 100% 

夫婦のみ世帯 
人数 1,144 761 1,187 270 277 3,639 

割合 31.4% 20.9% 32.6% 7.4% 7.6% 100% 

未婚（配偶者がいたこ

とがない）の子と同居 

人数 1,594 1,205 1,906 457 508 5,670 

割合 28.1% 21.3% 33.6% 8.1% 9.0% 100% 

配偶者と離別・死別等

した子と同居 

人数 546 395 667 171 167 1,946 

割合 28.1% 20.3% 34.3% 8.8% 8.6% 100% 

子夫婦と同居 
人数 775 478 826 185 147 2,411 

割合 32.1% 19.8% 34.3% 7.7% 6.1% 100% 

その他①その他の親

族と同居 

人数 192 118 256 49 74 689 

割合 27.9% 17.1% 37.2% 7.1% 10.7% 100% 

その他②非親族と同

居  

人数 60 35 78 25 25 223 

割合 26.9% 15.7% 35.0% 11.2% 11.2% 100% 

合計 
人数 4,724 3,258 5,317 1,239 1,268 15,806 

割合 29.9% 20.6% 33.6% 7.8% 8.0% 100% 

＊家族形態が「その他③」「不明」を除く． 

(3) 続柄別の同別居関係と家族形態の組み合わせ

被虐待者からみた虐待者（養護者）の続柄別に、同別居関係、及び家族形態との組み合わせ

を整理した。 

まず、続柄別の同別居関係をみると、虐待者が配偶者であるケースでは、「夫」で 72.6%、「妻」

で 67.5%と、大半が虐待者とのみ同居、すなわち被虐待者－虐待者の夫婦のみの世帯であるこ

とが示された。また、虐待者が実子であるケースでは、「息子」で 50.6%、「娘」で 40.9%が、

被虐待者である親と虐待者である子のみで構成される世帯であった。同様に、虐待者が「兄弟

姉妹」であるケースの 44.1%、「孫」であるケースの 23.1%、「複数虐待者」の 31.2%において

も、「虐待者とのみ同居」であった（図表 2-Ⅲ-2-45）。 
この傾向について、さらに家族形態との関係を含めて整理したところ、以下のような傾向が

確認された（図表 2-Ⅲ-2-46．※通い介護や入院・入所中等のケースがあるため、図表 2-Ⅲ-2-
40 の値とは必ずしも一致しない）。なお、全被虐待者の中での構成比を、多い順に図表 2-Ⅲ-2-
47 に示した（構成比 1%以上のみ）。 
・虐待者が「夫」「妻」のケースでは、「虐待者とのみ同居－夫婦のみ世帯」の組み合わせが

7 割前後を占める。 
・虐待者が「息子」および「娘」のケースでは、もっとも多い組み合わせは「虐待者とのみ

同居－未婚の子と同居」（虐待者である未婚の子とのみ同居）であり、「息子」の 37.6%、

「娘」の 28.3%を占める。 
・虐待者が「息子の配偶者（嫁）」「娘の配偶者（婿）」のケースでは、「虐待者及び他家族と

同居－子夫婦と同居」が 7 割以上を占める。 
・虐待者が「兄弟姉妹」のケースでは、もっとも多い組み合わせは「虐待者とのみ同居－そ

の他①：その他の親族と同居」（虐待者である兄弟姉妹とのみ同居）の 42.8%。 
・虐待者が「孫」のケースでは、もっとも多い組み合わせは「虐待者とのみ同居－その他①：

その他の親族と同居」の 21.7%。 
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図表 2-Ⅲ-2-45 虐待者の続柄と同別居関係* 

 
 

 

同別居関係 

合計 虐待者と 

のみ別居 

虐待者及び 

他家族と 

同居 

虐待者と 

別居 
その他 

 

不明 

虐
待
者
続
柄 

夫 
人数 2,711  950  54  17  3  3,735  

割合 72.6% 25.4% 1.4% 0.5% 0.1% 100% 

妻 
人数 630  283  19  2  0  934  

割合 67.5% 30.3% 2.0% 0.2% 0.0% 100% 

息子 
人数 3,319  2,284  885  64  4  6,556  

割合 50.6% 34.8% 13.5% 1.0% 0.1% 100% 

娘 
人数 1,077  1,099  431  24  2  2,633  

割合 40.9% 41.7% 16.4% 0.9% 0.1% 100% 

息子の配偶者 

（嫁） 

人数 22  365  32  1  0  420  

割合 5.2% 86.9% 7.6% 0.2% 0.0% 100% 

娘の配偶者 

（婿） 

人数 7  143  10  3  0  163  

割合 4.3% 87.7% 6.1% 1.8% 0.0% 100% 

兄弟姉妹 
人数 141  87  90  2  0  320  

割合 44.1% 27.2% 28.1% 0.6% 0.0% 100% 

孫 
人数 113  288  78  9  1  489  

割合 23.1% 58.9% 16.0% 1.8% 0.2% 100% 

その他 
人数 196  79  213  21  0  509  

割合 38.5% 15.5% 41.8% 4.1% 0.0% 100% 

不明 
人数 3  6  4  0  2  15  

割合 20.0% 40.0% 26.7% 0.0% 13.3% 100% 

複数虐待者 
人数 311  501  147  37  0  996  

割合 31.2% 50.3% 14.8% 3.7% 0.0% 100% 

合計 
人数 8,530  6,085  1,963  180  12  16,770  

割合 50.9% 36.3% 11.7% 1.1% 0.1% 100% 

 

 

72.6%

67.5%

50.6%

40.9%

5.2%

4.3%

44.1%

23.1%

38.5%

20.0%

31.2%

25.4%

30.3%

34.8%

41.7%

86.9%

87.7%

27.2%

58.9%

15.5%

40.0%

50.3%

1.4%

2.0%

13.5%

16.4%

7.6%

6.1%

28.1%

16.0%

41.8%

26.7%

14.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫(n=3,735）

妻(n=934）

息子(n=6,556）

娘(n=2,633）

息子の配偶者（嫁）(n=420）

娘の配偶者（婿）(n=163）

兄弟姉妹(n=320）

孫(n=489）

その他(n=509）

不明(n=15）

複数虐待者(n=996）

虐待者とのみ同居

虐待者及び他家族

と同居
虐待者と別居

その他

不明

*虐待者の続柄は被

虐待者からみたもの

であり，被虐待者1人

に対して虐待者が複

数いる場合は「複数

虐待者」とした．

（図表 2-Ⅲ-2-45 参考図表：集計内訳*） 

*虐待者の続柄は被虐待者からみたものであり，被虐待者 1 人に対して虐待者が複数いる場合は「複数虐待者」とした． 
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図表 2-Ⅲ-2-46 虐待者の続柄ごとの同別居関係と家族形態（上位 5 位かつ続柄内構成比 5%以上）* 

  1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

夫 

(n=3,735) 

組合せ 
虐待者とのみ同居

×夫婦のみ世帯 

虐待者及び他家族

と同居×未婚の子

と同居 

虐待者及び他家

族と同居×子夫

婦と同居 
  

件数（続柄内割合） 2,706 (72.4%) 495 (13.3%) 236 (6.3%) 

妻 (n=934) 
組合せ 

虐待者とのみ同居

×夫婦のみ世帯 

虐待者及び他家族

と同居×未婚の子

と同居 

虐待者及び他家

族と同居×子夫

婦と同居 
  

件数（続柄内割合） 628 (67.2%) 152 (16.3%) 56 (6.0%) 

息子 

(n=6,556) 

組合せ 
虐待者とのみ同居

×未婚の子と同居 

虐待者及び他家族

と同居×未婚の子

と同居 

虐待者及び他家

族と同居×子夫

婦と同居 

虐待者とのみ同

居×配偶者と離

別・死別した子と

同居 

虐待者と別居×

単独世帯 

件数（続柄内割合） 2,468 (37.6%) 1,122 (17.1%) 688 (10.5%) 687 (10.5%) 490 (7.5%) 

娘 

(n=2,633) 

組合せ 
虐待者とのみ同居

×未婚の子と同居 

虐待者及び他家族

と同居×子夫婦と

同居 

虐待者及び他家

族と同居×未婚

の子と同居 

虐待者と別居×

単独世帯 

虐待者及び他家

族と同居×配偶

者と離別・死別し

た子と同居 

件数（続柄内割合） 745 (28.3%) 380 (14.4%) 320 (12.2%) 287 (10.9%) 281 (10.7%) 

息子の配偶

者（嫁） 

(n=420) 

組合せ 

虐待者及び他家族

と同居×子夫婦と

同居 
    

件数（続柄内割合） 330 (78.6%) 

娘の配偶者

（婿）(n=163) 

 

組合せ 

虐待者及び他家族

と同居×子夫婦と

同居 
    

件数（続柄内割合） 130 (79.8%) 

兄弟姉妹 

(n=320) 

組合せ 

虐待者とのみ同居

×その他①：その

他の親族と同居 

虐待者と別居×単

独世帯 

虐待者及び他家

族と同居×その

他①：その他の

親族と同居 

  

件数（続柄内割合） 137 (42.8%) 75 (23.4%) 69 (21.6%) 

孫 (n=489) 
組合せ 

虐待者とのみ同居

×その他①：その

他の親族と同居 

虐待者及び他家族

と同居×配偶者と

離別・死別した子と

同居 

虐待者及び他家

族と同居×子夫

婦と同居 

虐待者及び他家

族と同居×その

他①：その他の

親族と同居 

虐待者と別居×

単独世帯 

件数（続柄内割合） 106 (21.7%) 104 (21.3%) 93 (19.0%) 48 (9.8%) 38 (7.8%) 

＊網掛け・太字部分は，当該家庭が虐待者（養護者）と被虐待者（高齢者）だけで構成されているケース． 

＊続柄が「その他」「不明」のケース，及び被虐待者 1 人に対して虐待者が複数であるケースを除いている． 

＊通い介護や入院・入所中等のケースがあるため，図表 2-Ⅲ-2-40 の値とは必ずしも一致しない． 
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図表 2-Ⅲ-2-47 虐待者の続柄と同別居関係及び家族形態の組み合わせ（全被虐待者に対する構成比 1%以上）* 

組合せ 人数 割合 

夫×虐待者とのみ同居×夫婦のみ世帯 2,706  16.1% 

息子×虐待者とのみ同居×未婚（配偶者がいたことがない）の子と同居 2,468  14.7% 

息子×虐待者及び他家族と同居×未婚（配偶者がいたことがない）の子と同居 1,122  6.7% 

娘×虐待者とのみ同居×未婚（配偶者がいたことがない）の子と同居 745  4.4% 

息子×虐待者及び他家族と同居×子夫婦と同居 688  4.1% 

息子×虐待者とのみ同居×配偶者と離別・死別等した子と同居 687  4.1% 

妻×虐待者とのみ同居×夫婦のみ世帯 628  3.7% 

夫×虐待者及び他家族と同居×未婚（配偶者がいたことがない）の子と同居 495  3.0% 

息子×虐待者と別居×単独世帯 490  2.9% 

娘×虐待者及び他家族と同居×子夫婦と同居 380  2.3% 

息子の配偶者（嫁）×虐待者及び他家族と同居×子夫婦と同居 330  2.0% 

娘×虐待者及び他家族と同居×未婚（配偶者がいたことがない）の子と同居 320  1.9% 

息子×虐待者及び他家族と同居×配偶者と離別・死別等した子と同居 290  1.7% 

娘×虐待者と別居×単独世帯 287  1.7% 

娘×虐待者及び他家族と同居×配偶者と離別・死別等した子と同居 281  1.7% 

娘×虐待者とのみ同居×配偶者と離別・死別等した子と同居 273  1.6% 

複数虐待者×虐待者及び他家族と同居×子夫婦と同居 267  1.6% 

夫×虐待者及び他家族と同居×子夫婦と同居 236  1.4% 

息子×虐待者と別居×夫婦のみ世帯 168  1.0% 

*割合は被虐待者の全数 16,770 人に対するもの   

 

 

５）虐待事例の発生要因 

虐待事例の発生要因に関する記述回答を分類した。分類は医療経済研究機構『家庭内における

高齢者虐待に関する調査』（平成 15 年度）に基本的に従ったが、分類が難しい一定数以上の内容

については、一部カテゴリの統合・新規カテゴリの作成を行った。なお、虐待者（養護者）側の

要因として個別の障害・疾病（身体障害、知的障害、アルコール依存、アルコール依存以外の精

神障害、それ以外の疾病・障害など）に関する記述内容を確認した後、これらを統合して「虐待

者（養護者）の障害・疾病」とした。また、被虐待者・虐待者・他家族等のいずれからの要因を

すべて含め、家庭内に経済的に困窮するような要因があるものはすべて「経済的困窮（経済的問

題）」とした。 
複数回答形式で分類した結果、もっとも回答が多いカテゴリは「虐待者（養護者）の介護疲れ・

介護ストレス」の 27.4%、次いで「虐待者（養護者）の障害・疾病」の 21.3%、「経済的困窮（経

済的問題）」の 14.8%、「被虐待者の認知症の症状」の 12.7%、、「虐待者の性格や人格（に基づく

言動）」の 12.0%、「被虐待者と虐待者の虐待発生までの人間関係」の 10.4%、の順であった（こ

れら以外は構成比 10%未満）（図表 2-Ⅲ-2-48）。 
また、全体での構成比 5%以上のカテゴリを中心に、虐待者の続柄別に再集計したところ、図表

2-Ⅲ-2-49 に示すように続柄により構成比や順位が異なっていた。 
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図表 2-Ⅲ-2-48 虐待の発生要因（複数回答）* 
要因 件数 割合 

虐待者（養護者）の介護疲れ・介護ストレス 1,241  27.4% 

虐待者（養護者）の障害・疾病 964  21.3% 

経済的困窮（経済的問題） 670  14.8% 

被虐待者の認知症の症状 576  12.7% 

虐待者の性格や人格（に基づく言動） 543  12.0% 

被虐待者と虐待者の虐待発生までの人間関係 472  10.4% 

虐待者（養護者）の知識や情報の不足 366  8.1% 

虐待者の精神状態が安定していない 297  6.6% 

虐待者の飲酒の影響 284  6.3% 

被虐待者の精神障害（疑い含む）、高次脳機能障害、知的障害、認知機能の低下 234  5.2% 

被虐待者本人の性格や人格（に基づく言動） 178  3.9% 

家庭における養護者の他家族（虐待者以外）との関係の悪さほか家族関係の問題 165  3.6% 

虐待者の介護力の低下や不足 117  2.6% 

虐待者の理解力の不足や低下 113  2.5% 

被虐待者のその他の身体的自立度の低さ 82  1.8% 

被虐待者側のその他の要因 53  1.2% 

家庭に関するその他の要因 47  1.0% 

虐待者の孤立・補助介護者の不在等 42  0.9% 

（虐待者以外の）配偶者や家族・親族の無関心、無理解、非協力 34  0.8% 

虐待者側のその他の要因 27  0.6% 

被虐待者への排泄介助の困難さ 22  0.5% 

虐待者の外部サービス利用への抵抗感 20  0.4% 

虐待者のギャンブル依存 16  0.4% 

ケアサービスの不足・ミスマッチ等のマネジメントの問題 12  0.3% 

家庭内の経済的利害関係（財産、相続） 8  0.2% 

被虐待者が外部サービスの利用に抵抗感がある 6  0.1% 

虐待者に対する「介護は家族がすべき」といった周囲の声、世間体に対するストレスやプレッ

シャー 

0  0.0% 

その他ケアマネジメントや制度関係の問題 0  0.0% 

*回答のあった 4,525 件の事例を集計． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76



第２章 

 

 
 

図表 2-Ⅲ-2-49 虐待者の続柄別の虐待の発生要因（複数回答，上位 6 まで） 

全体 

(N=4,525) 

 

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の障害・

疾病 

家庭における

経済的困窮（経

済的問題） 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

件数 1241 964 670 576 543 472 

割合 27.4% 21.3% 14.8% 12.7% 12.0% 10.4% 

夫 

(n=1,039) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の障害・

疾病 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

被虐待者の認

知症の症状 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

虐待者の飲酒

の影響 

件数 309 209 180 159 128 117 

割合 29.7% 20.1% 17.3% 15.3% 12.3% 11.3% 

妻 

(n=284) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の障害・

疾病 

被虐待者の認

知症の症状 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

虐待者の知識

や情報の不足 

件数 108 45 40 33 32 23 

割合 38.0% 15.8% 14.1% 11.6% 11.3% 8.1% 

息子 

(n=1,737) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の障害・

疾病 

経済的困窮（経

済的問題） 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

件数 402 392 373 194 189 150 

割合 23.1% 22.6% 21.5% 11.2% 10.9% 8.6% 

娘 

(n=711) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の障害・

疾病 

経済的困窮（経

済的問題） 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の精神

状態が安定し

ていない 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

件数 229 202 102 81 73 67 

割合 32.2% 28.4% 14.3% 11.4% 10.3% 9.4% 

息子の配

偶者（嫁） 

(n=103) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の知識

や情報の不足 

虐待者の精神

状態が安定し

ていない 

家庭における虐

待者の他家族と

の関係の悪さ 

件数 39 24 17 12 9 9 

割合 37.9% 23.3% 16.5% 11.7% 8.7% 8.7% 

娘の配偶

者（婿） 

(n=47) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

家庭における虐

待者の他家族と

の関係の悪さ 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の知識

や情報の不足 

件数 8 7 7 6 5 5 

割合 17.0% 14.9% 14.9% 12.8% 10.6% 10.6% 

兄弟姉妹 

(n=83) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

被虐待者の精神障

害（疑い含む）、高

次脳機能障害、知

的障害、認知機能

の低下 

経済的困窮（経

済的問題） 

虐待者の知識

や情報の不足 

虐待者の障害・

疾病 

件数 25 14 12 12 9 7 

割合 30.1% 16.9% 14.5% 14.5% 10.8% 8.4% 

孫 

(n=119) 

  

虐待者の障害・

疾病 

経済的困窮（経

済的問題） 

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の性格

や人格（に基づ

く言動） 

虐待者の精神

状態が安定し

ていない 

件数 47 19 18 13 10 9 

割合 39.5% 16.0% 15.1% 10.9% 8.4% 7.6% 

複数虐待

者 

(n=283) 

  

虐待者の介護

疲れ・介護スト

レス 

経済的困窮（経

済的問題） 

被虐待者の認

知症の症状 

虐待者の障害・

疾病 

被虐待者と虐待

者の虐待発生ま

での人間関係 

虐待者の知識

や情報の不足 

件数 74 68 45 39 35 31 

割合 26.1% 24.0% 15.9% 13.8% 12.4% 11.0% 
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３．虐待事例への対応状況 

 

１）対応状況 

(1) 対応期間 

相談・通報の受理から市区町村の事実確認調査開始までの期間の中央値は 0 日（即日）、虐待

判断事例における受理から判断までの期間の中央値は 1 日となっていた。また、分布の状況を

みると、多くの対応は素早くなされているが、一方で時間を要しているケースも少なくないこ

とがわかる（図表 2-Ⅲ-3-1 に分布の状況を示した）。 
また、終結した事例における、介入開始から終結までの期間の中央値は 60 日、相談・通報等

の受理から終結までの期間の中央値は155日であった（図表2-Ⅲ-3-2に分布の状況を示した）。 
 

図表 2-Ⅲ-3-1 初動期における対応期間の分布 
   0 日 1 日 2 日 3～6 日 7～13 日 14～20 日 21～27 日 28 日以上 合計 

相談通報受理～

事実確認開始  

件数 5,346 1,206 486 1,138 820 313 159 355 9,823 

割合 54.4% 12.3% 4.9% 11.6% 8.3% 3.2% 1.6% 3.6% 100% 

中央値 0 日（即日） 

  0 日 1 日 2 日 3～6 日 7～13 日 14～20 日 21～27 日 28 日以上 合計 

相談通報受理～

虐待確認  

件数 1,968 541 251 656 606 289 182 484 4,977 

割合 39.5% 10.9% 5.0% 13.2% 12.2% 5.8% 3.7% 9.7% 100% 

中央値 1 日（翌日） 

 

図表 2-Ⅲ-3-2 終結事例における対応期間の分布 
   0 日 1～27 日 28～55 日 56～83 日 84～111 日 112～139日 140 日以上 合計 

介入～終結 
件数 156 158 117 99 87 46 238 901 

割合 17.3% 17.5% 13.0% 11.0% 9.7% 5.1% 26.4% 100% 

中央値 60 日 

  0 日 1～27 日 28～55 日 56～83 日 84～111 日 112～139日 140 日以上 合計 

相談通報受理～ 

終結 

件数 52 332 307 287 242 196 1652 3068 

割合 1.7% 10.8% 10.0% 9.4% 7.9% 6.4% 53.8% 100% 

中央値 155 日          

 
(2) 対応方法とその結果 

平成 27 年度に虐待と判断され、対応が平成 28 年度にまたがった継続事例を含めた 22,449
人の被虐待者のうち、分離の有無では「被虐待者と虐待者を分離していない事例」がもっとも

多く 11,095 人（49.4%）、次いで「被虐待者の保護として虐待者から分離を行った事例」が 6,556
人（29.2%）であった（図表 2-Ⅲ-3-3）。なお「その他」の 1,760 人（7.8%）には、平成 27 年

度から開始した対応が継続しているケースが含まれている。 
分離を行ったケースの対応内容では、「契約による介護保険サービスの利用」がもっとも多く

2,278 人（34.7%）であり、次いで「医療機関への一時入院」（15.7%）、「他選択肢（介護保険

サービスの利用、老人福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置、緊急一時保護、医療機

関への一時入院）以外の住まい・施設等の利用」（14.6%）、「老人福祉法に基づくやむを得ない

事由等による措置」（13.7%）、「緊急一時保護」（9.7%）、「虐待者を高齢者から分離（転居等）」

（6.8％）の順であった（図表 2-Ⅲ-3-4）。 
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分離を行っていないケースの対応内容では、「経過観察（見守り）のみ」が 26.1%を占めてい

た。経過観察以外の対応を行った残りのケースでは、「養護者に対する助言・指導」「既に介護

保険サービスを受けているが、ケアプランを見直し」が多かった（図表 2-Ⅲ-3-5）。 
権利擁護関係の対応では、成年後見制度については、「利用開始済み」が 799 人、「利用手続

き中」が499人であり、これらを合わせた1,298人のうち、市町村長申立の事例は791人（61.0%）

であった。また、日常生活自立支援事業の利用は 396 人であった。これらの権利擁護対応を行

った被虐待者は、重複を含めても全体の 1%に達していない（図表 2-Ⅲ-3-6及び図表 2-Ⅲ-3-7）。 
対応後の平成 28 年度末日での状況は、「対応継続」が 33.7%、「一定の対応終了、経過観察継

続」が 22.6%、「終結」が 43.7%であった（図表 2-Ⅲ-3-8）。また、「終結」ケースにおける終結

時の状況に関する記述回答を複数回答形式で分類したところ、もっとも多いのは「施設入所・

入院」とするもので 45.4%、次いで「在宅での状況が安定し支援不要となった、通常のケアマ

ネジメントへ移行した等」18.5%、「（支援過程の中で）本人死亡」16.9%の順であった（図表 2-
Ⅲ-3-9）。一方、「対応継続」ケースにおける平成 28 年度末日の状況に関する記述回答を複数回

答形式で分類したところ、もっとも多いのは「状況安定・見守り継続」とするもので 31.0%、

次いで「施設等入所、別居等対応中等」24.9%、「入所待ち、サービス調整中、転居調整中」18.6%、

「在宅サービス利用中」11.9%の順であった（図表 2-Ⅲ-3-10）。 
なお、市区町村ごとに算出した、「高齢者人口 10 万人あたり」の「終結」事例数の中央値は

8.1 件、「一定の対応終了、経過観察継続」事例数の中央値は 0 件、「対応継続」事例数の中央

値は 0 件であった（図表 2-Ⅲ-3-11）。また、「地域包括支援センター1 か所あたり」の「終結」

事例数の中央値は 0.7 件、「一定の対応終了、経過観察継続」事例数の中央値は 0 件、「対応継

続」事例数の中央値は 0 件であった（図表 2-Ⅲ-3-12）。 
 

図表 2-Ⅲ-3-3 分離の有無* 
  人数 割合 

被虐待者の保護として虐待者からの分離を行った事例 6,556 29.2% 

被虐待者と虐待者を分離していない事例 11,095 49.4% 

現在対応について検討・調整中の事例 596 2.7% 

虐待判断時点で既に分離状態の事例（別居、入院、入所等） 2,442 10.9% 

その他 1,760 7.8% 

合計 22,449 100% 

＊本調査の対象となったすべての虐待判断事例における被虐待者について集計． 

 
図表 2-Ⅲ-3-4 分離を行った場合の対応内容（最初に行った対応） 

  人数 割合 
面会制限を行っ

た事例（内数） 

契約による介護保険サービスの利用 2,278 34.7% 354 

老人福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置 901 13.7% 547 

緊急一時保護 636 9.7% 415 

医療機関への一時入院 1,031 15.7% 153 

上記以外の住まい・施設等の利用 956 14.6% 296 

虐待者を高齢者から分離（転居等） 447 6.8% 66 

その他 307 4.7% 89 

合計 6,556 100% 1,920 
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図表 2-Ⅲ-3-5 分離をしていない場合の対応内容 
  人数 割合 

経過観察(見守り)のみ* 2,893 26.1% 

経過観察 

以外の対応 

養護者に対する助言・指導 5,858 52.8% 

既に介護保険サービスを受けているが、ケアプランを見直し 2,889 26.0% 

被虐待高齢者が新たに介護保険サービスを利用 837 7.5% 

被虐待高齢者が介護保険サービス以外のサービスを利用 584 5.3% 

養護者自身が介護負担軽減のための事業に参加 275 2.5% 

その他 1,624 14.6% 

合計(累計) 14,960  

合計(人数) 11,095  

*経過観察以外の対応を行った否かをたずねた上で、「行った」とした事例について、対応の内訳を複数回

答形式でたずねた．割合はすべて「被虐待高齢者と虐待者を分離していない事例」の被虐待高齢者数

11,095 人に対するもの． 

図表 2-Ⅲ-3-6 成年後見制度の利用状況 
  人数 

  成年後見制度利用開始済 799 

  成年後見制度利用手続き中 499 

  
(内数) 

市町村長申立あり 791 

  市町村長申立なし 507 

図表 2-Ⅲ-3-7 日常生活自立支援事業利用状況 
  人数 

日常生活自立支援事業利用開始 396 

図表 2-Ⅲ-3-8 対応状況・結果（調査対象年度末時点） 
  人数 割合 

対応継続 7,564 33.7% 

一定の対応終了、経過観察継続 5,073 22.6% 

終結 9,812 43.7% 

合計 22,449 100% 

図表 2-Ⅲ-3-9 終結とされた状況（複数回答）* 

  

終結とされた状況 

在
宅
で
の
状
況
安
定
・虐
待
消
失

等
に
よ
り
支
援
不
要
、
通
常
の
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
移
行
等 

成
年
後
見
等
権
利
擁
護
対
応
に

よ
る
安
定 

生
活
保
護
等
の
制
度
利
用
に
よ

る
安
定 

施
設
入
所
・入
院 

本
人
転
居
・養
護
者
と
の
別
居 

離
婚
等
に
よ
る
別
居 

養
護
者
入
院
・加
療
・転
居
・逮

捕
拘
留
等 

本
人
死
亡 

養
護
者
死
亡 

他
機
関
・部
署
等
引
き
継
ぎ 

そ
の
他 

件数 533 78 28 1308 183 11 176 486 83 34 81 

割合 18.5% 2.7% 1.0% 45.4% 6.4% 0.4% 6.1% 16.9% 2.9% 1.2% 2.8% 

*終結時の状況について回答があった記述内容を複数回答形式で分類 (n=2,879)． 
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図表 2-Ⅲ-3-10 対応継続とされた状況（複数回答）* 

  

対応継続とされた状況 

状
況
安
定
・見
守
り
継
続 

被
害
状
況
安
定
せ
ず
被
虐
待

者
へ
の
対
応
継
続 

入
所
待
ち
、
サ
ー
ビ
ス
調
整

中
、
転
居
調
整
中 

施
設
等
入
所
、
別
居
等
対
応
中

等 養
護
者
支
援
、
家
族
支
援
継
続 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
中 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
管
理

中 成
年
後
見
等
の
対
応
中 

退
院
等
の
動
き
待
ち
、
対
応
検

討
中 

そ
の
他 

件数 205 52 123 165 55 79 20 31 22 40 

割合 31.0% 7.9% 18.6% 24.9% 8.3% 11.9% 3.0% 4.7% 3.3% 6.0% 

*対応継続とされ、調査対象年度末時点での状況について回答があった記述内容を複数回答形式で分類 (n=662)． 

 

図表2-Ⅲ-3-11 高齢者人口（10万）あたりの対応結果別事例数* 

  平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

終結事例数 20.5 31.2 0.0 0.0 0.0 8.1 29.7 59.8 81.6 

一定の対応終了、 
経過観察継続事例数 

14.4 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 42.1 62.2 

対応継続事例数 12.8 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 38.7 61.7 

*基礎数は市区町村ごと． 

 
図表2-Ⅲ-3-12 地域包括支援センター１か所あたりの対応結果別事例数* 

  

  
平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

終結事例数 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 4.5 7.0 

一定の対応終了、 
経過観察継続事例数 

1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 5.0 

対応継続事例数 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.8 

*基礎数は市区町村ごと． 

 
(3) 対応方法と期間 

事実確認調査の方法と、通報等の受理から事実確認開始までの期間との関係を確認したとこ

ろ、「訪問調査」が他のいずれの区分よりも期間が長い傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-3-13．日数

を従属変数（順序尺度）とする Kruskal-Wallis 検定, p<.01）。 
また、「終結」とされた事例において、対応方法（介入方法）と介入から終結までの期間との

関係では、「分離」が「分離以外の対応」よりも期間が短い傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-3-14．
日数を従属変数（順序尺度）とする Kruskal-Wallis 検定, p<.01） 
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図表 2-Ⅲ-3-13 事実確認調査の方法と通報等の受理から事実確認開始までの期間 

0 日 1 日 2 日 3～6 日 
7～13

日 

14～20

日 

21～27

日 

28 日 

以上 
合計 

事
実
確
認
の
方
法

訪問調査 
件数 3,375 1,000 400 916 641 237 132 282 6,983 

割合 48.3% 14.3% 5.7% 13.1% 9.2% 3.4% 1.9% 4.0% 100% 

関係者からの情報

収集のみ 

件数 1,956 221 83 231 189 76 35 81 2,872 

割合 68.1% 7.7% 2.9% 8.0% 6.6% 2.6% 1.2% 2.8% 100% 

立入調査 
件数 52 2 4 6 3 5 0 4 76 

割合 68.4% 2.6% 5.3% 7.9% 3.9% 6.6% 0.0% 5.3% 100% 

合計 
件数 5,383 1,223 487 1,153 833 318 167 367 9,931 

割合 54.2% 12.3% 4.9% 11.6% 8.4% 3.2% 1.7% 3.7% 100% 

 

0 日 
1～ 

27 日 

28～55

日 

56～83

日 

84～

111 日 

112～

139 日 

140 日

以上 
合計 

事
実
確
認
の
方
法

分離 
件数 120 137 84 80 68 32 118 639 

割合 18.8% 21.4% 13.1% 12.5% 10.6% 5.0% 18.5% 100% 

分離以外の対応 
件数 8 12 17 12 10 7 37 103 

割合 7.8% 11.7% 16.5% 11.7% 9.7% 6.8% 35.9% 100% 

見守りのみ 
件数 7 2 1 1 2 2 10 25 

割合 28.0% 8.0% 4.0% 4.0% 8.0% 8.0% 40.0% 100% 

既に分離状態 
件数 5 4 11 4 2 4 13 43 

割合 11.6% 9.3% 25.6% 9.3% 4.7% 9.3% 30.2% 100% 

合計 
件数 140 155 113 97 82 45 178 810 

割合 17.3% 19.1% 14.0% 12.0% 10.1% 5.6% 22.0% 100% 

48.3%

68.1%

68.4%

14.3%

7.7%

2.6%

5.7%

2.9%

5.3%

13.1%

8.0%

7.9%

9.2%

6.6%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問調査 (n=6,983)

関係者からの情報収集のみ (n=2,872)

立入調査 (n=76)

0日

1日

2日

3～6日

7～13日

14～20日

21～27日

18.8%

7.8%

28.0%

11.6%

21.4%

11.7%

8.0%

9.3%

13.1%

16.5%

4.0%

25.6%

12.5%

11.7%

4.0%

9.3%

10.6%

9.7%

8.0%

4.7%

5.0%

6.8%

8.0%

9.3%

18.5%

35.9%

40.0%

30.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分離 (n=639)

分離以外の対応 (n=103)

見守りのみ (n=25)

既に分離状態 (n=43)

0日

1～27日

28～55日

56～83日

84～111日

112～139日

140日以上

図表 2-Ⅲ-3-14 終結事例における対応方法と介入から終結までの期間

（図表 2-Ⅲ-3-14 参考図表：集計内訳）

（図表 2-Ⅲ-3-13 参考図表：集計内訳）
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２）対応方法と虐待事例の特徴、対応結果 

対応方法として「分離」を行ったケース、「分離」を行わなかったケースのうち対応が「経過観

察（見守り）のみ」であったケース、経過観察以外の「分離以外の対応」を行ったケース、「既に

分離状態」であったケースに虐待判断事例を分け、虐待判断事例の特徴との関係を確認したとこ

ろ、主に以下のような傾向がみられた（図表 2-Ⅲ-3-15～図表 2-Ⅲ-3-23．χ2 検定及び Kruskal-
Wallis 検定, p<.01 もしくは p<.05）。 
まず、「分離」ケースの割合は、以下の場合が全体に比して高くなる傾向があった。 
・「身体的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」「経済的虐待」が含まれる場合 
・深刻度が高い（3～5）場合 
・介護保険の申請状況が「申請中」の場合 
・要介護度が「要介護 3」の場合 
・寝たきり度でランク「B」の場合 
・同別居関係で「虐待者とのみ同居」の場合 
・虐待者の続柄が「複数虐待者」の場合 

「分離以外の対応」ケースの割合は、以下の場合が全体に比して高くなる傾向がみられた。 
・「身体的虐待」「心理的虐待」が含まれる場合 
・深刻度が低い（1･2）場合 
・被虐待者の年齢が高い（85 歳以上）の場合 
・介護保険の申請状況が「認定済み」の場合 
・要介護度で「要介護 2」の場合 
・認知症の有無・程度で「要介護認定済み／認知症なし・自立度Ⅰ」以上の場合 
・寝たきり度がランク「J」「A」の場合 
・同別居関係で「虐待者とのみ同居」「虐待者及び他家族と同居」の場合 
・虐待者の続柄は「夫」「妻」の場合 

「経過観察（見守り）のみ」ケースの割合は、以下の場合が全体に比して高くなる傾向がみら

れた。 
・「身体的虐待」が含まれる場合 
・深刻度が低い（1･2）場合 
・被虐待者の年齢が低い（65 歳～74 歳）場合 
・介護保険の申請状況が「未申請」「認定非該当（自立）」の場合 
・要介護度が、「要支援 2」「要介護 2」の場合 
・認知症の有無・程度で「介護保険未申請・申請中・自立」の場合 
・寝たきり度で「介護保険未申請・申請中・自立」の場合 
・同別居関係で「虐待者及び他家族と同居」の場合 
・虐待者の続柄が「夫」「娘の配偶者（婿）」の場合 

「既に分離状態」ケースの割合は、以下の場合が全体に比して高くなる傾向が見られた。 
・「経済的虐待」が含まれる場合 
・深刻度が高い（3、5）場合 
・介護保険の申請状況が「未申請」の場合 
・要介護度が「要介護 4」「5」の場合 
・認知症の有無・程度で「介護保険未申請・申請中・自立」の場合 
・寝たきり度で「介護保険未申請・申請中・自立」「B」「C」の場合 
・同別居関係で「虐待者と別居」の場合 
・虐待者の続柄が「息子」「娘」「兄弟姉妹」「孫」の場合 
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対応方法と対応結果の関係では、「分離」ケースでは全体に比して「終結」とされる割合が高く

なっていた。また「分離以外の対応」ケースでは「対応継続」の割合が高くなっていた。「経過観

察（見守り）のみ」ケースでは「対応継続」「一定の対応終了、経過観察継続」の割合が高くなっ

ていた。「既に分離状態」ケースでは「終結」の割合が高くなっていた（図表 2-Ⅲ-3-24）。 
 

図表 2-Ⅲ-3-15 虐待行為の類型と対応方法* 

 

 

図表 2-Ⅲ-3-16 虐待の深刻度と対応方法*

 

 

65.9%

55.0%

38.9%

21.7%

18.3%

15.6%

26.6%

38.0%

51.3%

47.2%

3.2%

5.5%

10.3%

17.3%

22.5%

15.3%

12.8%

12.8%

9.7%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

深刻度5 (n=1,574)

深刻度4 (n=1,591)

深刻度3 (n=6,841)

深刻度2 (n=4,125)

深刻度1 (n=5,962)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検討・

調整中」「その他」の

ケースを除く．

33.7%

41.0%

34.4%

43.5%

35.8%

42.0%

38.8%

42.2%

30.4%

30.2%

15.5%

7.9%

14.9%

13.9%

9.4%

8.8%

12.3%

8.5%

12.2%

24.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体的虐待 (n=13,635)

ネグレクト (n=3,936)

心理的虐待 (n=8,387)

性的虐待 (n=115)

経済的虐待 (n=3,763)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検討・調整

中」「その他」のケースを

除く．

*各類型は当該類型が含

まれているケース（他類

型との重複あり）．
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32.7%

33.1%

31.9%

37.7%

40.8%

43.7%

17.2%

14.3%

12.1%

12.5%

11.8%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～74歳 (n=5,065)

75～84歳 (n=9,140)

85歳以上 (n=5,847)

分離
分離以外の対応
見守りのみ
既に分離状態

*対応方法が「検討・調

整中」「その他」のケー

スを除く．

33.2%

37.5%

32.2%

33.4%

31.9%

40.7%

44.7%

29.2%

20.7%

8.9%

11.8%

23.9%

14.2%

12.9%

11.3%

13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未申請 (n=5,347)

申請中 (n=573)

認定済み (n=13,742)

認定非該当（自立) (n=380)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検討・調

整中」「その他」のケー

スを除く．

30.7%

32.5%

32.9%

30.5%

34.3%

33.6%

28.9%

46.1%

42.2%

45.1%

47.2%

44.1%

43.1%

42.1%

12.9%

15.8%

12.0%

13.1%

10.3%

9.3%

9.9%

10.3%

9.5%

10.0%

9.2%

11.3%

13.9%

19.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１ (n=1,034)

要支援２ (n=1,210)

要介護１ (n=3,187)

要介護２ (n=2,993)

要介護３ (n=2,487)

要介護４ (n=1,787)

要介護５ (n=1,014)
分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検討・

調整中」「その他」の

ケースを除く．

図表 2-Ⅲ-3-17  被虐待者の年齢と対応方法* 

図表 2-Ⅲ-3-18 被虐待者の介護保険申請状況と対応

 

 

図表 2-Ⅲ-3-19  被虐待者の要介護度と対応方法
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図表 2-Ⅲ-3-20 被虐待者の認知症の有無・程度と対応方法* 

図表 2-Ⅲ-3-21 被虐待者の寝たきり度と対応方法* 

図表 2-Ⅲ-3-22 同別居関係と対応方法* 

33.6%

30.7%

33.0%

33.0%

32.5%

44.8%

45.4%

44.8%

19.9%

14.4%

11.3%

9.6%

14.0%

10.1%

10.2%

12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険未申請・申請中・自立

(n=6,300)

要介護認定済み／認知症なし・自立度Ⅰ

(n=3,878)

認知症自立度Ⅱ

(n=4,645)

認知症自立度Ⅲ以上

(n=4,579)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検

討・調整中」「その

他」のケースを除く．

33.6%

33.2%

31.7%

31.7%

34.5%

31.0%

32.5%

42.7%

46.8%

46.6%

41.9%

42.3%

19.9%

14.9%

12.9%

11.9%

9.6%

9.0%

14.0%

9.2%

8.6%

9.8%

13.9%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険未申請・申請中・自立

(n=6,300)

自立

(n=524)

J

(n=3,076)

A

(n=5,532)

B

(n=2,942)

C

(n=1,003)
分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検

討・調整中」「その

他」のケースを除く．

36.1%

31.6%

20.9%

42.3%

45.2%

22.3%

14.5%

16.6%

7.7%

7.2%

6.7%

49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

虐待者とのみ同居

(n=10,204)

虐待者及び他家族と同居

(n=7,323)

虐待者と別居

(n=2,341)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検

討・調整中」「その

他」のケースを除く．
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図表 2-Ⅲ-3-23 虐待者の続柄ごとの対応方法* 

 

 

図表 2-Ⅲ-3-24 対応方法と対応結果* 

 

  

31.1%

29.8%

33.0%

31.5%

32.5%

26.6%

32.0%

32.2%

41.5%

44.1%

50.3%

39.4%

40.8%

42.6%

43.7%

40.4%

33.8%

37.1%

17.1%

12.5%

14.3%

13.8%

15.6%

21.6%

11.7%

16.4%

8.8%

7.7%

7.4%

13.4%

13.9%

9.3%

8.0%

16.0%

17.6%

12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫 (n=4,398)

妻 (n=1,087)

息子 (n=7,918)

娘 (n=3,233)

息子の配偶者（嫁） (n=493)

娘の配偶者（婿） (n=199)

兄弟姉妹 (n=369)

孫 (n=562)

複数虐待者 (n=1,222)

分離

分離以外の対応

見守りのみ

既に分離状態

*対応方法が「検

討・調整中」「その

他」のケースを除く．

20.8%

43.3%

38.7%

26.1%

21.4%

21.9%

32.4%

24.8%

57.7%

34.8%

28.9%

49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分離 (n=6,556)

分離以外の対応

(n=8,202)

見守りのみ

(n=2,893)

既に分離状態

(n=2,442)

対応継続

一定の対応終了、経

過観察継続

終結

*対応方法が「検討・調

整中」「その他」のケー

スを除く．
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Ⅳ．調査結果：虐待等による死亡事例 

 
以降に示す結果（図表を含む）における割合表示は、小数点以下第 2 位を四捨五入した値である

ため、表記された数値の合計が 100%にならない場合がある。また、調査時の設問上の表現として、

市区町村を「市町村」と表記している部分がある。 
なお、「虐待等による死亡事例」とは、本調査においては、「養護者（※介護している親族を含む）

による事例で、被養護者が 65 歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例」を指す。なお前回調査

までは「介護している親族による、介護をめぐって発生した事件で、被介護者が 65 歳以上、かつ虐

待等により死亡に至った事例」を指す。調査では、各年度内に発生し、市区町村で把握している事

例について情報提供を求めている（調査票 E 票）。 
また、回答における注記として、記入要領上で、殺害等の死亡事例で、警察署や報道等から事例

を把握した場合（当該事例発生前に相談・通報を受けていない場合も含む）も計上すること、及び

調査対象年度に把握したものであれば、調査対象年度以前に発生したものを含むことが、本調査で

は新たに示された。 
 
 

１．事件形態及び加害者-被害者の関係 

 

「養護者による被養護者の殺人」が 9 件で被害者 9 人、「養護者の虐待（ネグレクトを除く）に

よる被養護者の致死」が 2 件 2 人、「養護者の介護等放棄（ネグレクト）による被養護者の致死」が

10 件 10 人、「心中」が 2 件 3 人、「その他」が 1 件 1 人、計 24 件・被害者 25 人であった（図表 2-
Ⅳ-1-1）。なお、1 件の事件で被害者が複数の場合があるため、被害者人数と事件数は一致しない。 
被害者からみた加害者の続柄は、多い順に「息子」15 人、「夫」5 人、「妻」「娘」「孫」「その他

（甥）」各 1 人であった（図表 2-Ⅳ-1-2）。 
 

図表 2-Ⅳ-1-1 事件形態* 

  人数 割合 

養護者による被養護者の殺人 9 36.0%  

養護者の虐待(ネグレクトを除く)による被養護者の致死 2 8.0%  

養護者の介護等放棄（ネグレクト）による被養護者の致死 10 40.0%  

心中(養護者、被養護者とも死亡） 3 12.0%  

その他 1 4.0%  

合計 25 100%  

*被害者ベースで集計．事件数・加害者数は 24（形態として重複は「心中」），被害者数は 25． 

 

図表 2-Ⅳ-1-2 加害者の被害者からみた続柄* 

  

夫 妻 息子 娘 

息子の

配偶者

（嫁） 

娘の 

配偶者

（婿） 

兄弟姉

妹 
孫 その他 不明 合計 

人数 5  1  15  1  0  0  0  1  1  0  24  

割合 20.8% 4.2%  62.5%  4.2%  0.0%  0.0% 0.0%  4.2%  4.2%  0.0%  100%  

*加害者ベースで集計． 
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２．被害者・加害者等の特徴 

 

１）被害者の状況 

被害者の性別は、「男性」9 人、「女性」16 人であった（図表 2-Ⅳ-2-1）。年齢は、多い順に「80
～84 歳」が 10 人、「75～79 歳」が 7 人、「70～74 歳」及び「90 歳以上」が各 3 人、「85～89 歳」

が 2 人であった（図表 2-Ⅳ-2-2）。 
要介護については、多い順に「要介護 2」が 5 人、「要介護 3」が 4 人、「要介護 1」「要介護 4」

「要介護 5」及び「自立」が各 2 人で、「不明」が 8 人であった（図表 2-Ⅳ-2-3）。 
認知症の有無については、「あり」が 14 人、「なし」が 3 人、「不明」が 8 人であった（図表 2-

Ⅳ-2-4）。認知症高齢者の日常生活自立度については、認知症の有無が「あり」の 14 人のうち、

「自立度Ⅱ」が 7 人、「Ⅲ」「Ⅳ」が各 2 人、「Ⅰ」が 1 人、「不明」が 2 人であった（図表 2-Ⅳ-2-
5）。 
障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）では、「自立度 A」が 6 人、「自立」及び「J」が各

3 人、「B」が 2 人、「C」が 1 人で、「その他」が 10 人であった（図表 2-Ⅳ-2-6）。 
 

図表 2-Ⅳ-2-1 被害者性別 

  男性 女性 合計 

人数 9  16  25  

割合 36.0% 64.0% 100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-2 被害者年齢 

  65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 合計 

人数 0  3  7  10  2  3  25  

割合 0.0% 12.0% 28.0% 40.0% 8.0% 12.0% 100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-3 被害者の要介護度 

  人数 割合 

要支援 1 0  0.0% 

要支援 2 0  0.0% 

要介護 1 2  8.0% 

要介護 2 5  20.0% 

要介護 3 4  16.0% 

要介護 4 2  8.0% 

要介護 5 2  8.0% 

自立 2  8.0% 

不明 8  32.0% 

合計 25  100% 
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図表 2-Ⅳ-2-4 被害者の認知症の有無 

  人数 割合 

あり 14  56.0% 

なし 3  12.0% 

不明 8  32.0% 

合計 25  100% 

 
図表 2-Ⅳ-2-5 被害者中の認知症高齢者の日常生活自立度 

  人数 割合 

自立度Ⅰ 1  7.1% 

自立度Ⅱ 7  50.0% 

自立度Ⅲ 2  14.3% 

自立度Ⅳ 2  14.3% 

自立度Ｍ 0  0.0% 

不明 2  14.3% 

合計 14  100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-6 被害者の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 
  人数 割合 

自立 3  12.0% 

J 3  12.0% 

A 6  24.0% 

B 2  8.0% 

C 1  4.0% 

不明 10  40.0% 

合計 25  100% 

 

２）家庭の状況 

被害者 25 人のうち 13 人が「加害者とのみ同居」、8 人が「加害者及び他家族と同居」、「別居」

が 4 人であった（図表 2-Ⅳ-2-7）。 
家族形態については、「未婚の子と同居」が 11 人、「夫婦のみ世帯」及び「子夫婦と同居」が各

5 人、「単独世帯」が 2 人、「配偶者と離別・死別等した子と同居」及び「その他①（その他の親

族と同居）が各 1 人であった（図表 2-Ⅳ-2-8）。 

 

図表 2-Ⅳ-2-7 被害者の加害者との同別居関係(被害者からみて) 

  
加害者との

み同居 

加害者及び

他家族と同居 

加害者と 

別居 
その他 不明 合計 

人数 13  8  4  0  0  25  

割合 52.0% 32.0% 16.0% 0.0% 0.0% 100% 
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図表 2-Ⅳ-2-8 家族形態 

  

単独世

帯 

夫婦の

み世帯 

未婚の

子*と同

居 

配偶者

と離別・

死別等

した子と

同居 

子夫婦

と同居 

その他

①** 

その他

②*** 

その他

③**** 
不明 合計 

人数 2  5  11  1  5  1  0 0 0 25  

割合 8.0% 20.0% 44.0% 4.0% 20.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

*『未婚の子』は配偶者がいたことのない子を指す 

**その他①：その他の親族と同居（子と同居せず、子以外の親族と同居している場合） 

***その他②：非親族と同居（二人以上の世帯員から成る世帯のうち、親族関係にない人がいる世帯） 

****その他③：その他（既婚の子も未婚の子も同居、本人が入所・入院、他の選択肢に該当しない場合） 

 

 

３）加害者の状況 

加害者 24 人の性別は「男性」22 人、「女性」2 人であった（図表 2-Ⅳ-2-9）。 
また年齢は、図表 2-Ⅳ-2-10 のとおりであった。 
加害者以外の他の養護者の有無では、他の養護者「なし」が 24 人中 12 人、「あり」が 6 人、

「不明」が 6 人であった（図表 2-Ⅳ-2-11）。 
 

図表 2-Ⅳ-2-9 加害者性別 

  男性 女性 合計 

人数 22  2  24  

割合 91.7% 8.3% 100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-10 加害者年齢 

 
40 歳 

未満 
40-49 歳 50-59 歳 60-64 歳 65-69 歳 70-74 歳 75-79 歳 80-84 歳 85-89 歳 

90 歳 

以上 
不明 合計 

人数 1  6  8  2  2  0  1  3  1  0  0  24  

割合 4.2% 25.0% 33.3% 8.3% 8.3% 0.0% 4.2% 12.5% 4.2% 0.0% 0.0% 100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-11 加害者以外の他の養護者の有無 

  あり なし 不明 合計 

人数 6  12  6  24  

割合 25.0% 50.0% 25.0% 100% 

 

 
４）事件前の行政サービス等の利用 

事件前の行政サービス等の利用状況、及び行政対応の状況について、被害者ベースで整理した。 
事件前の行政サービス等の利用状況を、図表 2-Ⅳ-2-12 に示した。事件前の介護保険サービス

の利用状況は、利用「あり」が 25 人中 12 人であった。また事件前の医療機関の利用状況は、利

用「あり」が 13 人であった。事件前の行政への相談状況は、「あり」が 7 人であった。これら「介

護保険サービス」「医療機関」「行政への相談」を合わせて、何らかのサービス等の利用があった

のは、25 人中 20 人であった。 
上記の行政サービス等の利用状況とは別に、事件前に行政機関による何らかの対応の有無（た

だし、高齢者虐待事例としての対応に限らない）を確認したところ、対応「あり」とされたのは

7 件（7 人）であった（図表 2-Ⅳ-2-13）。 
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なお、結果的に事件発生後であったものを含むが、高齢者虐待防止法第 11 条に基づく立入調

査を行った事例は、1 件（1 人）であった（図表 2-Ⅳ-2-14）。 
 

図表 2-Ⅳ-2-12 事件前のサービス利用状況等 

      あり なし・不明 合計 

事件前の介護保険サービス利用* 
人数 12 13 25 

割合 48.0% 52.0% 100% 

事件前の医療機関の利用 
人数 13 12 25 

割合 52.0% 48.0% 100% 

事件前の行政への相談 
人数 7 18 25 

割合 28.0% 72.0% 100% 

事件前の介護保険サービス・医療機関・行政相

談いずれかの利用 

人数 20 5 25 

割合 80.0% 20.0% 100% 

*「介護保険サービスの利用」の「なし・不明」には，介護サービスを「過去受けていたが事件発生時点では受

けていない」を含む． 

 

図表 2-Ⅳ-2-13 事件前の行政機関による何らかの対応の有無 

  あり なし 合計 

人数 7 18  25  

割合 28.0% 72.0% 100% 

 

図表 2-Ⅳ-2-14 立入調査（法第 11 条）の有無（事件発生後を含む） 

  あり なし 合計 

人数 1 24  25  

割合 4.0% 96.0% 100% 
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Ⅴ．調査結果：市区町村の体制整備状況と対応状況 

 

以降に示す結果（図表を含む）における割合表示は、小数点以下第 2 位を四捨五入した値であ

るため、表記された数値の合計が 100%にならない場合がある。また、調査時の設問上の表現とし

て、市区町村を「市町村」と表記している部分がある。 

 
 

１．取り組みの状況 

 

市区町村における高齢者虐待防止・対応のための体制整備等について、平成 28 年度内の取り組

み状況を、14 項目で調査した。 
その結果、取り組みの実施率が高かったのは、順に「虐待を行った養護者に対する相談、指導ま

たは助言」（83.8%）、「居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及

び保健医療サービスを利用していない高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談

等」（83.5%）、「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知」（82.6%）、「成年後見制度の市

区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化」（80.2%）、「地域包括支援センター等

の関係者への高齢者虐待に関する研修」（76.0%）、「民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる『早

期発見・見守りネットワーク』構築への取組」（73.8%）となっていた（以上は実施率 70%超）。 
一方、実施率が低い項目をみると、もっとも低いのは「行政機関、法律関係者、医療機関等から

なる『関係専門機関介入支援ネットワーク』の構築への取組」の 48.4%であり、次いで「介護保険

サービス事業者等からなる『保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク』の構築への取組」（49.1%）

であった。ほかに実施率が 50%台のものとしては、「法に定める警察署長に対する援助要請等に関

する警察署担当者との協議」（59.4%）があった（図表 2-Ⅴ-1-1）。 
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図表 2-Ⅴ-1-1 市町村における体制整備等に関する状況

実施済み 未実施 
前回調査で 

「実施済み」 

高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知  

（平成 28 年度中) 

市区町村数 1,438 303 1,403 

割合 82.6% 17.4% 80.6% 

地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する

研修 

市区町村数 1,323 418 1,308 

割合 76.0% 24.0% 75.1% 

高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民

への啓発活動 

市区町村数 1,132 609 1,121 

割合 65.0% 35.0% 64.4% 

居宅介護サービス事業者に法について周知 
市区町村数 1,136 605 1,130 

割合 65.2% 34.8% 64.9% 

介護保険施設に法について周知 
市区町村数 1,050 691 1,042 

割合 60.3% 39.7% 59.9% 

独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー

図等の作成  

市区町村数 1,151 590 1,126 

割合 66.1% 33.9% 64.7% 

民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守

りネットワーク」の構築への取組  

市区町村数 1,285 456 1,287 

割合 73.8% 26.2% 73.9% 

介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス

介入支援ネットワーク」の構築への取組  

市区町村数 854 887 865 

割合 49.1% 50.9% 49.7% 

行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関

介入支援ネットワーク」の構築への取組  

市区町村数 842 899 855 

割合 48.4% 51.6% 49.1% 

成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・

役場内の体制強化  

市区町村数 1,396 345 1,405 

割合 80.2% 19.8% 80.7% 

法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担

当者との協議 

市区町村数 1,035 706 1,000 

割合 59.4% 40.6% 57.4% 

老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保の

ための関係機関との調整 

市区町村数 1,213 528 1,215 

割合 69.7% 30.3% 69.8% 

虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言 
市区町村数 1,459 282 1,443 

割合 83.8% 16.2% 82.9% 

居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サー

ビス及び保健医療サービスを利用していない（セルフネグレクト状態に

ある）高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等 

市区町村数 1,454 287 1,432 

割合 83.5% 16.5% 82.3% 

２．取り組みのパターンと相談・通報及び虐待判断件数

１）取り組みのパターン 

14 項目について、因子分析により、取り組み状況の関連性が高い 3 つの因子（項目のグルー

プ）が見いだされた。第 1 因子は【体制・施策強化】関係、第 2 因子は【ネットワーク】関係、

第 3 因子は【事業所等への周知・教育】関係である（図表 2-Ⅴ-2-1）。 
次に、上記の因子ごとの取り組み実施数について、全体の平均値を境に二分し、3 因子の組み

合わせ（2×2×2）により、8 グループ（G)に市区町村を分類した。また、8 グループごとに人口・

高齢化率・地域包括支援センター1 か所あたりでカバーする高齢者人口の状況を整理した（図表

2-Ⅴ-2-2）。 
  なお、グループごとの取り組みパターンの特徴は、以下のようであった。

G1：取組項目の 3 グループのすべてが平均以下のグループ 
G2：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」、「ネットワーク」が平均以下で、「事
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業所等への周知・教育」が平均以上のグループ

G3：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」、「事業所等への周知・教育」が平均

以下で、「ネットワーク」が平均以上のグループ

G4：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」が平均以下で、「ネットワーク」、「事

業所等への周知・教育」が平均以上のグループ

G5：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」が平均以上で、「ネットワーク」、「事

業所等への周知・教育」が平均以下のグループ

G6：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」、「事業所等への周知・教育」が平均

以上で、「ネットワーク」が平均以下のグループ

G7：取組項目の 3 グループのうち、「体制・施策強化」、「ネットワーク」が平均以上で、「事

業所等への周知・教育」が平均以下のグループ

G8：取組項目の 3 グループのすべてが平均以上のグループ 

図表 2-Ⅴ-2-1 取り組みパターンに関する因子分析の結果 

因子名と負荷量 

体制・施

策強化 

ネットワ

ーク 

事業所等

への周

知・教育 

13.虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言 .712 

14.セルフネグレクト状態にある高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等 .556 

12.老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整 .538 

1.高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知  （調査対象年度中) .538 

10.成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化 .528 

11.法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担当者との協議 .460 

3.高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動 .456 

6.独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成 .417 

2.地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 .382 

.970 8.介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築

への取組

9.行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築

への取組
.795 

7.民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築への取組 .498 

4.居宅介護サービス事業者に法について周知 .911 

5.介護保険施設に法について周知 .893 

因子抽出法: 最尤法 

回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法 

累積説明率：45.162% 

（項目冒頭の番号は調査時の項目番号） 
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図表 2-Ⅴ-2-2 因子構造を考慮した取り組み状況による市区町村の分類 

  
市区町

村数 
構成比 

因子ごとの取組数* 市区町村の概況 

体制・施策

強化 
ネットワーク 

事業所等

への周知・

教育 

人口 

（平均値） 

高齢化率 

（平均値） 

地域包括支援

センターあたり

高齢者人口 

（平均値） 

G1（すべて平均以下） 365 21.0% ▼ ▼ ▼ 22631.1 人 34.4% 4740.5 人 

G2 121 7.0% ▼ ▼ △ 21701.3 人 34.6% 5426.5 人 

G3 114 6.5% ▼ △ ▼ 25949.5 人 34.2% 4927.0 人 

G4 63 3.6% ▼ △ △ 37271.1 人 32.9% 5123.2 人 

G5 133 7.6% △ ▼ ▼ 60697.5 人 31.0% 8129.6 人 

G6 210 12.1% △ ▼ △ 110544.7 人 31.1% 7458.6 人 

G7 123 7.1% △ △ ▼ 60492.4 人 31.4% 7252.6 人 

G8（すべて平均以上） 612 35.2% △ △ △ 118974.9 人 31.3% 8862.4 人 

＊△は因子ごとの取り組み項目数が全体の平均以上，▼は平均以下であることを指す． 

 
 
２）取り組みのパターンと相談・通報件数及び虐待判断事例件数との関係 

まず、市区町村ごとに高齢者単位人口（10 万人）あたりの相談・通報件数及び虐待判断件数を

算出した後、全体の中央値を算出し、中央値以上／未満及び件数なしの 3 群に分類した。その後、

因子ごとの取り組み実施数に基づく市区町村分類（8 グループ）によって、相談・通報件数及び

虐待判断事例件数の分布が異なるかχ2検定により確認した。その結果、相談・通報件数及び虐待

判断件数のいずれも市区町村分類との関連性が認められた（いずれも p<.01）。具体的にみられた

傾向は、相談・通報件数及び虐待判断件数におおむね共通して、以下のとおりであった（図表 2-
Ⅴ-2-3 及び図表 2-Ⅴ-2-4）。 
・「体制・施策強化」が進んでいないグループでは、件数が「なし」の割合が全体に比して高く、

「あり・中央値以上」の割合が低い傾向がある。 
・「体制・施策強化」に加えて「ネットワーク」もしくは「周知」が進んでいるグループでは、

件数が「あり」の割合が全体に比して高く、「なし」の割合が低い。 
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図表 2-Ⅴ-2-3 取り組み状況に基づく市区町村グループごとの相談・通報件数（高齢者単位人口あたり）

 

（図表 2-Ⅴ-2-3 参考図表：集計内訳） 

 
相談・通報件数の分布 

合計 
通報なし 

通報あり・件数

中央値未満 

通報あり・件数

中央値以上 

市区町村 

グループ 

G1 
市区町村数 146 103 116 365 

割合 40.0% 28.2% 31.8% 100% 

G2 
市区町村数 51 28 42 121 

割合 42.1% 23.1% 34.7% 100% 

G3 
市区町村数 41 34 39 114 

割合 36.0% 29.8% 34.2% 100% 

G4 
市区町村数 28 19 16 63 

割合 44.4% 30.2% 25.4% 100% 

G5 
市区町村数 9 48 76 133 

割合 6.8% 36.1% 57.1% 100% 

G6 
市区町村数 34 71 105 210 

割合 16.2% 33.8% 50.0% 100% 

G7 
市区町村数 19 28 76 123 

割合 15.4% 22.8% 61.8% 100% 

G8 
市区町村数 60 151 401 612 

割合 9.8% 24.7% 65.5% 100% 

合計 
市区町村数 388 482 871 1741 

割合 22.3% 27.7% 50.0% 100% 

 

40.0%

42.1%

36.0%

44.4%

6.8%

16.2%

15.4%

9.8%

28.2%

23.1%

29.8%

30.2%

36.1%

33.8%

22.8%

24.7%

31.8%

34.7%

34.2%

25.4%

57.1%

50.0%

61.8%

65.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

通報なし

通報あり・件数中央値未満

通報あり・件数中央値以上
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（図表 2-Ⅴ-2-4 参考図表：集計内訳） 

 
虐待判断事例数の分布 

合計 
事例なし 

事例あり・件数

中央値未満 

事例あり・件数

中央値以上 

市区町村 

グループ 

G1 
市区町村数 178 68 119 365 

割合 48.8% 18.6% 32.6% 100% 

G2 
市区町村数 61 22 38 121 

割合 50.4% 18.2% 31.4% 100% 

G3 
市区町村数 52 18 44 114 

割合 45.6% 15.8% 38.6% 100% 

G4 
市区町村数 33 13 17 63 

割合 52.4% 20.6% 27.0% 100% 

G5 
市区町村数 18 33 82 133 

割合 13.5% 24.8% 61.7% 100% 

G6 
市区町村数 46 49 115 210 

割合 21.9% 23.3% 54.8% 100% 

G7 
市区町村数 30 20 73 123 

割合 24.4% 16.3% 59.3% 100% 

G8 
市区町村数 99 130 383 612 

割合 16.2% 21.2% 62.6% 100% 

合計 
市区町村数 517 353 871 1741 

割合 29.7% 20.3% 50.0% 100% 

 

48.8%

50.4%

45.6%

52.4%

13.5%

21.9%

24.4%

16.2%

18.6%

18.2%

15.8%

20.6%

24.8%

23.3%

16.3%

21.2%

32.6%

31.4%

38.6%

27.0%

61.7%

54.8%

59.3%

62.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

虐待なし

虐待あり・件数中央値未満

虐待あり・件数中央値以上

図表 2-Ⅴ-2-4 取り組み状況に基づく市区町村グループごとの虐待判断件数（高齢者単位人口あたり） 
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３．市区町村ごとの対応状況と取り組み状況 

 
１）市町村ごとの対応件数の分布（養護者による高齢者虐待）【再掲】 

市区町村ごとに算出した、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」の相

談・通報件数の中央値は 56.0 件、また「地域包括支援センター1 か所あたり」の相談・通報件数

の中央値は 3.0 件であった。また、市区町村ごとに算出した、「高齢者人口 10 万人あたり」の虐

待判断事例数の中央値は 27.0 件、「地域包括支援センター1 か所あたり」の虐待判断事例数の中

央値は 1.5 件であった（図表 2-Ⅲ-1-2 及び図表 2-Ⅲ-1-3）。【再掲】（図表番号は初出箇所のもの） 
また、市区町村ごとに算出した、養護者による「高齢者人口 10 万人あたり」の「終結」事例数

の中央値は 8.1 件、「一定の対応終了、経過観察継続」事例数の中央値は 0 件、「対応継続」事例

数の中央値は 0 件であった（図表 2-Ⅲ-3-11）。また、「地域包括支援センター1 か所あたり」の「終

結」事例数の中央値は 0.7 件、「一定の対応終了、経過観察継続」事例数の中央値は 0 件、「対応

継続」事例数の中央値は 0 件であった（図表 2-Ⅲ-3-12）。【再掲】（図表番号は初出箇所のもの） 
 

【再掲】図表2-Ⅲ-1-2 高齢者人口（10万）あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例数* 

  

  
平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

新規相談・通報受理数 66.3 62.7 0.0 0.0 15.0 56.0 99.4 145.0 179.1 

新規虐待判断事例数 37.1 41.9 0.0 0.0 0.0 27.0 56.0 90.8 113.2 

*基礎数は市区町村ごと． 

 

【再掲】図表2-Ⅲ-1-3 地域包括支援センター１か所あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例数* 

   

  
平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

新規相談・通報受理数 5.2 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 7.0 12.0 17.8 

新規虐待判断事例数 2.9 4.6 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 7.0 11.0 

*基礎数は市区町村ごと． 

 

【再掲】図表2-Ⅲ-3-11 高齢者人口（10万）あたりの対応結果別事例数* 

  平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

終結事例数 20.5 31.2 0.0 0.0 0.0 8.1 29.7 59.8 81.6 

一定の対応終了、 
経過観察継続事例数 

14.4 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 42.1 62.2 

対応継続事例数 12.8 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 38.7 61.7 

*基礎数は市区町村ごと． 
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【再掲】図表2-Ⅲ-3-12 地域包括支援センター１か所あたりの対応結果別事例数*

平均値 標準偏差 

パーセンタイル 

5 10 25 
50 

（中央値） 
75 90 95 

終結事例数 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 4.5 7.0 

一定の対応終了、 
経過観察継続事例数 

1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 5.0 

対応継続事例数 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.8 

*基礎数は市区町村ごと．

２）市区町村の種類別取り組み及び対応件数の分布（養護者による高齢者虐待） 

市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数について、

市区町村の種類別に集計した（図表 2-Ⅴ-3-1）。 
市区町村の種類を独立変数とし、市区町村の取り組み実施数、高齢者 10 万人あたりの相談・

通報件数、高齢者 10 万人あたりの虐待判断事例数を従属変数とする分散分析を行ったところ、

それぞれ有意差が認められた（p<.01）。多重比較の結果、取り組み実施数は「政令市等」＞「一

般市」＞「町村」の順で多く、相談・通報件数及び虐待判断事例数は町村が他の種類の自治体よ

りも少ないという結果であった（p<.01）。 

図表2-Ⅴ-3-1 市区町村の種類別取り組み実施数、相談・通報件数、及び虐待判断事例数

取り組み 

実施数 

相談・通報

件数（高齢

者 10 万人

あたり） 

虐待判断事

例数（高齢

者 10 万人

あたり） 

政令市・中核市・特例市・特別区 平均値 12.6 86.4 53.5 

(n=127) （標準偏差） (2.0) (42.1) (35.4) 

一般市 平均値 11.0 81.8 44.7 

(n=686) （標準偏差） (2.8) (52.7) (36.8) 

町村 平均値 8.3 52.0 29.3 

(n=928) （標準偏差） (3.9) (68.2) (44.5) 

合計 平均値 9.6 66.3 37.1 

(N=1,741) （標準偏差） (3.8) (62.7) (41.9) 

３）地域包括支援センターの設置形態別取り組み及び対応件数の分布（養護者による高

齢者虐待） 

市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数について、

市区町村における地域包括支援センターの設置形態別に集計した（図表 2-Ⅴ-3-2）。 
  地域包括支援センターの設置運営形態を「直営のみ」「委託のみ」「直営と委託」に分けて独立

変数とし、市町村の取り組み実施数、高齢者 10 万人あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例

数を従属変数とする分散分析を行ったところ、それぞれ有意差が認められた（p<.01）。多重比較

の結果、取り組み実施数及び相談・通報件数は「直営と委託」＞「委託のみ」＞「直営のみ」の

順で多く、虐待判断事例数は直営のみが他の区分よりも少ないという結果であった（p<.01）。 
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図表2-Ⅴ-3-2 地域包括支援センターの設置形態別取り組み実施数、相談・通報件数、及び虐待判断事例数 

    
取り組み 

実施数 

相談・通報

件数（高齢

者 10 万人

あたり） 

虐待判断事

例数（高齢

者 10 万人

あたり） 

直営のみ 平均値 9.1 60.2 33.6 

(n=994) （標準偏差） (3.8) (67.2) (42.4) 

委託のみ 平均値 10.1 71.7 40.3 

(n=618) （標準偏差） (3.6) (56.3) (41.4) 

直営と委託 平均値 11.3 87.3 48.9 

(n=129) （標準偏差） (2.8) (48.5) (36.1) 

合計 平均値 9.6 66.3 37.1 

(N=1,741) （標準偏差） (3.8) (62.7) (41.9) 

 

４）類似団体別取り組み及び対応件数の分布（養護者による高齢者虐待） 

  市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数について、

類似団体別に集計した（図表 2-Ⅴ-3-3）。 
類似団体とは、全市区町村を指定都市、中核市、特例市、特別区、その他の一般市、町村に区

分し、その他の一般市と町村は、下表のとおり人口と産業構造に応じ、一般市を 16 類型に、町村

を 15 類型に区分したものである。 
 

【参考】類似団体区分（一般市） 
    

  産業構造 

  II 次, III 次 90%以上 II 次, III 次 90%未満 

  III 次 65％以上 III 次 65％未満 III 次 55％以上 III 次 55％未満 

人口 5 万未満 I_3 I_2 I_1 I_0 

人口 5 万以上～10 万未満 II_3 II_2 II_1 II_0 

人口 10 万以上～15 万未満 III_3 III_2 III_1 III_0 

人口 15 万以上 IV_3 IV_2 IV_1 IV_0 

【参考】類似団体区分（町村）     

  産業構造  

  II 次, III 次 80%以上 II 次, III 次 80%

未満 

 

  III 次 60％以上 III 次 60％未満  

人口 5 千未満 I_2 I_1 I_0  

人口 5 千以上～1 万未満 II_2 II_1 II_0  

人口 1 万以上～1 万 5 千未満 III_2 III_1 III_0  

人口 1 万 5 千以上～2 万未満 IV_2 IV_1 IV_0  

人口 2 万以上 V_2 V_1 V_0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101



 
 

認知症介護研究・研修仙台センター 

 

図表 2-Ⅴ-3-3 類似団体ごとの取り組み実施数、相談・通報件数、及び虐待判断事例数 

類似団体区分 自体体数 

取り組み実施数 
相談・通報件数（高齢

者 10 万人あたり） 

虐待判断事例数（高

齢者 10 万人あたり） 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 

政令市 20  12.7  1.6  83.1  33.3  48.7  25.0  

中核市 47  12.5  2.2  77.5  30.4  45.0  24.3  

特例市 37  12.7  1.9  89.1  52.1  50.6  43.4  

特別区 23  12.6  2.1  103.0  48.6  79.6  37.5  

一般市_Ⅰ_3 30  10.7  2.7  73.7  57.0  37.6  33.3  

一般市_Ⅰ_2 63  10.8  3.1  77.1  55.8  47.4  38.1  

一般市_Ⅰ_1 116  10.1  3.0  69.9  51.3  35.8  31.5  

一般市_Ⅰ_0 52  10.4  3.2  78.5  47.6  44.1  39.8  

一般市_Ⅱ_3 76  10.8  3.0  87.5  46.0  45.3  34.0  

一般市_Ⅱ_2 89  11.3  2.8  95.2  65.3  53.6  43.4  

一般市_Ⅱ_1 80  11.0  2.9  82.7  49.6  42.4  38.4  

一般市_Ⅱ_0 19  10.8  2.8  99.1  52.4  58.9  41.4  

一般市_Ⅲ_3 36  11.8  2.6  81.7  41.7  42.9  28.3  

一般市_Ⅲ_2 34  11.8  2.4  93.5  54.5  52.5  35.4  

一般市_Ⅲ_1 30  11.7  2.2  84.1  44.6  45.3  33.3  

一般市_Ⅲ_0 4  9.8  1.9  74.8  66.3  49.4  44.4  

一般市_Ⅳ_3 27  12.0  2.1  75.4  47.7  39.2  29.0  

一般市_Ⅳ_2 15  11.1  2.8  66.4  31.2  36.0  21.2  

一般市_Ⅳ_1 15  11.8  1.9  84.1  68.5  58.8  57.4  

一般市_Ⅳ_0 0              

町村_Ⅰ_2 56  4.7  3.8  28.5  97.7  10.2  30.9  

町村_Ⅰ_1 55  6.9  4.2  35.3  84.4  33.5  74.8  

町村_Ⅰ_0 139  7.1  4.0  31.1  71.8  15.8  41.8  

町村_Ⅱ_2 62  8.8  3.7  47.0  58.7  26.9  37.8  

町村_Ⅱ_1 73  9.3  3.9  50.1  66.8  27.4  44.0  

町村_Ⅱ_0 109  8.4  3.7  55.5  73.7  33.8  48.3  

町村_Ⅲ_2 48  8.0  3.9  48.6  47.3  26.8  42.3  

町村_Ⅲ_1 60  9.2  3.5  62.3  57.7  39.3  45.1  

町村_Ⅲ_0 40  9.2  3.7  71.2  70.7  33.8  38.8  

町村_Ⅳ_2 47  8.6  3.6  60.2  57.9  28.6  36.9  

町村_Ⅳ_1 47  9.5  3.5  81.1  64.2  46.1  43.0  

町村_Ⅳ_0 29  10.0  3.3  74.7  63.8  36.2  45.8  

町村_Ⅴ_2 103  8.7  3.7  59.6  51.6  34.1  37.7  

町村_Ⅴ_1 52  8.9  3.6  66.5  48.7  35.8  33.0  

町村_Ⅴ_0 8  9.9  4.4  57.7  58.6  35.8  39.7  

合計 1,741  9.6  3.8  66.3  62.7  37.1  41.9  

 
５）市区町村ごとの対応選択及び結果の割合（養護者による高齢者虐待） 

調査対象年度において事実確認調査を 10 例以上実施した市区町村について、事実確認調査を

「関係者からの情報収集のみ」とした事例の割合、事実確認調査の結果虐待と判断した事例の割

合、及び事実確認調査の結果虐待の判断に至らなかった事例の割合を市区町村ごとに算出し、そ

の代表値と分布状況を算出した。また、虐待と判断した事例への対応を 10 例以上行った市区町

村について、対応として分離保護を実施した事例の割合、及び対応結果が「終結」とされた事例

の割合 を市区町村ごとに算出し、その代表値と分布状況を算出した。さらに、全指標について、

市区町村ごとの体制整備の取り組み項目数、及び対応件数との相関係数も算出した（図表 2-Ⅴ-3-
4）。分布状況をみると、いずれの指標も、平均値もしくは中央値近辺の区分に一定の市区町村が

含まれていたものの、全体としてはばらつきがみられた。また体制整備の取り組み項目数、及び

対応件数とは、弱い相関が一部にみられたものの、強い関連性は認められなかった。 
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図表 2-Ⅴ-3-4 市区町村ごとの対応選択及び結果の割合 

  
事実確認調査 

（調査実施事例が 10 例以上の市町村） 

対応方法及び結果 

（対応事例が 10 例以上の市町村） 

  

事実確認調査を

「関係者からの情

報収集のみ」とし

た事例の割合 

事実確認調査の

結果虐待と判断し

た事例の割合 

事実確認調査の

結果虐待の判断

に至らなかった事

例の割合 

対応として分離保

護を実施した事例

の割合 

対応結果が「終

結」とされた事例

の割合 

  
市区 

町村数 
割合 

市区 

町村数 
割合 

市区 

町村数 
割合 

市区 

町村数 
割合 

市区 

町村数 
割合 

10%未満 123 20.8% 14 2.4% 209 35.4% 44 10.1% 23 5.3% 

10%以上 20%未満 97 16.4% 28 4.7% 101 17.1% 68 15.6% 48 11.0% 

20%以上 30%未満 111 18.8% 45 7.6% 82 13.9% 97 22.2% 54 12.4% 

30%以上 40%未満 76 12.9% 59 10.0% 71 12.0% 103 23.6% 60 13.8% 

40%以上 50%未満 56 9.5% 68 11.5% 46 7.8% 58 13.3% 67 15.4% 

50%以上 60%未満 57 9.6% 100 16.9% 35 5.9% 42 9.6% 63 14.4% 

60%以上 70%未満 34 5.8% 93 15.7% 25 4.2% 17 3.9% 42 9.6% 

70%以上 80%未満 14 2.4% 74 12.5% 5 0.8% 2 0.5% 38 8.7% 

80%以上 90%未満 15 2.5% 60 10.2% 9 1.5% 4 0.9% 21 4.8% 

90%以上 8 1.4% 50 8.5% 8 1.4% 1 0.2% 20 4.6% 

合計 591 100% 591 100% 591 100% 436 100% 436 100% 

平均値（標準偏差） 30.4% (22.6) 56.6% (23.6) 23.4% (22.0) 31.1% (16.6) 45.2% (23.7) 

中央値 27.3 57.1 18.4 30.8 43.6 

体制整備項目数との相関 -.06 .06 -.14** -.10* .03 

事実確認調査実施事例

数との相関 
.01 .01 -.09*     

対応事例数との相関       -.13** -.03 

*p<.05, **p<.01           

 
 

４．市区町村ごとの取り組み及び対応状況と既存統計との関係 

 

１）取り組み及び対応件数（養護者による高齢者虐待）と既存統計の相関 

市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数と、市区町

村のさまざまな属性との関係を確認するため、既存統計から抽出した指標との相関係数を算出し

た。 
なお、既存統計については、次の出所に依った（図表 2-Ⅴ-4-1）。 
既存統計指標との相関係数を算出したところ、多数の指標について、それほど強くはないもの

の、正負両方向の相関がみられた（図表 2-Ⅴ-4-2）。 
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図表 2-Ⅴ-4-1 使用した既存統計と出所 

指標 統計 出典 

人口 

「法に基づく対応状況調査」A 票 高齢化率 

地域包括支援センターあたりの高齢者人口 

完全失業率 

社会・人口統計体系（統計でみる市区

町村のすがた 2017）（2015 年もしくは

2010 年、財政力指数のみ 2014 年） 

総務省 

一人あたり課税対象所得（100 万円） 

第一次産業就業者比率 

第二次産業就業者比率 

第三次産業就業者比率 

DID（人口集中地区）人口比率 

財政力指数 

人口 10000 人あたり出生数 

総世帯数に占める_65 歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 

総世帯数に占める_高齢夫婦世帯数 

総世帯数に占める_高齢単身世帯数 

自治体職員総数 

平成 27 年度市町村別決算状況調

（2015 年度） 
総務省 

人口 1 万人あたり自治体職員数 

民生費_老人福祉費歳出 

高齢者 1 人あたり老人福祉費歳出 

一人あたり民生費総額 

要支援_要介護認定率 

平成 27 年度介護保険事業状況報告

（年報）（2015 年度） 
厚生労働省 

介護保険給付費合計 

介護予防事業歳出 

包括的支援事業_任意事業歳出 

介護保険事業歳出 

高齢者 1000 人あたり居宅介護_介護予防サービス受給者数 

高齢者 1000 人あたり地域密着型_介護予防サービス受給者数 

高齢者 1000 人あたり施設介護サービス受給者数 

高齢者 1 人あたり介護給付_予防費合計 

高齢者 1 人あたり居宅サービス給付費 

高齢者 1 人あたり地域密着型サービス給付費 

高齢者 1 人あたり施設介護サービス給付費 

高齢者 1 人あたり介護予防事業歳出 

高齢者 1 人あたり包括的支援_任意事業歳出 

高齢者 1 人あたり介護保険事業歳出 

人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合 
市町村別キャラバン・メイト数､認知症

サポーター数（2017 年 6 月 30 日現在）

NPO 法人地域

ケア政策ネット

ワーク

人口増減率（2010 年-2015 年） 

2015 年国勢調査 総務省 配偶関係_未婚者率 

配偶関係_死別_離別者率 

*既存統計から加工して作成した指標を含む．
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図表 2-Ⅴ-4-2 市区町村ごとの取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する相談・通報件数及び虐待判断事例数と

既存統計指標との相関 

  

取り組み 

実施数 

相談・通報

件数（高齢

者 10 万人

あたり） 

虐待判断事

例数（高齢

者 10 万人

あたり） 

人口 .226** .100** .109** 

高齢化率 -.213** -.205** -.190** 

地域包括支援センターあたりの高齢者人口 .258** .130** .107** 

完全失業率 .052* .002 -.024 

一人あたり課税対象所得（100 万円） .146** .107** .124** 

第一次産業就業者比率 -.232** -.191** -.166** 

第二次産業就業者比率 .049* .095** .112** 

第三次産業就業者比率 .143** .075** .028 

自治体職員総数 .225** .102** .109** 

人口 1 万人あたり自治体職員数 -.113** -.069** -.060* 

民生費_老人福祉費歳出 .220** .102** .110** 

高齢者 1 人あたり老人福祉費歳出 -.081** -.038 -.033 

要支援_要介護認定率 -.083** -.068** -.044 

介護保険給付費合計 .228** .103** .110** 

介護予防事業歳出 .198** .106** .114** 

包括的支援事業_任意事業歳出 .218** .104** .114** 

介護保険事業歳出 .229** .104** .111** 

高齢者 1000 人あたり居宅介護_介護予防サービス受給者数 -.060* -.034 -.027 

高齢者 1000 人あたり地域密着型_介護予防サービス受給者数 -.055* -.028 -.022 

高齢者 1000 人あたり施設介護サービス受給者数 -.098** -.063** -.052* 

高齢者 1 人あたり介護給付_予防費合計 -.074** -.041 -.034 

高齢者 1 人あたり居宅サービス給付費 -.058* -.028 -.023 

高齢者 1 人あたり地域密着型サービス給付費 -.059* -.029 -.024 

高齢者 1 人あたり施設介護サービス給付費 -.092** -.058* -.048* 

高齢者 1 人あたり介護予防事業歳出 -.137** -.074** -.056* 

高齢者 1 人あたり包括的支援_任意事業歳出 -.076** -0.036 -.033 

高齢者 1 人あたり介護保険事業歳出 -.077** -0.044 -.036 

人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合 .087** .056* .023 

DID（人口集中地区）人口比率 .306** .194** .173** 

人口増減率（2010 年-2015 年） .179** .146** .144** 

財政力指数 .203** .188** .138** 

配偶関係_未婚者率 .180** .170** .144** 

配偶関係_死別_離別者率 -.185** -.181** -.170** 

人口 10000 人あたり出生数 -.053* -.028 -.023 

総世帯数に占める_65 歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 -.135** -.151** -.154** 

総世帯数に占める_高齢夫婦世帯数 -.139** -.202** -.198** 

総世帯数に占める_高齢単身世帯数 -.174** -.210** -.203** 

一人あたり民生費総額 -.073** -.034 -.029 

Pearson の相関係数．*p<.05, **p<.01    

 
  次に、相関が示された指標の中から互いの相関が高いものを除いて、重回帰分析のモデルに投

入した。従属変数は市町村の取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数である。な

お、相談・通報件数及び虐待判断事例数においては、取り組み実施数もモデルに投入した。 
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  取り組み実施数を従属変数とした重回帰分析の結果、取り組み実施数と有意な関連を示したの

は、地域包括支援センターあたりの高齢者人口、一人あたり課税対象所得（100 万円）、高齢者 1
人あたり介護予防事業歳出、人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合、DID（人

口集中地区）人口比率、自治体の種類：政令市・中核市・特例市・特別区、自治体の種類：一般

市、であった（図表 2-Ⅴ-4-3）。このうち正の関連を示したのは、人口に占める認知症サポーター・

キャラバンメイトの割合、DID（人口集中地区）人口比率、自治体の種類：政令市・中核市・特

例市・特別区、自治体の種類：一般市、であり、もっとも強い関連を示したのは自治体の種類（一

般市）であった。ただし、モデルの説明率は 20.1%にとどまった。 
  養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」の相談・通報件数を従属変数

とした重回帰分析の結果、有意な関連を示したのは、高齢化率、人口に占める認知症サポーター・

キャラバンメイトの割合、自治体の種類：一般市、取り組み実施数であった（図表 2-Ⅴ-4-4）。ま

たもっとも強い関連を示したのは取り組み実施数であった。ただし、モデルの説明率は 10.8%に

とどまった。 
養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数を従属変数

とした重回帰分析の結果、有意な関連を示したのは、高齢化率、人口に占める認知症サポーター・

キャラバンメイトの割合、自治体の種類：一般市、取り組み実施数であった（図表 2-Ⅴ-4-5）。ま

たもっとも強い関連を示したのは取り組み実施数であった。ただし、モデルの説明率は 7.9%にと

どまった。 
 

図表 2-Ⅴ-4-3 市区町村の取り組み実施数を従属変数とする重回帰分析の結果 

投入した指標 
標準偏回

帰係数β 
有意確率 p 

切片      <0.001** 

高齢化率 -0.063     0.061 

地域包括支援センターあたりの高齢者人口 0.065     0.010* 

一人あたり課税対象所得（100 万円） -0.061     0.033* 

第一次産業就業者比率 -0.016     0.579 

自治体職員総数 0.038     0.186 

高齢者 1 人あたり介護予防事業歳出 -0.046     0.046* 

人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合 0.161    <0.001** 

DID（人口集中地区）人口比率 0.100     0.005** 

人口増減率（2010 年-2015 年） 0.007     0.803 

財政力指数 -0.003     0.931 

自治体の種類：政令市・中核市・特例市・特別区 0.216    <0.001** 

自治体の種類：一般市 0.258    <0.001** 

調整済み R2=0.201, p<.01    *p<.05, **p<.01 
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図表 2-Ⅴ-4-4 市区町村の養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」 

の相談・通報件数を従属変数とした重回帰分析の結果 

投入した指標 
標準偏回

帰係数β 
有意確率 p 

切片      <0.001** 

高齢化率 -0.114     0.001** 

地域包括支援センターあたりの高齢者人口 -0.022     0.411 

一人あたり課税対象所得（100 万円） -0.037     0.224 

第一次産業就業者比率 -0.050     0.110 

自治体職員総数 -0.009     0.780 

高齢者 1 人あたり介護予防事業歳出 -0.002     0.921 

人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合 0.086    <0.001** 

DID（人口集中地区）人口比率 -0.004     0.913 

人口増減率（2010 年-2015 年） 0.018     0.535 

財政力指数 0.036     0.274 

自治体の種類：政令市・中核市・特例市・特別区 0.062     0.082 

自治体の種類：一般市 0.126    <0.001** 

取り組み実施数 0.172    <0.001** 

調整済み R2=0.108, p<.01    *p<.05, **p<.01 

 
図表 2-Ⅴ-4-5 市区町村の養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」 

の虐待判断事例数を従属変数とした重回帰分析の結果 

投入した指標 
標準偏回

帰係数β 
有意確率 p 

切片       0.001** 

高齢化率 -0.112     0.002** 

地域包括支援センターあたりの高齢者人口 -0.02     0.459 

一人あたり課税対象所得（100 万円） 0.005     0.873 

第一次産業就業者比率 -0.058     0.071 

自治体職員総数 0.004     0.885 

高齢者 1 人あたり介護予防事業歳出 0.008     0.753 

人口に占める認知症サポーター・キャラバンメイトの割合 0.048     0.046* 

DID（人口集中地区）人口比率 -0.020     0.597 

人口増減率（2010 年-2015 年） 0.035     0.222 

財政力指数 -0.027     0.430 

自治体の種類：政令市・中核市・特例市・特別区 0.06     0.095 

自治体の種類：一般市 0.09     0.004** 

取り組み実施数 0.162    <0.001** 

調整済み R2=0.079, p<.01    *p<.05, **p<.01 
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５．体制整備の具体的方法

市区町村における高齢者虐待防止・対応のための体制整備等に関する平成27年度内の取り組み状

況を調査した14項目に対して、4つのカテゴリに分けた上で、実施している場合はその具体的方法

を、未実施の場合はその理由等を自由記述により回答するよう求めた。

カテゴリは、図表 2-Ⅴ-5-1 に示すとおりであった。 
各カテゴリにおける、実施している場合の具体的方法に関する主な回答内容を整理し、図表 2-Ⅴ

-5-2 に示した。

図表 2-Ⅴ-5-1 体制整備項目について記述回答を求めたカテゴリ

項目 カテゴリ 

1．高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知 （平成27年度中）

広報・普及啓発 

2．地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 

3．高齢者虐待について、講演会や市町村広報紙等による、住民への啓発活動 

4．居宅介護サービス事業者に法について周知 

5．介護保険施設に法について周知 

6．独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成 

7．民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築への取組 
ネットワーク 

構築 
8．介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築への取組 

9．行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築への取組 

10．成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化 

行政機関連携 11．法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担当者との協議 

12．老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整 

13．虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言 

相談・支援 14．居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び保健医療サービスを

利用していない高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等 
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図表 2-Ⅴ-5-2 体制整備の具体的方法として回答された主な内容 

広報・普及啓発 

１．高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知  （平成 27 年度中) 

 ○パンフレット等の配布、広報誌等への掲載 

  
パンフレット・リーフレット・チラシの作成・配布・設置（配布については地域包括支援センターによる戸別訪問時、初回相談時

の配布等の工夫あり） 

  健診通知等にあわせてチラシを配布 

  地域包括支援センター業務案内パンフレットの配布 

  地域包括支援センターの紹介ポスター内に掲載 

  公共機関でのパンフレット等の配布 

  市町村広報誌への掲載（窓口の周知） 

  市町村広報誌への掲載（窓口部署や地域包括支援センターの業務内容や取り組み等、窓口周知以上の記事内容） 

  地域包括支援センター、社会福祉協議会からの広報内に掲載 

  自治体ホームページの活用 

  ポスターの配布・掲示 

  地域資源マップに窓口を掲載 

  高齢者の実態把握等を目的とした調査の実施時に周知 

  成年後見制度に関して、虐待防止ネットワーク委員メンバーが広報誌へ連載を掲載 

 ○上記以外のメディアを使用した周知 

  ケーブルテレビでの周知 

  新聞掲載・折込 

  地域包括支援センターホームページの活用 

  地域の生活情報紙 

 ○会議・集会等での周知 

  高齢者介護・認知症介護、介護者支援等に関連する講演会・研修会・セミナー・出前講座・指導等において周知 

  認知症サポーター養成講座内での周知 

  成年後見制度や市民後見人の周知等を目的とした講演会等で周知 

  民生児童委員定例会で周知 

  自治会長会議、老人クラブ集会等で周知 

  介護保険事業所やケアマネジャーの連絡協議会で周知 

  地域ケア会議における周知 

  被保険者証交付説明会を活用 

  地域のサロン等で周知 

  地域見守りネットワーク（民生委員、老人クラブ会長、区長、郵便局、薬局、JA 他）構成員への周知 

  認知症キャラバン・メイト活動等の認知症を理解するテーマで実施 

  ミニデイサービス参加者に周知 

 ○福祉・健康等に関する広報等における周知 

  全世帯配布の健康カレンダー内で周知 

  介護保険・高齢者福祉制度等の住民向け説明資料内に掲載 

  介護予防事業による地区巡回等の際に周知 

２．地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 

 ○形態の工夫 

  地域ケア会議に併せて研修を実施 

  高齢者虐待防止ネットワーク内の研修会・勉強会等として開催 

  事業所・機関等への出前研修の実施 

  職能団体等の連絡会等を活用して研修会・勉強会等を実施 

  研修会・勉強会・検討会等の定期開催 

  事例検討会や事例を題材とした研修会の開催 

  地域ケア会議等で事例検討 

  地域包括支援センター職員との連絡会において、弁護士との事例検討会を開催 

  健康福祉課と地域包括支援センターとの個別検討会 

  障害者支援課、子ども家庭センターと共に虐待防止キャンペーンを実施、市報等での広報や、関係者への研修を実施 

  
地域包括ケアシステム推進会議（ワーキング等で医療、介護、住民、各種団体出席）で高齢者虐待防止法、市内の実態につ

いて説明と関係者間のネットワークの強化を図る 

 ○対象者の工夫 

  階層別、事業主体別、職種別等の対象を絞った研修会の開催 

  初任者向け研修の実施 

  高齢者虐待対応研修を「初任者研修」「初動期」「対応期」「終結期」等に分けて行っている 
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  介護保険サービス事業者、民生委員等も併せて対象とした研修会を開催 

  市民、民生委員、ケアマネジャー、介護施設従事者等を対象にした講演会の開催 

  民生委員、介護支援専門員、町職員を対象とした高齢者虐待防止研修会を毎年開催 

  ケアマネジャー、居宅介護支援事業所も併せて対象とした研修会を開催 

  医療機関専門職等も対象とした研修会を開催 

  地域包括支援センターや町内事業所対象の研修 

  市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会 

 ○研修テーマの工夫 

  消費者被害や経済的虐待に焦点を当てた研修を実施 

  権利擁護に係る研修として実施 

  セルフネグレクトへの対応に関する研修 

 ○講師招聘 

  弁護士に講師を依頼 

  外部講師を招いた研修会の開催 

  アドバイザーを講師とした法律およびケースワークの研修会を実施 

 ○研修等への派遣・参加の促し 

  都道府県等が主催する研修会への派遣・共催 

  社会福祉士会、高齢者虐待対応専門職チーム、その他各種団体が開催する研修会への派遣 

  担当職員、関係機関への研修参加の勧奨 

  県が行う研修会の情報提供・共有 

  成年後見について毎年管轄の裁判所にて研修を受けている 

  一定の研修受講の義務づけ・勧奨 

  介護施設・事業所職員や管理者向けの研修会に関係職員が参加 

３．高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動 

 ○パンフレット等の配布、広報誌等への掲載 

  パンフレット、リーフレット、チラシ、冊子、ポスター等の配布、掲示 

  広報誌での特集記事、紹介記事の掲載 

  広報誌で身体拘束に関する記事掲載 

  広報誌で権利擁護制度、成年後見等に関する記事掲載 

  地域情報誌として作成した地域資源マップ内で説明 

  
高齢者虐待、認知症、消費者トラブルをまとめた冊子を発行し、高齢福祉関係部署・機関だけでなく、消費生活センター等で

も配布 

  民生委員向けに高齢者見守りシートを作成 

 ○上記以外のメディアを使用した周知 

  自治体ホームページ等で解説・啓発 

  ケーブルテレビ・データ放送等の活用 

 ○会議・集会等での周知 

  高齢者の集まるサロンなどの場面を活用 

  民生委員定例会で周知や虐待防止について啓発を行なっている 

  民生委員向け研修会 

  市民向け講演会・研修会の開催 

  地域づくり・高齢者介護（予防）・認知症介護等の関連する講演会・研修会・セミナー等で併せて啓発 

  介護予防等関連イベントでの高齢者虐待防止に関する掲示や説明 

  権利擁護講演会・研修会の開催 

  地域や自治会、老人クラブ等へ出席しての説明、出前講座の実施 

  民生児童委員協議会への出前講座 

  成年後見制度の活用を名目に講演会・研修会、出前講座等を開催 

  市民後見人養成研修、関連セミナー内で周知・啓発 

  高齢者虐待対応専門職チームに講師を依頼して講演会・研修会等を開催 

  高齢者虐待防止ネットワーク構成員に講師を依頼して講演会・研修会等を開催 

  見守り、徘徊 SOS ネットワーク内での研修会等の開催 

  講演会等で寸劇・DVD の上映 

  高齢者虐待防止ネットワーク会議や地域ケア会議で説明後、構成員がそれぞれの立場から地域へ周知・啓発 

  認知症サポーター養成講座内で高齢者虐待防止について解説 

  地域密着型サービス事業者に対して、養介護施設従事者等による高齢者虐待防止についての啓発を実施 

  高齢者地域見守りネットワーク連絡会での啓発 

  高齢者・障がい者虐待ネットワーク会議で周知、啓発 

 ○福祉・健康等に関する広報等における周知 
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  全世帯配布の健康カレンダー内で啓発 

  チェックシート（リスト）の配布 

  民生委員及び新規の介護認定申請者の家族に高齢者虐待防止パンフレットを配布 

  介護保険交付会活用 

 ○周知・啓発期間等の設定 

  毎月虐待予防相談会日を設けている 

  高齢者虐待防止啓発キャンペーンの実施 

 （※ほか窓口部局の周知と併せて実施との回答多数） 

４．居宅介護サービス事業者に法について 及び ５．介護保険施設に法について周知 

 ○周知等のための研修等の開催 

  ケアマネジャー対象の研修会の開催 

  居宅介護サービス事業所向けと高齢者施設向けの研修会を交互に開催 

  
町内介護保険事業所等を対象とした高齢者虐待に関する研修会を実施し、法の周知やそれぞれの立場での虐待対応につ

いて学ぶ場とした 

  外部講師を招いた研修会の開催 

  弁護士に講師を依頼し、研修会を開催 

  研修会の定期開催 

  自治体職員、地域包括支援センターも併せて対象とした研修会を開催 

  事業所等への出前講座の実施 

  階層別、事業主体別、職種別等の対象を絞った研修会の開催 

  医療機関等の関係機関も参加者に含めた研修会等の実施 

  高齢者虐待対応専門職チームに依頼して研修会を開催 

  セルフネグレクトに関する研修 

  県と共催で高齢者虐待防止サポーター育成研修会及び高齢者虐待防止講演会を実施 

  介護従事者へ権利擁護セミナーを実施 

 ○会議・研修等の機会を利用した周知 

  自治体が主催する会議で周知 

  高齢者虐待ネットワーク会議において各事業者に対しての法の周知及び対応マニュアル紹介等を実施 

  
地域ケア会議等関係機関が参集する会議や研修の年間計画に組み込み実施。事例検討をすることで支援者の役割につい

て意識づけ 

  実地指導、集団指導時の周知・啓発 

  関係事業所を参加対象とした会議・研修会の開催時に周知 

  高齢者虐待防止や徘徊対応等高齢者支援のネットワーク、地域ケア会議等の構成員への研修会時に周知 

  ケアマネジャー、居宅介護支援事業所の連絡協議会を活用 

  施設・事業所等の連絡会を活用 

  ケアマネジャーの情報交換会の活用 

  
村内の介護保険施設やケアマネジャー、ヘルパー、役場の担当者や保健師、地域包括支援センターなどの関係職種が集ま

り「実務者会議」を原則月１回開催 

  
ケアマネジャーや介護職員・医療ソーシャルワーカー等を対象に、地域ケア実務者会議を開催し、高齢者虐待防止法につい

て・虐待対応の流れについて説明 

  法人内研修等で虐待関連を取り扱う際に、依頼により周知啓発 

  （介護保険施設）権利擁護について講話の機会を持っている 

  虐待コア・個別・ケア会議に出席を依頼 

 ○情報提供 

  パンフレット、チラシ等の配布 

  事業者向けの対応・予防マニュアル等の配布 

  事業所等への随時の情報提供 

  通知文等の発出、都道府県・国等通知の周知 

  介護保険施設については写しを配布し法の周知を図っている 

  施設に対し身体拘束等への注意喚起 

  介護相談員による施設への周知 

 ○研修・自己評価・取り組み等の促し 

  第三者評価項目に虐待対応の項目を追加 

  事業所等へ研修資料の配布 

  介護保険サービス事業者等に高齢者虐待の発見時の早期対応や介護者への声掛けなど防止策への協力を要請 

６．独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成 

 ○マニュアル・要綱・ガイドライン等を独自に作成 

  初動期の対応マニュアル、フローチャートを作成 
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事業者向けの対応・予防マニュアル等の作成 

養護者／養介護施設従事者等の別に対応マニュアルを作成 

高齢者虐待防止マニュアルを家族用、養介護施設用、専門職用の 3 種類作成し、配布している。 

高齢者虐待防止ネットワーク、地域包括ケアネットワーク内にマニュアル作成のための部会・委員会を作り、作成 

独自のチェックリスト、リスクアセスメントシート等の作成・改訂 

虐待等防止対策地域協議会設置要綱を制定し高齢者・障害者・児童虐待及びＤＶ対応に努めている 

独自にマニュアルと簡易版マニュアル（啓発用）を作成 

○都道府県・他団体等のマニュアルを参考にし、独自マニュアル等を作成

都道府県資料と組み合わせたマニュアル等の作成 

日本社会福祉士会が発行するマニュアル・帳票等を基に作成 

対応フロー図は一部あるが、状況に応じて日本社会福祉士会等のマニュアルを活用 

○地域包括支援センターとの協働で、独自マニュアル等を作成

マニュアル作成・改訂作業を地域包括支援センターと共同で実施

○マニュアル改訂等

定期もしくは随時の見直し・改訂 

地域包括支援センター向け虐待マニュアル改訂及び周知研修の実施 

課内で共有できる「高齢者虐待対応フロー」 

係内確認 

ネットワーク構築

７．民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築への取組 

○新たに構築

学校区ごとに構築 

高齢者に関わる民間事業者等と見守り協定を締結。異変発見時の通報を依頼。 

新聞、郵便、宅配、コンビニエンスストア、金融機関、ライフライン（電気・水道・ガス等）等事業者が参画したネットワークを構

築、もしくは事業者（団体）と協定を締結 

地域見守りネットワーク・徘徊 SOS ネットワーク・認知症初期集中支援チームの立ち上げ 

町介護支援専門員連絡協議会、行政、警察など関係機関による見守りネットワークを構築 

高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会下部組織として「実務者会議」を年 2 回開催開始 

○既存ネットワーク等を活用

既存の見守りネットワーク、徘徊 SOS ネットワーク、支え合いネットワーク等の活用 

高齢者・虐待対応に特化しない見守りネットワーク等 

住民主体の見守りネットワークバックアップ、他地域への先進事例の紹介等 

地域ケア会議、地域包括ケアシステム、在宅医療・介護等のためのネットワークの活用もしくは同会議・ネットワークへの展

開 

既存の民生・児童委員の連絡協議会との連携 

既存の社会福祉協議会による小地域ネットワークの活用 

地域包括支援センターによる担当地区での『小地域見守りネットワーク会議』実施 

障害者虐待防止のためのネットワークと共同で構築 

まちづくりのための合議体の活用 

地区連絡会の実施 

高齢者福祉全般のための合議体を活用 

地域福祉支援ネットワーク協議会 

認知症支援地域推進体制会議と合わせたネットワーク会議 

地域包括ケアシステム推進会議（医療関係、介護関係、社会福祉協議会、住民代表等）や市内ケアマネジャー会議等でネッ

トワークの構築について趣旨説明を行い、共通理解を図る。

定期的な研修 

認知症サポーター養成講座の活用 

既存の認知症初期集中支援チーム等のネットワークを活用 

生活支援体制整備事業の利用 

避難行動要支援者、庁内ネットワーク等の活用 

○ネットワークの増強

障害者虐待・児童虐待と合同の体制としてネットワークを拡大 

児童虐待、障害者虐待、ＤＶに係る担当部署及びネットワーク機関により「家庭等における虐待・暴力対策ネットワーク会議」

を毎年開催 

○事例ごとの連携

事例毎に関係機関等に呼びかけ 

事例毎にケース会議・事例検討・ケア会議 
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  事例等の定期的な進捗管理会議 

  
担当部署で判断できない場合等は、要援護者虐待防止ネットワーク会議（関係機関や専門職等に委員委嘱）へ諮り、事例を

検討 

  個別事例を検討するため、行政・地域包括支援センター・警察が参加する実務者会議を設置 

８．介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築への取組 

 （※以下「早期発見・見守りネットワーク」と同じ回答は割愛） 

 既存のケアマネジャーの連絡協議会と連携 

 介護事業者間の会議の活用 

 介護支援専門員や介護サービス事業者との連携情報交換会 

 在宅医療介護連携協議会による多職種事例検討会にて事例検討実施 

 事例検討会形式で構築 

 事例ごとの対応チーム編成 

 対応事例がなくとも定期的に会議等を開催 

 介護事業所対象の研修を定期的に実施 

 県高齢者障害者虐待対応専門職チームと委託契約 

９．行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築への取組 

 （※以下他ネットワークと同じ回答は割愛） 

 弁護士会や法テラス、もしくは法律事務所、弁護士個人との協力体制の構築 

 社会福祉士会との契約や協力関係の構築 

 高齢者虐待対応専門職チームとの契約、協力関係の構築 

 司法関係者、医療機関、介護保険事業者、警察等を構成員とする権利擁護広域ネットワーク研究会を定期的に開催 

 権利擁護ネットワーク会議の実施・会議開催による連携強化 

 権利擁護支援センターとの連携 

 
町高齢者権利擁護ネットワークが、保健医療福祉サービス介入支援ネットワークと関係専門機関介入支援ネットワークの役割を

兼ねる 

 都道府県単位で設置されている弁護士会、社会福祉士会、高齢者虐待対応専門職チーム等との協力体制の構築 

 圏域内の権利擁護支援体制連絡会を実施 

 必要な案件については、福祉オンブズネットなど、専門職団体へ相談や連携体制を構築 

 弁護士、法務局などの関係機関が集まり、定期的に高齢者虐待防止等連絡協議会を開催 

 弁護士を交えた事例検討会 

 権利擁護の視点から行政書士との締結 

 年 1 回のネットワーク委員会後随時個別のケース会などで連携 

 高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議開催 

 近隣市町合同の高齢者虐待防止ネットワークで会議や研修を実施 

 

行政機関連携 

１０．成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化 

 ○条例・要綱等の整備、予算の確保 

  成年後見制度利用支援事業の実施、要綱策定 

  首長申立てに限っていた報酬助成や申立費用助成を、首長申立て以外のケースにも助成できるようにしている 

  首長申立てに関する条例・要綱等の整備 

  マニュアル・フロー図等の作成 

  診断書料・鑑定費等諸費用に関する予算確保 

  緊急対応時の決定権者や対応方法の明確化 

  報酬助成基準等の明確化 

 ○協議・連携 

  担当者間・担当部署間での協議・分掌 

  「虐待対応及び市長申立、措置は同じ係（チーム）で対応」等、一連の対応が完結する担当部署・分掌等の整理 

  権利擁護支援センター、成年後見センター等の設置、連携・委託 

  成年後見相談等について、県社会福祉士会へ委託契約 

  高齢者虐待専門職チームへの委託 

  相談業務委託契約を行っており、市町村長申立についても助言を受けている 

  高齢者虐待防止ネットワーク、地域ケア会議内での周知・連携 

  障害関係、生活保護関係部署との連携 

  地域包括支援センターとの連携・協議 

  社会福祉協議会、福祉事務所との協議・連携・分掌 

  日常生活自立支援事業と連動できるよう体制整備 

  弁護士・社会福祉士からの支援、弁護士との委託契約 
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 ○会議等の整備 

  担当者らによるケース会議の開催 

  行政内連絡会の定期開催 

  検討委員会、審査会等の設置・開催 

  成年後見制度利用の状況確認や促進を目的とした情報交換会（連絡会）の設置 

  社会福祉協議会の権利擁護サポートセンターにおいて、司法書士及び弁護士を含めた調整会議を定期開催 

 ○人員体制整備 

  担当職員の明確化・配置 

  社会福祉士資格を持つ職員の採用・配置 

  市民後見人の養成 

  必要なケースについては早い段階から担当課に相談し同行訪問等を実施 

  対応できる職員の増員 

  専門職の配置 

 ○周知 

  関係職員・関係部署への制度周知 

  相談窓口の設置（委託）、周知 

  住民・事業所等への研修会・講演会等で制度周知 

  認知症サポーター養成講座での周知 

  勉強会・研究会の開催、職員参加 

１１．法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担当者との協議 

 ○協定締結、協力に関する文書等の作成 

  警察署との協定の締結 

  高齢者虐待対応マニュアル内に明記した上で随時協議 

  対応手順について相互確認の実施、マニュアル化 

 ○情報交換・協力体制確認・周知等 

  高齢者虐待防止ネットワークの構成員として指定 

  高齢者虐待防止ネットワークで協議・連携 

  高齢者虐待防止見守りネットワーク会議・認知症見守りネットワーク事業専門職連携会議等での協議・話し合い等 

  高齢者虐待防止対策推進会議・虐待防止協議会高齢者部会等で協議 

  地域ケア会議、ケース会議等の活用 

  ケース会議等への出席依頼 

  警察署・地域包括支援センターとの連絡会開催・連携 

  上記以外の地域のネットワークに参画依頼し、その中で協力体制を確認 

  年度毎に改めて協力要請を実施 

  交番・駐在所との連携・情報交換 

  時間外窓口を含む自治体側の対応窓口等の警察署側への周知 

  個別案件毎に随時協議できる関係の構築 

  （援助要請時に限らない）随時または必要に応じて連絡調整・情報交換 

  定期的な協議の場を設置 

  警察関係者との役割分担による現場対応 

  警察通報案件に関して、その後の経緯について情報共有するツールを作成し活用 

  援助要請等に関する勉強会開催 

  虐待通報票の活用等で連携 

  運営委員として委嘱 

  警察への協力依頼はマニュアル作成時に行い、都度確認 

  認知症高齢者の事前登録に協力してもらう 

１２．老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整 

 ○契約締結等 

  施設・事業所等との契約書・協定書・覚書等の締結 

  介護認定者以外の者の虐待事例に関して、短期宿泊事業の委託契約 

  高齢者虐待防止事業実施要綱に基づく緊急避難短期入所委託契約を介護保険サービス事業所と締結 

  有料老人ホームと単価契約 

  常時 2 箇所以上の施設・事業所と契約 

  近隣市の養護老人ホームと短期入所措置について委託契約 

 ○事業としての整備、予算確保等 

  やむを得ない事由による措置実施のための要綱、マニュアル策定 

  緊急ショートステイ事業の要綱策定、事業化 

  必要予算の確保 
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  緊急一時保護等の事業に関する要綱の作成 

 ○対象施設・事業所以外の代替施設の確保・利用 

  生活管理指導短期宿泊事業等の活用 

  独自の福祉的ニーズのある人用の宿泊施設を設置し対応 

  高齢者生活福祉センター等の活用等で対応 

 ○協議・連携、情報共有等 

  管内空室状況の随時把握 

  施設・事業所団体に協力要請 

  協力施設との定期的な情報交換 

  （契約等はないが）協力可能施設等と協議 

  庁内関係部署間の連携・協議 

  高齢者虐待防止ネットワーク、虐待対応協力者会議内で要請 

  高齢者虐待防止見守りネットワーク会議等での協議・話し合い等 

  高齢者虐待防止ネットワークの構成員として指定、協力者会議の委員として参画 

  市内の特別養護老人ホームが輪番制で措置の受け入れ 

  対象となり得る施設等に対する制度、手続き等の周知 

  市内及び市外の特別養護老人ホームに必要時連絡 

  広域事務組合の養護老人ホームに居室を確保 

１０～１２全体にかかる記述 

  専門職の配置 

  県社会福祉士会、県弁護士会との契約により、助言をもらいながら個別対応を実施 

 

相談・支援 

１３．虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言 

 ○他機関との連携、対応体制の工夫 

  養護者が依存症など精神疾患を抱えている場合、保健師や精神保健担当部署などと連携しながら対応 

  地域包括支援センター等と担当圏域保健師が連携しながら相談等を実施 

  介護支援専門員、サービス事業者、民生委員、関係機関との連携、フォロー体制の構築 

  地域包括支援センターと連携をとり、介護事業者の協力も得ながら介入、相談・助言を実施 

  必要に応じて養護者を適切な支援機関へつなぐ、相談機関を紹介する 

  社会福祉協議会や保健所、福祉事務所との連携 

  生活自立支援センターとの連携 

  個別地域ケア会議（個別支援会議）を開催し、関係者間との情報共有や解決に向けた協議を実施 

  地域ケア会議、コア会議等の開催 

  定期的・随時の高齢者ケース検討会実施 

  必要に応じて、サービス担当者会議に同席 

  地域包括支援センターとの協議により、必要に応じ自治体本庁が電話や訪問を実施 

  経済的虐待事例について、法律相談・生活保護担当等への引き継ぎ、紹介 

  状況に応じて福祉事務所や障害担当、生活保護担当部署への引きつぎ、連携 

  状況に応じて医療関係者、福祉・法的関係者との連携 

  地域包括支援センター・医療機関・行政が連携 

  必要に応じ警察署との連携 

  必要に応じ警察、医療機関、民生委員、老人施設等との連携 

  
養護者が知的障害や精神障害の疑いがあるケースや生活困窮等のケースは、関係機関（市の地区担当保健師、消費生活

センター、生活保護担当者）につなぎ、対応 

  市町村本庁と地域包括支援センターの役割分担、連携 

  コアメンバー会議において各関係機関ごとに役割分担 

  養護者支援と被虐待者支援の担当者を分ける 

  養護者支援と被虐待者支援を別個に並行して実施 

  生活再建・就労等を支援する部署・機関との連携 

  家族と関係機関を交えた支援会議の開催 

  関係者の情報共有と方針の統一を図るため、随時検討会等を実施 

  課内における聞き取り調査・対応方針の検討・指導・助言実施の体制整備 

  弁護士会や社会福祉士会と虐待対応専門チームを設置 

  居宅介護支援専門員への相談窓口の設置 

 ○助言、支援内容 

  マニュアル・フロー図等を作成し、それに沿って対応 

  個別支援会議の計画に基づき実施 
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  家族関係の問題で虐待の疑いがあった事例などは家族それぞれに対する相談・助言を実施 

  虐待の認識がない養護者へ、認識を促す等の助言 

  保健師による病院受診調整、勧奨 

  医療機関への受診勧奨 

  介護保険サービスの積極利用の促し 

  医療機関への通院や生活保護の申請など課題を明確にした上で支援を実施 

  虐待疑い段階での介入 

  定期的・継続的な自宅訪問、面接、電話 

  介護負担軽減を目的とした相談支援、支援機関等の紹介 

  養護者の生活支援・自立支援・就労支援 

  養護者の年金相談や資力についての相談を実施 

  高齢者虐待相談員を配置し、専門相談窓口による相談対応を実施 

  認知症介護、身体介護の知識・技術等に関する助言 

  介護者交流事業や介護者のつどい、家族会等への参加勧奨 

  家族介護者交流事業や認知症カフェにおいて相談支援を実施 

  介護者のつどいを活用 

  高齢者虐待についての理解を深めるため研修会等への参加を勧奨 

  高齢者虐待防止法について説明 

  虐待対応後終結後にも相談支援を継続し、定期的にモニタリングを実施 

  被虐待者対応後も家族・虐待者との関わりを継続 

  介護保険認定者のサービス利用状況を毎月把握 

  普段スーパーバイズを受けている医師から、必要に応じて個別に相談助言 

  関係者の中からの適任者による面談や、心理療法士によるメンタルケア等、サポートを行う 

  担当ケアマネジャーや保健師等による心のケア 

  介護保険サービス利用者については、サービス担当者会議等に養護者も参加 

 ○その他 

  
直接的な指導では無いが、虐待者に息子が多いことから、息子介護者を対象にした介護者の会を行い、ピアカウンセリング

の場を設けることで、介護サービスを利用することに繋がったケースもあった 

  高齢者虐待防止ネットワーク協議会等の活用 

  居宅のプランを見直し虐待のリスクを予防 

１４．居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び保健医療サービスを利用していない高齢者の

権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等 

 ○要項等体制整備 

  認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱策定 

  セルフネグレクトケースも虐待に準じた対応をするように虐待対応マニュアルに明記 

  セルフネグレクトケースは高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会で取り扱う 

 ○訪問・実態把握調査 

  訪問介護事業所や介護支援専門員からの情報を依頼し、情報があれば個別訪問を実施 

  診療所・事業所と連携し個別訪問等を実施 

  民生委員・ケアマネジャー・警察等から情報提供された案件には早期に同行訪問 

  ケアマネ、民生委員、近隣住民、家族からの相談等を受理し地域包括支援センターが訪問 

  民生委員の見守りや保健師や看護師の訪問等を実施 

  看護師等によるサロンなどへの訪問 

  高齢者世帯への社会福祉協議会、民生委員の定期訪問、助言 

  
要介護認定を受けていない、サービス利用がない高齢者への地域包括支援センター、在宅介護支援センター、民生委員等

による実態把握訪問 

  総合相談事業のなかで把握している高リスク高齢者の定期訪問、高齢者宅への実態把握 

  地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の総合相談等の一環として実施 

  高齢者一人暮らし、高齢者世帯への訪問活動の実施 

  独居高齢者の全戸訪問、ニーズ調査、実態把握調査 

  基本チェックリストの配布・回収を行い、対象者に対して訪問を実施 

  サービス未利用者、サービス利用中止者の把握や訪問 

  高齢者の実態把握調査を 70 歳、75 歳、80 歳等の区切りで強化（訪問調査の実施等） 

  
70 歳以上の独居もしくは高齢夫婦のみの世帯の高齢者、または 70 歳以上と 40 歳以上の子の 2 人世帯を中心に、民生委

員による戸別訪問を実施 

  
地域包括支援センター専門職（栄養士・保健師・社会福祉士）による戸別訪問実施（65 才、70 才、75 才、80 才、85 才、90 才、

95 才誕生月） 

  在宅介護支援センターへ高齢者の実態把握を委託 
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  在宅介護支援センター、社会福祉協議会、民生委員等が行う見守り活動からの情報収集 

  
各地域包括支援センターサブセンターに訪問支援員を配置し、ひとり暮らし高齢者等のうち要援護高齢者の掘りおこし・ニー

ズの把握を行う事業を、平成 28 年度モデル実施し、平成 29 年度からは全地域にて実施する予定 

 ○関係機関との連携、会議等の活用 

  高齢者実態把握調査や民生委員、地域の事業所等からの情報により早期発見、相談等を進める 

  在宅医療・介護連携相談室の設置 

  地域包括支援センター・在宅介護支援センター・介護サービス事業者等との連携強化 

  自治体所管課、社会福祉協議会、診療所、地域包括支援センター、民生委員、老人会等や地域住民との連携 

  権利擁護に関しては市および地域包括支援センターに窓口を設置 

  地域ケア会議や在宅介護支援センター定例会等を活用し把握 

  在宅ケアマネジャー連絡会、民生員定例会、村内区公民館等関係機関との連携 

  民生委員・社会福祉協議会・介護支援専門員・地域包括支援センターブランチ等からの定期もしくは随時の情報収集 

  民生委員や近隣住民から連絡が入る体制を構築 

  一般介護予防事業・教室などに出向いた情報収集 

  地域包括支援センターや権利擁護成年後見制度支援センターとの連携 

  トータルサポート体制を構築 

  成年後見制度利用相談会を開催しており、実際に後見業務を行っている専門職団体に相談協力を依頼 

  高齢者・障害者虐待対応専門職チームと契約を結び、対応を随時協議。定期的な事例検討会議の開催 

  地域包括支援ネットワークの協力機関・団体等からの、支援が必要と思われる高齢者等について情報提供 

  各ネットワークに対し、早期発見や見守りに関する依頼や相談窓口に関する情報提供を実施 

  地域ケアシステムをもとに、外出支援サービスや軽度生活援助、介護予防事業（見守りサービス）等を実施 

  精神疾患が疑われる場合は、精神科医に同行訪問を依頼し、見立てや対応方法について助言を受ける 

  見守りネットワークとの連携・見守りネットワークの構築 

  小地域ネットワークにより対応 

  認知症初期集中支援チームの活用 

  小学校区ごとの会議等で、民生児童委員や区長など地域役員と連携して事例を把握 

  民間業者との見守り協定 

  民生委員等が地域で発見した場合の地域包括支援センター等への情報提供ルートの確保 

  定期的に高齢者サービス推進調整会議を実施 

  民生委員、自治会等関係者と連携を図り困難ケース対してはカンファレンスを開催 

  老人会、自治会、地域のボランティア組織等が行う見守り時の情報提供を依頼 

  地区組織との連携 

  医療機関との情報交換の実施 

  持病があるにもかかわらず受診をしていない方への指導、レセプトより受診履歴を確認し対象者への指導を実施 

  多問題・支援困難ケースは市町村内のワンストップサービスを行う部署に情報を集約 

  コミュニティソーシャルワーカーを中心とした地域福祉ネットワークとの連携 

  地域の事業者間ネットワークで見守り名簿を作成し、情報交換により随時更新 

  福祉事務所、保健所、社会福祉協議会、民生委員、医療機関など関係機関と情報共有・連携 

  担当課と地域包括支援センターの連携 

  課内での連携・情報共有 

 ○周知 

  地域包括支援センターで実施している介護予防教室、健康教室等での見守りや普及啓発 

  民生委員むけの研修会や市民向け出前講座で早期発見および相談先の周知 

  認知症サポーター養成講座、高齢者グループ等を対象とした出前講座等を開催し、その中で周知 

  地域包括支援センターだよりで、地域住民に呼びかけ、相談窓口の周知 
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６．市区町村が挙げた課題 

 

高齢者虐待対策を行うに当たっての課題や問題点について自由記述形式で回答を求めた結果につ

いて、複数回答形式で分類・集計を行った。このうち、主に養護者による高齢者虐待に関係する回

答が 278 市区町村からあり、もっとも多い回答分類は「関係機関連携・ネットワーク」に関する課

題で 69 件（24.8%）、次いで「虐待判断・定義」20.9%、「発見／通報困難／啓発」18.0%、「研修・

相談支援」16.5%、「人員配置／確保／異動」14.4%、「養護者支援（障害／経済））」13.3%、「養護

者支援（全般）」12.9%などであった（図表 2-Ⅴ-6-1）。 
また、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関係する回答は、28 市区町村から得られた。これ

を 6 つのカテゴリに分け、それぞれ具体的な記述内容を図表 2-Ⅴ-6-2 に示した。 
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図表 2-Ⅴ-6-1 高齢者虐待対策を行うに当たっての課題や問題点【養護者による高齢者虐待関係】（自由記述・複数回答形式で集計）* 

 (N=278) 

区分 件数 割合 具体例 

関係機関

連携・ネッ

トワーク 

69 24.8% 
ネットワーク化がどのような方法で行う

かがわからず、着手に至っていない。 

市の高齢者担当部門だけではなく、他

の福祉部門との連携を図り早期解決を

目指しているが、どの部署も業務多忙で

なかなか進んでいないのが実情であ

る。 

医療機関や介護施設の代表者が虐待

ネットワークのメンバーに入っているが、

市内のすべての施設との連携が取れて

いるとはいえず、個々のケースでの対

応に十分対処できる状況ではない。 

虐待判断・

定義 
58 20.9% 

高齢者虐待等の相談・通報件数は年々

増加傾向にあるが、虐待であるかどうか

の見極めが難しい。 

必要最低限の介護がされている場合

等、虐待の判断が難しい。 

高齢者虐待について、『虐待』という認

識が高齢者を支援する関係者間で異な

るため、通報についてとらえ方に差があ

る。 

発見/通報

困難/啓発 
50 18.0% 

虐待事案の問題は表面化しにくく、相談

機関へ上がってくる案件が非常に少な

い。被害者やその家族が相談しやすい

体制づくりと、周知広報の強化が今後の

課題。 

虐待自体が家族問題でもあるため、外

部に相談したり、知れたりすることに抵

抗を感じている家族が多い。そのため、

明るみに出た場合には虐待ケースとし

て重度化している。 

地域包括支援センターへの相談の中に

虐待疑い事例が含まれている。相談か

ら虐待を未然に防ぐ、また早期に気づき

支援できるようにするために地域包括

支援センター職員のアセスメント力の向

上を図る。 

研修・相談

支援 
46 16.5% 

切羽詰まった緊急事態になって初めて

通報されるケースが多く、瞬時に適切な

対応がとれるよう、担当職員のスキルア

ップが重要と考えております。グループ

ワークを中心とした研修機会の充実を

期待しています。 

専門職へのスーパーバイズやフォロー

ができる機関の構築をお願いしたい。現

状、弁護士会、社会福祉士会による相

談はあるが有料で敷居が高く、敬遠しが

ちになる。もっと気軽にかつリアルタイム

で相談できる機関がほしい。 

早期発見、防止、個別の虐待対応の方

法について、市外の事例を参考にした

いが、研修会の開催や事例集の提供量

が少ない。 

人員配置/

確保/異動 
40 14.4% 

職員が人事異動や離職により変わると

虐待対応が後戻りしたりする。対応方法

も初めから説明しないといけなくなるし、

情報伝達が上手くいかず、初動が遅れ

ることがある。 

マンパワー不足と事例の少なさにより、

困難ケースになっていくことはある。 

ケースの複雑化、相談件数も増えてお

り、一つのケースへの関わりが長期に

わたることもあり、職員単独での対応は

できないため、職員の負担が大きい。予

防や啓発活動にも力を入れる必要があ

るが十分に手が回らない状況。 

養護者支

援（障害/

経済） 

37 13.3% 

養護者の意向に反して被虐待者を分

離・保護した場合には、分離を行った市

の高齢者担当部署や地域包括支援セン

ターが関わることを養護者が拒否するた

め、養護者の支援が困難になる。 

養護者が、障害を抱えたり、無職で生活

困窮状態にあるなど、他領域の問題も

複合している場合が多くなっており、他

機関・他部署との連携が課題となってい

る。 

精神疾患を持っている子どもからの虐

待に、双方の支援を同時に行わなけれ

ばいけなく、医療機関との調整、家族の

意見の集約が困難。 

養護者支

援（全般） 
36 12.9% 

被虐待者と養護者が共依存関係にある

ことが多いため、分離措置後の養護者

の支援に苦慮する。 

多くの虐待者（養護者）に虐待の自覚が

無い。 

養護者支援を誰が行っていくのか等役

割分担の難しさがある。 

解決困難・

長期化 
31 11.2% 

本人や養護者の長年の人間関係等が

複雑な事例が多く、解決に向けての対

応が難しい。 

高齢者本人の判断力が，認知症や無気

力状態により低下している場合，支援の

方向性が定まりにくく，時間を要してしま

うことがある。さらに身寄りがない場合

は，契約等も進まず，困難さが生じる。 

精神疾患を抱える養護者（配偶者や子）

の事案が非常に増えている。障害担当

部署、保健所等との協働の下での対応

でも、支援終結に至るには相当の時間

と労力を要する。また、一時期安定した

としても状態や関係性が悪化し再発に

至ることも多い。 

行政機関

内・間 
29 10.4% 

多様な問題が重複しているケースが多

く、関係機関との調整が重要であるが、

守秘義務があり情報共有が難しいこと

がある。 

高齢者虐待担当課と介護保険担当課

（権利擁護、地域包括支援センター所

管）が異なる上、専任職員がいないこと

が問題。 

養護者等への支援については他の部署

の協力が必要である。しかし、高齢者虐

待案件と名がつくとすべて高齢者担当

が調整を行う必要があったりするなど、

対応が難しい。 

介入拒否・

介入困難 
28 10.1% 

本人がかかわりを拒否する場合には、

介入が非常に難しい（成り行きを見守る

しかないことが多い）。 

自立度の高い方が被虐待者の場合、本

人の強い意志で養護者のいる場所へ帰

るケースが多く、重大な危険性を感じな

がらも説得、警察への協力要請以外に

なす術がない。 

養護者自身が、無職、精神疾患、閉じこ

もり等で多くの課題を抱えているが支援

の拒否等でなかなか支援につながら

ず、困難化しているケースが増えている

ように感じます。   

分離保護 28 10.1% 

虐待が疑われても離れられずにいたり、

分離しても被虐待者が養護者の健康状

態や生活状況を心配し、自宅に戻ってし

まうケース等継続した見守りが必要なケ

ースへの対応が困難である。 

高齢者と養護者の分離後、分離解除を

検討しなければならない場合（面会制限

を解く、同居を認めるなど）、どのように

進めていけばよいか具体的な指針や方

法を知りたい。 

分離に至ったケースについては、養護

者側の不満・訴え等が増幅する場合が

あり、その対応に困難をともなうことがあ

る。 
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認知症介護研究・研修仙台センター 

居室の確

保（保護先

の確保） 

23 8.3% 

老人福祉法の規定による措置を採るた

めに必要な居室確保のための関係機関

との調整については、施設側との協議

を行う予定ではあるが、どのように話を

進めていくと良いのか分からない。 

やむを得ない措置が必要な場合、受け

入れ先がなかなか見つからないことが

多く、居室の確保については課題が多

い。 

法的には、措置を行うにあたり認定の有

無や認定度などは関係ないとされてい

るが、実際は経営上の理由で要介護3

以上でないと受け入れは難しいと断られ

たり、認定を受けかかりつけ医がないと

受け入れできないなど事前にクリアしな

ければならない条件が多く（申請→調査

→認定、健康診断など）、分離に苦慮す

る場合が多い。

法改正/法

の不備・運

用上の問

題点 

21 7.6% 

家族が在宅で介護する場合の施錠問題

について、徘徊による事故のリスクや養

護者の介護負担を考えるとやむを得な

い部分が多々あるが、施錠を身体拘束

と捉えると施設入所以外の選択肢がな

い。施設入所は長期の入所待ちや経済

的な問題も出てくる。 

どういった場合に施錠を身体拘束ととら

えるのか、施設同様に緊急３要件を満

たすとなるとほとんどが身体拘束に該当

してしまう。早急に国から見解をいただ

きたい。 

DV で保護した場合は加害者側に保護

した旨を通知しなくてよいが、高齢者虐

待では、一時保護や措置入所した場合

は虐待者（養護者）にその旨を通知する

こととなっている。被虐待者の安全確保

や虐待者（養護者）を支援する場合を考

えると、市が介入して措置していることを

虐待者に知らせない方がよいと思われ

るため、DV 対応と同じように取り扱いを

改められないだろうか。 

児童であれば児童相談所、ＤＶであれ

ば相談支援センターなどワンクッション

置かれるのに対して、高齢者虐待だけ

はダイレクトに行政の担当者が担当しな

ければならず（地域包括支援センターも

ともに動かない訳ではないが、割ける人

数はごく少数である）、小さな町村である

とマンパワー不足、（異動等による）経験

不足等が重なり、対応に大変苦慮する

ことが多くなる。また、虐待の内容につ

いても現在は多種多様であり、経験が

無ければスムーズな対応を行うことも困

難な事例が多いため、虐待発生時から

解決時まで行政と一緒に動いてくれるプ

ロフェッショナルな機関が必要ではない

かと考えられる。 

地域包括

支援セン

ター

19 6.8% 

人的余裕が無い。包括職員２名で対応

しているが、従来のケアマネ用務、予防

事業、総合事業や地域密着指定などの

他の業務が多く迅速に対応できない。 

委託している地域包括支援センター間

で、対応や判断が統一しきれないこと。 

直営の地域包括支援センター１か所で

運営しており、また人員不足もあるの

で、高齢者支援と養護者支援を同一の

職員により行うことが多い。 

分掌・マニ

ュアル等 
16 5.8% 

地域包括支援センター（委託）と情報共

有を行い、連携しながら対応している。

しかし市独自の対応マニュアルができて

いないため、ルールに基づいた対応が

うまくできていないのが現状である。 

虐待対応は様々な背景や要因に対処す

る必要があるが、新任の担当者による

対応は、経験値がものを言うので、マニ

ュアル作成の必要性を感じる。 

マニュアルはあるが、包括が直営の時

に作成したものなので、包括委託後の

バージョンで作成し直す必要がある。 

負担感・多

忙 
12 4.3% 

行政機関の保健師や社会福祉士の専

門職配置が減り、一人一人の負担が大

きくなっている。 

ケースに関わる職員の精神的な負担が

大きい。 

迅速な対応を心がけているが、様々な

業務がある中での対応であるため、コア

会議の開催等の日程調整に苦慮する場

合がある。 

セルフネ

グレクト
10 3.6% 

セルフネグレクトのケースは、サービス

の介入が難しく状態の改善が難しい。根

本的な対応策がない。 

セルフネグレクトに関して、身寄りのな

い高齢者、という案件が徐々に顕在化し

つつあり、医療受診やサービスへのつ

なぎや同意、死後の対応などの課題が

出てきている。 

最近は、独居高齢者が認知症等を発症

し、自虐に及び発見されるケース、医療

が必要で特に緊急の場合、子供たちや

親族が支援を拒否するなど、市町村が

身上支援や医療同意をやむを得ず行う

事例が増えている。 

やむを得

ない事由

による措

置 

9 3.2% 

介護保険料未納により給付制限を受け

ている者に対するやむを得ない措置は

自治体の負担が大きく、また、金銭を搾

取されている場合には医療費や当面の

生活費の確保が難しい。 

高齢者を措置入所により保護した場合

でも、医療が必要になることは多いが、

措置費による立替が出来ない。 

病院に無理をお願いして、本人の金銭

問題が解決されるまで支払を待ってもら

っている状況。病院が了解してくれなけ

れば、医療にかかることが出来ない。 

老人福祉法の規定による措置の実績が

ない。他の自治体の事例を参考に、今

後出てくる困難事例に備える。 

成年後見 8 2.9% 

高齢者の権利擁護という観点から成年

後見制度の利用促進に努めている一方

で、成年後見人等報酬の助成額が年々

増加することで財源の確保が厳しくな

る。また、市民後見人の必要性も理解は

しているものの、実現までには様々な課

題もあり、苦慮している。 

成年後見首長申し立ての事務が煩雑す

ぎる。 

当事者に親族がいても関わりを拒否さ

れる場合があり、虐待対応における医

療の同意や施設入所等の対応に苦慮

する。成年後見人が選任されても、後見

人が対応できない業務内容もあり、引き

続き支援が必要なケースが多い。 

ケアマネ

ジャー
4 1.4% 

ケアマネジャーから通報が入るケース

が多いが、担当者によって温度差があ

る。 

本人の身体状況や認知機能よりも、提

供サービス内容や経済的な負担を優先

させすぎて、入所先を決めてしまい職員

が対応できず問題が起こるケースが発

生している。ケアマネジャーのスキルア

ップが必要。 

虐待ケースのその後について、ケアマ

ネジャー等が経過観察を実施している

が行政としてその後の状況確認が定期

的に実施できていない。 

離島等地

理的問題 
3 1.1% 

高齢者虐待対策は、規模の小さな町村

レベルでは困難であると考える。是非と

も広域で対応できる仕組みを構築して

頂きたい。 

小規模自治体で住民の結びつきも強く、

状況を把握しやすいという利点がある一

方で、何事も見えやすい環境ということ

でプライバシーの保護の問題や周辺の

離島であり、島内に対応経験のある専

門家がいない。 
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第２章 

 

 
 

住民が必要以上に感情移入しやすいな

ど、支援の段階で難しさを感じている。 

震災 3 1.1% 

東日本大震災及び原子力災害による避

難以来、すべての高齢者の虐待を早期

発見・把握することは困難。高齢者及び

行政も対応を避難先自治体に頼らざる

を得ない状況にあるため緊急を要する

場合の対応に苦慮している。避難先自

治体にて対応をお願いしたい。 

住民票があるが、居住していない者や

原発避難者が関係するケースなど、虐

待対応をどの自治体が対応するか明確

な指針がないため、迅速な対応が難しく

なることが予想される。 

東日本大震災により、地区によっては宅

地の造成が遅れる等の理由で自宅再建

が進まない等、未だ多くの市民が仮設

住宅等での、厳しい環境で生活を強いら

れています。また、家族関係や環境変

化が強いストレスとなり、経済的な困窮

等、数多くの課題が存在し、高齢者虐待

の発生リスクが高まっていると思われま

す。 

*記述回答を内容ごとに分類し複数回答形式で集計した．なお，具体例については表記を一部調整している． 

 

図表 2-Ⅴ-6-2 高齢者虐待対策を行うに当たっての課題や問題点【養介護施設従事者等による高齢者虐待関係】 

（自由記述・複数回答形式で集計）  

(N=28) 

区分 具体的な回答内容 

対応体制 

介護施設従事者による虐待対応、養護者による虐待対応ともに件数は多く、本自治体の規模だと、他業務も多忙な

中、対応にあたる人員体制、時間に限りがある。また職員の異動の問題もあり、対応方法のノウハウ蓄積の面での難し

さを感じている。 

有料老人ホームの事案が増えている。所内での課題。関係他課と連携を取りながら対応をしているが、高齢者虐待防

止法に基づく調査や指導には限界があり、介護保険法や老人福祉法での権限を持つ部署が主体となって対応したほう

が好ましいのではないかと感じている。 

サ高住等施設形態（居宅・訪介事業所が他自治体等）によっては、市区町村をまたぐ連携や、都道府県との連携が必

要となる事例が増えてきており、事実確認調査から改善指導に至る広域連携（権限分散による弊害）のあり方を見直し

てほしい。 

介護保険法の改正に伴い、地域密着型通所介護の創設や居宅サービス事業所の指定・指導の権限が市町村（保険

者）に移行し、範囲が広がることもあり、今後、事例が発生した場合、適切な対応ができるかどうか不安がある。引き続

き、都道府県の市町村に対する支援をお願いしたい。 

対応方法・ノ

ウハウ 

養介護施設従事者による虐待があったときの対応についてのスキルの向上が必要 

施設で疑われたケースの対応が不十分。 

平成 28 年度は養介護施設従事者による虐待事例も発生しており、有料老人ホームの増加や介護職員の人材難など

の問題から、今後も通報や相談があがってくることも予想される。虐待対応では各種連携しての対応が必要となり労力

も割くので、各職員が虐待対応のマニュアルを把握して、迅速な対応に繋げられるようにしておく必要がある。 

施設で虐待が起きた際の対応マニュアルが未整備であり、今後、勉強会等を行い、マニュアルの整備や対応力の向上

に努めていく必要がある。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待は、通報・相談件数が少ないため、職員の経験が蓄積できない。今後は、養介

護施設従事者等による対応について、対応力向上を図る必要がある。 

対応事例が少ない自治体では、ノウハウ・知識が乏しいため、適切な初動期対応や充分な指導ができているとは思え

ない。 

発見・判断 

虐待の多くが、家庭内や施設内など閉ざされた場所で発生するため、その実態把握や早期発見が難しい状況がある。

また、問題がより複雑になったときに表面化してくることが多いため、他部署や他機関との連携が不可欠である。 

家庭内や施設内等、虐待の事実の早期発見・把握が困難であること 

施設虐待疑いにおいて、行為者不明の場合の虐待認定及び事件性の追及、実質的な改善策の確保。 

施設虐待の事案は、なかなか確証を得ることが難しい。 

養介護施設従者等による虐待の事実確認から判断までの一連のプロセスは介護保険課監査担当等と協働している

が、人数、時間ともに負担が大きい。 

改善指導 

養介護施設従事者等による高齢者虐待ありと認定した施設・事業所に対して指導をしても、なかなか改善が見られな

かったり、虐待対応を終結した施設・事業所から再度通報がある等、本当の改善までに至っていない施設・事業所が複

数ある。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応において、施設長が虐待を行っている場合、施設長独自の考え等で施設

運営されており、なかなか改善が見られず苦慮している。 

養介護施設者等による虐待（疑いも含めて）のあった施設に対するその後の指導において、基礎自治体だけで対応す

るには十分な効果を発揮できないと感じることが多く、都道府県による監査の実施、指導など都道府県の協力も欠かせ

ないと感じる。 
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高齢者虐待防止法において、「要介護者施設の業務または要介護事業の適正な運営を確保すること」が求められてお

り、虐待の事実の有無を確認するだけではなく、「サービスの質」や「適正な運営」がなされるかを確認する視点が市町

村職員にも必要とされる。 

施設等への 

研修・啓発 

養介護施設従事者による虐待については、日常的に不適切な介護が行われていたり、虐待に当たると認識していない

行為が虐待であったなど、虐待への理解や対応が十分でない場合があるので、従事者への研修の充実や意識的に虐

待が起こらないような施設運営に取り組むことが必要だと感じている。 

介護保険施設などでは施設ごとに虐待対応マニュアルなどが作成され、研修会なども義務付けられているが、その実

態は把握しづらい。利用者や利用者のご家族は、世話になっているという気持ちがあり、事実を包括支援センターなど

に相談に来るケースは少ないと思う。実際に施設内で確認されることがあっても、施設内の対応で解決され、報告が上

がることはないのでは・・ 

養介護施設従事者等による高齢者虐待について、施設や事業所職員の認識が不十分と思われる。 

高齢者虐待に対する介護保険サービス事業者の認識が低い。日常的に起こっている虐待が見過ごされているようなケ

ースもあり、特に、高齢者本人・家族と事業者側の関わりが長い程、虐待に対する感度が低いように感じる。事業者に

対し、法についての周知を行っていくことが今後の課題である。 

高齢者虐待への認識不足も課題である。そもそもどういうことが虐待であるかということを家族や施設職員が認識でき

ていない状況もある。 

介護職員の虐待通報義務の周知不足。(被害当初の写真等の記録がない、相談通報先の周知不足） 

虐待の基準があいまいであるため、居宅介護事業者や介護保険事業所などに共通の基準を持つための働きかけを行

う必要がある。 

施設従事者の中で虐待防止法を適切に理解できていないものが多く、課題と感じる。特に、第２１条第１項においては、

通報が義務規定になっているにも関わらず、曖昧な認識の施設従事者が多い。 

研修を実施した直後は支援者の意識が高くなりケアの見直しで対応できるが、権利擁護を意識して取り組んでいる事

業所以外は意識の継続が難しく、分離が必要なレベルの事例が出てくる。研修は職員が参加しやすいように業務終了

後や集まりやすい場所で実施するが職員不足を理由に参加しない。参加しても事業所内で話題にすることも無く施設

内の見直しにつながらない。 

施設従事者等による虐待について、現場を踏んでいない部分と、自治体内の施設の種類が異なるので、研修が難し

い。また各施設や事業所の人材不足もあり、各施設や事業所が行うべき責務と、役場として対応する部分の差が難し

い。 

養介護施設従事者による高齢者虐待防止のための研修を施設管理者へ実施しているが，施設の認識やレベルに大き

な開きを感じる。そのため，施設従事者へ一定の水準で伝達及び啓発ができるよう教材用 DVD を作成していただきた

い。 

在宅サービスの専門職においては、研修の機会も多いが、高齢者施設の職員に関しては研修を受ける機会も少なく、

虐待対応への意識が低いように感じる。一部の職員だけが研修を受講するのではなく、多くの職員が研修を受けられ

る体制を作る必要がある（外部からの講師を招いて施設内研修を必須とする等）。今年度は認知症ケアも含めた専門

職向けの研修を管内包括支援センター合同で企画している。 

その他 

「高齢者虐待対応マニュアル」の養介護施設従事者等による高齢者虐待対応部分の補強 

地方公共団体（区市町村）が本法に基づいて実施できる権限の強化（養介護施設従事者等による虐待事案における当

該施設への立入調査等）を、区市町村がその責務を持って適切な対応が可能となるよう、本法改正も含めて検討して

ほしい。 

施設利用者の相談等が受けられるよう十分な介護相談員の配置が必要と考えます。（施設からの受入れ拒否があると

必要なところにモニタリング出来ない） 
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Ⅵ．調査結果：都道府県の状況 
 

本調査において初めて調査された、都道府県における取り組みの状況について集計し、市町村に

おける取り組みや対応の状況との関係を確認した。 

 

１．都道府県における取り組み状況と市区町村に対する評価 

 

１）都道府県における取り組み状況 

今回実施された「法に基づく対応状況調査」では、都道府県における取り組み状況について初

めて調査した。調査項目は、高齢者権利擁護等推進事業関連の 10 項目、及びその他の市区町村

支援等に関する 2 項目、計 12 項目である。 
項目毎の実施自治体数及び実施率を算出したところ、47 都道府県において、もっとも多く実施

されていたのは「普及啓発（市町村職員等の研修）の 38 件（80.9%）であり、次いで多いのが「管

内市町村等の通報・相談窓口一覧の周知（ホームページ等）」（78.7%）、「権利養護相談窓口の設

置」（74.5%）であった。一方、「高齢者虐待防止シェルター確保事業」（2.1%）、「権利擁護強化事

業」（12.8%）等、実施率の低い項目もみられた（図表 2-Ⅵ-1-1）。 
また、12 項目中の取り組み実施数の分布についても集計した。その結果、最も多いのは 12 項

目中 6 項目で 12 件（25.5%）、次いで 5 項目が 11 件（23.4%）であり、この二者でおよそ半数を

占めていた（図表 2-Ⅵ-1-2）。なお、平均値は 5.3 項目（±1.7）、中央値は 5、最大値は 10、最小

値は 1 であった。 
 

図表 2-Ⅵ-1-1 都道府県における取り組み（項目ごと集計） 

調査項目 
実施 

自治体数 

実施率（47 都

道府県中） 

高
齢
者
権
利
擁
護
等
推
進
事
業
関
連 

問 1 身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催 14 29.8% 

問 2 権利擁護推進員養成研修 25 53.2% 

問 3 看護職員研修 26 55.3% 

問 4 権利擁護相談窓口の設置 35 74.5% 

問 5 普及啓発（市町村職員等の研修） 38 80.9% 

問 6 普及啓発（地域住民向けのシンポジウム等） 11 23.4% 

問 7 普及啓発（リーフレットの作成等） 16 34.0% 

問 8 普及啓発（その他） 14 29.8% 

問 9 権利擁護強化事業 6 12.8% 

問 10 高齢者虐待防止シェルター確保事業 1 2.1% 

そ
の
他 

問 11 管内市町村等の通報・相談窓口一覧の周知（ホームページ等） 37 78.7% 

問 12 市町村のネットワーク構築支援、市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供等 26 55.3% 

 
 
 
 
 

123



 
 

認知症介護研究・研修仙台センター 

 

図表 2-Ⅵ-1-2 都道府県における取り組み実施数の分布（12 項目中） 
実施項目数 都道府県数 割合 累積 

1 項目 1 2.1% 2.1% 

2 項目 4 8.5% 10.6% 

3 項目 3 6.4% 17.0% 

4 項目 5 10.6% 27.7% 

5 項目 11 23.4% 51.1% 

6 項目 12 25.5% 76.6% 

7 項目 6 12.8% 89.4% 

8 項目 4 8.5% 97.9% 

9 項目 0 0.0% 97.9% 

10 項目 1 2.1% 100% 

11 項目 0 0.0% 100% 

12 項目 0 0.0% 100% 

合計 47 100% 100% 

 
２）都道府県による市区町村の取り組み状況に対する評価 

「法に基づく対応状況調査」では、各都道府県に対し、管内市区町村の取り組みについて、概

況を評価するよう求めている（記述回答）。この回答内容について、市区町村の取り組み状況をた

ずねている 14 項目に対応させて、どの取り組みについて肯定的あるいは否定的に評価している

かを分類・集計した（図表 2-Ⅵ-1-3）。 
その結果、肯定的評価が挙げられていたのは、多い順に「高齢者虐待の対応の窓口となる部局

の住民への周知（調査対象年度中）」（47 都道府県中 14 件、29.8%）、「成年後見制度の市区町村

長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化 」（25.5%）、「虐待を行った養護者に対す

る相談、指導または助言」（23.4%）、「高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住

民への啓発活動 」（21.3%）であった。 
否定的評価が多く挙げられていたのは、「行政機関、法律関係者、医療機関等からなる『関係専

門機関介入支援ネットワーク』の構築への取組」（42.6%）、「介護保険サービス事業者等からなる

『保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク』の構築への取組」（31.9%）であり、これ以外に

2 割を超える項目はなかった。 
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図表 2-Ⅵ-1-3 「市町村における体制整備の取り組みに関する都道府県管内の概況」（都道府県記述回答）における市区町村の評価 

（N=47） 

  
肯定的評価 否定的評価 

件数 割合 件数 割合 

高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知（調査対象年度中）  14 29.8% 0 0.0% 

地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 8 17.0% 6 12.8% 

高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動 10 21.3% 5 10.6% 

居宅介護サービス事業者に法について周知 3 6.4% 4 8.5% 

介護保険施設に法について周知 2 4.3% 7 14.9% 

独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成  5 10.6% 2 4.3% 

民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築への取組  8 17.0% 2 4.3% 

介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築への取組  1 2.1% 15 31.9% 

行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築への取組  1 2.1% 20 42.6% 

（ネットワーク全般、もしくはどの層のネットワークか言及なし）  8 17.0% 5 10.6% 

成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化  12 25.5% 0 0.0% 

法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担当者との協議 1 2.1% 8 17.0% 

老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整 1 2.1% 2 4.3% 

虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言  11 23.4% 1 2.1% 

セルフネグレクト状態の高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等  8 17.0% 2 4.3% 

 
 

２．都道府県における取り組み状況と市区町村の取り組み・対応状況 

 

１）都道府県の取り組み状況と市区町村の取り組み状況・対応件数（養護者による高齢

者虐待） 

まず、都道府県における取り組み状況について、主に養護者による高齢者虐待対応に関わる 9
項目（問 4～問 12）について、図表 2-Ⅵ-1-2 と同様に取り組み実施数の分布を確認した（図表 2-
Ⅵ-2-1）。その結果から、「1～3 項目」「4～5 項目」「6～7 項目」に都道府県を 3 分した（8 項目

以上実施の都道府県はなし）。 
次に、この区分ごとに市区町村を分け、市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者に

よる高齢者虐待に関する「高齢者人口 10 万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10
万人あたり」の虐待判断事例数の平均値を算出した（図表 2-Ⅵ-2-2）。またこの区分を独立変数と

し、市区町村の取り組み実施数を従属変数とする分散分析を行ったところ、有意差が認められた

（p<.01）。多重比較の結果、都道府県の取り組み実施数が「6～7 項目」の市区町村は、「1～3 項

目」「4～5 項目」の市区町村よりも、有意に取り組み実施数が多かった（p<.05）。 
 

２）都道府県単位の市区町村の取り組み状況・対応件数（養護者による高齢者虐待） 

市区町村ごとに算出した、取り組み実施数、養護者による高齢者虐待に関する「高齢者人口 10
万人あたり」の相談・通報件数、及び「高齢者人口 10 万人あたり」の虐待判断事例数が都道府県

内で類似している傾向があるか、級内相関係数を算出して確認した。 
級内相関係数は、都道府県間分散を、都道府県内分散と都道府県間分散を合算した値で除して

得られる。0 から 1 の間をとり、市町村の回答がどれだけ都道府県によって説明されるかを表し

ている。1 に近いほど、市町村の値は同一の都道府県内で類似する傾向が高いと考えられる。 
結果は図表 2-Ⅵ-2-3 表のとおりであり、いずれも都道府県内での類似性は小さいものと考えら
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れた。 
 
図表 2-Ⅵ-2-1 都道府県における取り組み実施数の分布（養護者による高齢者虐待対応に関わる 9 項目中） 

実施数 都道府県数 割合 累積 

1 項目 2 4.3% 4.3% 

2 項目 10 21.3% 25.5% 

3 項目 7 14.9% 40.4% 

4 項目 8 17.0% 57.4% 

5 項目 12 25.5% 83.0% 

6 項目 7 14.9% 97.9% 

7 項目 1 2.1% 100% 

8 項目 0 0%  

9 項目 0 0%  

合計 47 100%   

 
図表 2-Ⅵ-2-2 都道府県における取り組み実施数と市区町村の取り組み・対応状況 

  

市区町村の取り組み・対応状況 

取り組み実施数 

相談・通報件数

（高齢者 10 万人

あたり） 

虐待判断事例数

（高齢者 10 万人

あたり） 

都道府県の 

取り組み状況 

による市区町村

の区分 

1～3 項目 平均値 9.5 66.9 36.2 

(n=612) (標準偏差) (3.7) (57.4) (36.3) 

4～5 項目 平均値 9.5 64.9 37.3 

(n=907) (標準偏差) (3.8) (66.3) (44.5) 

6～7 件項目 平均値 10.6 69.9 38.8 

(n=222) (標準偏差) (3.5) (62.0) (44.9) 

合計 

(N=1,741) 

平均値 9.6 66.3 37.1 

(標準偏差) (3.8) (62.7) (41.9) 

 
図表 2-Ⅵ-2-3 級内相関係数の算出結果 

  級内相関係数 

取り組み実施数 0.0991 

相談・通報件数（高齢者 10 万人あたり） 0.1142 

虐待判断事例数（高齢者 10 万人あたり） 0.1091 
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１．「考え方」の提示

本事業における「法に基づく対応状況調査」分析結果に対する考察として、本章でここまで示し

た内容を踏まえて、市区町村及び都道府県における、高齢者虐待防止・対応のための体制整備・施

策展開・対応状況を自己評価し、改善や新たな展開につなげていくための考え方を整理する。

なお、ここでいう「評価」とは、自己分析とそれに基づく課題抽出のプロセスを指す。

２．前提：「件数」だけでは評価の基準とはならない

相談・通報件数や虐待判断事例数は、あくまで高齢者虐待防止法に基づく対応件数であり、発生

件数とは異なる。従って、「本調査での対応件数が増えた＝虐待が増えた」といった解釈（評価）

は直接的にすぎるものであり、「件数」だけをもって評価の基準とすべきではない。

３．養介護施設従事者等による高齢者虐待について

（市区町村・都道府県共通） 

○対応経験の共有と活用

単年度内で相談・通報がない市区町村は 70.4%、虐待判断事例がない市区町村は 87.4%に上る。

年間複数の虐待事例への対応を経験する市区町村は 5%に満たない。市区町村単位で対応経験を

蓄積するのは困難であり、少なくとも都道府県単位での対応経験の共有が必要である。都道府県

では養介護施設従事者等による高齢者虐待の公表が義務づけられており（法第 25 条）、この活

用も含め、管内市町村への研修等において、具体的なケース検討を行うなど経験の共有・活用を

はかることが望まれる。

○虐待事例に対する丁寧な改善支援と重篤事案への適切な権限行使

過去にも虐待が発生していた施設等において、再度虐待が確認されるケースが少なからずみら

れている。また過去にも虐待が発生していた事例の方が、老人福祉法・介護保険法上の権限行使

が行われる割合が高くなっている。虐待が確認された施設等に対しては、状況改善・再発防止の

ための丁寧な指導・支援が望まれる。一方、悪質なケースや高齢者が重篤な被害を受けたケース

も存在しており、必要な法の権限行使を適切に行うことも必要である。このとき、施設等の指導

監督という意味での権限だけでなく、高齢者の安全確保や保護の観点から考えることが重要であ

る。

○改善指導の目的や方法等の見直し

市区町村が挙げた課題からは、改善指導が必ずしも十分な効果を上げられずにいる現状が示さ

れている。改善指導においては、単に虐待行為がなくなるだけでなく、適切な施設等の運営、サ

ービスの提供が目標とされるべきであり、そのために組織運営全体やサービス提供の質を丁寧に

Ⅶ．市区町村・都道府県における体制・施策・対応状況を評価するための考え方
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評価し、継続的かつ伴走型の支援を行い、定期的に評価を行っていくことが望まれる。

○身体拘束に対する取り組みの見直し

身体拘束は、虐待被害全体、及び身体的虐待に対して大きな割合を占めている。次期報酬・指

定基準改定より身体拘束廃止未実施減算の見直し等が行われることも踏まえ、身体拘束廃止に向

けた取り組みが十分なものであるか、再評価することが必要である。都道府県における身体拘束

ゼロ作戦、関連研修の実施状況についても、改めて適切かつ十分に行われているか、再評価すべ

きである。

○研修等のあり方や内容の見直し

施設等に対する研修や啓発に関する種々の課題が、市区町村から挙げられている。研修の対象、

開催形態や時期・方法等について、研修目的の設定から見直していくことが望まれる。特に、施

設等の管理者に対しては、サービス提供上の責任だけでなく、法に照らして適切に虐待が疑われ

る状況を明らかにする必要があること、また管理者自身が加害者となることを防ぐ意味を含めて、

適切な研修がはかられているか、検討すべきである。

○介護人材の確保と労働環境をみる視点

介護人材確保は、わが国が抱える喫緊の課題である。局所的には各事業者の課題かもしれない

が、介護保険行政等の単位で考えれば、市区町村あるいは都道府県行政における大きな課題でも

ある。人材確保の問題についても、事業者とともに対策を検討することが望まれる。また、介護

現場に従事する人たちの労働環境の問題についても目を向け、適切な働き方が実現されるよう留

意すべきである。

４．養護者による高齢者虐待について

【市区町村】 

○市区町村の体制整備と対応件数の関係を知る

市区町村の体制整備がなされている場合、そうでない市区町村よりも対応件数が多い傾向があ

る。過去の分析ではこの逆の関係も認められており、体制整備が進むことで、潜在事例が掘り起

こされ、実際の事例に対応することで必要な体制整備が促されるという関係が考えられる。

○体制整備・施策展開の状況を自己分析し、課題抽出を行う

 本事業では、市区町村における体制整備の取組状況及び対応件数について、①全国、②市区町

村の種類別、③類似団体別の状況を示した。これらの情報を参照しながら、かつ体制整備と対応

件数の関係にも留意しながら、市区町村ごとに、適切かつ十分な体制整備・施策展開の状況にあ

るか、自己分析し、その中から課題を抽出していくことが望まれる。このとき、高齢者虐待対応

協力者で構成するネットワーク等において、多角的に、かつ客観的に検討を行うことが望まれる。 

○体制整備や対応状況に関係する自治体の属性や施策を検討する

  本事業では、市区町村における地域包括支援センターの設置形態や、様々な自治体属性及び施

策の状況と、体制整備の取組状況及び対応件数との関係を示した。自治体の種類や規模、人口構

成は変えられなくとも、地域包括支援センターの設置形態・運営方法や、認知症サポーター等の
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ソーシャルキャピタルの醸成、介護予防等の施策については工夫の余地があり、積極的に検討す

ることが望まれる。このとき、虐待の再発防止という観点だけでなく、早期発見・対応、さらに

は未然防止に向けた、すなわち虐待加害者としての養護者ではなく、広義の養護者あるいは介護

者の支援という視点が重要である。また、高齢者本人の意思決定支援等、当事者視点での施策検

討が求められる。

○対応方法選択の適切性を評価する

本事業で示した調査結果からは、選択する対応方法（事実確認調査や虐待事例への対応）によ

って、その結果がときに大きく異なることが判明している。また、対応方法の選択や対応結果は、

市区町村間で大きなばらつきがあることも示されている。適切な対応方法が選択されているか、

対応結果との関係を含めて事後評価を行い、次の対応に活かしていくことが望まれる。このとき、

自治体本庁と地域包括支援センター間で認識が異なっていることがあるため、互いの状況認識を

突き合わせることも大切である。また、前述の体制整備や施策の評価との突き合わせも大切であ

る。

○調査データの活用

本調査の確定データが、昨年度から市区町村にも還元されている。調査データはエクセルの機

能を用いて独自に集計・分析を加えていくことが可能であり、その方法も調査関係資料で示して

いる。調査データを活用して、各市区町村での対応レビュー、対応状況の評価等につなげてほし

い。

【都道府県】 

○都道府県自身の取り組み状況を評価する

今回初めて調査された都道府県の取り組み状況には、バラツキがみられた。本事業では全国の

状況を分布とともに示しており、これらの情報を踏まえて、適切かつ十分な取り組みがなされて

いるか、自己評価を行うことが望まれる。

○市区町村の取り組みへの影響・効果を検討する

都道府県内での市区町村間の類似性は低いものの、都道府県の取組実施数が上位の市区町村で

は、市区町村の取組実施数も多い傾向が認められた。都道府県においては、都道府県としての取

り組みについて、実施の有無だけでなく、市区町村ごとの取り組みにどのような影響・効果があ

ったかを含めて自己評価を行う必要がある。
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第３章 法に基づく対応状況調査の方法に関する課題検討 

昨年度（平成 28 年度）事業のテーマは「高齢者虐待の要因分析及び調査結果の継続的な活用・還

元方法の確立」であった。この事業では、現行の「法に基づく対応状況調査」の課題を網羅的に抽

出・検討した後整理し、調査結果の活用・還元の観点から改善策を検討・提案した。

抽出した課題を図表 3-Ⅰ-1、提案した改善策を図表 3-Ⅰ-2 及び 3-Ⅰ-3 として、それぞれ本章末

尾に示した。

Ⅱ．平成２９年度事業で実現した改善策と今後の課題

１．調査の形式・内容に関して実現した改善策

図表 3-Ⅰ-2 及び 3-Ⅰ-3 に示した提案は多岐にわたるが、このうち、調査の形式・内容について提

案したものについて、今年度実施した法に基づく対応状況調査において一部が実現した。

１) 定義の整理・明確化

「虐待等による死亡事例」（E 票）は、これまで「介護している親族による、介護をめぐって

発生した事件で、被介護者が 65 歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例」と定義され、回答

範囲は「調査対象年度の間に発生し、貴市町村で介護をめぐって発生したと認識している死亡事

例について報告」と指定されていた。これに対し、定義が「養護者（※介護している親族を含む）

による事例で、被養護者が 65 歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例」、回答範囲が「調査

対象年度に貴市町村が把握した『養護者（※介護している親族を含む）による事例で、被養護者

が 65 歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例』」で、「調査対象年度以前に発生したものを

含む」とされた。また、注記として「殺害等の死亡事例で、警察署や報道等から事例を把握した

場合（当該事例発生前に相談・通報を受けていない場合も含む）も報告」するよう求めることと

なった。

２) 都道府県の体制整備状況に関する設問新設

昨年度事業では、高齢者虐待防止法が都道府県の役割として求めている施策や体制、及び高齢

者権利擁護等推進事業の実施状況、及び関連する施策に関する設問を新設することを提案した。

このうち、高齢者権利擁護等推進事業が刷新されたことも踏まえて、下記の事項について都道府

県に対する調査事項が今年度実施調査で新たに加えられた。

（※番号は図表 3-Ⅰ-2 に対応。⑩～⑯は刷新された高齢者権利擁護等推進事業のメニューに合わ

せて変更）

①関係機関及び民間団体間の連携の強化

⑥養護者による高齢者虐待の防止・対応に係る措置に関する市町村相互の連絡調整、市町村に

Ⅰ．経緯
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対する情報提供等の援助

⑩身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催

⑪介護施設・サービス事業従事者の権利擁護推進事業のうち、権利擁護推進員養成研修

⑫介護施設・サービス事業従事者の権利擁護推進事業のうち、看護職員研修

⑬権利擁護相談支援事業のうち、権利擁護相談窓口の設置

⑭権利擁護相談支援事業のうち、権利擁護に関する普及啓発

⑮権利擁護強化事業

⑯高齢者虐待防止シェルター確保事業

３) 既存調査項目の改変

昨年度事業では、調査設計自体の大きな見直しを含む提案を行ったが、その場合であっても、

また現行調査を踏襲する場合においても共通する、調査項目の見直し案を提案していた。

今年度実施調査では、養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応状況（B 票）に関する、

下記の提案について、一定の修正が加えられた。

（修正提案事項）

・B 票問 7（老人福祉法・介護保険法上の権限行使以外の対応）について、対応の根拠 条文

等も回答（記述回答）するように変更

・B 票問 11（老人福祉法、介護保険法に基づく措置を行った事例の具体的内容）を、「虐待と

判断した事例への対応の経過」（時系列等の対応経過の概要）に変更

（今年後実施調査での修正内容 ※すべて記入要領上での指定）

・問 8、問 9 で権限行使を実施したと回答した場合、監査や処分等の文書の写しを PDF 形式で

提出するよう要求。

・問 7 で、通報等を踏まえ、いわゆる「実地指導」を行った場合は本問に回答するよう要求。 
・問 8、問 9 で、いわゆる「監査」及びそれに伴う指導、処分を行った場合が対象となること

を説明。

２．調査の運用・分析に関して実現した改善策

図表 3-Ⅰ-2 及び 3-Ⅰ-3 に示した提案は、調査の運用や分析についても多くの提案を行ったが、

このうち、今年度調査実施時に対する集計・分析、すなわち本事業において一部が実現した。また、

本事業とは別に当センターが実施した事業「高齢者虐待における重篤事案等にかかる個別事例につ

いての調査研究事業」（平成 29 年度老人保健健康増進等事業）においても一部実現した。なお、こ

れらの結果は、別事業で行ったものを除き、いずれも本報告書第 2 章の中で示した。 

１) 市町村・都道府県の体制整備・施策展開状況の把握と評価

市町村・都道府県の体制整備・施策展開状況の把握と評価に関して提案していた分析の中から、

下記の内容を本事業では実施することができた。

（養介護施設従事者等による高齢者虐待関係）

・市町村毎の相談・通報件数及び虐待判断事例数の分布

・都道府県毎の相談・通報件数及び虐待判断事例数の分布

・都道府県における身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催、権利擁護推進員養成研修、看護職員研

修（いずれも高齢者権利擁護等推進事業）の実施状況
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（養護者による高齢者虐待関係）

・事実確認調査の状況（市町村ごと）（調査実施 10 件以上の市町村について、「関係者からの

情報収集のみ」とした割合、虐待と判断した割合、判断に至らなかった事例の割合について、

10%刻みで分布を表示）

・虐待事例への対応方法と結果（市町村ごと）（対応事例 10 件以上の市町村について、分離保

護を実施した割合、「終結」となった割合について、10%刻みで分布を表示）

・市町村の体制整備と対応件数の関係（例年も実施）

・自治体の種類と体制・対応の状況との関係（市町村の種類別に、体制整備の取組実施数、高

齢者 10 万人あたりの相談・通報件数及び虐待判断事例数の平均値を表示）

・市町村における地域包括支援センターの設置状況と体制・対応の状況との関係（地域包括支

援センターの設置形態別に上記と同様の代表値を算出）

・類似団体別の体制・対応の状況（類似団体別に、体制整備の取組実施数、高齢者 10 万人あた

りの相談・通報件数及び虐待判断事例数の平均値を表示）

・市町村の取り組み実施数、相談・通報件数及び虐待判断事例数（高齢者 10 万人あたり）と既

存統計との関係（相関及び重回帰分析）

・都道府県の取り組み状況（新設）

・都道府県の取り組みと市町村の体制整備との関係（養護者虐待関係の都道府県の取り組み項

目数で市町村を 3 群に分け、市町村の取組実施数を比較）

・都道府県による市町村の取り組み・対応状況（市町村における取り組み実施数、高齢者 10 万

人あたりの相談・通報件数、高齢者 10 万人あたりの虐待判断事例数が都道府県内で類似し

ている傾向があるか、級内相関係数を算出して確認）

・「市町村における体制整備の取り組みに関する都道府県管内の概況」（都道府県記述回答）

における市町村の評価傾向

２) 現行調査の範囲における追加分析

現行調査の範囲における追加分析として提案していた分析の中から、下記の内容を本事業では

実施することができた。

（養介護施設従事者等による高齢者虐待関係）

・権限行使の有無と施設等種別、虐待類型、各事例の最大深刻度、虐待者の規模、被虐待者の

規模、過去の指導等、発生要因との関係

・各事例の最大深刻度と施設等種別、虐待類型、虐待者の規模、被虐待者の規模、過去の指導

等、発生要因との関係

・過去の指導等の有無と施設等種別、虐待類型、各事例の最大深刻度、虐待者の規模、被虐待

者の規模、発生要因との関係

・事実確認調査の結果と通報等受理から事実確認調査開始までの日数

・被虐待者総数及び身体的虐待を受けた被虐待者に占める身体拘束の割合と推移

・虐待行為の具体例（類型及び深刻度毎）

（養護者による高齢者虐待関係）

・国勢調査、国民生活基礎調査との被虐待者属性の比較

・虐待者の続柄×同別居関係×家族形態の集計（例年実施）について、従来の続柄別表示に加

え、全体での構成比・順を集計

・虐待行為の具体例（類型及び深刻度毎）

・重篤事案の特徴抽出（深刻度が高い事例、及び分離保護・面会制限・立入調査・成年後見首

長申立等踏み込んだ対応を行った事例を、それ以外の事例及び対応事例全体と比較） ※別
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事業で実施

３) 死亡事例等の検証的分析の実施と再発防止策の検討

※別事業で、過去の法に基づく対応状況調査（平成 24～27 年度対象）における「虐待等によ

る死亡事例」（E 票）に対する、事例の詳細及び事後検証の内容等を明らかにするための再調査、

追加調査及びヒアリング調査（ヒアリング調査は本報告書作成時点では未実施）を国が実施（事

業内で調査方法・対象・内容を提案し、集計・分析を実施）。また調査結果を踏まえて、市町村・

都道府県に対し、死亡事例を含む重篤事案の特徴理解、事後検証を適切に行うための指針となる

内容の提供を目的とした成果物を作成。

４) 確定回答データの市町村への還元

昨年度事業報告書作成時には確定していなかったが、昨年度実施調査結果公表時に実現。併せ

て、今年度実施調査時に、調査様式内文書ファイル「調査結果の分析・活用方法」において、調

査データ分析方法の解説を増補した。

※「別事業」とは、平成 29 年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）として

認知症介護研究・研修仙台センターが実施した「高齢者虐待における重篤事案等にかかる個別事

例についての調査研究事業」を指す。

３．今後の課題

ここまで示したように、昨年度事業において提示した調査の改善策について、一定程度実現する

ことができた。しかし、調査の位置づけの明確化、定義の整理と明確化、他形態の調査を含めた調

査設計の抜本的な見直しと整理、実態（暗数調査）や事例分析及びデータベース構築等を目的とし

た調査の実施、定期的な調査実施環境の構築、国による公表事項の整理検討、回答負担の軽減や

調査期間の短縮等、取り組むべき改善は数多く残されている。引き続き、改善をはかっていくこ

とが必要である。
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図表 3-Ⅰ-1 平成 28 年度事業で抽出・整理した「法に基づく対応状況調査」の課題（平成 28 年度事業報告書 p.128-130） 

区分 課題 

1) 調査の性質・

位置付けの明

確化

調査が法の附則に基づくものである場合、「法の施行状況を勘案」、すなわち立法（改正）ニーズを把握する

ための調査項目や分析が不足している。 

調査が法第 26 条に基づくものではない（附則に基づく）とした場合、26 条に基づく「事例の分析」「調査及

び研究」は行われていないことになる。 

一方、児童虐待防止法、障害者虐待防止法とは異なり、法第 26 条では国にのみ調査研究の義務が示さ

れており、調査研究における「事例の分析」は重篤事例に限らない表現となっている。 

※ただし、附則に基づく立法ニーズの把握と第 26 条に基づく法の施行状況の把握は、調査の目的としては

矛盾しない。

市町村・都道府県の高齢者権利擁護等推進事業を含む体制整備・施策展開の効果検証（評価）として調査

を活用するといった、結果活用を見据えた目的や位置付けの整理がなされていない。 

調査通報等を起点とする認知事例調査（認知件数調査）、行政機関による虐待判断事例調査である（潜在

事例を含む発生件数等の実態把握とは異なる）という調査の性質を踏まえた、実態把握調査（暗数調査）に

関する検討が十分になされていない。 

調査の性質や位置付け、目的は、活用方法も含めて、国の施策全体における高齢者虐待対策の位置付け

の中から検討し、明確にすべきであるが、なされていない。 

2) 潜在事例の把

握（実態の把

握）

高齢者権利擁護等推進事業に対する行政事業レビュー公開プロセスの結果も踏まえて、調査を認知事例

調査（認知件数調査）と考えると、別途潜在事例調査（暗数調査・実態調査）の実施が必要であるが、法施

行当初以外は行われていない。 

実態調査の必要性は、潜在事例が相当数存在するという他の調査結果からの指摘、及び外的な要因によ

って認知件数が増加する「掘り起こし効果」への言及からも考えられる。犯罪被害や児童虐待等ですでに蓄

積がある手法でもあり、そうした観点からも実態調査は必要であるが、実施されていない。 

3) 事例分析の必

要性

事例の集合体としての分析は行われており、都道府県・市町村へは事例分析を促しているが、調査自体に

おいて個別事例としての分析は行われていない。 

法第 26 条の求める「事例の分析」が十分に実施されていない。 

虐待認定を行ったケースの、具体的な様態を明確にすべきであるが、十分になされていない（ただし、虐待

と判断されなかった事例を含めた検討が必要である）。 

死亡事例もしくは重篤事例における事例分析が行われていない（「養護者」関係）。 

公表事項の範囲、もしくは権限行使事例だけでも、都道府県毎の事例整理、施設種別毎の事例整理を行う

べきであるが、なされていない（「養介護施設従事者等」関係）。 

結果に着目した重篤事例の分析に対して、件数や割合が大きい属性等に着目した分析も事例分析として

は求められうるが、必要性の検討や実際の分析は十分に行われていない。 

4) 市町村体制整

備の充実強化・

都道府県の状

況把握

高齢者権利擁護等推進事業に対する行政事業レビュー公開プロセスの結果も踏まえて、市町村・都道府県

の体制整備・施策展開の効果検証（評価）を検討すべきであるが、十分になされていない（ただし、相談・通

報件数や虐待判断事例数等の、単一の指標のみに頼らない効果検証の枠組みを検討する必要がある）。 

都道府県の役割を踏まえ、都道府県施策の実施状況と市町村体制整備との関係を明らかにすべきと思わ

れるが、なされていない。 

以下の取り組みが必要であるが、十分になされていない。 

①これまで実施してきた、市町村の体制整備状況と認知率（人口等比の通報件数・虐待判断件数）との関

係を明らかにする分析を、自治体の施策評価の観点から、結果の活用方法を含めてさらに実施すること

②体制整備状況の経年変化との関係について整理すること（法施行当初から 5 年間の結果については過

去の当センター事業により分析済み）

老健局長通知を受けて平成 27 年度実施調査から設けられている、設問「市町村における体制整備の取

り組みに関する都道府県管内の概況」に対する分析が実施されていない。 

老健局長通知を受けて平成 27 年度実施調査から設けられている、市町村の体制整備に関する記述回答 

（D 票）が、国公表資料では例示程度にしか使用されていない（当センター老健事業報告書では具体例を分

類・提示）。 

高齢者の権利擁護の観点からは、地域包括支援センターの体制や活動状況の評価とも連動した調査や分

析の枠組みが提示されるべきであるが、関連づけられていない。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待に関しては、介護保険の保険者や、監督権限を有する市町村・都

道府県の取り組みを評価する観点が乏しい。 
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5) 定義の整理・

明確化

「養護者」「養介護施設従事者等」の区分や範囲が不明確である。 

「養護者」「養介護施設従事者等」、及びそれらに対応する「高齢者」の範囲が不明確であるため、発生率・

普及率等を算出するための分母が定まらない。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待の「件数」は、現状当該事例の発生した施設・事業所数としている

が、被虐待者数を勘案する必要があると思われるが、十分になされていない。またその場合、被虐待者が 

「不特定多数」もしくは「不詳（特定不能）」という回答は、調査回答として、あるいは法運用として適当かとい

う疑問がある。   ※養護者による虐待についても同様の問題あり。 

B 票（養介護施設従事者等による高齢者虐待）で相談・通報を「都道府県が直接受理」した件数は、市町村

による受理件数とは別途集計されている。またこれは、法に基づく対応として、適正かどうか疑問が残る。 

身体拘束の法が示す 5 類型上の位置付けが明確でない。 

また、原則禁止の規定がない事業種別における例外要件の取扱いによって、虐待かどうかの判断は変わり

うるか、「身体拘束廃止未実施減算」適用事例と虐待に該当する身体拘束の違いはあるか、といった点につ

いても整理すべきではないかと思われるが、なされていない。 

E 票「死亡事例」の定義（介護している親族による、介護をめぐって発生した事件で、被介護者が 65 歳以

上、かつ虐待等により死亡に至った事例）について、「介護」と「養護」の異同、ここでの死亡事例と「介護殺

人」との異同等が不明確である。 

E 票に「虐待等による死亡事例」として計上され、かつ C 票（養護者による虐待）に計上されない事例が現

行の調査では許容されているが、回答として、あるいは法の運用として適切か疑問が残る。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待におけるものも含めて、「虐待による死亡事例」であることを担保す

るための基準が明確でない。 

法の示す類型に照らして、どの部分に認定判断上の問題があるか不明である上、類型が示す①言葉の包

含関係と②事実の認定判断のどちらに認定判断上の困難さがあるのかが明確にされていない（事例分析

によって対応すべき）。 

高齢者虐待の具体的な内容について、日本社会福祉士会が示す『手引き』等の資料が十分に参照されて

いない可能性がある。一方、国による解釈通知、Q&A として捉えられる文書はほとんど示されていない。 

6) 適正な実態把

握・対応検討に

資する分析の

追加・調査項目

の追加

事実確認調査において「判断に至らなかった」ケースの対応や事例の様態に関する詳細や、その後の対応 

における傾向を明らかにすべきであるが、調査できていない。また、虐待と判断されなかった事例への対応

状況も含めて、ハイリスク群の特徴を明らかにするための分析が不足している。 

市町村間で調査に計上される（されない）事例の範囲が異なっていることが危惧されるため、基準を明確に

すべきであるが、調査の運用上は十分に対処されていない。 

初動もしくは対応までに時間を要している事例の要因分析が必要ではないか。 

（平成 27 年度中、高齢者支援課から指摘） 

※対応期間の長期化については、終結に向けての対応についても同じ。

対応期間算出根拠である日付回答（任意回答）の必須回答化・前後関係の厳密化が必要と思われるが、調

査票上、及び回答後の確認作業において十分に対応されていない。 

養護者による虐待対応における、対応終結／継続の判断経過・根拠等に関する設問が不足している。ま

た、対応結果については調査しているが、国による調査結果の公表項目には含まれていない。 

初動期対応、虐待判断、虐待事例の特性、判断後対応、対応結果等を目的変数とした、因果関係に関する

分析を実施すべきと考えられるが、十分には行われていない。 

市町村の体制整備状況と通報事例への対応方法等との関係を分析すべきだが、一部の分析にとどまって

いる。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応における、権限行使の根拠、権限行使を伴わない対応の具体

的内容、対応の経過・結果等をより詳細に明らかにすべきであるが、十分に調査されていない。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応における設問中、市町村・都道府県による対応内容（B 票問 

7～9）について、法的な対応根拠をより明確にすべきであるが、調査の中では確認されていない。 

事実確認調査結果の選択肢が、B 票・C 票間で異なる。 

当事者の周辺にある幅広い発生要因（組織的要因や労働環境、地域の社会資源やセーフティネット等）に

も言及可能な調査項目・調査設計を検討すべきであるが、調査に組み込まれていない。 

7) 公表事項の整

理検討

現行の形式になってから、国公表資料における公表項目は基本的には同一で、新設項目に関する結果が

追加されるのみである。  （平成 27 年度中、高齢者支援課から指摘） 

※ただし、公表事項の選定は国によるもの。
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国公表資料「調査結果概要」におけるクロス集計結果について、わかりにくい、概要でここまで詳細な記述

が必要か、といった疑問がある。  （平成 27 年度中、高齢者支援課から指摘） 

※ただし、公表事項の選定は国によるもの。

E 票「死亡事例」について、集計値として、より詳細に結果を公表すべきだが、調査項目に対して公表事項

が少ない。 

8) 回答自治体の

負担軽減

現行の 1 事例ずつ回答する方式は、回答する市町村、及びとりまとめる都道府県における事務負担が大

きいのではないか。  （平成  27  年度中、高齢者支援課から指摘。※ただし、現行の調査形式とする際

に、一定の配慮は行われている） 

調査項目の変更内容や、様式更新プログラム提供等の有無等が、調査開始時まで示されないため回答の

準備がしにくい、またエラーチェックが多く Excel 上での回答であるため回答入力が煩雑になりやすい、と

いう障壁がある。 

入力インターフェイスが Excel 上で直接データを構成する方式に近く（横方向入力）、なじみがない、また事

例毎の全体像を把握しにくい。 

負担感が生じているもっとも大きな要因として、回答したことによって得られる利益が明確でない、という点

が挙げられる。都道府県・市町村へは調査回答データの活用を求める一方、市町村単位の確定データは

返還していない現状もある。調査を単に事後の状況把握のためだけなく、ビッグデータとして活用するなど、

より積極的な利益が得られる仕組みの検討も行われるべきであるが、なされていない。 

9) 調査開始から

公表までの期

間の短縮

調査開始から公表まで、6 ヶ月以上を要している現状に対し、これを短縮する方法がないか。 

（平成 27 年度中、高齢者支援課から指摘） 

調査開始時期の遅れとも関係する、公表時期の遅れという問題も生じている。 

負担軽減の問題を含めて、現行の調査形式への変更が影響している可能性があるが、一方で、調査形式

変更自体が当時の国の認識していた課題解決の方法であったこと、調査の性質や位置付け、回答によって

得られる利益との関係性を踏まえるべきであること等にも留意する必要がある。 
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図表3-Ⅰ-2 　平成28年度事業で提案した「法に基づく対応状況調査」改善案：①調査形式・内容編（平成28年度事業報告書p.154-155）

認知症介護研究・研修仙台センター 
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図表3-Ⅰ-3　平成28年度事業で提案した 「法に基づく対応状況調査」改善案：②調査運用・分析編（平成28年度事業報告書p.156-157）

認知症介護研究・研修仙台センター 
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第４章  地方公共団体の体制整備促進を目的とした研修会の開催 

 

 

１．目的 

 

１) 本研究事業における研修会の位置づけ 

  「法に基づく対応状況調査」の調査結果活用・還元方法の一つとして、地方公共団体の体制整

備促進を目的とした研修会を開催することとした。また今後の同種の取り組みのあり方について

検討するとともに、研修会時に提示する資料として、調査分析結果の資料化による活用方法につ

いても検討することとした。本章ではその内容や評価等について示す。ただし、平成 29 年度に

実施された法に基づく対応状況調査結果の国による公表が本研修会には間に合わなかったため、

一部当初の目的が達成されなかった部分がある。 
 
２) 参加対象者における研修会の目的 

  上記の本事業における位置付けを踏まえ、後述する研修会の参加者にとっての目的を、下記の

ようにあらかじめ検討・整理した。 
  【都道府県】都道府県施策の自己評価や管内市区町村の取り組みの促し等に還元する材料を得

る。 
  【市区町村】他市区町村との情報交換を含めた演習体験及び講義等を通じて自市区町村の現状

を評価し、今後の改善等に向けた材料を得る。 
  【共  通】全国調査の結果に対する理解のしかた、自団体における回答データの活用方法等

について理解する。併せて、高齢者虐待防止・対応施策について都道府県・市区

町村等との情報交換・共通理解をはかる。 
また、研修内容の水準としては、「法に基づく対応に関連して共通理解しておくべき基本的か

つ重要な内容」と「一定の積極的な取り組みを行うことで直面しうる課題等に関連する内容」の

両者をとり上げることとした。ただし、前者により重きを置くべきであることも同時に確認され

た。 
 

 

２．概要 

 

１) 研修会の構成 

  平成 28 年度に実施した事業の成果を踏まえて、本事業においては、通常の研修会形式と、シ

ンポジウム形式の 2 つの形態で研修会を開催することとした（図表 4-Ⅰ-2-1）。なお、便宜上前

者を「研修会」後者を「シンポジウム」と表記する。 
  研修会については、平成 28 年度事業で実施した研修会と同様、「養介護施設従事者等による

高齢者虐待編」と「養護者による高齢者虐待編」に内容を大別し、それぞれ別日に実施し、かつ

2 日間連続で開催することとした。また、同一内容を東京会場及び大阪会場で各 1 回開催した。

なお、研修会の名称は、「行政機関・関係団体むけ高齢者虐待防止・対応の体制整備促進に関す

Ⅰ．目的と概要 
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る研修会（養介護施設従事者等による高齢者虐待編／養護者による高齢者虐待編）」とした。

  シンポジウムについては、名称を「高齢者虐待防止・対応の体制整備促進にむけたシンポジウ

ム」とし、1 日で第 1 部を「養介護施設従事者等による高齢者虐待編」、第 2 部を「養護者によ

る高齢者虐待編」とする構成とした。

図表 4-Ⅰ-2-1 研修会の構成 

研修会 シンポジウム

名称 
行政機関・関係団体むけ 

高齢者虐待防止・対応の体制整備促進に関する研修会 

高齢者虐待防止・対応の体制整備促進 

にむけたシンポジウム 

開催方法 

2 日間の研修プログラム × 2 会場（東京・大阪） 1 日間のシンポジウム × 1 会場（東京） 

期日 2月 8日・9日（大阪会場）、2月 15日・16日（東京会場） 3 月 9 日（金） （東京会場） 

主な対象 

都道府県、市町村（直営の地域包括支援センターを含

む）、関係団体、高齢者虐待対応専門職チーム、研究

者等 

左記のほか、委託型地域包括支援センター、認知症介

護指導者、ほか関係者全般 

【1 日目午後】 

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待編 

【2 日目終日】 

養護者による 

高齢者虐待編 

【午前】 

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待編 

【午後】 

養護者による 

高齢者虐待編 
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１．対象及び参加募集

１）参加募集対象 

「養介護施設従事者等による高齢者虐待編」と「養護者による高齢者虐待編」の別に、下記の

ように参加募集の対象を設定した（図表 4-Ⅱ-1-1）。 

図表 4-Ⅱ-1-1 参加募集対象

養介護施設従事者等による高齢者虐待編 養護者による高齢者虐待編 

○都道府県担当部署

○市区町村担当部署

○関係団体（施設等団体・職能団体・学会）

○高齢者虐待対応専門職チーム*1*2

○研究者*3 

○認知症介護指導者*1

○都道府県担当部署

○市区町村担当部署

○地域包括支援センター（直営型）

○地域包括支援センター（委託型のうち、高齢者虐待防

止法に係る事務の委託を受けているもの）*2

○高齢者虐待対応専門職チーム*1*2

○関係団体（施設等団体・職能団体・学会）

○研究者*3

○認知症介護指導者*1

*1 は都道府県担当部署，*2 は市町村担当部署，*3 は関係学会を通じて，それぞれ周知依頼を行う間接募集対象．

２）告知・申込方法 

参加募集対象のうち、図表 4-Ⅱ-1-1 に注記した対象を除いて、チラシ郵送による案内（兼 FAX
による申込書）を平成 30 年 1 月初旬から順次送付した。また、参加募集対象の中心は行政機関

であることを明記した上で、図表 4-Ⅱ-1-1 に注記した対象への周知も依頼した。チラシは後述す

る 2 会場 4 日分共通のものとし、複数日・会場の参加を可能とした。 
なお、後述のシンポジウムについても別葉のチラシを作成し、同封した。

３) 開催日程及び会場

開催日程及び会場は、図表 4-Ⅱ-1-2 に示すとおりであった。

図表 4-Ⅱ-1-2 開催日程及び会場

第 1 回（大阪会場） 第 2 回（東京会場） 

会場 TKP ガーデンシティ大阪梅田 バンケット 15A TKP ガーデンシティ竹橋 ホール 10E 

所在地 
大阪市福島区福島 5-4-21 

TKP ゲートタワービル 15 階 

東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 

住友商事竹橋ビル 10 階 

日時 

【養介護施設従事者等による高齢者虐待編】 

平成 30 年 2 月 8 日（木） 13:00～17:00  

【養護者による高齢者虐待編】 

平成 30 年 2 月 9 日（金） 10:30～16:30 

【養介護施設従事者等による高齢者虐待編】 

平成 30 年 2 月 15 日（木） 13:00～17:00  

【養護者による高齢者虐待編】 

平成 29 年 2 月 16 日（金） 10:30～16:30 

Ⅱ．研修会の開催
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２．開催状況

１) 申込・参加状況

各会場及び各日（各編）の申込・参加状況は、図表 4-Ⅱ-2-1 に示すとおりであった。複数日に

またがった参加者がいたため延べ数ではあるが、262 人の参加があった。 

図表 4-Ⅱ-2-1 申込・参加状況

第 1 回（大阪会場） 第 2 回（東京会場） 

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待編 

養護者による 

高齢者虐待編 

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待編 

養護者による 

高齢者虐待編 

申込者数 参加者数 申込者数 参加者数 申込者数 参加者数 申込者数 参加者数 

行政機関 41 38 47 41 42 37 48 41 

地域包括支援センター 8 6 45 42 2 2 18 14 

関係団体・研究者等 9 8 6 5 10 7 19 19 

認知症介護指導者 1 1 1 0 0 0 0 0 

その他 1 1 0 0 0 0 0 0 

合計 60 54 99 88 54 46 85 74 

２) 養介護施設従事者等による高齢者虐待編

(1) プログラム

「養介護施設従事者等による高齢者虐待編」では、図表 4-Ⅱ-2-2 に示すプログラムを実施し

た。

プログラムは 5 つの要素、すなわち①調査結果及び介護現場の現状、②「サービスの質の確

保」「利用者の権利擁護」の観点からみた対応のあり方、③虐待もしくは不適切ケア事例に対す

る改善の要点：事業者の立場から、④養介護施設・事業所への法の周知や研修会等のあり方、

⑤質疑応答からなる。

図表 4-Ⅱ-2-2 プログラム（養介護施設従事者等による高齢者虐待編）

時間 プログラム 

13:00 開会・趣旨説明 

13:10～14:00 ①調査結果及び介護現場の現状 

休憩（10 分） 

14:10～15:10 ②「サービスの質の確保」「利用者の権利擁護」の観点からみた対応のあり方 

休憩（10 分） 

15:20～16:20 ③虐待もしくは不適切ケア事例に対する改善の要点：事業者の立場から 

16:25～16:55 ④養介護施設・事業所への法の周知や研修会等のあり方 

16:55～17:00 ⑤質疑応答 

17:00 閉会 
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(2) プログラム①：調査結果及び介護現場の現状

本プログラムにおいては、本来平成 29 年度実施（平成 28 年度対象）の法に基づく対応状況

調査の結果を解説することを当初の目的としていた。しかし、既述のように本研修会の開催ま

でに国による調査結果の公表が間に合わなかったため、平成 28 年度実施（平成 27 年度対象）

調査のデータを再集計・再分析し、以下の内容とした。なお、資料作成後研修会当日までに調

査結果が公表される可能性が残されていたため、本プログラム分については、平成 29 年度実

施調査についても同様の集計・分析を行った資料を会場に用意した（ただし、結果として使用

されなかった）。

・「法に基づく対応状況調査」及び調査結果の概要

・特に注目すべき調査結果

・調査結果から考えられる体制整備や対応のあり方

・介護現場を取り巻く現状

(3) プログラム②：「サービスの質の確保」「利用者の権利擁護」の観点からみた対応のあり方

本プログラムは、全体で 60 分の構成とした。このうち冒頭の 15 分間は、虐待が疑われるが

情報が得られにくい状況の短い事例を提示して、参加者間（グループ内）で情報交換を兼ねた

フリーディスカッションを行うこととし、この部分の進行は当センターで行った。その後、残

りの 45 分間で、担当プロジェクト委員会委員からプログラムのテーマを踏まえた講義を行っ

た。なお、前提となる介護業界の状況として、人材 確保困難等の問題があり、地方自治体が

この問題を真剣に捉えた上で、地域の事業者と連携・協働すべきことも盛り込むこととした。

冒頭 15 分間で使用した事例は、図表 4-Ⅱ-2-3 のとおりであった。 

図表 4-Ⅱ-2-3 プログラム②冒頭で使用した事例

開設 3 年目の介護付き有料老人ホームについて、当該施設元職員を名乗る男性から市の窓口部署に電話によ

り通報。「人員が足りておらず職員が疲弊し、入居者を怒鳴ったり、訴えを拒絶したりする言動が横行しており、介

護事故も多発している」という。 

当該施設に対し高齢者虐待防止法に基づく任意の実地調査を行ったが、施設長は、「高齢者虐待の疑いとは心

外だ。うちは博愛を旨として運営しており、そんなことあるはずがない。通報したのは誰だ」などと話し、調査へはあ

まり協力的ではなく、職員への聞き取りは拒否された。 

介護記録は主に食事・入浴・排泄の有無と「変わりなし」等の記述のみであり、事実関係の特定が難しい状況で

あった。また労務管理の記録もごく簡単で、勤務実態との突合ができなかった。施設内の巡視は短時間行うことが

できたが、職員は忙しく立ち回っており、利用者に対して指示的な言動を行う様子や、ベッド柵やつなぎ服の使用も

一部みられた。また職員に声をかけると、「施設長が対応するから職務に専念するように言われています」と断られ

た。当該利用者との面談も短時間であり、「お世話になっているから特に言うことはない」と答えるのみであった。

(4) プログラム③：虐待もしくは不適切ケア事例に対する改善の要点：事業者の立場から

本プログラムは、テーマ及び使用事例以外の構成・進行はプログラム②と同様であった。

冒頭 15 分間で使用した事例は、虐待認定して改善指導を行うが効果がみられない状況の事

例であり、プログラム②から続くもので、図表 4-Ⅱ-2-4 のとおりであった。 
(5) プログラム④：養介護施設・事業所への法の周知や研修会等のあり方

本プログラムでは、冒頭 10 分間程度を参加者間の法の周知、研修会等の取り組みの共有（フ

リーディスカッション）に当て、その後プロジェクト委員会担当委員もしくは当センターから、

プログラムテーマに沿って要点を約 20 分間解説した。 
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図表 4-Ⅱ-2-4 プログラム②冒頭で使用した事例

プログラム②の事例について、何度か調査を繰り返した結果、一部について心理的虐待と判断することができ、

不適当な身体拘束の実施も認められたため、改善計画の提出を施設長に依頼した（他の指導、権限行使等はこの

時点ではなし）。期日どおり改善計画が提出され、書面上の内容・形式は整っていたため了とし、3 ヶ月後に改善計

画の実施状況を書面提出するよう求め、一応の対応を終了することとした。改善計画には、全職員への研修の徹

底、アセスメントの見直し、利用者・家族へのアンケート、職員のストレスチェック、身体拘束廃止に向けた見直し等

が含まれていた。  

改善計画の実施状況が提出されたため、確認のため市の担当者が施設を訪問した。訪問時にいた職員数名に

尋ねたところ、「研修の記憶はなく朝礼で新聞記事のコピーが渡された程度である」、「ストレスチェックは全職員に

用紙が渡され提出したがその後どうなったか分からない」、といった回答であった。 

施設長に状況を尋ねたところ、「それぞれちゃんと行った」とのことであったが、職員への結果の報告等について

は「いずれ考える」という回答であった。 

また、身体拘束の実施状況を確認したところ、「家族から要望があった場合のみ同意書を取って実施している」と

のことであった。

３) 養護者による高齢者虐待編

(1) プログラム

「養護者による高齢者虐待編」では、図表 4-Ⅱ-2-5 に示すプログラムを実施した。 
プログラムは 6 つの要素、すなわち①調査結果、②市町村・都道府県の体制整備と虐待対応、

③事例演習及び総評、④市町村・都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅰ］、⑤市町村・

都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅱ］、及び⑥振り返り・質疑応答からなる。

図表 4-Ⅱ-2-5 プログラム（養護者による高齢者虐待編） 

時間 プログラム 

10:30 開会・趣旨説明 

10:40～11:40 
①調査結果 

②市町村・都道府県の体制整備と虐待対応 

休憩（60 分） 

12:40～14:00 ③事例演習及び総評 

休憩（10 分） 

14:10～15:00 ④市町村・都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅰ］ 

休憩（10 分） 

15:10～16:00 ⑤市町村・都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅱ］ 

16:00～16:30 ⑥振り返り・質疑応答 

16:30 閉会 

(2) プログラム①：調査結果 及び ②：市町村・都道府県の体制整備と虐待対応

プログラム①及び②については一体的に実施した。本プログラムにおいては、本来平成 28 年

度実施（平成 27 年度対象）の法に基づく対応状況調査の結果を解説し、特にプログラム②にお

いて、本事業の目的のひとつである、市町村や都道府県における体制整備等の取り組みの状況

や市町村－都道府県間の取り組みの関係、市町村の体制等と虐待事例への対応状況の関係等を
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示すことを当初の目的としていた。しかし既述のように本研修会の開催までに国による調査結

果の公表が間に合わなかったため、平成 28 年度実施（平成 27 年度対象）調査のデータを再集

計・再分析し、以下の内容とした。この結果、平成 29 年度実施調査で調査項目が新設された、

都道府県の取り組み状況及び関連結果については示すことができなかった。なお、資料作成後

研修会当日までに調査結果が公表される可能性が残されていたため、本プログラム分について

は、平成 29 年度実施調査についても同様の集計・分析を行った資料を会場に用意した（ただ

し、結果として使用されなかった）。

①調査結果

・「法に基づく対応状況調査」及び調査結果の概要

・特に注目すべき調査結果

②市町村・都道府県の体制整備と虐待対応

・市町村・都道府県の体制整備状況と法に基づく対応状況の関係

・調査結果を活用した市町村・都道府県の体制整備や取り組みの自己評価

(3) プログラム③：事例演習

(a) 演習の目的

法に基づく対応を行う上で困難さを感じるが、事前の体制整備によって適切な対応を行い

得た事例を題材に、以下の点に関する共通理解や情報交換をはかる。

・関係機関連携やそれによる予兆察知の重要性

・高齢者虐待防止法や関係法令・制度の運用体制（自治体の体制）として特に留意すべき

事項、理解しておくべき事項

・市区町村等の体制整備や施策としてあらかじめ備えておくべき事項

(b) 基本的な構成と進行

・1 グループは 2～3 人掛けのテーブル前後 2 卓分とし、進行概要説明時に着席位置の移

動、自己紹介等を行う。

・全体で 80 分間とし、うち 55 分間を演習に充てた。また、その後の 25 分間をプロジェ

クト委員会担当委員からの総評とする。

・基本的な構成は、事例提示→グループワークⅠ：課題抽出→グループワークⅡ：改善策

検討→発表 の 4 段階とする。

・グループワーク中は、当センタースタッフ、担当委員が会場をラウンドし、進行支援（進

行が脱線・停滞・偏向する場合の助言等）を行う。

・各段階の内容は図表 4-Ⅱ-2-6 のとおり。

(c) 演習事例

演習事例において盛り込む事項を、下記のように設定した。

・「対応困難事例」と認識されやすいが、実際には事前の関係機関・者の連携や情報共有

による予兆察知、早期に対応を決定・実行する体制があることなどで一定程度困難さが

解消しうる事例。

・上記に関連して、必要な対応や法運用を行うための体制を構築していない場合、対応の

致命的遅れや不作為となりうる事例。

なお、事例の具体的内容は図表 4-Ⅱ-2-7 に示した。事例は、平成 28 年度実施事業の研修

会で使用した事例に、平成 27 年度事業の研修会で使用した要素を盛り込み再構成した。 
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図表 4-Ⅱ-2-6 演習の各段階と進行方法

進行概要説明 

（5 分） 

❶事例提示

（5 分）

❷グループワークⅠ：

課題抽出 （10 分）

❸グループワークⅡ：

改善策検討 （20 分）

❹発表

（15 分）

❺総評

（25 分）

・グループ形成 

・自己紹介

・進行概要説

明

・事例提示。

・各自内容を確

認し、対応上

の課題となっ

ている事項を

検討する。

・各自の検討内容をグルー

プ内で共有する。

・課題は、対応の具体的方

法（対応スキル）に係るも

のだけなく、「高齢者虐待

防止法や関係法令・制度

の運用方法」「市区町村等

の体制整備・施策」に係る

ものを含むよう指定。

・上記は❶の段階で教示す

るとともに、❷開始時にも

強調。

・共有した課題について、グ

ループ内の討論により改善

策について検討する。

・各参加者には、参考にな

る経験や施策等があれば

グループ内で積極的に紹

介するよう促す。

・2～3 グルー

プを指名し、

発表。

・担当委員より、

事例においてポイ

ントとなる点（特に

体制整備の評価・

構築に関するも

の）について講

義。

図表 4-Ⅱ-2-7 演習事例

○発生した家庭

A 市に住む、認知症がある母親と、ひとりで介護する息子のみで構成される家庭。息子は 5 年前に人間関係の問題から勤

め先を退職し、他県から実家に戻って生活していた。以後両親の年金と退職金の取り崩しで生活していたが、3 年前に父親が

他界し、その後母親に認知症の症状がみられるようになった。母親は要介護 3 の認定を受けており、認知症高齢者の日常生

活自立度はⅢa。食事や入浴、排泄介助の拒否や、不意の外出がみられるようである。 

○A 市の状況

人口 6 万人の A 市の高齢化率は 30%を超えており，4 か所の地域包括支援センター（すべて委託型）が設置されている。市

側の担当部署は高齢福祉課であり、課内に地域包括支援センターを所管する地域福祉係と、介護保険係がある。 

○対応の経過

本事例の半年前に、民生委員から地域包括支援センターに情報提供があり、通報として受理して訪問による事実確認調査

を行った。ネグレクト及び年金の搾取が疑われたが、息子が反省の弁を述べ、遠方に住む妹と相談しながら介護を進めるこ

と、介護保険サービスを導入することに同意したため、虐待とは判断せずに今後の経過を見守ることとした。その後、母親に

は週 3 回の訪問介護を導入した。なお、サービス導入時、担当ケアマネジャーには、家庭の環境や介護の困難さ等について

は情報が提供されたが、通報対応を行ったことは伝達されなかった。 

 半年後、当該高齢者を担当しているケアマネジャーから市に対応困難事例として相談があり、地域包括支援センターに連絡

してセンターが主に対応することになった。ケアマネジャーから内容を聞き取ったところ、息子が十分に在宅介護を行えていな

いと思われるが、サービス利用の中断・拒否があり、本人とはしばらく会えていないとのことであった。当初は息子から電話で

の断りがあったが、徐々に無断となり、ケアマネジャーが自宅を訪問しても玄関前での対応で中には入れてもらえず、ついに

はインターホン越しの拒否となっているとのことであった。 

 担当ケアマネジャーと何度か相談した後、地域包括支援センター担当者が当該家庭を訪問することとなった。しかし息子か

ら自宅内に入ることはかたくなに拒否され、母親の様子を確認することはできなかった。妹の手配で、母親には夕食の宅配が

行われていたが、自宅裏口には手を付けていない弁当が詰められたゴミ袋と、大量のビールの空き缶があった。 

 緊急対応の必要性を感じた地域包括支援センターでは、市担当課に相談し、警察を同行しての立入調査や、分離保護対応

も検討されたが、立入調査の経験はなく、保護のための居室も確保されていなかった。そのため、市では県に対応方法を相談

することとした。県に電話したところ、「検討の上返答する」とのことであり、回答を待つこととした。一方、ケアマネジャーから

は、虐待事例として扱われると今後の本人・家族とのただでさえ希薄な関係が断ち切られる、との強い懸念が示された。 

 県からの回答を待つ間に、当該家庭の様子を担当ケアマネジャーが見に行った際に、近所の住民から異臭と息子の様子が

怖いとの情報があった。この情報を共有したことで、市担当課から最寄り警察署の生活安全課に経緯を含めて相談し、立入調

査ではなく、警察による訪問を行うこととなった。息子はここでも激しく抵抗し、警官にほうきを逆に持って向かってきたため、取

り押さえて家屋内に突入した。 

母親はやせ衰え、かなり衰弱した状態で発見されたが、救急搬送の後一命はとりとめた。しかし、現在も入院中である。 

(4) プログラム④：市町村・都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅰ］ 及び

プログラム⑤：市町村・都道府県の体制整備と虐待対応［解説と講義Ⅱ］

プログラム④及び⑤は、それぞれ 50 分間のプログラムとした。50 分間の中で、「③事例演

習」への講評・解説に相当する内容を、冒頭 10 分程度行った後、残りの 40 分間で、「未然防

止を含む虐待（疑い）事例への対応を適切に行っていくための、体制整備や取り組みのあり方
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（自治体の自己評価を含む）」について講義することとした。講義はプロジェクト委員会担当委

員がそれぞれ行い、講義内容は上記テーマに沿って、各委員の専門から焦点を当てることとし

た。 
 

(5) プログラム⑤：振り返りと情報共有 

   ここでは、プログラム①～⑤の内容を振り返り、気付きや今後の取り組み等について出席者

間でディスカッション・共有を行うことを目的とした。また全体の質疑応答も内容に含めた。 
ディスカッションの補助のため、自団体での「体制整備・施策展開上の課題」「取り組み例（で

きていること）」「今後行いたい取り組み」を記入する「振り返りシート」をあらかじめ配布し、

プログラム①から適宜記入を開始することを求めた。シートはディスカッションの個人準備の

補助として使用することとし、記入は任意とした。 
各編とも全体で 30 分間とし、構成・進行は図表 4-Ⅱ-2-8 のとおりとした。 

 
図表 4-Ⅱ-2-8 振り返り・質疑応答の進行方法 

進行概要

説明 

（2 分） 

❶振り返り（5 分） ❷共有（ディスカッション）（10 分） ❸質疑応答（約 10 分） 

・シートに記入しな

がら各自振り返り 

・振り返った内容をグループ内で共有、ディスカッ

ション。 

・各参加者には、参考になる経験や施策等があ

ればグループ内で積極的に紹介するよう促す。 

・質疑応答を実施。 

 
 

３．参加者からの評価 

 

１）アンケートの実施 

研修会終了時に、参加者へ研修会に関する感想、及び高齢者虐待防止・対応全般に関する疑問・

課題・意見について、自由記述式・任意のアンケートによって回答を求めた。 
なお、以降に示す図表内の回答例は代表的な記述内容の抜書きであり、固有名詞の削除、文体

の統一、その他一部文言の修正等の処理を行っている。 
 
２）主な回答：養介護施設従事者等による高齢者虐待編 

養介護施設従事者等による高齢者虐待編（全 2 回）について、参加者から得られた主な評価は、

図表 4-Ⅱ-3-1 のとおりであった。 
 

図表 4-Ⅱ-3-1 養介護施設従事者等による高齢者虐待編に対する参加者からの主な評価 
区分 主な評価内容 

全体 

4 時間あっという間だった。 

とても分かりやすい研修だった。 

虐待に対しての知識や考え方について、今まで知らなかったことや考えていなかったことに気付くことができた

貴重な研修だった。 

施設虐待向け対応研修はないので、この研修があり、よかった。来年度も続けてほしい。 

当自治体ではこの種の研修等を行っていないので、参考にしたい。 

今まで虐待業務に携わったことがなかったため、全く虐待について知らなかったが、今回の研修で虐待につい

て学ぶことができた。 

大変勉強になった。業務に活用したい。 

他方面から話を聞くことができてよかった。それぞれの立場から見る虐待と防止について聞く事ができ、自分の

市でどう活かしていけるのか持ち帰り検討したい。 

独自のマニュアルを作成する予定で、その参考になる話が聞くことができてよかった。 

職員に対する取組等、非常に参考になる内容で、勉強になった。 
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今回研修は大変参考になった。不適切ケアの事例に対する改善の要点や考え方、事業所への研修の実施方

法等今後の指導に役立つ内容でよかった。 

学ぶ機会がなかったため、とても参考になった。 

とても分かりやすくて、本研修の内容を都道府県内で市町村にしてほしいと思った。 

虐待防止の業務の経験が浅いので参考になった。 

体制整備についての研修ははじめてだったので、非常に勉強になった。 

調査結果 

毎年実施されている調査内容を深く掘り下げることができた。研修内容の効果測定に今回研修内容を反映して

いきたい。 

国のデータに基づく説明が分かりやすかった。 

高齢者虐待の要因分析やデータを解説を交えて説明があったので、課題や問題をよく理解することができた。 

現在行っている調査やその評価・視点を見直すことができた。 

情報交換 

・演習

グループワークをやったあと講師の先生のお話と言う形が、問題提起になりよかった。 

他市町村の話を聞け、情報交換できる部分がありよかった。 

他自治体と情報交換ができたことが有意義だった。 

虐待認定から処分までの流れや事例について、他自治体と共有していく必要があると感じた。 

講義 

講師の話は 3 人とも分かりやすく参考になった。夜勤の問題など講師の話を聞きながら、日常の事業所指導の

場面と重なることが多く、学びとなった。 

施設、介護現場の実情を理解し、行政は指導するという一方向だけではなく共に課題を認識し、高齢者の福祉

に取り組むことの必要性を感じた。一方、行政が、法の正確な理解に基づいた虐待対応の人権を守るという軸

を明確化し、ブレない、ズレない仕組み作りが大切。 

虐待対応に限らない、これからの日本のあり様についての考察もせざるを得ない深い内容だった。 

権限行使を行わないグレーゾーンの事例について、施設に指導する際のポイントを細かく教えてもらえたので

大変勉強になった。 

人材確保の問題について考えさせられた。 

今後の研修

への要望 

大変内容豊富で、有意義な講義であったので、もう少し時間をかけて行ってもよいと思われる。何かに焦点を

当てた内容でもよいかもしれないと感じた。 

グループワークの時間がもう少し長いとよいかなと感じた。 

他の自治体と情報交換する時間がもう少しあればよかった。 

ボリュームのある内容で少し時間が足らず、尻切れになり少し残念だった。 

内容は分かりやすいので、時間配分を考え、もう少し掘り下げた研修の方がよかった。 

参加者間の意見交換よりも、その時間分講師の話を聞きたい。 

導入事例についてのセンター側の見解や対応策をいただきたい。 

グループワークの際、グループの構成（参加者の立場）は調整してほしい。 

事例について、課題と対処法等のまとめや他のグループでどのような意見があったのか共有できたらよい。 

改善案の考え方はわかったが、具体案の紹介があれば参考になる。 

具体的な事例と実際にどのように対応したのか、のケース検討がもう少しあるとより身に付いた。 

最新の統計を出してもらいたかった。その点が残念だった。 

調査結果が確定していながら、最新データではないもので研修を開催せざるを得ないことに歯がゆい思いがす

る。これだけ情報化された世の中で、なぜそうせざるを得ないということになるのか、今後とも最新の情報を広く

伝えていただきたい。 

去年の研修会でも最新の調査結果が出せていなかった。事業所の方に調査結果を踏まえた研修を行っている

ので、可能であれば、開催時期をもう少し遅くするか、厚生労働省に公表を早めさせるかで、最新の状況で研

修を受けたい。 

法令規則などを体系的に講義していただきたい。 

行政職員の「あるべき姿」を説明しても理解は得にくい。「あるべき姿」を上司に説明しても、法的に行政につい

て明記されているものでなければ行政として動くことは難しい。現場の職員は、虐待等について一定の認識が

あるため、管理職対象に研修を行うと良いと思う。 

通報があった場合のパターン別対応方法の例示があると助かる。 

研修会をどのように計画し、実践していくのか、もう少し具体的に講義していただきたい。 

自団体での対応が十分か判断するために、実際の事例の取組報告なども聞いてみたい。 

行政の良い取り組み事例の話が聞けるとありがたい。 

年度の早い段階で開催されると、とても助かる。 

行政担当初任者(1～3 年目)向けの研修もあれば嬉しい。 
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３）主な回答：養護者による高齢者虐待編 

養護者による高齢者虐待編（全 2 回）について、参加者から得られた主な評価は、図表 4-Ⅱ-3-
2 のとおりであった。 

 
図表 4-Ⅱ-3-2 養護者による高齢者虐待編に対する参加者からの主な評価 

区分 主な評価内容 

全体 

今まで自分自身が体験してきたことを振り返り、次に取り組むべきことが明らかになった。本日は参加でき本当

によかった。 

とっても参考になった。地域のケアマネジャーとの関係、ネットワーク作りを頑張りたい。 

今後の体制整備において大変参考になる貴重な研修の機会となった。虐待に関しては、市町村の大きさは関係

なく関わってくる問題になるので、しっかりと体制を構築していきたい。 

日々の業務に追われる中で、時間をかけて虐待の対応、市町村の役割など振り返り考える時間は大切だと思

う。担当地域に戻り、本日の学びを活かしたい。 

今日の資料を活用し啓発等努め、予防や小さい芽がつめるような地域づくりを目指していきたい。行政に関して

は、もっと日々の情報共有や顔を合わせることで会議の円滑な運営開催につなげていきたい。 

新たな思いで取り組む力になった。 

1 つ１つのプログラムの趣旨が明確にされていたので、取り組みやすかった。1 プログラムが 1 時間前後で構成

されていて、集中できた。 

研修の構成、プログラムの順番がとてもよかった。 

調査結果に基づく虐待の実情や事例検討で意見交換、市町村の対応課題など幅広く学ぶことができた。 

データや事例研修が組み込まれていて分かりやすかった。講師も色々な立場の人であり、考え方などもよくわか

った。本日学んだことを今後に活かしていきたいと思う。 

具体的な事例を使ったＧＷや解説等非常にわかりやすいプログラムだったので参考になった。 

虐待対応マニュアルや研修、会議の大切さについて考える機会になった。今後は、ケース対応でうまくいかなか

った点を踏まえ、マニュアル作成や効果的な研修会、会議を行っていきたい。 

あり方を考えて行く良い機会となった。マニュアル改訂を行っているので活かしたい。 

マニュアルの見直しを促していく必要性を感じた。 

市町村の果たすべき役割について再認識することができた。 

担当になったばかりなので、きちんとした方針を教えてもらい大変よかった。 

行政の立場、自治体の違いなど考え方を学ぶことができた。 

参考になることが多かった。 

具体的でよく分かった。 

とても分かりやすかった。 

厚労省が実施している調査の分析機関が主催する研修会ということで内容的にも満足した。次回以降におい

て、当自治体職員を順次参加させたい。 

得るものが多く、大変勉強になった。 

改めて、虐待対応において自身の行うべきことが明確になった。 

虐待を少しでも早く見つけられるよう未然に防ぐよう地域の目、地域力を高めていきたいと思った。 

解決できない問題と向き合っていく中で時々心が折れそうな時もあるが、今回の研修に参加して共に戦っている

人がいることを実感でき、勇気をもらえた。 

調査結果 

市町村、都道府県の体制整備と虐待対応の説明について、単にグラフ等の説明だけでなく、そこから読み取れ

る課題、問題提起がなされていてよかった。 

自団体でも虐待対応の偏りなどをデータで示し、上司への課題提供ができればと思った。 

「調査結果の分析」を見たことがなかったので、戻ったら確認したい。 

調査データの話は興味深かった。 

調査結果を理解して、各市町村における虐待に関する対応や事実確認の状況などから、今後の取り組まなけれ

ばならないことが多くあると感じた。 

データから、虐待対応の課題を発見し、対応改善や体制整備を少しでもできたらと思った。 

調査データを基にして体制の必要性について学べる場であり、非常によかった。 

様々な角度や視点から調査・検証がなされており、いくつもの新たな気付きがあった。 

当自治体でも、虐待調査の分析を行っているが方法に行き詰っていたところだったので、今回の内容はとても参

考になった。 

統計（国調査）の傾向や分析のポイントを知ることができた。自治体内で共有したい。 

対応の妥当性を検証することの必要性を認識できた。 

高齢者虐待の継続的な調査は貴重だと思った。虐待と認定することの重要性と難しさを感じた。 

調査結果について細かく実施されていることが理解できた。 
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情報交換 

・演習

事例演習を基本に詳細の説明があり、より深く理解できた。演習は、得意ではなかったが、色々な職種の方の話

が聞けてよかった。 

事例検討を通しての情報交換がとても有意義だった。 

他市町村と情報交換ができてよかった。 

他都市の担当の方と情報交換をする機会があまりないので、他都市の方の話を聞くことができてよかった。 

他市町村の方との情報交換や講義を通し、役割が整理できた。 

他の市町村の状況を聞くいい機会になった。それぞれの地域性も違い、新たな政策提案のヒントにもなった。 

様々な地域の方と演習で話すことができ、地域の特性を確認することができた。 

他業種との意見交換ができてよかった。 

他自治体の意見を聞くことで自分の自治体の強みが見えた。 

事例に基づいての演習はどう動いたらよいのか具体的で分かりやすかった。 

具体的な事例を通して、行政としての対応を整理・確認することができた。 

演習の目的の説明が明確だったので考えやすかった。連携の問題で後手に回っていると事例を通してはっきり

分かった。 

事例検討を行い、体制整備に結び付けて学ぶことができたので有意義であった。 

自身の力量について振り返る機会になった。 

地域での研修会に活かせる内容だった。 

講義 

どの講義も参考になった。 

現場に沿った分かりやすい講義だった。 

実務に添っており非常に興味深かった。 

虐待対応への再認識や気付きがあった。 

様々な視点から虐待・介護に関する見識に触れることができ、良かった 

普段から他機関との連携が大切であると改めて感じた。 

緊急性の有無、虐待の認定が行政としてまず重要な役割だと感じた。コアメンバー会議の重要性も感じた。 

講義で学んだように、自分の自治体に合ったマニュアルを自らが作っていくことが大切であると感じた。今後虐待

対応を行う際、根拠や記録に基づいて行動していきたいと思う。 

行政としての訴訟リスクについても解説があったので勉強になった。 

男性介護者の大変さを聞けて、大変参考になった。 

介護者の気持ちを知ることができ、良かった。 

生活者である介護者の悩みに心のもやが少しすっきりした。 

介護実態について改めて考え直す必要があると感じた。 

養護者の支援・対応が大きな課題になっていることがよく分かった。 

介護者への支援を事前にしておくことで、虐待を防止することができると思った。何ができるのか整理して、ケア

のコミュニケーション（虐待の予防）について考えていきたいと思う。 

事例演習に対してのフィードバックの講義がしっかりしていて勉強になった。 

事例検討後の解説（法律的な面・虐待の援助技術面）が様々な局面から聞けた点がよかった。 

虐待対応についてどのように介入したらよいか、困難さを改めて感じた。 

今後の研修

への要望 

グループワークの時の時間が少ないと感じた。 

演習の時間が、もう少しあっても良いかと思った。 

情報交換の時間が少し短かった。 

もう少し意見交換の場があってもよかった。 

情報交換の観点から、参加者名簿や名札があるとよい。 

少し市町村向けの研修と感じた。 

国調査の発表が年度内に間に合わないなら、調査依頼開始をもっと早めたらいかがか。できれば、最新の統計

結果を踏まえてほしい。 

当自治体と同じような規模の市町村の話を聞きたい。 

体制整備、特に虐待防止・対応に資するシステムに関する話があった方が良かった。「～こういうものがあると良

い」というような提示だけでなく、それをどのように整備・設置・用意すればいいのか助言があればよかった。 

経済的虐待についての法律的な話が聞きたかった。 

訴訟リスクの観点から、法律の専門家に記録の重要性を伝えてもらいたい。 

成年後見の市町村長申立について詳しい解説が聞きたい。 

精神障害や過去からの DV がある場合など、対応が難しい養護者への関わり方について知りたい。 

事例の際、登場人物の表現の仕方に少し工夫が必要だと感じた。 

この研修に GW を入れる意図が内容とつながらない気がする。 

グループで事例検討をするのでなく、より多くの事例に対し、講師の考えや事例への視点について聞きたい。 

都道府県の専門職チーム、社会福祉士会、介護福祉士会にも今後開催情報が届くようにしてほしい。 

初任者向けの研修などがあればより良い。 
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１．対象及び参加募集

１）参加募集対象 

下記のように参加募集の対象を設定した（図表 4-Ⅲ-1-1）。 

図表 4-Ⅲ-1-1 参加募集対象

○都道府県担当部署

○市区町村担当部署

○地域包括支援センター（直営型・委託型）

○高齢者虐待対応専門職チーム

○関係団体（施設等団体・職能団体・学会）

○研究者

○認知症介護指導者

○その他関係機関・者

２）告知・申込方法 

参加募集は、前節で示した研修会の案内に同封する形で、チラシ郵送による案内（兼 FAX によ

る申込書）を平成 30 年 1 月初旬から順次送付した。また、地域包括支援センターに対しては別

途チラシ郵送による案内を行った。

３）開催日程及び会場 

開催日程及び会場は、図表 4-Ⅲ-1-2 に示すとおりであった。 

図表 4-Ⅲ-1-2 開催日程及び会場

会場 サンライズビル東京 2 階 ザ・グリーンホール 

所在地 東京都中央区日本橋富沢町 11-12 

日時 平成 30 年 3 月 9 日(金) 10:00～16:40 

２．開催状況

１）申込・参加状況 

申込は 206 人、当日参加者は 174 人であった（図表 4-Ⅲ-2-1）。 

図表 4-Ⅲ-2-1 申込・参加状況

申込者数 参加者数 

行政機関 58 51 

地域包括支援センター 93 81 

関係団体・研究者等 30 22 

認知症介護指導者 1 1 

その他 24 19 

合計 206 174 

Ⅲ．シンポジウムの開催
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２）プログラム 

プログラムは、図表 4-Ⅲ-2-2 に示すとおり、第 1 部を「養介護施設従事者等による高齢者虐待

編」、第 2 部を「養護者による高齢者虐待編」とする構成であった。 
シンポジウム形式としたため、第 1 部・第 2 部とも、冒頭で「①（第 2 部では①及び②）情報

提供」として「法に基づく対応状況調査」調査結果や調査結果に関係する内容を報告した。その

後「②（第 2 部では③）話題提供」として、前節で示した「研修会」でプロジェクト委員会担当

委員が講義を行った内容を活かした話題提供を行った。最後に、「③（第 2 部では④）ディスカ

ッション：地方公共団体の体制整備促進に必要な現状評価と取り組み」として、それまでのプロ

グラムの演者によるディスカッションを行った。

図表 4-Ⅲ-2-2 シンポジウムのプログラム

時間 プログラム 

10:00 開会・趣旨説明 

第 1 部 養介護施設従事者等による高齢者虐待編 

10:10～10:50 

①情報提供：調査結果及び介護現場の状況 （センター） 

・調査及び調査結果の概要

・特に注目すべき調査結果

・調査結果から考えられる体制整備や対応のあり方

・介護現場を取り巻く現状

休憩（10 分） 

11:00～12:00 

②話題提供（各 20 分）  （委員） 

(1) 「サービスの質の確保」「利用者の権利擁護」の観点からみた対応のあり方

(2) 虐待もしくは不適切ケア事例に対する改善指導の要点（身体拘束関係を含む）

(3) 養介護施設・事業所への法の周知や研修会等のあり方

12:00～12:30 
③ディスカッション：地方公共団体の体制整備促進に必要な現状評価と取り組み 

（①②演者による） 

休憩（60 分） 

第 2 部 養護者による高齢者虐待編 

13:30～14:30 

①情報提供：調査結果 （センター） 

・調査及び調査結果の概要

・特に注目すべき調査結果

②情報提供：市町村・都道府県の体制整備と虐待対応 （センター） 

・市町村・都道府県の体制整備状況と法に基づく対応状況の関係

・調査結果を活用した市町村・都道府県の体制整備や取り組みの自己評価

休憩（10 分） 

14:40～15:55 

③話題提供（各 25 分）  （委員） 

(1) 市町村・都道府県の体制整備や取り組みの自己評価

(2) 関係機関連携、未然防止の取り組みを含む体制整備のあり方

(3) 法的な側面からみた留意点

15:55～16:30 
④ディスカッション：地方公共団体の体制整備促進に必要な現状評価と取り組み 

（①～③演者による） 

16:30～16:40 講評・閉会 
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３）資料 

  資料は、抄録集様のものとした。前節で示した「研修会」と同様、「法に基づく対応状況調査」

の調査結果に関わる内容は、本研修会の開催までに国による調査結果の公表が間に合わなかった

ため、平成 28 年度実施（平成 27 年度対象）調査のデータを再集計・再分析したものとなった。

なお、資料作成後研修会当日までに調査結果が公表される可能性があったため、平成 29 年度実

施調査について同様の集計・分析を行った資料を差替え用として会場に用意した。結果、シンポ

ジウム終了とほぼ同時に調査結果の公表がなされたため、シンポジウム終了後に、上記差替え用

資料を参加者に配布した。 
 
 

３．参加者からの評価（研修ニーズ） 

 

１）アンケートの実施 

研修会終了時に、参加者に対して、「受講者」としての研修ニーズ、及び．「企画・運営者や講

師」としての研修ニーズについて、それぞれ①内容、及び②形式や方法の観点から選択式でたず

ねるアンケートを実施した。なお、併せてシンポジウムに関する感想、及び高齢者虐待防止・対

応全般に関する疑問・課題・意見についての記述回答を求めた。 
 
２）主な結果 

(1) 回収状況及び回答者の属性 

   142 人から回答が得られた。うち、135 人分の回答を有効回答とした。なお、研修ニーズに

ついては「受講者」、「企画・運営者や講師」のそれぞれで有効回答として採用する回答を抽出

した。回答者の属性は、図表 4-Ⅲ-3-1～4-Ⅲ-3-3 に示すとおりであった。 
 

図表 4-Ⅲ-3-1 回答者の所属 
所属 人数 割合 

1. 都道府県の担当部署 9 6.7% 

2. 市区町村の担当部署 30 22.2% 

3. 地域包括支援センター（直営） 11 8.1% 

4. 地域包括支援センター（委託） 54 40.0% 

5. 関係団体・機関・研究者等 9 6.7% 

6. 高齢者虐待対応専門職チーム 4 3.0% 

7. 認知症介護指導者 2 1.5% 

8. その他 16 11.9% 

合計 135 100% 

 
図表 4-Ⅲ-3-2 回答者の所在地域 

所属 人数 割合 

1. 北海道 4 3.0% 

2. 東北 9 6.7% 

3. 関東 96 71.1% 

4. 中部 17 12.6% 

5. 近畿 0 0.0% 

6. 中国 1 0.7% 

7. 四国 2 1.5% 

8. 九州・沖縄 1 0.7% 

無回答・不明 5 3.7% 

合計 135 100% 
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図表 4-Ⅲ-3-3 回答者の所在市町村の区分（都道府県の参加者は回答不要とした）

所属 人数 割合 

1. 政令市 10 7.9% 

2. 中核市 15 11.9% 

3. 特例市 4 3.2% 

4. 1～3 以外の市 54 42.9% 

5. 特別区（東京 23 区） 18 14.3% 

6. 町 4 3.2% 

7. 村 0 0.0% 

その他・不明 21 16.7% 

合計 126 100% 

(2) 「受講者」としての研修ニーズ

高齢者虐待の防止や対応に関する研修会等の学習機会について、どのような内容や形式、方

法が必要だと思うか、「研修の受講者」の立場で回答を求めた。具体的には、①内容（20 項目）、

②形式や方法（10 項目）のそれぞれについて、必要だと思うものを 5 つまで選択して回答する

よう求めた。結果は、図表 4-Ⅲ-3-4 及び 4-Ⅲ-3-5 に示すとおりであった。 
研修内容としては「養護者への支援」「高齢者虐待防止法に基づく対応の手順や方法」「対応

終結までの考え方や手順」「高齢者虐待防止法に基づく対応の具体的事例」を求める回答が回答

者の 3 分の 1 以上となっていた。研修の形式や方法では、「定期的な開催」が 71.4%と高く、

「機関や職種を特定した開催」「演習、グループワーク等」も回答者の 3 分の 1 以上となって

いた。

図表 4-Ⅲ-3-4 「受講者」としての研修ニーズ（研修内容） [５つまで選択・複数回答形式] ※有効回答 126

所属 人数 割合 

1. 高齢者虐待防止法の内容 16 12.7% 

2. 通報の義務や通報窓口 10 7.9% 

3. 高齢者虐待防止法に基づく対応の手順や方法 46 36.5% 

4. 高齢者虐待の定義や判断の基準 38 30.2% 

5. 高齢者虐待や虐待への対応状況の実態（調査結果等） 21 16.7% 

6. 関係機関等によるネットワークの構築や連携の方法 32 25.4% 

7. 地域包括支援センターの役割 33 26.2% 

8. 発生予防や早期発見のための取り組み 37 29.4% 

9. 対応終結までの考え方や手順 45 35.7% 

10. 養護者への支援 53 42.1% 

11. 養介護施設従事者等への支援（ストレスマネジメント等） 32 25.4% 

12. 虐待防止のための適切な介護方法等 13 10.3% 

13. 高齢者の権利擁護や職業倫理 23 18.3% 

14. 身体拘束に対する考え方や防止・廃止の方法 35 27.8% 

15. 虐待行為の具体的事例 26 20.6% 

16. 高齢者虐待防止法に基づく対応の具体的事例 45 35.7% 

17. 体制整備・施策展開の具体的な事例 32 25.4% 

18. 研修会等の実施方法 21 16.7% 

19. 教材や事例集等の紹介 11 8.7% 

20. その他 2 1.6% 
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第４章 

 

 
 

図表 4-Ⅲ-3-5 「受講者」としての研修ニーズ（研修形式や方法） [５つまで選択・複数回答形式] ※有効回答 126 
所属 人数 割合 

1. 定期的な開催 90 71.4% 

2. 頻繁な開催 12 9.5% 

3. 開催日・時間帯の工夫（休日・曜日・時間帯等） 32 25.4% 

4. 短時間の開催 21 16.7% 

5. 長時間の開催 4 3.2% 

6. 機関や職種を特定した開催 49 38.9% 

7. 経験年数や役職を特定した開催 31 24.6% 

8. 演習、グループワーク等 45 35.7% 

9. 参加者間の情報共有 41 32.5% 

10. その他 6 4.8% 

 

(3) 「企画・運営者や講師」としての研修ニーズ 

   高齢者虐待の防止や対応に関する研修会等の学習機会について、どのような内容や形式、方

法が必要だと思うか、「研修の企画・運営者や講師」の立場で回答を求めた。具体的には、①内

容（20 項目）、②形式や方法（10 項目）のそれぞれについて、必要だと思うものを 5 つまで選

択して回答するよう求めた。結果は、図表 4-Ⅲ-3-6 及び 4-Ⅲ-3-7 に示すとおりであった。 
   研修内容としては「高齢者虐待の定義や判断の基準」「発生予防や早期発見のための取り組

み」を求める回答が回答者の 3 分の 1 以上となっていた。研修の形式や方法では、「定期的な

開催」が 75.2%、「演習、グループワーク等」が 51.4%と高く、「参加者間の情報共有」「機関や

職種を特定した開催」も回答者の 3 分の 1 以上となっていた。 
 

図表 4-Ⅲ-3-6 「研修の企画・運営者や講師」としての研修ニーズ（研修内容） [５つまで選択・複数回答形式]  

                                                 ※有効回答 105 
所属 人数 割合 

1. 高齢者虐待防止法の内容 25 23.8% 

2. 通報の義務や通報窓口 18 17.1% 

3. 高齢者虐待防止法に基づく対応の手順や方法 34 32.4% 

4. 高齢者虐待の定義や判断の基準 37 35.2% 

5. 高齢者虐待や虐待への対応状況の実態（調査結果等） 19 18.1% 

6. 関係機関等によるネットワークの構築や連携の方法 26 24.8% 

7. 地域包括支援センターの役割 26 24.8% 

8. 発生予防や早期発見のための取り組み 35 33.3% 

9. 対応終結までの考え方や手順 28 26.7% 

10. 養護者への支援 26 24.8% 

11. 養介護施設従事者等への支援（ストレスマネジメント等） 25 23.8% 

12. 虐待防止のための適切な介護方法等 12 11.4% 

13. 高齢者の権利擁護や職業倫理 21 20.0% 

14. 身体拘束に対する考え方や防止・廃止の方法 29 27.6% 

15. 虐待行為の具体的事例 20 19.0% 

16. 高齢者虐待防止法に基づく対応の具体的事例 24 22.9% 

17. 体制整備・施策展開の具体的な事例 21 20.0% 

18. 研修会等の実施方法 20 19.0% 

19. 教材や事例集等の紹介 5 4.8% 

20. その他 2 1.9% 
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認知症介護研究・研修仙台センター 

図表 4-Ⅲ-3-7 「研修の企画・運営者や講師」としての研修ニーズ（研修形式や方法） [５つまで選択・複数回答形式] 

※有効回答 105

所属 人数 割合 

1. 定期的な開催 79 75.2% 

2. 頻繁な開催 3 2.9% 

3. 開催日・時間帯の工夫（休日・曜日・時間帯等） 34 32.4% 

4. 短時間の開催 21 20.0% 

5. 長時間の開催 6 5.7% 

6. 機関や職種を特定した開催 36 34.3% 

7. 経験年数や役職を特定した開催 26 24.8% 

8. 演習、グループワーク等 54 51.4% 

9. 参加者間の情報共有 42 40.0% 

10. その他 1 1.0% 
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１ 「法に基づく対応状況調査」調査項目と選択肢 
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巻末資料 

２
研修会・シンポジウム資料

 

※ここでは、本報告書第４章に示した研修会・シンポジウムで使用した資料

を縮刷して掲載しています。

※研修会は、各編２回ずつ開催いたしました。このため、内容が共通する部

分については、１回目分のみ掲載しています。また、空白ページ等の不要

ページを削除しています。

※本資料を直接コピー・印刷、配布するなどして二次使用される場合（デジ

タルデータとしてのコピーを含む）、以下の点を順守してください。

●出典を明記すること

●営利目的で使用しないこと

●内容の改変を行わないこと
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認知症介護研究・研修仙台センター

68

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉8⽇
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1

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

186



3

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 4

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

5

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 6

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

187



7

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 8

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

9

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 10

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

188



11

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 12

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

13

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 14

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

189



15

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 16

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

17

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 18

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

190



19

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 21

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

22

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇ 23

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター
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24

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇ 25

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

26

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇ 27

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

192



29

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 30

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

31

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

A

32

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇
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33

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

3 1 16

34

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

15

19 1

10

35

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

3 2

36

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

2017 9 16
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37

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

+

P44

38

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

2009 7 11

2017 9 16

39

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 40

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

24 4 3

3 2
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41

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

 

 

42

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

43

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

2018 2 9

44

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇
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45

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

5

46

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

8

47

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 48

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

197



49

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

5

50

⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉9⽇

51

【養護者による⾼齢者虐待編】第1回（⼤阪会場）

認知症介護研究・研修仙台センター
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1

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

※プログラム1は第1回（大阪会場）と共通のため割愛します。
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17

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 18

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

19

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 20

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇
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21

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 22

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

23

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 24

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇
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25

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 26

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

27

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 28

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇
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29

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 30

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

31

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 32

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇
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33

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 34

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

35

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 36

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

30 2 15

2
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37

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

4

38

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

5

6

39

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

7

40

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

9

10
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41

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

2017 11

246 65.6%
101 26.9%
38 10.1%
29 7.7%
29 7.7%
22 5.9%
8 2.1%

27

2017 12

71 28.9%

70 28.5%
61 24.8%
57 23.2%
41 16.7%

27

42

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

14

43

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

15

16

26

44

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉15⽇

17

27

18
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45

【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

19

27

20
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1

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

※プログラム1及び2は第1回（大阪会場）と共通のため割愛します。
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21

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター 22

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

1

2

24

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

3

4

25

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター
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5

6

26

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

7

8

27

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

9

10

28

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

11

12

29

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター
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13

14

30

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

15

31

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

33

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

1

• A
5

• 3

• 3
a

•

2

34

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇
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A
• 6 A 30% 4

•

• 3

3

•

•

•

•

4

35

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

•

•

•

•

5

•

•

•

•

6

36

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

7

8

37

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

•
•
•
•
•
•
•

9

•
•

•
•
•
•

•

10

38

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇
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11

• 5

•

•
• SOS
•

12

39

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

•
•

13

•

•
•

•
14

40

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

2005

15

29 2017 3

•

16

41

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

1.

2.

3.

…

17

•

•

•

1.
2.
3.

18

42

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇
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•

•

•

•

•

•
•

19

•
•

•
•
•

20

43

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

•

•

• ADL

•

21

22

44

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇

•

•

•

•
•

23

•
•

•
•

•

•
24

45

【養護者による⾼齢者虐待編】第2回（東京会場）

認知症介護研究・研修仙台センター

25

•

26

46

⾏政機関・関係団体むけ ⾼齢者虐待防⽌・対応の体制整備促進に関する研修会

平成30年2⽉16⽇
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